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I 船員保険の統合に伴う労働者災害補償保険の取扱い等

第 1 船員保険の職務よ疾病・年金部門と労働者災害補償保険の統合の基本的な考え方

等

1 基本的な枠組み

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成 19年法律第 30号)により、平成

22.年 1月 1日に船員保険の職務上疾病・年金部門を労働者災害補償保険(以下「労

災保険」という 0) に統合し、従来の船員保険の給付のうち、労災保険の保険給付

に相当する給付は労災保険から給付を行い、労災保険の給付水準を上回る部分の給

付(以下「上乗せ給付Jという。j及び船員保険独自の給付は、統合後も船員保険

から給付を行うこととされた。

2 船員j去に定める支給事由が生じた場合に労災保険に定める保険給付を給付

今回の統合に当たっての労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号。以下

「労災保険法」という。)における主な改正は、第3条と第 12条の 8第 2項であ

る。

第 3条の改Eは、船員保険の被保険者(たる労働者等)について、労災保険法を

適用するとすてる趣旨のものであり、第 12条の 8第2項の改正は、労働基準法(昭

和 22年 4月 7日法律第49号)の適用が一部に限られる船員について船員法(昭

和 22年法律第 100号)に定める災害芸術的事由のうち、労働基準法に定めるもの

ど同ーの事由が生じた場合に、労災保険法に定める保険給付を行うとする趣旨であ

る。

したがって、統合後ほ、船員保険の被保険者のうち、労働者(特別加入者として

hll {'(Yの対匁となる者も含む。)が新たに労災保険の対匁となるという点を除き、原

則として船員以外の労働者と向指の災害hli(1'(' J i: 由が生じた場合に同ーの m~1仇給付を

することになるが、船員労働の特殊性を踏まえた取扱いを一部で行うことに留立す

る必要がある。

第2 船員の定義等

1 船員保険の被保険者の範囲

船員保険法(昭和 14年法律第 73号)は、船員に対する保険であり、同法の適

用のある者 ω合員保険の被保険者)は、船員保険法第2条に「船員法(昭和 22年

法律第 100号)第 l条に規定する船員(以下「船員」という。)左して船舶所有

者に使用される者」と規定されている。

なお、船員保険の運用解釈において、法人の代表者及び役員であっても、船舶に

来り組む等一定の要件を刑iたす者については、船員保険の被保険者(強制加入)と

されていることに留意する必要がある。

2 船員の定義等

船員の定義は、船員法第 1条第 1項において、「この法律で船員とは、日本船舶

又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備



船員をいう」と規定されている。

したがって、同法第 1条第 1項の船舶に乗り組んでいる場合には、船員に当たる

こととな石(予備船員の場合には当該船舶に乗り組むために雇用されている)から、

乗り組んでいる船舶が同法第 1条第 1項の船舶に当たるか否かを確認する必要があ

る。また、同法第 1条第 1項の船舶には、同条第2項で「前項に規定する船舶には、

次の船舶を含まないJとし、①総トン数5トン未満の船舶、②湖、川又は港のみを

航行する船舶、@政令の定める総トン数 30トン未満の漁船及び④船舶職員及び

小型船舶操縦者法(昭和 26年法律第 149号)第2条第4項に規定する小型船舶

であって、スポーツ又はレクリエーシヨ!ンの用に供するヨット、モーターボートそ

の他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認

められない船舶として国土交通省令の定めるもの」が含まれないとしていることか

ら、当該船舶に乗り組む者は、船員とはならないことに留意する必要がある(船員

法の適用のある船舶に当たるか否かは、 rm 参考資料」も参照のこと。)。

この場合、昭和 34年 12月 21日付け「船員保険法と労災保険法の適用に関す

る調整についての覚書J(以下「昭和 34年四省庁覚書」という 0.) において、以

下のとおりの取扱いとされていることに留意して、船員法の適用のある船舶に当た

るか否かを判断すること。

① 船舶の総トン数

船舶の総トン数は、船舶国籍証書、船籍票又は漁船登録票に記載された総トン~

数によること。

また、当該船舶が船舶国籍証書、船籍票又は漁船登録票のいずれも有していな

い場合には、これを受けさせること。

なお、当該船舶が沈没又は滅失等の事由により船舶国籍証書、船籍票又はj魚、船

登録票のいずれも受けることができないときであって、総トン数を明らかにしな

いと保険適用が定まらない場合には、当該船舶の設計図等の資料を添え、管轄の

地方運輸局に当該船舶の総トン数の算定を要請すること。

② 港のみを航行する船舶の認定

船舶が港のみを航行する船舶に当たるか否かは、運輸省海運総局船員局長発昭

和 12年 7月 16日付け海員基第 107号通達により、管轄地方運輸局長が当該

船舶につき、なした認定によること。

管轄地方運輸局長が認定を行っていない場合には、災害発生時において当該船

舶が港のみを航行する船舶であるか否かの認定を管轄地方運輸局長に要請し辱そ

の認定によること。

@ 漁船であることの認定

漁船であるか否かは、次の各号の場合を除き、原則として当該船舶が漁船登録

を有するか否かによって判断すること。

ア 漁船登録を有する船舶であっても、漁業活動以外の業務に常時使用されてい

ると認められる場合には、漁船として取り扱わない。

イ 漁船登録を有しない船見自で、あっても、漁業活動に常時使用されていると認め

られる場合には、漁船として取り扱う。

ー2-



この場合、昭和 34年四省庁覚書の「漁業活動j とは、漁携に関連する一体の作

業のみでなく、臨時に、魚礁造成(船舶、コンクリート塊又は石等を海中に沈設若

しくは投入しで、水産動植物を対象とする工作物等を人工的に造成するものをいう

が、この場合には岩礁爆破作業も含む。)等のため運搬作業に従事する場合等も含

むものとして取り扱う旨の昭和 35年2月 16日付け厚生省保険局長、労働省労働

基準局長連名通達(以下「昭和 35年連名通達j という。)が発出されていること

に留意すること。

また、上記のとおり、総トン数 5トン未満φ船舶は、通常船員法の適用がないと

されているところであるが、船員法施行規則(昭和 22年運輸省令第23号)第

2 2条の一括公認を受けている漁船に乗り組むために雇用されている船員その他船

員法及び船員保険法(以下「船員法等j という。)の適用を受けるまき網漁、船に乗

り組むために雇用されている船員については、昭和 51年 1月 12日付け「船員法

第 1条第2項第3号の漁船の範囲を、定める政令の 部を改正する政令の制定に際じ

ての覚書」により、総トン数5トン未満の附属漁船に乗り組んでいる場合において

も、船員法等を適用することとされていることに留意すること。

この場合、「附属漁船J (船員法第 1条第 2項第 3号の漁船の範囲を定める政令

(昭和 38年政令第 54号))のfiJ平釈については、昭和 51年 l月 29日付け労働

省大臣官房労働保険徴収課長、労政局長、労働基準局長、職業安定局長連名通達「船

員法第 1条522項第 3号の漁船の箱図を定める政令の一部を改正する政令の公布に

ついてJ(以下「昭和 51年連名通達Jという。)により以下のとおりとされてい

ることについても留意すること。

rr附属漁船Jとは、灯船、探索船、運搬船等通常単独にはi，trl拐に従事しない

漁船をいい、ーカ統に加する漁船のうち総トン数10トン以上のものが l斐以上

ある場合には、当該漁船(2 -Y!:以上ある場合には総トン数の大きいもの)以外の

漁船を附瓜漁船として取り扱う」

なお、昭和 51年連名通達において、船員法第 1条第 2項第 3号の漁船の範囲を

定める政令第 2号のイ、ロについては、それぞれ以下の解釈が示されていることか

ら、留意すること。

「政令第 2号のイの f海岸から 5海里以遠の海面において営む漁業に従事する

期聞が年間 30日未満である」ことの判断は原則として直前の 1年間における操

業実態を基礎とするが、当該年が海況・ 1魚況において異常年であり、判断の基礎

とすと3ことが著しく不適切である場合には、最近の正常年の操業実態合参考とす

ることとしていること。J

「政令第 2号のロの「海岸から 5海里以遠の海面において営む1魚、業に従事する

期聞が年間 30日未満である」ものについては、昭和 51年3月 1日付けで運輸

省海運局長の認定が行われることになっていること。

なお、この認定が行われた場合には、当該漁船の船舶所有者に対しては「船員

法等非適用船認定書Jが交付され、運輸省海運局長はこの認定書を当該漁船に備

え付けるよう指導することとしていること。」
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3 船員に係る請求を特別に管理することの意義

船員については、 t 上記のとおり、災害補償事由が労災保険法第 12条の 8第 2項

において、船員以外の労働者と区別されていること、船員労働の特殊性を踏まえた

取扱いを行う必要があることから、労災保険給付を適正に行うために、船員である

か否かを確認する必要がある。

また、前記のとおり上乗せ給付は、統合後も船員保険から給付することになって

いるが、上乗せ給付は・、労災保険から保険給付が行われた場合に行うこととされて

おり、船員保険においては、労災保険の保険給付額等を控除して給付するとされて

いること、当該給付は労災保険側からの情報提供がない場合には適正に行うことが

できないことから、船員であるか否かの確認は、被災した船員保険の被保険者に対

する保険給付を的確に行うためにも必要である。

このため、船員広係る保険給付を行う場合には、後記に示すところにより船員手

帳等により船員であることを確認するとともに、適切な保険関係を用いて(不)支

給決定の処分を行うこと。

なお、統合後に船員保険の被保険者に対する給付事務を行う全国健康保険協会(以

下「協会けんぽ」という。)に対する船員に係る労災年険給付等の情報の提供につ

いては、本省労働基準局労災補償部労災保険業務室から行うこととしていること。

第3 労災保険の保険給付の対象となり得る船員の範囲

1 基本的な考え方

船員のうち、以下の(1)又は (2) のいずれかに該当する者については、労災

保険の対象となり得る。

(1) 労働者の場合

以下のすべての要件を満たすこと。

ア 日本国内の事業主(船舶所有者(原則として船員法の適用のある船舶を所有

している者))にj医用されていること

l イ 船員法の適用のある船舶に乗り組んでいるか、乗り組むために雇用されてい

ること

(2) 労働者以外の場合

以下のすべての要件を満たすこと。

なお、被災時に乗り組んでいた船舶又は乗り組むこととなっていた船舶が船員

法の適用のある船舶であること。

ア 日本国内の事業であること

:ィ 中;J、事業主等又は一人親方等に当たること

2 留意点

(1) 船員であること

ア 船員に該当すること

船員とは、船員法第 1条に規定する船員のことであるが、具体的には日本船

舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並び

8
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に予備船員がこれに当たり、職種を問わない。

日本国内の事業主に雇用されで船舶に乗り組んで、いるものの、船員法第 1条

に規定する船員に当たらない場合は、船員法の適用がなく、労働基準法の適思

がある。

したがって、このような者については、労災保険の適用はあるものの、本手

引に定める船員労働の特殊性を踏まえた取扱ドの適用にならない。

イ具体例

(了) 該当する例

船員法の適用のある船舶の中にある飲食庖で働いている労働者(労災保険

の適用があり、船員にも当たるので、船員労働の特殊性を踏まえた取扱いを

を考慮する必要がある。)。

(イ) 該当じない例

湖の、みを航行する遊覧船に乗り組み、船舶を操舵している者(労災保険の

適用はあるが、船員には当たらないことから、船員労働の特殊性を踏まえた

取扱いを考慮する必要なし。)。

ワ 船員法の船員と船員保険の被保険者であることの具同

船員法に定める船員は、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める

船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員であり、日本圏内の事業主に雇用

されているか、外国の事業主に雇用されているかを問わない。

他方、船員保険の被保険者は、文言上は船員の範囲と同一であるかのように

規定されているが、強制保険という性格上、日本国内の事業者に雇用きれてい

る者に限るとされている。

また、船員法の場合、労I!助者か事業者かは区j31Jされていないが、船員保険法

の場合には、事業の主体が法人の場合にのみ、その代表者は船員保険の被保険

者となる(なお、中小事業主等のように、統合後は船員保険の被保険者でない

者も特別加入できる場合があり、特別加入すれば保険給付の対象となり得る者

となる。)。

(2) 日本国内の事業主(船舶所有者(原則として船員法の適用のある船舶を所有し

ている者))に雇用されていること

ア 日本国内の事業主(船舶所有者(原貝Jjとして船員法の適用のある船舶を所有

している者))であるとと

(7) 日本国内の事業主とは

労災保険法は局地法であり、日本国内の事業主にのみ適用さ礼る。

日木園内の事業とは、日本国内に独立した実態を有する木活、支底、営業

所、羽J:-E1所又は工場等(以下「本庄等Jという。)をEく卒業という意味で

あり、海外にのみ当該本庇等を有し、日本国内に当該本庖等をiLLいていない

事業(以下「外国卒業Jという。)は含まれず、外国事業の事業主が雇用し

ている者には労災保険は適用されない。

したがって、外資系であっても日本国内に本庖等を置いている場合には、

その労働者には労災保険の適用があり、反対に日本法人の海外子会社に雇用
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された労働者には労災保険の適用はない。

(イ) 船員法の適用のある船舶とは

船員法の適用のある船舶は、船員法第 1条第 1項及び船員法施行規則第 1

条においてその原則が定められ、船員法第 1条第2項、船員法第 1条第2項

第 3号の漁船の範囲を定める政令及び船員法施行規則第1条の 2において土

記の原則の例外が定められている。

また、船員とは船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる者であることか

ら、原則的には当該船舶に乗り組んでいる場合には、職種を間わず船員とな

る。

しかしながら、船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる者すべてが労災

保険の適周とはならない。

たとえば、船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる者は、原則としてす

べて船員であるが、外国事業の事業主が雇用した者は、船員法の適用のある

船員ではあるものの、労災保険法も船員保険法もともに、属地法であること

から、適用がない。

また、船員法の適用のある船舶に乗刀組んでいない者も船員になることが

あることにも留意する必要がある。

すなわち、船員には、予備船員も含まれるところ、予備船員とは、船員法

第 2条第2項において船員法の適用のある「船舶に乗り組むため雇用されて

いる者で船内で使用されていないものをいう」と定義されていることから、

実際に船舶に乗り組んでいない者が含まれるからであるロ

なお、外国籍の船舶で、あって、船員法の規定を満たさない船舶に乗り組ん

でいる場合も予備船員として認定されることがあること(下記(6 )のイの

FOC見合参照。)。

(ウ) 船舶所有者とは

a 基本的な考え方

船舶の所有者のことであるが、船員保険法第 3条の規定により、船舶に

おける労務の提供を受けるために船員を使用している者も同様に取り扱わ

れる。

たとえば、①船舶を共有している場合には船舶管理人、②船舶貸借の場

合は船舶借入人、@船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船

員を使用する場合は当該者がそれぞれ船舶所有者となる。

b 暫定佳意適用事業に係る改正

雇用保険法等の一部を改正する法律の 部の施行に伴う関係政令の整備

等及び経過措置に関する政令(平成 21年政令第 296号)により、労災

保険の暫定任意適用事業の範囲から船員保険の適用となっている「船員法

第 1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和 14

年法律第 73号))第 3条に規定する場合にあっては、同条の規定により

船舶所有者とされる者)の事業J (以下「船員使用の事業」という。)を

除くとされた。
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したがって、上記の改正により、船員法の適用のある船舶所有者が当該

船舶を使用して行う事業に、 1人でも船員たる労働者を使用している場合

には、労災保険が強制適用となる。

また、上記の船舶所有者には、船員保険法第3条の規定により船舶所有

者とされる者も含まれるとされていることから、下記 cの事業主が船員た

る労働者を 1人以上使用している場合も同様である。

なお、この改正は;船員法の適用のある船舶を所有している場合にのみ

適用され、労働基準法の適用のある船舶を所有している者は対象外である

ことに留意する必要がある。

c 船舶を所有している者以外の者

船舶内の売庖のように、船舶内で事業を営み、船員たる労働者を使用し

ている場合には、当該事業主は、船員法ことの船舶所有者として取り扱われ

る。

労働者は、船員保険の被保険者であるとともに、労災保険が適用されるo

d 具体例

(a) 該当する例

日本の領海を遠く陥れた公海上を航行する白社所有の船舶に、その雇

用している船員を乗り組ませている日本圏内に本庖を持つ事業主

(b) 該当しなし、例

日本の港を目指して航行する船舶にその雇用している船員を乗り組ま

せている外国に本居等を持つ事業の事業主

(3) 労働者であ-'5こと

ァ・船員のうち労働者性のある者とは

("1) 海員友び予備船員

船員法第 2条第 1項は、「この法律で海員とは、船内で使用される船長以

外の乗組員、で労働の対的として給料その他の報酬を支払われる者をいう」と

規定していること、同条第 2項は、「この法律で予備船員どは、前条第 1項

に規定する船舶に乗り組むため応用されている者で船内で使用されていない

ものをいうJと規定していることから、船員法第 1条に規定する船員のうち、

海員及び予備船員については、通常の場合、労働基準法上の労働者と同様と

考えてよい。

なお、船舶所有者の家族で、提供した労働の対象として報酬が文払われな

い者、すなわち、起用関係のない者は、船員法第2条第1項にいう海員では

ない。これに対し、家族船員でも、報酬を支払われる者、すなわち、雇用関

係のある者は、海員であることに留意すること。

(イ) 船長

船員法第 1条に定める船員のうち、船長については、船員法に基づく指揮

命令権などの権限が付与されているものであり、また、船舶所有者が自ら船

長として乗り組むととがあることから、労働基準法上の労働者と直ちに判断

することはできない。
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したがって、船長については、実態として事業主である船舶所有者との聞

に使用従属関係が認められるか否かを調査の上、労働者性の有無を判断する

こととし、都道府県労働局(以下「労働局J という 0) において判断が困難

な場合にあっては、本省労働基準局労災補償部補償課業務係に協議すること。

イ 船員法の雇入契約等について

船員法は、雇入契約の成立等があった場合には、当該事項等を届け出なけれ

ばならないことを定めている(これを「雇入契約の公認」と呼ぶことが多いが、

成立した契約を事後に行政庁に届け出るものに過ぎない。)。

この雇入契約は、民法上の雇用契約(労働契約)とは具なり、継続した雇用

契約の存続期間中、特に一定期間を限って乗船労務に服することを内容とする

契約であり、雇入契約の終了は必ずしも雇用契約の終了を意味するものではな

いことに留意する必要がある。

なお、上記のとおり、雇入契約は、一定期間を限って乗船労務に服すること

を内容とする契約であるところ、〆被災時に特定の船舶に乗っていたかを確認す

るためには有用であり、その点を船員手帳で確認すること。

ク具体例

(7) 該当する例

雇入契約の公認は未だ受けていないものの、日本国内の事業者から雇用さ

れたことが明らかな労働者(労災保険の適用があり、船員法の適用のある船

舶に乗り組んでいる場合には、船員労働の特殊性を踏まえた取扱いも考慮す

る必要がある。)

なお、船員保険の被保険者に当たるか否かば、協会けんぽ船員保険部の解

釈・運用を尊重する必要があるが、労働者に当たるか否かは当方の解釈によ

り判断す1ること。

(イ) 該当しない例

法人の代表者又は業務執行者(以ヤ「法人の代表者等」という。)は、船

員保険においては、労働者と区531]なく強制加入の対象であるが、労災保険法

上は、労働者性が認められないのが通常であり、特別加入していない場合に

は労災保険(法)の適用はない。(本来、特別加入ば任意の制度であるが、

船員保険は今後も存続すること、船員保険の上乗せ給付は基本的に労災保険

から・保険給付された場合に給付されることから、船員保険の被保険者たる法

人の代表者等の船舶所有者は、特別加入することが強く推奨される。)。

なお、船員保険の被保険者たる法人の代表者等の船舶所有者であって、特

別加入していない者を把握した場合には、労働保険適用徴収担当部暑と連携

の上、加入を勧奨すること。、

(4) 船員法の適用のある船舶に乗り組んで、いるか、乗り組むために雇用されている

こと

ア乗り組むこと

「乗り組む」の意義について、以下のとおりの取扱いとする運輸省船員局労

働基準課長通達(昭和 38年 6月 1日付け員基第 95号)が発出されているこ
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とから、当該通達を踏まえて「乗り組む」に当たるか判断すること。

「船員法第 1条の「乗り組むJとは、船舶共同体の一員として船内航行組織

(船内作業組織)に継続的に加入することであって、生活の本拠が船舶内にあ

ること(船内に常住すること)を必須の要件とするものではない。また、物理

的に乗船していても、「乗り組む」に該当しない者は、船員法の船員ではない。

具体的な事例について「乗り組むJに該当するか否かは、次の基準によるも

のとする。

① 試運転中の船舶に乗船する者

試運転中の船舶には、通常船内航行組織が未だ形成されていないとみられ

るから、乗船していても「乗り組む」には該当しない。

② 気象観測員

気象観測船が観測を任務とする以上、年間継続であると、期間毎の継続乗

船であるとを間わず、気象観測員は船員で、ある。

@ サノレページ船の作業員

サノレページ船は、船舶の救助、引場げを任務としているものであり、サノレ

ページ作業も船内作業の 1つであるから、乗船してサノレページ作業に従事す

ることとされている者は船員である。

④ セメントタンカーの袋詰作業員

セメシトタンカーの用途からいって、袋詰作業は船内作業の 1つであるか

ら、継続的に乗船する袋詰作業員は、船員である。

⑤ 上乗検数員

船仰J(γップサイド)の倹数業務は、船内作業の一部であるから、継続的

に乗船する検数員は、船員である。

⑤ 用船事務長・員

船内で事務長・員としての業務に従リ」ーする以上、用船事務長・員は船舶所

有者(使用者)の如何を問わず、船員である。

⑦ 機関保証技Il市

機関保証技師は、新造船に乗船して機関の蛙備等について指導助言を行う

ものであり、船内航行組織に加入しているとは認められないから、船員では

ない。

③ 使乗商社員・貿易三Jj情調査員

これらの者は、海外渡航手続上の便宜のため乗船しているものであり、船

内作業組織の一員ではなく単なる便乗者と考えられるから、船員ではないロJ

さらに、昭和 34年四省庁党存において、以下のとおりの取扱いとされて

いることから、当該取扱いも踏まえて、判断すること。

「労例契約に基づき船舶内において労働に従事する者は、原良IJとして当該

船舶に乗り組む者として取り倣うが、たとえば、左に掲げる場合等には、船

舶に乗り組んでいる者として取り扱われない。

① 試運転を行う新造船において勤務する造船所の技師、ぎ装完成前に他の

造船所に回航される新造船において勤務する造船所の技師のように、労働

-9-



基準法の適用を受けている労働者が船員法の適用を受ける船舶内で短期間

勤務する場合

② 観光会社の事務員が、通訳又はアノレバイトとして連日観光船に乗船する

が、 1日の乗船時間が短く、 1日の労働時間の大部分を陸上の事務員とし

て過ごしている場合のように、労働基準法の適用を受けている労働者が船

員法の適用を受ける船舶内で勤務するが、主たる勤務場所は陸上にあると

認められる場合」

イ 船員法の適用のある船から適用のない船に乗り移った場合の取扱い

船員法の適用のある船から適用のない船に乗り移った場合の取扱hについて

は、昭和 34年四省庁覚書において、以下のとおりの取扱いとされていること

を踏まえて取り扱うニと。

「船員保険法の適用を受ける船舶に乗り組む労働者及び労災保険法の適用を

受ける船舶に乗り組む労働者が、作業中、閉ーの使用者又は同ーの組に属する

他の船舶に乗り移ったときには、その作業中の災害は、その発生場所の如何を

問わず、被災労働者の出港時に所属する船舶に適用される法律によって保険給

付を行うこと o これがため、使用者は出港時において各船舶に所属する労働者

を明確に区分しておくよう指導すること。

なお、右の場合において、他の船舶の乗組員に事故があり、その補充として

以後継続、かつ、恒常的に乗り移った場合のように、当該労働者の所属する船

舶が変更されたことが明らかに確認された場合には、新たに所属した船舶に適

用される法律の適用を受けるものとして取り扱うこと。」

なお、上記の覚書に関して、昭和 35年連名通達において以下の解釈が示さ

れていることから、留意すること。

「② 党幹の「同ーの組に属するJとは、複数以上の船舶が協同して、同時に、

同ーの目的のもとに作業を行う場合のことであって、船舶所有者文は使用

者を異にする場合を含むことに留意すること。

③ 覚書の「出港時に所属する船舶Jとは、船舶が運航、操業のために出港

するときに、当該労働者が当該船舶の所属労働者であったか否かのことで

あって、たとえば、労災保険法の適用を受ける船舶の所属労働者に事故が

あって、船舶所有者又は事業主の特命により、同一船舶所有者又は同一事

業主に属する船員保険法の適用を受ける船舶に所属する船員が、所属船舶

を変更されることなく、短期間、臨時に労災保険法の適用を受ける船舶に

乗り移って、出港する場合を含まない。すなわち、この場合には、当該船

員に対し、船員保険法が継続して適用されるよう取り扱われる。J

ウ 乗り組むために雇用されていること

船員法に定める船員は、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める

船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員であり、船舶に乗り組むために雇

用されている場合には、現に船舶に乗り組んでいないときでも、原則として予

備船員として取り扱われる。

しかしながら、予備船員を陵上で勤務させる場合、その労働の実態が「船舶
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，に乗り組むために雇用されているJことと矛盾するようなときは、予備船員で

はなく、労働基準法によって規律されるべきであるとの船員保険法の取扱いか

ら、そのような場合には協会けんぽ船員保険部の見解を踏まえ、船員法に定め

る船員か船員以外の労働者として取り扱うか否かを判断すること。

(5) 特別加入者であること

船員保険の統合に伴う特別加入の範囲の拡大や加入手続については、平成21

年 12月 28日付け基発 1228第4号「船員保険制度の統合に伴う特別加入に

関する取扱いについて」及び平成21年 12月 28日付け基労補発「船員保険制

度の統合に伴う特別加入に関する取扱いの詳細についてJ(以下「補償課長通達」

とし、う。) f乙よること。

ア 特別加入の範囲

(7) 中小事業主等

平成 22年 1月 1日以降、新たに「船員使用の事業Jとして適用を受ける

事業についても、中小事業に該当する場合には、特別加入が可能で、あること。

この場合、中小事業主等の判断の留意点について、補償、課長通達が①労働

者数の判断に係る留意点として、事業ごとの労働者数ではなく企業全体の労

働者数によって中小事業主等に当たるか判断すること、②事業の種類の判断

の留意点として、司j.業の区分は日本襟主~産業分類によること等としているこ

とを踏まえて、判断すること。

(イ) 一人親方等

一人親方等については、応用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う厚生労働省令の整備に関する省令(平成21年厚生労働省令 168号)

により、労働者災害補的保険法施行規則(昭和 30年労働省令第22号。以

下「労災則」という。)第46条の 17第 7号として、新たに「船員法第 1

条に規定する船員が行う zji汁~J を追加し、併せて第 3 号は「漁船による水産

!防植物の採捕の31137;(第 7号に掲げるZjj業を除く。)Jと改められたので、「船

員法第 1 条に規定する船員が行う~~げさJ を労働者を使用しないで行うこ主を

常態とする者及びその事業に従事する者であって、労働者で、ない者について

は、事業の郁頴の如何を問わず、第 7号の事業により特別加入することにな

ること。

このため、第3号の規定による特別加入者は、労災保険法第35条第1項

及び労災則第46条の 22の2の規定により、通勤災害の適用がないのに対

して、第 7号の規定による特別加入者は、通勤災害の適用があり、また、両

者で労災保険率が異なること。

イ具体例

(ア) 一人親方等

a 該当する例

① 船員法の適用のある船に乗り組み、貨物運送の事業を労働者を使用し

ないで行うことを常態とする船員

② 船員法の適用のある船舶に乗り組み、小売りの事業等(売庄)を労働

1
 

1
 



者を使用しないで、行うことを常態とする船員

b 該当しない例

船員法の適用のない船舶に乗り組み、旅客運輸の事業を労働者を使用し

ないで行うことを常態とする船員

(6) 特殊な船舶の取扱い

ア (新)マノレシップ

マノレシッフ2とは、日本法人等が所有する船舶(日本船舶)を外国法人等に貸

渡し(裸用船)、当該外国法人が外国人船員を乗り組ませたものを貸渡人たる

日本法人等が、チャーターバック(定期用船)したものであり、日本船籍の船

舶である。

マルシップには、日本国内の事業者が雇用した者と外国法人が雇用した者が

混在することがあるが、この様な当該船舶を特に「新マノレシップ」として区別

することがある。

この場合、日本国内の事業者が雇用した者については労災保険の適用があり、

外国法人が雇用した者については労災保険の適用はない。

また、船員保険における運用では、地方運輸局の雇入契約、の公認がされるこ

とを要件としているが、労災保険においては、事業主がl日本国内の事業である

こと及び当該事業主に労働者として雇用されていることが要件であり、日本船

舶たるマノレシップに乗り組んでいる者について、当該要件が確認できた場合に

は、被災時において地方運輸局の雇入契約の公認がされていないときで、あって

も、労災保険の適用があるものとして取り扱うこと D

イ FOC自白

FOCとは、 IFlagof ConvenienceJ の|格であり、 FOC船とは便宜置籍

船のことである。船舶の所有権や管理者が、掲げている旗の国(パナマ、リベ

リア、キプロスなどが多い。)とは55IJの国にある場合、その船舶はFOC船と

呼ばれる。

当該船舶に乗船している船員たる労働者については、日本船籍ではない外国

船籍の船舶、すなわち、原則として船員法の適用がない船に乗り組んでいるこ

とから、本来船員法の適用はなく、労災保険法第 12条の 8の規定の適用もな

いことになる。

しかしながら、当該労働者が日本圏内の事業に雇用されていることが確認さ

れた場合(日本国内の事業である船員派遣元事業主が派遣船員を雇用している

場合を含む。)には、原則として労災保険の適用があり、海外に出張している

ものとして取り扱い、業務に従事している際に災害が生じ、当該災害が労災保

険法第 12条の 8第2項に規定する船員法所定の災害補償事由に当たるもので

あるときには、船員法所定の災害補償事由が生じたものとして取り扱うこと。

ただし、地方運輸局長が、予備船員として認定していない者又は派遣船員に

あっては、船員職業安定法(昭和 23年法律第 130号)の規定により予備船

員とみなされない者については、本省労働基準局労災補償部補償課業務係に協

議を行うこと。
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第4 使用する保険関係等

船員に係る保険給付等の情報については、本省労働基準局労災補償部労災保険業

務室から協会けんぽ船員保険部に提供するニとになっている。これは、成立じてい

る保険関係の業種により、船員法第 1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者

の事業(以下「船員使用の事業」という。)であるかを判別することにより行われ

るものであることから、保険給付に当たっては、使用する保険関係を的確に選定す 1

ること。

なお、船員使用の事業については、船舶単位で保険関係が成立していないこと等

から、被災労働者等からの聴き取りに当たっては、被災労働者の最寄りの労働基準

監督署(以下「監督署Jという。)に出張して行う等の配慮を可能な限り行うこと。

1 適用単位

船員使用の事業に係る労災保険の適用は、原則として他の業種と同様に事業単位

で行うものであり、また、継続事業として取り扱われる。したがって、事業単位で

あることから、企業単位ではなく、地域的に雌れている支庖等がある場合には、原

則として船舶が所属する支j百単位で適用され、当該支庖を管轄する監督署が請求に

係る調査及び処分を行う(例外についでは、下記2以下を参照。)ロ

2 労働者が請求人の場合に使用する保険関係

保険給付の詩求に当たり使用する保険関係については、次によること。

(1) 原則的な取扱い

被災した船員たる労働者が乗り組んでいた船舶が所属する事業について成立じ

ている保険関係。

(2) 特殊な船舶に乗り組んで、いる場合の取扱い

FOC船の場合、被災した船員を雇用している又は雇用していた事業について

成立じていた保険関係。

なお、派遣船員として来り組んで、いる者については、派遣元の事業の保険関係、

(ただし、 I人でも船員、を使用している場合には、船員使用の卒業に該当するこ

とに留意すること。)。

(3) 船内の事業に雇用されている場合の取扱い

被災した船員が雇用されていた事業について成立していた保険関係

なお、 1人でも船員を使用している場合には、船員使用の事業に該当すること

に留意すること。

3 特別加入者が請求人の場合に使用する保険関係

保険給付の請求に当たり使用する保険関係、等については、次によること

(1) 中小事業主等

ア原則的な取扱い

被災した船員たる船舶所有者が乗り組んで、いた船舶が所属する事業について

成立している保険関係。

イ 船内の事業を営んでいる場合の取扱い

勾
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、

被災した船員たる船舶所有者が船内で営んでいる事業について成立している

保険関係。

ワ 船員法の適用のある船舶と労働基準法の適用のある船舶のいずれも所有して

いる事業主の場合

アのとおり、被災した船員たる船舶所有者が乗り組んでいた船舶が所属する

事業について成立している保険関係を使用することになることから、いずれの

船舶に乗り組んでいる際の災害について補償を受けることを希望する場合に

は、いずれの事業についても特別加入する必要がある。

(2) 一人親方等

一人親方等については、特別加入団体の保険関係を使用すること o

なお、中小事業主等と同様に、船員法の適用のある船舶と労働基準法の適用の

ある船舶のいずれも所有している一人親方等の場合、いずれの船舶に乗り組んで

いる際の災害について補償を受けることを希望する場合には、いずれの事業につ

いても特別加入する必要があり、被災した船舶に係る特別加入団体の保険関係を

使用すること。

第5 保険給付に係る経過措置

船員保険法の保険給付に係る経過措置は、雇用保険法等の一部を改正する法律附

則第 39条に定められており、当該附則に関して解釈権限を有する厚生労働省保険

局において以下のとおりの運用とするとされていることを踏まえ、対応すること

1 統合日前に生じた事故に係る保険給付

統合目前に生じた負傷、疾病に係る保険給付は、統合後も引き続き労災保険の給

付に相当する部分も含めて船員保険(協会けんぽ)から保険給付される。

2 統合日後に発症した疾病の取扱い

統合日後に発症した疾病であっても、統合目前の業務上のばく蕗ーが原因であると

認められる場合には、労災保険の給付に相当する部分も含めて船員保険(協会けん

ぽ)から保険給付される(治ゆ後等の労災保険の個別の保険給付を前提とした社会

復帰促進等事業の対象にもならないことに留意すること。)。

3 統合目前の傷病の再発

統合目前に傷病にかかり、統合日後に当該傷病が再発した場合は、労災保険の給

付に相当する部分も含めて船員保険(協会けんぽ)から保険給付される。

第6 給付基礎日額等

1 給付基礎自額

船員についても船員以外の労働者と同様、給付基礎日額を算定し、当該額を基礎

として支給額を算定すること。

なお、その基本的な考え方は、以下のとおりである。

以下の①及び②の場合には、労働基準法第 12条第 1項から第6項までに定める
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方法により、算定事由発生日以前 1年聞について算定することとした場合における

平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすること(詳細については、平成 21年基

発 1228第 2号「船員法(昭和 22年法律第 100号)第 1条に規定する船員と

して船舶所有者に使用される者に係る給付基礎日額の算定の特例について」を参照

のこと。)。

③の場企には、昭和 39年4月 20日付け基発第 519号「請負給制の漁業及び

林業労働者の平均'賃金Jの記の 1及び2を準用することとなること。

① 基本となるべき固定給の額が乗船中において乗船本給として増加する等によ

り変動がある賃金が定められる場合

② 基本となるべき固定給が下船することによりてい減する賃金を受ける場合及

び基本となるべき固定給が乗下船にかかわらず一定であり、乗船することによ

って変動する諸手当を受ける場合

③ 請負給制(定額給制のものでも相当額の歩合給が併給されているものを含む)

によって使用される者の場合

2 算定基礎年額

特例は設けられておらず、船員以外の労働者と同様に算定すること。

第7 業務災害

1 業務遂行性の認められる範囲

船舶は就業の場であるとともに日常生活を送っている場所でもあること、船舶に

乗り組んでいるときには、船長の許可なく船舶から下船できないことなど、船員法

の適用のある船舶に乗り組んでいる間(下記2の(1 )のオの場合を除く。)は、

船長の管理下にあると認められることから、主主意的行為等積極的な私的行為以外は

業務遂行性が認められるものとして取り扱う o

j翠入契約が終了した後の下船時の業務遂行性については、船員以外の労働者と同

様に取り扱うこと。

2 業務よ外の留意点

(I) 負傷

ア原因不明の災害

原因不明の災害については、間接的な関係事実等に基づき、経験則上最も合

理的な説明のできる推論を採用し、業務起因性の有無を推定すーるとされており、

具体的には、業務遂行性が推定された場合には、経験則に反しない限り業務起

因性があると推定するのが合理的であるとされている。

船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる問は、前述のとおり、業務遂行性

があるものとして取り扱われることから、その聞に原因不明の災害が生じた場

合には、経験則に反しない限り業務起因性があると推定すること。

イ 沈没した場合

船舶や航空機の遭難により乗組員が被災した場合には、その乗組員としでの

戸
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業務の性質上、それが台風等の天災によるものであっても、一般に業務起因性

が認められること、船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる間は、吉宗意的行

為等積極的な私的行為以外は業務遂行性が認められるものとして取り扱われる

ことから、当該行為が認められる場合を除き、業務上の災害として取り扱って

差し支えないこと。

ワ 緊急行為

船員は、船員法第 39条第 3項により「雇入契約が終了したときでも、船員

は、人命、船舶又は積荷の応急援助のために必要な作業を従事しなければなら

怠い」とされ、また、同法第 12条及び第21条の規定により「船長が人命、

船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのにあたり、上長の命令に従

うべきこと」とされ、当該義務を履行しなかった場合には、懲役刑が科される

ことに留意の上、平成 21年 7月23日付け基発 0723第 14号「緊急行為

の取扱いについて」により業務上外の判断を行うこと。

ヱ他人の暴行

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成 21年法律第 55

号〕に規定する「海賊対処行動を行う海上の区域」に該当しない場合において

も、平成 21年 7月 23日付け基発 0723第 12号「他人の故意に基づく暴

行による負傷の取扱いについて」により、業務上外の判断を行うこと o

ォー 下船時の行為

船舶の修繕、必要品の補充等船舶所有者の命令(船長が命令を行った場合も

含む。)を受けて、雇入契約が成立している間に下船して行動する場合(予備

船員を除く。ただし、予備船員として FOC船に乗り組んで、いる場合はこの限

りではない。)には、出張として取り扱うこと。

したがって、和1霊的な私的行為にあたらない限り、通常の又は合理的な範囲

内における行為(食事等)も含めて業務に従事していたものとして取り扱うこ

と。

(2) 疾病

脳・心臓疾患事案等業務上疾病については、船員以外の労働者と同様に、認定

基準等により業務上外の判断を行うこと。

また、船員から、疾病に擢患したとして請求があった場合iとおいて、それが新

しい疾病等に当たる場合には、本省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策

室へ協議すること。

3 療養補償給付

(1) 請求手続

船員に係る療養補償給付の請求手続は、船員以外の労働者と同様である。

なお、船員に係る療養を実施する特殊な診療所として船舶内に設置された診療

所(以下「船内診療所」という。)があるが、船内診療所であっても労災指定医

療機関となっているものについては、現物給付を行うこととされており、その請

求手続は通常の場合と基本的に同様であるが、船舶の特殊性から、療養補償給付
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たる療養の給付請求書の提出の時期は本邦に帰還後遅滞なく提出することで差し

支えないこととしている(平成 21年 12月 28日付け基発 1228第 5号「労

災指定医療機関に係る事務取扱いの一部改正についてj 参照。)。

(2) 給付内容

船員に係る療養補償給付の内容は、船員以外の労働者と同様あり、また、上乗 J

せ給付は設けられていない。

なお、職務上の傷病に対する独自給付として「自宅以外の場所における療養~~

必要なる宿泊及び食事の支給」があるが、当該給付は船員保険から支給される。

また、船内診療所においては、「診察J、「薬剤又は治療材料の支給」及び「処

置、手術その他の治療」に限定されることに留意すること。

(3) 診療費算定基準

船員に係る労災診療費についても、労災診療費算定基準(昭和 51羊1月 13 

白イ寸け基発第 72号、最終改定平成 20年 3月 3・1日付け基発第 0331018

号)に基づいて算定すること。

(4) 外国の医療機関での療養

船員が洋上で業務上災害を被った場合に、療養のため外国に一時的に寄港し、

医療機関を受診する場合がある。

この場合の請求手続、添付書類、内容の審査、支給手続等については、昭和

5 2年 8月 24日付け基発第481号中、「派遣元の事業の事業主」を船舶所有

者と読み替えるとともに、向通達の請求手続及び支給手続のうち、事業主を経由

するとの定めを除いて、同通達を準用し、事務処理を行うこと。

なお、以下の点に特に留意すること。

① 療長補償給付たる療;i!~ の Tf用については、所時の監管箸において請求額に

相当する額を支払うこととなるが、当該診療内容等については、事前に労働

局に設けられている医療審査委員会等において医学的帯査を行うこと o

② iiil'査に当たっては、我が国又は外国における医学常識に照らして妥当と認

められるか否かによって判断することとし、必ずしも現行の労災保険におけ

る取扱いに準拠する必要はないが、請求内容について疑義が生じた場合には

適宜、本省労働基準局労災補償部補償課医事係へ照会すること。

!③ 事業主が、立替払いをしている場合には、昭和 43年 3月 9日付け基発第

1 14号「労働者災害補償保険の効率的運営について」による受任者払いと

することとして差し支えないこと。

(5) 移送費の取扱い

移送費については、原則として昭和 37年 9月 18日付け基発第 951号(最

終改正平成 20年 10月 30日付け基発第 10 3 00 0 1号) r移送の取扱いに

ついてJ(以下「移送通達j という。)に基づいて支給すること。また、洋上で被

った災害であって、災害発生後、近隣の港に寄港した場合については、移送通達

の記の 1の(.1)の「災害現場Jを「寄港地」と読み替えること。

ただし、外国で療養している者の転医については、その可否を含めて個別に判

断する必要があることから、請求人を含む関係者から相談があった場合には、
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療養上の必要性から個別に判断する旨の説明をし、請求があった場合には、労

働局を通じて、速やかに本省労働基準局労災補償部補償課医事係へ協議するこ

と。

4 休業補償給付

(I)戸基本的な考え方

船員に対する保険給付は、労災保険法第 12条の 8第 2項の規定により、船員

法第91条第 1項に規定する災害補償事由が生じた場合に行うとされているが、

実際には同法第第91条第1項にあっては、労働基準法第 76条第.1項に規定す

る災害補償の事由に相当する部分に限るとされているので、結局、船員以外の労ョ

働者と同様に、下療養のため、労働することができないために賃金を受けない場

合Jに支給することとなる。

なお、船員については、船員保険法において、労災保険給付を上回る給付を行

うこdとしている(例・ 4か月間は標準報酬日額の 100%を支給。)。その後も

労働協約等により企業内労災補償が行われることがあるが、通常は標準報酬の

100%となるように支給される。

これは、労災保険給付に上積みして給付される趣旨であるから、原則として労

災保険法第 64条第2項の規定に基づく支給調整を行う必要はない。

ただし、労働協約等の文面上、労災保険給付相当分を含む趣旨であることが明

らかである場合には、支給調整を行うこと。

(2) 休業の要件等

(1)のとおり、船員についても船員以外の労働者と同じ支給事由が生じた場

合に、同じ保険給付を行うことで足り、一般的労働不能の考え方についても船員

以外の労働者と同様に取り扱うこと。

なお、傷病の程度が軽く、後遺症状が残らないことから、船員に復帰すること

が客観的に可能であり、現に療養中で治療効果がある者について、主治医が休業

の必要性を認めている場合には、休業の要否については、上記の考え方に立ちつ

つも、主治医の意見を踏まえつつ判断を行うこと。

、(3) 船内の補償

船員法第 57条の規定により、業務上か否かを問わず「船員は、負傷又は疾病

のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料j 等を請求するこ

とできることとされており、当該義務が履行されているのが通常であることから、

「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないため賃金を受

けなしリ要件を満たすことはまれである。

また、船員「保険法第 106条が、「船舶内にいるときJは療養の給付及び移送

費を除いて保険給付は行わず、船舶所有者の災害補償責任の履行に委ねられてい

ることと同様、療養を行っていない等休業補償給付の支給事由を満たさない期間

の災害補償は、船舶所有者によって履行されるものである。

(4) 参考

本給付については、船員保険独自の給付とし!て 1 日 ~3 日分の休業手当が設け
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られている。

また、①4か月以内の期間や、②療養開始後 1年 6か月を経過した期間につい

て、上乗せ給付が設けられている。

5 障害補償給付

船員法第 92条本文に規定する災害補償事由が生じた場合に支給を行うことにな

るが、この事由とは、労働基準法第 77条に規定する災害補償事由と同一であるこ

とから、船員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合においで、なお身体

に障害が存するときに、船員以外の労働者と同様に労災保険の障害認定基準に従っ

て、障害認定を行うこと。

また、障害補償給付に係る船員保険法の運用にういては、労災保険と同様である。

なお、本給付については上乗せ給付がある。

6 遺族補償給付

(1) 支給事由

船員法第 9:3条に規定する災害補償の事由が生じたときに支給を行うことにな

るが、この事由とは、労働基準法 79条に規定する災害補償の事由と同一である

ことから、船員が業務よ死亡した場合に、船員以外の労働者と同様に保険給付を

1Tうこと。

(2) 留意すべき事項一

ア 行方不明の場合の取扱い

(7) 労災保険法第 10条

船員の死亡災害に係る事故のj頁型は、海中への転落や沈没といったものが

多く、行方不明になる者も多い。

こうした者の場合、民法(明治29年法律第 89号)上は、第 30条の規

定により、船舶が沈没した後為その他の危EiLが去った後、 1年間生死が明ら

かでないときに、家庭裁判所は失隊宣告をすることができることになってい

るD

しかし、同制度によっては、迅速な救済に欠けるきらいがあることから、

労災保険法第 10条において、

① 船舶が沈没等した際に現にその船舶に乗っていた労働者

② 船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が 3か月間不明な場合

等には、

当該船舶が沈没等した日又は労働者が行方不明となった日に、労働者が死

亡したものと推定する旨の規定があることから、遺族補償給付、葬祭料の請

求があった場合には、当該規定を踏まえ、迅速に処理を行うこと。

また、当該規定は、行方不明を死亡と「みなすJものではなく、推定する

ものであることから、 ii主族補償給付等を支給後、生存していることが明らか

となった場合には、回収することになることをあらかじめ請求人に丁寧に説

明しておくこと。
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なお、不正受給の防止のため、死亡を推定した日、すなわち、船舶が沈没

した日又は労働者が行方不明になった日から 1年半を経過した時点におい

て、受給者から戸籍の謄本を徴する等により死亡届又は下記による死亡の報

告が行われていることを必ず確認すること(年金受給者にあっては、初回の

年金定期報告書の添付資料により当該事実を確認することで足りる。)ロ

確認の結果、死亡届等がなされていない場合には、被災労働者の生存の有

無を確認するとともに、速やかに保険給付の詐取が行われていなし、か調査を

行うこと。調査の結果、不正受給であると認めたときには、費用徴収を行う

とともに、原則として詐欺罪等での告発、当該告発についての記者発表を行

うこと。

(イ) 死亡認定制度

海上保安庁においては、海難による行方不明者の死亡認定を以下の要件を

満たす場合に行っている。

① 海上保安庁が取り調べた行方不明者であること

② 行方不明者の親族から死亡認定の願出があったこと

③ 死亡を確認するに足る物的又は人的証拠があり、さらに周囲の状況を

も考慮するとき生存の疑いのないものであること(単に消息を絶ち生死

不分明では足りなし、)

④ 海難発生の時から 3か月以上経過したものであること

海上保安庁は、本死亡認定制度に基づき、死亡の認定を行ったときには、

死亡地の市町村長に死亡の報告を戸籍法(昭和 22年法律第 224号)第

8 9条の規定に基づき行っている。

当該報告には、戸籍法第 86条第2項の規定に基づく事項を記載しなけれ

ばならないとされていることから、当該事項に係る市町村長の証明書:を労

災則第 15条の 2第 3項第 1号の書面として請求書に添付させること。

なお、海上保安庁は、死亡認定を願い出た親族にもその結果を報告するこ

ととになっていることから、当該報告に「死亡の年月日時分及び場所」及

び「死亡の事実を在すべきJ事項が記載されている場合には労災則第 15 

条の 2第 3項第 1号後段の「これに代わるべき書類j として取り扱って差

し支えないこと。

イその他

本給付については、船員保険の上乗せ給付がある。

7 ゴT:護檎償給付

介護補償給付については、船員法に該当する規定はなく、船員以外の労働者と同

様に労災保険法第 12条の 8第4項の規定による支給事由が生じた場合に、労災保

険法所定の保険給付が支給される。

なお、介護補償給付については、労災保険法と改正前の船員保険法の規定は同ー

であることから、上乗せ給付は設けられていない。
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8 二次健康診断等給付

二次健康診断等給付については、船員法及び船員保除法に該当する規定はなく、

また、労災保険法第 26条においては「労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)

第 66条第 1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第 5項ただし書

の規定による健康診断」のうち九一定の要件を満たすものが行われた等の支給事由

を満たす場合に、支給されるところ、船員については、労働安全衛生法に基づく健

康診断が行われることはないことから、二次健康診断等給付の対象とはならない。

第8 通勤災害

1 基本

船員に係る通勤災害については、船員以外の労働者と同様に、労災保険法第 7条

第 2項の要件を満たすものが支給される。

なお、船員労働の特殊性を踏まえ、下記のとおり、船員(予備船員を除く。)に

ついては、就業との関連性及び住居間移動について、特例的な取扱いを設けている

ので、留意すること。

2 就業の場所

船員以外の労働者と同様に、「業務を開始し、又は終了する場所」をいうもので

ある。

したがって、船員の場合、船舶、船舶所有者のZ11一務所、出港準備のための作業場

等が就業の場所に当たることロ

なお、出港準備のために港に:ffくまでの聞に、出港に必要な物資を購入して船舶

に行くことになっている場合には、当該物質を最初に購入する場所が就業の場所に

当たること o

3 住居

船員以外の労働者と同様に、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等

り場所で、本人の就業のための拠点となるところを指すものである。

したがって、就業の必要性があって、船員が家族の住む場所とは別に、船員が出

港前の準備、入港後の整理のために港の近くに借りたアパート又はドック入りして

いる船舶の船員がドックに通うために宿泊しているドックハウス等も住居に当た

る。

また、出入港地において、自宅が遠隔地にあり、かつ、時間的に余裕がない出入

港時や、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以

外の場所に宿泊するような均合には、やむを得ない事情で就業のために-/1寺的に居

住の場所を移していると認められるので、当該場所を住居と認めて差し支えないこ

とo

4 就業との関連性

就業との関連性とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行
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われるものであることを必要とする趣旨であり、その点は、船員と船員以外の労働

者と変わるこどはない。

ただし、船員以外の労働者の場合、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社

に行くときには、当該行為は、むしろ業務以外の目的のために行われるものと考え

られるので、就業との関連性は認められないとじているところであるが、船員(予

備船員を除く 0) については、船員労働の特殊性を踏まえ、昭和 48年 11月2， 2， 

日付け基発第 644号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行につ

いて」の別紙「通勤災害の範囲j にかかわらず、所定の就業日に就業の場所へ移動

を行っている場合には、当該移動が明らかに他の目的で行われたときを除き、就業

との関連性を認めて差し支えない。

また、住居から就業の場所までの距離が遠距離であり、船員(予備船員を除く 0)

が交通事情のため自宅からホテル等の宿泊施設に移動する場合、業務に就く当日又

は前日に行われたとき、逆にホテノレ等の宿泊施設から自宅に移動する場合、業務に

従事した当日又はその翌日に行われたときも、別紙「通勤災害の範囲」にかかわら

ず、就業との関連性を認めて差し支えない。

5 住居間移動

船員(予備船員を除く。)にっし〉ては、転任の有無にかかわらず、住居から就業

の場所までの距離が遠距離であり、交通事情のため自宅からホテノレ等の宿泊施設に

移動することの多い実情を踏まえ、住居から就業の場所までの距離が遠距離であり、

交通事情のためホテル等に宿泊する必要がある事情のある場合の船員(予備船員を

除く。)についても、昭和48年 11月 22日付け基発第 644号「労働者災害補

償保険法の一部を改正する法律等の施行にういて」の別紙「通勤災害の範囲」にか

かわらず、労災則第 7条第4号の「その他前 3号に類する労働者」に当たる者とし

て取り扱うこと。

したがって、当該事情のあった船員(予備船員を除く。)の自宅かーらホテノレ等の

宿泊施設まで、ホテル等の宿泊施設から自宅までの住居間移動は、厚生労働省令で

定める要件に該当することから、他の要件を満たす場合には、通勤に当たること。

h その他

(l) 住居から就業の場所までの距離が遠距離であり、交通事情のためホテノレ等に宿

泊する必要がある事情の場合、自宅から当該ホテノレ等までの移動が通勤として保

護されることは前述のとおりであり、ホテノレ滞在中の行為は、通勤には当たらな

し、。

なお、改正前の船員保険法においては、当該事情のある場合、当該ホテノレも合

理的な経路上にあるとし、当該宿泊を日常生活上必要な最小限度の行為としてい

たが、宮その場合においても中断中であるので、補償の範囲について差具はないロ

(2) 通勤災害については、上記のとおり、通勤に当たる要件について異なる点が若

干あるが、それ以外に療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付等について船員

を船員以外の労働者と区別して取り扱う必要はなく、同様に取り扱うこ左。
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第9 特別加入

1 特別加入手続き等

(I) 中小事業主等

ア 申請書の受理

船員についても原則としで通常の中小事業主等と同様の取扱いとなるが、統

合時の特例として、平成21年 12月 28日付け基発 1228第4号「船員保

険制度の統合に伴5特別加入に関する取扱いについてJにより、平成 21年中

，に特別加入申請書が提出された場合に限り①保険関係が成立していない場合で

の受理や、②「加入を希望する日が申請日の翌日から 15日以上となっている

ものの受理という特例が設けられでいることに留意すること。

イ加入の承認日

特別加入は、特別加入の申請時に申請者が当該申請の翌日から起算して 14

日以内の範囲内において加入を希望する日付を記載させた上で、所轄労働局長

の承認を受けるニとにより、その効力が生じる。

なお、統合時の特例として、平成21年 12月28日付け基発 1228第4

号「船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱いについて」により平成

2 1年中に特別加入申請書:を提出した場合である等の要件を満たしたときに

は、平成 22年 1月 1日付けで特別加入の承認を行ってよいとされていること

に留意すること。

(2) 一人親方等

ア 申請ー;i干の受理

船員についても原則として通常の一人親方等と同様の取扱いとなるが、中小

事業主等と基本的に同様に、平成211'j三中に特別加入申請書が提出された場合

に限りL①当該申詰舎の受理や、②加入を希望する日が申詰日の翌日から 15ム

日以上となっているものの受理とし、う特例が設けられていることに留意するこ

と。

イ 承認、等の手続

(ア) 加入の承認日

船員についても原則として通常の一人親方等と同様の取扱いとなるが、中

小事業主等と同様の特例的な取扱いが設けられていること。

(イ) 特別加λ団体

船員についても原則として通常の一人親方等と同様の取扱いとなるが、制

度移行時に限り、特別加入団体の要件について、平成21年 12月 28日付

け基発第 1228第4号「船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱

いについてjにより、特例的な取扱いが設けられていることに留意すること。

なお、加入に当たっては、「業務災害の防止に関する措置及び事項の内容

を記載した書類」の作成及び提出が免除されるが、これは船員には船員労働

安全衛生規則(昭和 39年運輸省令第 53号)等により災害防止措置がとら

れていることを踏まえてのものである。
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2 保険給付の寧務処理の留意点

(1) 業務遂行性

ア 中小事業主等

中小事業主等の業務遂行性が認められる類型の 1っとして、一定の要件を満

たす就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場

合が掲げられており、日常生活の用に供する施設と事業場の施設とを区分する

ことが困難なものについては、これを包括して事業場施設としてみなすとされ

ていること、航行している船舶の場合は交代制で 24時間労働者が勤務してい

ることを踏まえ、昭和40年 12月 6日付け基発第 159 1号「特別加入者に

係る業務上外の認定及び支給制限の取扱いについて」の記の第 1の1の(1)

にかかわらず、船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる間の船員たる中小事

業主等の行動は、.ヨ会、意的行為等積極的な私的行為以外は業務遂行性が認められ

るものとして取り扱うこと o

なお、下船した場合の業務遂行性の範囲については、船員の場合であると、

通常の事業主であると変わらないものであるが、下船後における旅客の乗降の

ための作業、荷下ろし等の作業や出荷のための作業は、事業のためにする行為

に直接附帯する行為に当たること。

イ 一人親方等

船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる間の一人親方等の行動は、送手意的

行為等積極的な私的行為以外は業務遂行性が認められるものとして取り扱うこ

と。

なお、下船後における旅客の乗降のための作業、荷下ろし等の作業又は出荷

のための作業は、中小事業主等と同様に事業のためにする行為に直接附帯する

行為に当たること。

また、以下の各事業における行為も、業務遂行性があるものとして取り扱う

こと。

(ア) 漁業

① 船舶から下船し、水産動植物の採捕をするための行為

② 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

また、新設された労災則第46条の 17第 7号の規定により、特別加入

の承認を受けた者にういては、事業の区分にかかわらず、通勤災害の適用

があることから、水産動植物の採捕の事業を営む場合においても、通勤災

害の適用があることに留意すること。

なお、船員法の適用のない船舶による水産動植物の採捕の事業を労働者

を常態として使用しないで営む者については、用船中であっても業務遂行

性があるものとは限らないことから、留意すること。

(イ) 旅客及び貨物業

突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

なお、タグボートの事業、水先案内人の事業もこの事業に含まれるものと

して取り扱うこと。
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(ウ) 建設業

① 請負契約に直接必要な行為

② 請負工事現場におめで、船舶から下船し、請負契約に基づく工事及びこ

れに直接附帯する行為

③ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

なお、本建設の事業には、海面の凌諜、沈没物の引き揚げ、潜水によっ

て行われる海底測量等の事業が含まれるものであること

(エ) 上記(ア) ~ (ワ)以外

突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

なお、本事業には、例えば、旅客船内における小売業や飲食庖の事業が当

たるとと。

(2) 通勤災害

中小事業主等である揚合のほか、一人親方等で、あっても、新設された労災則第

46条の 17第 7号として、特別加入の承認を受けた者については、事業の区分

にかかわらず、通勤災害の適用があること。

第10 社会復帰促進等事業

1 各事業に共通する留意点

労災保険給付を受給したことを重要な要件としている以下 2に掲げる社会復帰促

進等事業については、統合日後、労災保険給付を受給し、かっ、各事業の支給要件

を具備した者を対象とずる。

したがって、①統合日前に安傷し、船員保険から支給を受け、統合日前に治ゆし

た者はもとより、②統合日前に受傷1.:-、船員保険から支給を受け、統合日後に治ゆ

した者、さらには③統合目前に発症の原因があるとして統合日後の施症につき、船

員保険から保険給付を受けた者についても、社会復帰促進等事業の対象にはならな

し、。

なお、統合日後に労災保険給付を受給した者であって、労災保険の社会復帰促進

等事業の対象にならないものも、船員保険の福祉事業の対象となるものもあること

から、次の場合には、協会けんぽ(又は(財)船員保険会)を紹介すること。

ア 統合目前に職務上の災害として船員保険から保険給付されていた者からの社

会復帰促進等事業についての相談、照会があった場合

イ 統合日後に受傷した者について、支給申請に対して不支給(一部不支給を含

む)の決定を行った場合

2 各事業の留意点

(1) 義肢等補装具費

義肢等補装具fTの支給については、「義肢等補装具費支給要綱J(最終改正平

成 21年 9月4日付け基発 0904第2号)に基づいて支給の可否を判断すると

と。

なお、義肢等補装具費支給要綱におい℃、不承認となる場合であっても、船員
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保険の福祉事業においては支給される場合があるので、不承認となる場合におい

ても、協会けんぽ(又は(財)船員保険会)を紹介すること。ただし、船員保険

において必ず支給されるとの誤解が生じないように留意すること。

(2) 外科後処置

外科後処置については、昭和 56年 2月6日付け墓発第 69号「外科後処置実

施要綱J(最終改正平成 20年 3月 31日付け基発第 0331005号)に基づ

いて実施すること。

なお、船員保険においては、類似の事業は存在するが、労災保険の方が処置の

範囲が広いことから、治ゅの判断をするとき等に処置可能な内容について被災労

働者に説明すること。

(3) アフターケア及びアフターケア通院費

アフターケアについては、平成 19年4月23日付け基発第 0423002号

「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領J(最終改正平成 20年 3

月 19日付け基発第 0319008号)に基づいて実施すること。また、アフタ

ーケア通院費については、平成9年8月 26日付け基発第 596号「アフターケ

ア通院費支給要綱J(最終改正平成 12年 9月 5日付け基発第 560号)に基づ

いて支給の可否を判断すること。

なお、ナフターケア制度に類似の制度が船員保険にないことから、治ゅの判断

をするとき等に被災労働者にアフターケア制度について丁寧に説明すること。

(4) 労災就学等援護費

船員以外の労働者と同様に、昭和 45年 10月 27日付け基発第 774号別添

「労災就学等援護費支給要綱」等に基づ、いて実施することo

また、労災就労保育援護費については、昭和 54年4月4日付吹基発第 160 

号「労災就労保育援護制度の新設等について」等に基づいて実施することロ

なお、就学等援護資については支給要件が労災保険と船員保険では異なること

から、労災保険において不支給とされる場合にあっても、船員保険の福祉事業に

おいては支給される場合があるので、下記支給要件の相違を参考に協会けんぼを

紹介すること。ただし、船員保険において必ず支給されるとの誤解が生じないよ

うに留意すること。

(参考)労災就学等援護授と船員保険の福祉事業における就学等援護費の相違

ア就学援護資

労災保険においては給付基礎日額が 1万6千円以下の者を支給対象者とし

ているのに対しJ船員保険においては標準報酬日額による支給要件を設けて

いない。

イ 就労保育援護費

労災保険においては給付基礎日額が 1万6千円以下の者を支給対象者とし

ているのに対し、船員保険においては遺族年金又は障害年金に係る最終標

準報酬月額が 34万円以下の者を対象にしている。(最終標準報酬月額とは、

被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は

負傷の発した日の属する月の標準報酬月額をいう(船員保険法第 2条第 7
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項)0)。

(5) 各種援護金

各種援護金においては、それぞれの支給要綱に基づいて支給の可否を判断する

こと。

なお、船員保険においては類似の制度がないことから、対象となり得る被災労

働者にそれそやれの援護金制度について丁寧に説明すること。

第11 費用徴収

1 猶予措置

船員保険制度にあっては、費用徴収は個々の船員に係る被保険者資格の届出を故

意又は重大な過失により、行わなかった期間における災害についてのみ、限定的に

行われてきたこと、未加入中の災害に関し、事業主の「重大な過失」について、保

険関係成立日以降 1年を経過しでも、なお、保険関係成立屈の提出を行っていない

ものについて原則、認定しでいること等を踏まえ、労災保険法第 31条第 I項の各

号に定める費用徴収の実施については、統合日から 1年間の猶予J昔置を設けるニと

とし、その期間中に昭和 47年 9月 30日付け基発第 643号「事業主からの費用

徴収の規定の取扱いにふついてJ(以下「昭和 47年通達という。)又は平成 17年 9

月 22日イ寸け基発第 0922001号「未手続事業主に対する資用徴収制度の運用

の見直しについてJ (以下「平成17 f]三通達」としづ。)に定める費用徴収すべき事

故が発生した場合、にあっても、当該通達にかかわらず、 11r用徴収を差し控えること。

2 事業主に対する説明

上記の猶予措置は、船員保険が適用されていた事業主の円滑な修行に資するため

に行うものであることから、この 1年間に労災保険における費用徴収制度の概要を

十分に周知するとともに、当該期間終了後においても、費用徴収に当たる可能性の

ある事案を把握じた場合には、当該2事業主に対して丁寧に労災保険におけるfT用徴

収制度の概要を説明し、理解を得るよう努めること。

3 未加入中の事故

猶予措置に係る期間の経過後、平成 17年通達に基づき、 14'用徴収を行うこと。

4 滞納中の事故

猶予措置に係る期間の経過後、昭和 47年通達に基づき、費用徴収を行うこと o

5 事業主の故意又は重大な過失による事故

猶予措置に係る期間の経過後、昭和 47年通達に基づき、費用徴収を行うこと。

なお、以下に示す事項にも留意して、費用徴収を行うこと。

(1) 対象となり得る事故

以下のすべての要件を満たすものが対象となり得る事故であること

ア 日本船籍(マノレシップを除く。)の船内で生じた事業主責任災害
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イ 日本国内の事業主に雇用された労働者の死亡又は重大災害

(2) 対象となり得る法違反等

(1)のア及びイの要件をすべて満たす事故のうち、船員法及び船員労働安全

、衛生規則に危害防止のための直接的かっ具体的な措置が規定されている場合であ

って、事業主が当該規定に明白に違反したたあ、事故を発生させたと認められ、

かっ、当該違反により検察庁に送致されたものが、対象となること。

(3) 国土交通省に対する照会

船員法及び船員労働安全衛生士見員IJを所管する行政機関は、国土交通省の出先機

関である地方運輸局であり、労働局を経由して、別途示す通達により当該地方運

輸局長あて照会し、その意見を踏まえて処理すること o

なお、 6か月を超えても回答がない場合においては、昭和47年通達において

は、労働局が決定することとされているが、的確な決定を行うため、当該通達に

かかわらず、直ちに督促を行い、その結果を踏まえて決定を行うこと。

当該督促の後、 2週間以内に回答がないときには、本省労働基準局労災補償部

補償課業務係に協議を行うこと。

6 費用徴収の決定

1't'用徴収に当たる可能性のある事案を把握した場合には、船員使用の事業以外の

事業と同様に速やかに監督署は労働局に報告し、当該報告を受けた労働局は、速や

かに費用徴収事案に該当するか否かの決定をすること。

なお、上記 5の(1)の事案のうち、以下のいずれかの事案に当たる場合には、

本省労働基準局労災補償部補償'課業務係に協議を行うこと。

(1) 日本の領海併において生じた事故に係る事案

(2) 地方運輸局に督促後2週間を経過しでも回答がない事案

7 徴収決定圃納入告知・債権管理

徴収決定、納入告知及び依権の管理については、船員使用以外の事業と同様に債

権管理事務取扱手引(平成 13年 3月)等によること。

第12 第三者行為災害に係る事務処理

原則として第三者行為災害事務取扱手引(平成 17年 2月)によるとともに、以

下の点にも留意すること。

1 船員保険の被保険者に係る労災先行の原則等

船員以外の労働者については、請求人の意思を尊重しつつ、自賠先行を指導して

いるところであるが、船員保険の被保険者については、船員保険の上乗せ給付の要

件として労災保険から保険給付を受けることが要件となっていることから、請求人

の意思を尊重しつつ、労災先行を強く勧奨すること。

なお、自賠先行を行った場合の保険給付への充当(※)については、当分の問、

本省労働基準局労災補償部補償課通勤災害係に協議を行うこと。

(※) 第三者から同ーの事自について損害賠償を受けた場合には、その価格の限
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度で保険給付を行わない之とができる旨の規定は、船員保険法にも存在じて

おり、債務(保険給付の義務)をどの範囲で免れるかは、受領した損害賠償

を労災保険と船員保険との間でどのように充当するかによって定まる。

2 対象となる事故等

(1) 対象となる事故

業務災害又は通勤災害が第三者行為災害として成立する要件は、船員使用の事

業の場合も労働基準法適用の事業の場合も同一であるが、労災保険法が属地法で

あることから、日本の主権が及ばない場所における業務災害又は通勤災害(例:

海外の寄港地における交通事故や領海外における船舶の衝突による負傷)は、労ー

災保険法第 12条の4第 1項の規定が適用されないことから、求償を行う必要は

ないこと(なお、損失の二重填補は、損害賠償の性質上適当ではないことから、

第三者から同ーの車両について損害賠償を受けたときは、その価格の限度で保険

手合イ寸を千子わないこと。)0 

また、 FOC船に乗り組んでいる日本国内の事業主に雇用された労働者に係る

当該船舶内の災害は、日本の領海内に当該船舶がある場合においても、労災保険

法第 12条の4第 1項の規定が適用されないものとして取り扱うこと。

(2) 事務処理

ア原則

第三者行為災害事務取扱手引(平成 17年 2月)によることロ

イ 船舶の衝突等の海難の場合の留意点

(7) 第三者行為災害届に添付するjT料

船舶は車両に当たらず、また、船舶のi府突は交通事故ではなく riliJ刻IUに

当たり「交通事故以外による災害j に該当するので、「念書J、「示談有:の15
本J(示談が行われた場合)、「死体検案書又は死亡診断書J(死亡の場合)

及び「戸籍謄本J(死亡の場合)を第壬者行為災害届に添付させて提出させ

ること(交通事故証明書等は不要で、ある。)。

(イ) 過失割合に関する本省協議

日本の領海内における船舶の衝突等による第三者行為災害に係る過失割合

については、本省労働基準局労災補償部補償課通勤災害係に協議の上、決定

すること。

この場合、事業主から「航行に関する報告J、海難審判庁の裁決及び和解

に係る書面(以下「裁決等の書面」という。)等の写しの提出を必要に応じ

，て求めた上、当該書類の写を添付の上、協議すること(裁決等の書面が事故

発生後 1年以内に入手できない場合には、木省に直ちに報告の上、その指示

を踏まえつつ、必要な調査等を行った上、協議すること。)。

なお、海上交通安全法(昭和 47年法律第 115号)第33条においては、

海難が生じたとき等には原則として海上保安庁長官に通報しなければならな

いと規定していることから、上記の報告等の写しによっても災害発生状況が

不明な場合には、必要に応じて後記Eの第 1の2以下の手続きにより資料等
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の提供を求めること。

参考 船舶の衝突等があった場合には、船員法第 19条の規定により「航行

に関する報告」を地方運輸局に提出することが義務づけられている。

3 求償差し控え事案

従前の基準に当たるものはすべて求償差し控え事案とすること。

なお、寄港地において、荷下ろし又は荷の積み込み作業を行う場合において、港

湾荷役業者の労働者の加害行為により負傷したときには、「同一の作業場で作業を

行う事業主を具にする労働者の加害行為による災害」に当たるものとして取扱う ζ

と。

4 徴収決定園納入告知固債権管理

徴収決定、納入告知及び債権管理については、通常の事業と同様に第三者行為災「、

害事務取扱手引(平成 17年 2月)及び債権管理事務取扱手引(平成 13年 3月)

によること。

E 労災保険の保険給付の調査及び審査等

第 1 調査に当たっての留意事項等

1 調査の目的

労災保険法に定める業務災害又は通勤災害の災害補償事由の有無や第三者行為災

害の該当の有無を判断するという通常の調査の目的に加えて、

船舶所有者は日本国内の事業であるか否か

被災労働者が日本国内の事業主に雇用されている労働者であるか否か

被災労働者が船員(予備船員)であるか否か

被災労働者が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいたか、又は乗り組むこと

が予定されていたか否か

被災した場所は、日本のi主権が及ぶ場所であるか否か

等を明らかにするために調査する必要がある。

2 調査手法

(1) 事業主から必要に応じて求める資料

以下の書類を船舶所有者たる事業主から必要に応じて求めること。

ア 労働者たる船員であるか否かを確認するための資料

海員名簿

労働条件を明示した書面

イ 災害の発生状況を把握する資料

航行に関する報告(船員法第 19条に定める報告。船舶の衝突、乗揚、沈没、

滅失、火災、機関の損傷その他の海難や船内にある者が死亡し、又は行方不明

となったとき等に報告の義務を課されている。)

航海日誌'

-30 



ウ 船員法の適用の有無を把握する資料

船舶国籍証書

船籍票

漁船登録票

漁船の従業寸る区域を託する書類

エ 日本の主権が及ぶ場所であるか否かを確認する資料

船舶国籍証書(外国籍の船舶の船内は、基本的に外国として取り扱われる。)

オ労働時間制を確認する資料

就業規則

国土交通大臣の指定書

カ 時間外労働時間や休日労働を確認する資料

船員法施行規則第 45条の船内記録待

時間外労働に関する協定届

補償休日の労働に関する協定届

(2) 国土交通省への要請等

原則として事業主、同僚労働者及び関係者からの聴取・報告による調査に基づき、

事実認定等を行うものであるが、当該調査では災害術院事由の有無等を明らかにで

きない場合等に国主交通省への必要な措置の実焔の~諮や関係行政機関等に対する

資料提供等の要請を行うこと。

ア措置の妥訪

労災保険法第49条の 2において、「厚生労働大臣は、船員法第 1条に規定す

る船員、について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国

土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請するととが

できる」と定められたととろであり 4 この規定に基づき要請を行うものである。

具体的には、別途示す通達によるが、事業主等に対する訓査等では、請求労'I!助
者の労働時間等や災害発生状況が不明である事案であって、船舶に乗り組んでい

たときの状況の担保が不可欠なものについて、要請を行うこと。

イ 関係行政機関等に対する資料提供等の要詩

労災保険法第49条の 3において、「厚生労働大臣は、この法律のj庖行lζ関し、

関係、行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めること

ができる」と定められたところであり、この規定に基づき資料提供等の協力の要

請を行うものである。

なお、以下の対象ごとに、別途示す通達に基づき、関係行政庁に対して資料提

供等の要請を行うこと。

(7) 対象

① 日本籍の船舶の船内における事業主責任災害等、前記第 11の5の(1)

に定める司王故に関する調査等の要請

② 特殊な船舶に乗り組んでいる被災者のうち、日本国内の事業主に雇用され

ている者の船員としての雇入契約の公認の有無等の情報提供要請

@ 船員手帳を有しない者に係る船員手帳の交付の有無及び交付の時期等の確
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認、等の要請

④ 港のみを航行する船舶の認定に関する調査等の要請

⑤ 船舶の総トン数の推定の要請

⑥ 船員手帳を有しない者に係る船員保険の被保険者資格の有無及び資格のあ

る期間等に関する調査等の要請

(イ) 要請行政庁等

① 地方運輸局に対するもの

上記(ア)の①~⑤

② 年金事務所に対するもの

上記e:[)の⑤

(3) その他

労働局は、地方運輸局等関係、行政機関との円滑な連携の確保のため、必要に応じ

て協議等を行うこと

3 請求人等の負担軽減

船員に係る保険給付については、前述のとおり、統合後は労災保険給付に相当す

るものは労災保険から行われること、船員保険独自の給付又は上乗せ給付について

は協会けんぽ船員保険部で行われること、さらに統合前に支給事由が生じたものは、 1

協会けんぽ船員保険部から行われることと複雑なものとなっている。

そこで、船員保険の給付を行う協会けんぽ船員保険部、船員保険のi'1格得喪・適

用徴収を行う年金事務所及び労災保険給付等を行う監督署又は労働局は、連携して

次のとおり、取り組みを行うことにしているので、懇切丁寧な対応に努めること。

① 船員から相談があった場合には、船員保険の上乗せ給付分も含めて保険給付

の概要及び提出先等について統一説明用リーフレットを用いて説明する。

② 船員保険に係る請求書の提出があった場合には、写しに受付印を押印の上、

協会けんぽ船員保険部に簡易脊留で回送する。

なお、当該処理を行う請求書については、受付簿に必要な事項を記載の上、

請求書の写しを綴っておく。

@ 船員から、船員保険に係る請求書の記載方法等について説明を求められた場

合には、協会けんぽ作成のリーフレットを手交する。

なお、協会けんぽ船員保険部に提出すべきものが監督署に提出があった場合

においても回送すること等から、船員が所属する船舶に係る事業場の所在地を

管轄する監督署(以下「所轄監督署」としづ。)以外の監督署に労災保険給付

の請求書が提出された場合においても、所轄監督署に回送すること。

第 2 請求書の提出があった場合の審査

船舶に乗り組んでいた際の事故に係る請求や船舶所有者が事業主である場合の請

求については、労災保険給付事務取扱手引(平成 13年 3月改訂)及び本手引 Iに

示すところにより行うとともに、以下に留意して審査を行うこと o

1 必須記載事項の確認
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胎員以外の労働者と同様に必須の記載事項が記載されている確認する。

また、請求人は、労災保険を知らないことを前提に、窓口に相談があった場合等

においては、請求漏れ等が生じないよう、懇切丁寧に説明を行うこと戸

こめ場合、提出先が正しいか否かも含めて確認し、必要な説明を行うこと。

2 回送又は入力の実施

上記Eの第 1の3に記載しているとおり、所轄1量管署以外の監督署の窓口に請求

書等が提出された場合は、正しい所轄監督署を教示し、回送するこどを説明の上、

請求人が持ち帰ることを希望しない限り、所轄監督署に回送すること。

(1) 請求書の労働保険番号が末記入の場合等の取扱い

請求時において、船員が所属する船舶に係る事業場の労働保険番号が不明であ

るとして、請求書の労働保険番号が宋記入のまま提出された場合で、あっても、受

けイ寸けること。

(2) 受付日印の押印等

提出のあった請求書には、直ちに受付目印の押印を行うこと。

当該請求書について所嶋監2官署以外に提出された可能性のある場合には、請求

書のシステム入力を行うことなく、所轄監替署が判明したときに所轄監督署にお

いて直ちにシステムへの入力を行うこと(入力する受付年月日は、上記の受付日

印の年月日とすること。)。

(3) 船舶所有者の有する支庖の有無等の確認

請求f!:ーの提出のあった場合には、当該請求書を提出した船員又は船舶所有者等

関係者から①船舶所有者の住所(法人の場合は、主たる司功J-務所の所在地) (以下

「リ見船合削』舶自所有:者者の住所等」 としい、づう。)λ、②当該船員が所崩している船A舶自に係る支庖等

(以下「当該支庖Jという。0) 以外の支庖の有無、③当該船員が所瓜している船

舶にイ係系る Z事J~仁務を行つている事務所等(以下「当該事務所」 としい、づう。)の所在士地也、

④当該2功J1 

(ωω4ω) 所轄監7容腎署の取扱い

ア 当該支庖以外の支広の無い場合

船舶所有者の住所等を管轄する監管署を所;[普監管署とすること。

イ 当該支庖以外の支庖が有る場合

(了) 船舶所有者の住所等と当該支庖の住所が一致している場合

船舶所有者の住所等を管憶する監督署を所幡監督署とすること。

(イ) 船舶所有者の住所等と当該支J吉の住所が一致していない場合

a 当該支l百と当該事務所の住所が一致している場合

当該事務所について、仮住所の申請をし、認められている場合には当該

事務所の所在地を管轄する監督署を所轄監督署とすること。

仮住所の申請をしていない場合には、当該文庖について、 F組織的に 1

つの単位体をなし、経理、人事、経営(業務)上の指揮監督、作業工程に

おいて独立性があるかどうかJについて調査を行い、当該要件を満たす場

合には、当該支J苫を管轄する登督署を所轄鷺督署とし、当該要件を満たさ
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ないときには、原則として当該支庄の直近上伎の事務所等を管轄する監督

署を所轄監督署とすること。

b 当該支庖と当該事務所が一致していない場合

当該支庖について、「組織的に 1つの単位体をなし、経理、人事、経営

(業務)上の指揮監督、作業主程において独立性があるかどうか」につい

て調査を行い、当該要件を満たす場合には、当該支庖を管轄する監督署を

所轄監督署とし、当該要件を満たさないときには、原則として当該事務所

の所在地を管轄する監督署を所轄監督署とすること。

(5) 受付専用労働保険番号での入力等

ア 受付専用労働保険番号での入力

項番 1

項番 2

項番 3

項番 5

項番 7

項番 9

項番10

以下(ア)又は(イ)に当たる場合には、次の受付専用労働保険番号を振り

出すこととし、下記に掲げる項目を労働保険番号台帳に登録後、請求書のシス

テムへの入力を行うこと。

(T) 請求書に労働保険番号が来記入の場合(適用台帳検索等により船員が所属

する船舶に係る事業場の労働保険番号が特定でき、 (4) のイの(イ)の a

の後段及びbの場合に当たらない場合を除<0) 

(イ) 請求書に労働保険番号が記入されているが、 (4)のイの aの後段及びb

の場合に当たる場合

登録・変更コード r 1 登録J

労働保険番号 XX-gー XX-143000

(局番号) (署番号)

「基幹番号は 143000に限定」

名 称-1 「センインJ

保険関係成立年月日 「平成 22年 1月 1日J

常時伎用労働者数 r 1 J 

保険関係区分 r 7 1 1 J 

業種 r 90 0 6 J 

イ 支給・不支給決定決議前における受付専用労働保険番号の訂正等の処理

監督署において、上記アにより受付専用労働保険番号を用いて請求書のシス

テム入力を行った場合には、必ず支給・不支給決定に係る決議を行う前に、次

により船員が所属する船舶に係る事業場の労働保険番号への訂正等の処理を行目

うこと。

(ア) 短期給付

「療養(補償)給付たる療養の給付変更決定決議書(兼基木情報登録・修

正帳票) (帳票種別 34501) の「②労働保険番号J又は「給付別修正帳

票(署用) (帳票種別 34503)J の「修正する項目の番号J(コードニ

201又は 301) により、受付専用労働保険番号から船員が所属する船舶

に係る事業場の労働保険番号に訂正すること。

(イ) 年金・一時金
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「登録11長票(帳票種別 39 5 6  0) Jの「③実行コードJ (取消=9) に

より受付専用労働保険番号を含り請求内容の取消を行った上、改めて船員が

所属する船舶に係る事業場の労働保険番号により請求内容を登録すること。

3 船員j去の適用のある船舶に乗り組んでいたこと等の事実の有無等

(1) 被災した者が乗り組んでいた船舶の船員法の適用の有無

被災した者が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいなかった場合、予備船員

(船員職業安定法第 92条に基づき FOC船に派遣船員として乗り組んでいる場

合を含む。)でない限り、船員以外の労働者等からの請求と同様の審査を行うこ

と。

したがって、まずは、乗り組んでいた船舶が船員法の適用のある船舶であるか

否かを確認し、外国船籍の場合には、下記 (2) により予備船員(船員職業安定

法第 92条に基づき FOC船に派遣船員として乗り組んでいる場合を含む。)に

該当するか確認すること。

船員法の適用のある船舶か否かを確認する場合、ポイントになるのは、以下の

事項であることから、事業主からの聴取や船舶国籍証書等によりこれをまず確認

すること。

ア船舶 の船籍

イ 船舶の総トン数、用途、航行する範囲、漁船の場合には、漁法、漁を行う範

函

なお、フローチャート (21 0ページ参照)を参考にすること。

(2) 船員であるか否かの確認等

船員法の適用のある船舶に乗り組んでいた場合であっても、通常当該船舶には

乗り組むことがなく、船員に当たらない場合には、(1)と同様に船員以外の労

働者等からの諮求と同様の審査を行うこと。

また、前記のとおり、船員法の適用のない外国船籍の船舶に乗り組んでいる場

合であっても、日本国内の事業に雇用されており、予備船員(船員峨業安定法第

9 2条に基づき FOCJ沿に派泣船員として乗り組んでいる場合を含む。)に該当

する場合には、労災保険の適用があることが明確であることから、当該要件を満

たすか否か以下の手法により確認すること。

なお、以下の手法によっても、予備船員(船員職業安定法第 92条に基づき F

OC船に派遣船員として乗り組んでいる場合を含む。)に該当するか確認できな

いものの、日本国内の事業に雇用されている者(外国船籍の船舶に乗り組んでい

る際に被災した者に限る。)と認められる者については、本省労働基準局労災補

償部補償課業務係まで、協議を行うこと。

ア 誇求人に対して船員手帳の提示を求めること

船員は、船員法上船員手I援を「受有しなければならなしリこととされている

ことから、手帳の提示を求め、その写しをさ徴すること。

イ 請求人が紛失等により船員手中長を有していないと申し立てた場合の取扱い

事業主に海員名簿、履入契約の届出に係る書面の提出を求めること。
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上記の措置を講じても、不明な場合には、以下の方法により確認を行うこと o

請求人が船員保険の被保険者であったと申し立てた場合には、年金事務所に

資料の提供等の要請を行うこと。

また、船員保険の被保険者ではないが、船員であったと申し立てた場合は、

地方運輸局に資料の提供等の要請を行うこと o

なお、船舶内の事業の場合、小売の事業やサービス業等陸上におけるのと同

様の作業態様となるが、その場合には、被災した場所が重要であるので、災害

発生場所に留意して審査を行うこと。

4 事業主の所在地の確認等

船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる船員であっても、日本国内の事業に雇

用されていない場合にあっては、労災保険の適用はない。

日本船籍の船舶にも外国の事業に雇用された者が乗り組んでいることがあるの

で、ニの点について確認する必要がある。

日本国内の事業であるか否かについては、船員保険の事業は、属地法であること

から、まず、当該事業に雇用された者が船員保険の被保険者であるか否かを以下に

l より確認すること。

(1) 請求人から船員保険の被 保険者証の提示を求める。，

(2) 請求人が船員保険の被保険者証を所持していない場合には、年金事務所に被保

険者であるか資料の提供等の要請を行う。

なお、被災した者が船員保険の被保険者でない場合にあっては、以下により確認

すること。

(1) 請求人が雇用されていたとする事業の法人登記の有無を確認すること。

(2) 法人登記を行っていない場合には、事業主、関係者からの供述、実地調査等に

より日本国内に拠点等があるこEを確認すること。

5 労働者文は承認後の特別加入者であることの確認

被災した者が労働者であるか、労働者でない場合には被災前に承認を受けた特別

加入者であるか否かを確認すること。

なお、労働者であるか否かの確認については、上記Eの第 1の2の (1 )のアを

参照すること o

6 業務災害の支給要件を満たすか否かの確認

被災時の災害発生状況等を確認の上、上記 Iの第7に示す基準に則して、支給要

件を満たすか否か判断すること。

なお、船員について、いわゆる新しい疾病について請求があった場合には、後記

8により、本省協議を徹底すること。

7 通勤災害の支給要件を満たすか否かの確認

被災時の災害発生状況等を確認の上、上記 Iの第8に示す基準に則して、支給要
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件を満たすか否か判断すること。

8 本省協議等の実施

船員について、いわゆる新しい疾病について請求があった場合には、請求書の提

出後速やかにその概要を本省労働基準局労災補償部職業病認定対策室に報告をする

dとともに、必要な調査を行った上、同室に協議を行うこと。

9 支給決定等の実施

上記 1~8 により、支給要件の具備の有無が明らかになった場合には、速やかに

支給又は不支給決定を行うこと。

なお、不支給とした場合には、その不支給決定理由を丁寧に説明するとともに、

審査請求の方法について、下記第 3により丁寧に説明することロ

第3 審査請求等

1 労災保険給付

(1) 基一本的な考え方

7船員たる請求人が不服申し立てを希望する場合には、

ア 労災保険給付については、労働者災害補償保険審査官に対Lて審査請求を行

う必要があ;;5ことを説明することは当然であるが、これに加えて、

イ 上乗せ給付についても、不服申し立てをすることを希望する場合には、地方

厚生局(厚生支局を含む。)に置かれた社会保険審査官に対して、審査請求を

行う必要があることを説明すること。

(2) 船員保険法における時効に関する特例等

ア 原処分における特例

船員保険法第152条第 1項は、「次の各号に掲げる保険給付と同ーの事由

により支給される当該各号に定める労働者災害補tiff呆険法の規定による保険給

付についてされる同法第 38条第 1項の審査請求並びに同項及び同条第2項の

再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求等」という。)

は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の時効の中断に関しては、裁判上

I 

の請求とみなす」と規定している。

したがって、

休業手当金休業補償給付又は休業給付

障害年金 障害補償年金等、傷病補償年金又は傷病年金

一 障害差額一時金障害補償年金等

四 辺族年金遺族補償年金等

五 遺族一時金遺族補fti-時金又は遺族一時金

六 遺族年金差額一時金泣族補償年金等

上記の船員保険の給付は、基本的に労災保険の給付が支給される場合に、支

給されることから、同種・同一事由の保険給付について労災保険法の審査請求

等を行っているときには、消滅時効が中断し、その中断事由が終了した時から、

ヲ，
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新たにその進行を始めるとされたものである。

なお、いわゆる後続請求の取扱いは、異種の請求についても適用のあるもの

で、あるが、上記のとおり船員保険法上の特例は、同種・同一事由の保険給付に

限り認められるものであることから、船員保険の保険給付の消滅時効が完成す

ることのないよう、それぞれの請求及び審査請求等を確実に行うよう、説明す

ること。

イ 社会保険審査官に対する審査請求に係る特例

船員保険法第 152条第 2項は、「労働者災害補償保険法の審査請求等がさ

れている場合における前項各号に掲げる保険給付に関する社会保険審査官及び

社会保険審査会法(昭和 28年法律第 206号)第4条第 1項及び第 2項の審

査請求期間又は同法第 32条第1項の再審査請求期間の計算については、当該

労働者災害補償保険法の審査請求等があった日かち決定若しくは裁決又は取下

げの日までの日数は、算入しないJと規定しており、社会保険審査官又は社会

保険審査会に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算

した一定期間内にしなければならないことになっているわけであるが、審査請

求等してから決定定若しくは裁決又は取下げの日までの日数は、算入しないと

いう特例が設けられている。

したがって、原処分の場合の消滅時効の中断と異なり、新たにその進行が始

まるわけではないので、混同しないようにすること。

E 参考資料

第 1 管轄等

1 全国健康保険協会(協会けんぽ)

E 郵便番号|住所

船員保険部 1102-80161千代田区富士見 2-7-2

ステージピノレディング 14F

2 年金事務所

都道府県 事務所 郵便番号 住所

北海道 函館 040-8555 函館市千代台町26-3

釧路 085-'8502 釧路市栄IUT9-9 -2 

室町I 077-8533 留萌市大IiIT3

小樽 047-8666 小裕市富岡 1-9-6

北見 090-8585 北見市高砂町2-21 

稚内 097-8510 手ffi内市末広4-1-28

留萌 077-8533 留萌市大凹T3

電話番号

03-68.62-3060 

電話番号

0138-82-8000 

0154-61-6002 

0143-50-1002 

0134-65-5004 

ひ157-33-6005

0162-74-1003 

0164-43-7211 

苫小牧 053-8588 苫小牧市若草町2-1-14 0144-56-9003 

青 森 青森 030-8554 青森市中央1-22-8 017-734-7495 

青森第一生命ピノレデ4ング 1..，...3階

人戸 031-8567 八戸市城下4-10-20 0178-44-1742 
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岩 手 宮古 027-8503 宮古市太田 lー 7-12 0193-62-1963 

宮 城 仙台東 983-8558 仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6121 

秋 国 秋田 010-8565 秋田市保戸!IlF鉄砲i町5-20 o 18-c865-2391 

山 形 山形 990-9515 山形市あかねヶE:I-IO-l 023-645-5111 

鶴岡 997-8501 鶴岡市錦町21-12 0235-23-5040 

福 島 平 970-8501 いわき市平字章子町3-21 0246-23-5611 

相馬 976-8510 相馬市中村字後ヶ丘 69 0244-36-5172 

茨城 水戸南 310-0817 水戸市側11町2-.5-17 029-227-3278 

群馬 前橋 371-0033 l詩情市国飯田T2-19-1 2 027-231-1719 

士奇宝 浦和 330-8580 さいたま市浦和区北浦和 5-5-1 048-831-1638 

、千葉 千葉 260-8503 千!t~市中央区中央港 1 -1 7-1 043-2'i2-6320 

東京 新宿 169-8601 祈宿区大久保2-12-14・5階 03-5285-8611 

神奈川 横浜中 231-0012 横浜市中区相生町2-28 045-641-7501 

新潟 新潟東 950-8552 新潟市中央区新光IIIJl-J6 025-283-1013 

富 山 富山 930-8571 市山市牛，~0 ，mIJlT7 -1 076-441-3936 

石川 金沢北 920-0861 金沢iIlニI上川Tl-43 076-233-2021 

千百 井 福井 910-8506 福井市手守 2-1-34 0716-23-4512 

lJ11 同 静岡 422-8668 hiI問，j，町長引す区中田 2ー 7-5 054-28，]-4315 

大 阪 大手前 541-0056 大阪市'1コ火区久太郎lilT2-1-30 06-6271-7301 

月{紛うダイヤモンドピノレ日 ~8階

兵庫 ニ宮 650-0033 神戸市中央区江戸町93栄光ピノレ 3'4術 078-332-5793 

愛知 烈L回 456-8567 名古i5Hlí):!l田区伝nfr2-3~19 052-671-7263 

ニ震 514-8522 'Ilt市桜1'，日 3-446-33 059-228-9120 

j毛jff 519-3692 尾]古市林JIIT2-23 0597-22-2340 

京都 抑制 624-8555 川11'1;市字南田辺南表lilT50-8 059-228-9120 

奈 良 奈良 630-8512 奈良市芝辻山T4-9-4 0742-35-1370 

ず日歌山 和J秋山西 641~0035 和欣山市WJf';2.-1 -4 3 

烏 取 鳥取 680-08，16 )，'~Jlit市l討川Tl 76 0857-27-8311 

.31E:子 683-0805 ょ!と子iI了間協原 2-1-34 0859-34-6111 

島根 松江 690-8511 松江市JI[明日lilTl0 7 0852-23-0321 

浜田 697-0017 浜田市原井lilT908-26 0855-22-0670 

出雲 693~0021 出雲市nHi古IJ庁1516-2 0853-24-0041 

同 山 岡山東 703-8533 岡山市国富228 086-270-7925 

広 島 広島南 73，1~0007 広島市南区皆実町1-4-35 082-253-7710 

山 口 山口 753~8651 山口rIJ吉放下J!1I-8-8 083-922-5660 

徳 島 徳島南 770-8054 徳島市山城西4-45 088-652-1511 

香川l 高恰西 760-8553 高松市錦町2-3-3 087-822-28.12 

愛媛 松山西 790-8512 松山市南江戸 3-4-8 089-925-5105 

今 治 794-8515 今治市別宮山丁6-4-5 0898-32-6141 

宇和島 798-8603 宇和島市天神町4-43 0895-，22-5440 
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新居浜 792-8686 新居浜市庄内町1-9-7 0897-35-1300 

高 知 高知東 780-8556 高知市桟橋通4-13-3 088-831-4430 

福 岡 博多 812-8540 福岡市博多区博多駅東3-15-23 092-474-0012 

佐賀 佐賀 849-8503 佐賀市八了畷町1-32 0952-31-4191 

長 崎 長崎南 850-8533 長崎市金屋町3-1 095-825-8703 

佐世保 857-8571 佐世保市稲荷町2-37 0956-34-1145 

責旨 本 本渡 863-0033 天草市東町2-21 0969'-24-2112 

大 分 大分 870-0997 大分市東津留 2-18-15 097-552-1211 

{ 邑 崎 宮崎 880-8588 宮崎市天満2-4-23 0985-52-2111 

延岡 882-8503 延岡市大貫町 1~2978-2 0982-21-5424 

鹿児島 鹿児島北 892-8577 鹿児島市住吉町6-8 099-225-5311 

沖 2屠 浦添 901-2121 浦添市内問 3-3 -2 5 I 098-877-0020 
一一一一一一一一一

3 地方運輸局

名称 郵便 所在地 電話 管轄区域

北海道運輸局 047-0007 北海道小樽市港町5番3号 0134-27-7172 北海道

(海事) 小樽港湾合同庁舎

東北運輸局 983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄 022-299-8851 青森県、岩手県、

砲町 1番地仙台第 4合同 宮城県、福島県、

庁舎 秋田県、山形県

関東運輸局 231-8433 神奈川県横浜市中区北仲 045-211-7230 茨城県、栃木県、

通 5- 5 7横浜第 2地方 群馬県、埼玉県、

合同庁舎 千葉県、東京都、

神奈川県、山梨

県

北 陸信越運輸 950-8537 新潟県新潟市中央区万代 025-244-6113 新潟県、長野県、

烏 二丁目 2番 1号 富山県、石川県

中部運輸局 460-8528 愛知県名古 屋市中区ニの 052-952-8002 

丸 2-2-1名古屋合同 岐阜県、ニ重県、

庁舎第 1号館 福井県

近畿運輸局 540-8558 大阪府大阪市中央区大手 06-6949-6423 滋賀県、京都府、

前 4丁目大阪合同庁舎第 大阪府、奈良県、

4号館 和歌山県

神戸運輸監理 650-0042 兵庫県神戸市中央区波止 078-321-3141 兵庫県

吉日 場町 l番 1号 神 戸 第 2地

方合同庁舎 5F' 6 F 

中国運輸局 730-8544 広島県広島市中区上八丁 082-228-3434 鳥取県、島根県、

堀 6- 3 0広島合同庁舎 岡山県、広島県、

4号館 4階 山口県(下関市、

宇部市、長門市、
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山陽小野田市を

除く)

四国運輸局 760-0064 香川県高松市朝日新町 1 087-S25-c1171 徳島県、香川県、

番 30号高松港湾合同庁 愛媛県、高知県

舎

九州運輸局 812-0013 福岡県福岡市博多区博多 092-472-2312 山口県(下関市、

駅東 2~ 1 .1 ~ 1福岡合 宇部市、長門市、

同庁舎新舘 山陽小野田市)、

福岡県、佐賀県、

長崎県、熊本県、

大分果、宮崎県、

鹿児島県

沖縄総合事務 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 098-866-0031 沖縄県

局運愉部 2-1-1Jis頚第 2地方

合同庁舎 2号館

4 管区海上保安部

名手:F 郎使 所在地 1五話 管轄区域

第一管区 047-8560 北海道小樽市沈=町 5- 3 0134-27-0118 北海道(北方領

小 l~ì.法湾合同庁舎 土含む)

第二管区 985-8507 宮城県指釜市貞山遇 3 022-363-0111 青森県、岩手県、

4-1 宮城県、秋田県、

山形県、福島県

(沖合い水域は

太平洋側のみ担

当)

第一管区 231-8818 神 奈川県横浜市中区北仲 045-211-1118 茨城県、栃木県、

通 5- 57 群馬県、埼玉県、

千1\~ 県、 J![京都、

神 奈 川 県 、 山梨

県、 M'岡県

第四管区 455-8528 名古屋市 港 区 入 船 2- 3 052-661-1611 岐阜県、愛知県、

-12 三重県

第五管区 650-8551 兵 庫県神戸市中央区波止 078-391-6551 滋賀県、京都府

場町 1- 1 (南丹市以南)、

大阪府、兵庫県

(i限戸内海側)、

奈良県、和歌山

県、徳島県、高

知県
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第六管区 734-8560 広島市南区宇品海岸 3ー 082戸251~5111

10-1 7 

第七管区 801-'8507 福岡県北九州市門司区西 093-321-2931 

海岸 1-3-10

第八管区 624-8686 京都府舞鶴市字下福井 9 0773-76-4100 

o 1舞鶴合同庁舎

第九管区 950-8543 新潟市中央区万代 2- 2 025戸 245-0118

-1  

|第十管区 890-8510 鹿児島県鹿児島市東郡元 099-250-，9800 

4-1  

|第十一管区 900-854 沖縄県那覇市港町 2- 1 098-867-0118 

1 

第 2 法令の規定等

1 労働者災害補償保隙法(昭和zz年法律第50号) (抄)

(適用事業の範囲)

岡山県、広島県

山口県(瀬戸内

海側)、香川県、

愛媛県

山口県(日本海

側)、福岡県、イ左

賀県、長崎県、

大分県(水域上

は熊本県の有明

海も担当)

京都府(京丹波

町以北)、福井県、

兵庫県(日本海

側)、鳥取県、島

根県(竹島含む)

新潟県.、富山県、

石川県、長野県

(沖合い水域は

東北地方の日本

海側も担当)

熊本県(水域上

は有明海を除

く)、宮崎県、鹿

児島県 F

沖縄県(尖閣諸

島含む)

第 3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭

和 22年法律第 4 9号)別表第 1に掲げる事業を除く。)については、この法

律は、適用しない。

(業務災害に関する保険給付の種類等)

第 12条の 8 第 7条第 1項第 1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる

保険給付とする。

一~七(略)

2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法
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第 75条から第 77条まで、第 79条及び第 80条に規定する災害補償の事由

又は船員法(昭和 22年法律第 100号)第 89条第1項、第91条第 1項、

第 92条本文、第 93条及び第 94条に規定する災害補償の事由(同法第 91 

条第 1項にあっては、労柚基準法第 76条第 1項に規定する災害補償の事由に

相当する部分i乙限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺

族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

第 49条の 2 厚生労働大臣は、船員法第 1条に規定する船員について、この法

律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大匡に対し、船

員法に基ーづき必要な措置をとるべきことを要諾することができる。

2 前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣

は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる o

第49条の 3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私

の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できる

だけその求めに応じなければならない。

z 雇用保険法等ぬー却を波正司る法律(平成 J9年法律誌30号)附閤(抄)

(船員保険のJ[，法務上の事由による保険給付に関する経過措置)

第 39条 附則第 1条第 3号に掲げる規定の施行の目前に発生した事故に起因す

るJ[g~務上の司王由若しくは通勤による負傷、障害若しくは死亡又は職務上の司王由

による行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病又は当該疾病による死亡

に関する平成 22年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成22年改正

前船員保険法第 57条の 2第3項に規定する事業として厚生労働省令で定める

ところにより支給する支給金を含み、国民年金法等の一部を改正する法律(昭

和 60年法律第 34号)附則第 87条第 1項の規定によりなお従前の例による

ものとされた年金たる給付を除く。)については、給付の貸用に関する事項を

除き、なお従前の伊jによるもゆとし、協会が当該給付を支給する。

(船員保険の給付に要する1'rm等の交付に関する経過措置)

第40条 労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、前条の規定により協会が支

給するものとされた平成 Z2年改正前船員保険法の規定による保険給付に要す

る費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、当該給付に要

する費用及び当該保険給付事業の事務の執行に要する費用(政令で定める費用

を除く 0) に相当する額を交付する。

2 前項に規定する政令で定める貰'用は、平成22年改正後船員保険法第 122

条第 2項第 1号に規定する保険給付に要する費用及び問項第 4号に規定する事

務の執行に要する費用とみなして、同項の規定を適用する。

第41条 附員Ij第 137条の規定による改正後の特別会計に関する法律第 99条

第 1項の規定によるほか、前条第 1項の規定による協会への交付金は、当分の

問、労働保険特別会計の労災勘定の歳出とする。

3 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の
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保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭

和 47年政令第47号) (抄)

(労災保険暫定任意適用事業)

第 17条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第

1 2条第 1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町

村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法(昭和

2 2年法律第 100号)第 1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船

員保険法(昭和 14年法律第 73号)第3条に規定する場合にあっては、同条

の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法(昭和

2 2年法律第 50号)第 7条第 1項第 1号に規定する業務災害の発生のおそれ

が多いものとして厚生労働大圧が定める事業を除く。)のうち、常時 5人以上

の労働者を使用する事業以外の事業とする。

(略)

3 雇同保障法等o一部を改正する法律ぬ戸部ω施行に伴う聞係政令o整備等及び経

過措置に閉する政令(平成2J主事政令箆296号)(妙)

(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保

険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部

改正)

第 19条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働

保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係、政令の整備等に関する政

令(昭和 47年政令第47号)の 部を次のように改正する。

第 17条中「事業及び」を「事業、船員法(昭和 2.2年法律第 100号)第

1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和 14年法律

第 73号)第 3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者と

される者)の事業及び」に改める。

4 雇周保障f去等ぬー却を政iE'eする法律ぬ一部ぬ施行に伴う厚生労働省関係省令ぬ整

備に問診る省令(平成2J年厚生労働省令策 168号)

① 労働者災害柑償保隙法施行規則(昭和30年労働省令第22号)(抄)

ア給付基礎日額

(給付基礎日額の特例)

第 9条 法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督

署長が、次の各号に定めるところによって行う。

一 労働基準法(昭和 22年法律第49号)第 12条第1項及び第2項に規定

する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働

者の同条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)に相当する額が、当該休

業した期間を同条第3項第 1号に規定する期間とみなして算定することとし

た場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定するこ

ととした場合における平均賃金に相当する額とする。
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一 じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった労働者の平均

賃金に相当する額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従

事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして

算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合に

は、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とするq

三 1年を通じて船員法(昭和 22年法律第 100号)第 1条に規定する船員

として船舶所有者(船員保険法(昭和 14年法律第 73号)第 3条に規定す

る場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)に使用される

者の賃金について、基本!となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船

舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合に

は、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に

係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める

基準に従って算定する額とする。

四 前 3号に定めるほか、平均賃金に相当する鎮を給付基礎日額とすることが

適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に

従って算定する額とする。

五 平均賃金に相当する額Xは前各号に定めるところによって算定された額

(以下この号において「平均賃金相当額j という。)が 4180円(当該額

が次項及び第 3項の規定により変更されたときは、当該変更された額。以下

「自動変更対象額」という。)に満たない場合には、自動変更対象額とする。

ただし、次のイから三までに掲げる場合においては、それぞれイからニまで、

に定める額とする。

イ~二子 (1I1g. ) 
2~4(ltI各)

イ特別 加入

第 46条の 17 法第 33条第 3号の厚生労例省令で定める磁類の事業は、次の

とおりとする。

一 自動牽を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しく

は解体又はその準備の事業

一 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)

四林業の事業

玉 医薬品の配置販売の事業

六 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

七 船員法第一条に規定する船員が行う事業

第46条の 23 法第 35 条第 1 項の申請は、次に掲げる事項を記~n~ した申請書 t

2通を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署

長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出すること

によって行わなければならない。

-':団体の名称及び主たる事務所の所在地
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一 団体の代表者の氏名

一 団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類

四 法第 33条第 3号に掲げる者の団体にあっては、同号に掲げる者及びその

者に係る同条第4号に掲げる者の氏名、これらの者が従事する業務の内容並

びに同条第4号に掲げる者の同条第 3号に掲げる者との関係

玉 法第 33条第 5号に掲げる者の団体にあっては、同号に掲げる者の氏名及

びその者が従事する作業の内容

2 法第 35条第 1項の申請をしようとする図体(第46条の 17第7号は掲げ

る事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第46条の

1 8第 3号に掲げる作業に従事する者の団体を除く。)は、あらかじめ、法第

33条第 3号から第 5号までに掲げる者の業務災害の防止に関し、当該団体が

講ずλ き措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。

3 第 1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第

4 6条の 17第 7号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とす

る者の団体及び第46条の 18第 3号に掲げる作業に従事する者の団体にあっ

τは、第 2号の書類の提出を必要としない。

一 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類

二 前項の規定により当該団体が定める業務災害の防止に関する措置及び事項

の内容を言己破した書類

4~6 (略)， 

5 船員法(昭和22年法律第 100号)(抄)

第 1章総則

(船員)

第 1条 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定め

る船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をし、う。

2 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。

総トシ数5トン未満の船舶

一 湖、 J11又は港のみを航行する船舶

一 政令の定める総トン数 30トン未満の漁船

四 前 3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和 26年

法律第 149号)第2条第4項に規定する小型船舶であって、スポーツ又

はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海

の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められな

い船舶として国土交通省令の定めるもの

3 前項第 2号の港の区域は、港員IJj去(昭和 23年法律第 174号)に基づく港、

の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国

土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区

士或を定めることができる。

第 2条 この法律で海員とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償
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として給料その他の報酬を支払われる者をいう。

2 この法律で予備船員とは、前条第 1項に規定する船舶に乗り組むため雇ょう

されている者で船内で使用されていないものをいう。

(船舶所有者に関する規定の適用)

第 3条 この法律で、職員とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び

国土交通省令の定めるその他の海員をいい、部員とは、職員以外の海員をいう。

(給料及び労働時間)

第4条 この法律で、給料とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期

に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいい、労働時間とは、上長の職務

上の命令l乙基き航海当直その他の作業に従事する時間をいヨ。

(船舶所有者に関する規定の適用)

第 5条 この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち船舶所有者に関する規

定は、船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、船舶借入人

に、船舶所有者、船舶管理人及ひ首位舶借入人以外の者が船員を使用する場合に

は、その者にこれを適用する。

(労働基準法の適用)

第 6条 労働基準法(昭和 22年法律第49号)第 1条から第 11条まで、第

116条第 2項、第 117条から第 119条まで及び第 121条の規定は、船

員の労働関係についても適用があるものとする。

第 2章 船長の職務及び権限

(指揮命令権)

第 7条 船長は、海員を指揮監督し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を

行うのに必要な命令をすることができる。

(発!~fi:前の検査)

第 8条 船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支

障ないかどうかその他航海に必要な準備が整っているかいなし、かを検査じなけ

ればならない。

(航海の成就)

第 9条 船長は、航海の準備が終ったときは、遅滞なく発航し、且つ、必要があ

る場合を除いて、予定の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならな

し、。

(甲板上の指揮)

第 10条 船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときそ

の他船舶に危険の虞があるときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければな

らない。

(在船義務)

第 11条 船長ば、やむを得ない場合を除いて、自己に代わって船舶を指揮すべ

き者にその職務を委任した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から

荷物の陸揚及び旅客の上陸の時まで、自己の指揮する船舶を去ってはならない。
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(船舶に危険がある場合における処置)

第 12条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救

助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

(船舶が衝突した場合における処置)

第 1・3条 船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手

段を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなけれ

ばならない。但L、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、この限

りでない。

(遭難船舶等の救助)

第 14条 船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知ったときは、人命の救助に必

要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険

がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。

(具常気象等)

第 14条の 2 国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常

な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であって、船舶の航行に

危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるとこ

ろにより、その旨を附近にある船舶及ひ、海上保安機関その他の関係機関に通報

しなければならない。

(非常配置表及び操練)

第 14条の 3 国土交通省令の定める船舶の船長は、第 12条乃至第 14条に規

定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定め

るところにより、非常配置表を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示し

て置かなければならない。

2 国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、

海員及び旅客について、防火操練、救命艇操練その他非常の場合のために必要

な操練を実施しなければならない。

(航海の安全の確保)

第 14条の 4 第8条から前条までに規定するもののほか、航海当直の実施、船

舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、

国土交通省令でこれを定める。

(水葬)

第 15条 船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令

の定めるところにより、これを水葬に付することができる。

(遺留品の処置)

第 16条 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となったときは、法令

に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の

定めるところにより、保管その他の必要な処置をしなければならない。

(在外国民の送還)

第 17条 船長は、外国に駐在する日本の領事官が、法令の定めるとニろにより、

日本国民の送還を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことがで
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きない。

(書類の備置)

第.18条 船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え‘

置かなければならない。

一 船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書

二海 員 名 簿

一航海日誌

四旅客名簿

五積荷に関する書類

六 海上運送法(昭和 24年法律第 18 7号)第 26条第3項に規定する註明

書

2 海員名簿、航海日誌及び旅客名簿に関し必要な事項は、国土交通省令でこれ

を定める。

(航行に関する報告)

第 19条 船長は、左の各号のーに該当する場合には、国土交通省令の定めると

ころにより、国土交通大臣にその旨を報告じなければならない。

一 船舶の衝突、来拐、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生し

たとき o

二 人命又は船舶の救助に従事したとき。

三 無線電信によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遊;¥rrtを知ったと

き。

四 船内にある者が死亡し、又は行方不明となったとき。

五予定の航路を変更したとき。

六 船舶が抑留され、又は捕殺されたときその他船舶に関し著しい司王故があっ

たとき。

(船長の職務の代行)

第2.0条 船長が死亡したとき、船舶を去ったとき、又はこれを指揮することが

できない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その

職掌の順位に従って船長のl俄務を行う。

第 3章紀律

(船内秩序)

第 21条海員は、次の事項を守らなければならない。

上長の職務上の命令に従うこと。

一 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。

一 船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。

四 船長の許可なく船舶を去らないこと。

五 船長の許可なく数命艇その他の重要な属具を使用しないこと。

六 船内の食料又は淡水を濫費しないこと;

七 船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙し
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ないこと。

八 船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出

さないこと。

九 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。

十 その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。

(懲戒)

第 22条 船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することが

できる。

第 23条 懲戒は、上陸禁止及び戒告の 2種とし、上陸禁止の期間は、初日を含

めて 10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。

第 24条 船長は、海員を懲戒しようとするときは、 3人以上の海員を立ち会わ

せて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。

(危険に対する処置)

第 25条 船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物

を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。

第 26条 船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすよ

うな行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をする

ことができる。

第 27条 船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対し

ても、前2条に規定する処置をすることができる。

(強制下船)

第 28条 船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を

去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。

(行攻庁に対する援助の誇求)

第 29条 船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼ

しその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、

行政庁に援助を請求することができる。

(争議行為の制限)

第 30条 労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその

争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはな

らない。

第 4章雇入契約等

(この法律に違反する契約)

第 31条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約 l予備船

員については、雇用契約。以下第 34条まで、第58条、第 84条及び第

100条において同じ。)は、その部分については、無効とする。この場合に

は、雇入契約は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する

労働条件を定めたものとみなす。

(労働条件等の明示)
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第 32条 船舶所有者は、雇入契約の締結に際し;00土交通省令の定めるところ

により、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければなら

ない。雇入契約の変更に際しても同様とする。

2 前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第 26条第 1項

の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は船員に対してその旨

を明示しなければならない。

(賠償予定の禁止)

第 33条 船舶所有者は、雇入契約の不履行広ついて違約金を定め、又は損害賠

償額を予定'する契約をしてはならない。

(貯蓄金の管理等)

第 34条 船舶所有者は、雇入契約に附随して、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金

もを管理する契約をしてはならない。

2 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合にお

いては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組

織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合

がないときは船員の過半数を代表する者止の書面による協定をし、これを国土

交通大臣に届け出なければならない。

3 船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場合において、

貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、利子をつけなければならな川。こ

の場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土

交通省令の定める利率を下るときは、その国土交通省令の定める利率による利

子をつけることとしたものとみなす。

4 船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、返巡を

請求することができる。

(相殺の制限)

第 35条 船舶所有者は、船員に対するも可権と給料の支払の債務とを相殺しては

ならない。但し、相殺の額が給料の額の 3分の lを超えないとき及び船員の犯

罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。

(労働条件の記，[定及び提示)

第 36条 船長は、庖入契約が成立したときは、雇入契約により定められた労働

条件を海員名簿に記;，食して、これを海員に示さなければならない。雇入契約の

変更があったときも同様とする。

(雇入契約の成立等の届出)

第 37条 船長は、庖入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「庖入契約の成

立等」という。)があったときは、国土交通省令の定めるところにより、遅滞

なく、海員名釘iーを提示して、国土交通大臣に届け出なければならない。

2 前項の場合において船長が届け出ることができないときは、船舶所有者は、

船長に代わって届け出なければならない。

第 38条 国土交通大臣は、薦入契約の成立等の届出があったときは、その雇入

契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなこ
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とがなし、かどうか及び当事者の合意が充分であったかどうかを確認するものと

する。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第

101条第 1項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。

(枕没等に因る雇入契約の終了)

第 39条 船舶が左の各号のーに該当する場合には、雇A契約は、終了する。

一沈没又は滅失したとき。

二全く運航に堪えなくなったとき。

2 船舶の存否が 1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。

3 第 1項の規定により雇入契約が終了したときでも、船員は;人命、船舶又は

積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。

4 前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第 1項の規定にかか

わらず、その作業が終了するまでは、震入契約は、なお存続する。船員がその

作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従

事する場合において、その処理が終了するまでの間についても、一同様とする。

5 前項後段の規定により雇入契約が存続する聞においては、船舶所有者又は

船員は、いつでも、当該雇人契約を解除することができる。

(雇入契約の解除)

第 40条 船舶所有者は、左の各号のーに該当する場合には、雇入契約を解除す

ることができる。

一 船員が著しく職務に不適任であるとき。

二 船員が著しく職務を怠ったとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあっ

たとき。

一 海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。

四 海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。

玉船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。

六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。

第 41条 船員は、左の各号のーに該当する場合には、雇入契約を解除すること

ができる。

船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失ったとき。

一 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。

一船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。

四 船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするときロ

2 船舶が外国の港からの航海を終7した場合において、その船舶に乗り組む船

員が、 24時間以上の期間を定めて書面で雇入契約の解除の申入をしたときは、

その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。

3 海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を解

除することができる。

第 42条 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が 24時間以上の期

間を定め、て書面で解除の申入をしたときは、その期聞が満了した時に終了する。

(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
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第 43条 相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があったと

きは、雇入契約は、終了する。

2 前項の場合には、雇人契約の終了の時から、船員と新所有者との聞に従前と

同一条件の雇入契約が存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規

定に準じて雇入契約を解除することができる。

(雇入契約の延長)

第 44条 雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港して

その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、産入契約が終了した

時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終

る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。

2 船舶所有者は、雇入契約が適当な船員を補充することのできない港において

終了する場合には、適当な船員を補充することのできる港に到着して荷物の陸

揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、

第41条第 1項第 1号乃至第3号の場合は、この限りでない。

(解雇制限)

第 44条の 2 船舶所有者は〈船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のた

め作業に従事しない期間及びその後 30日間並びに女子の船員が第 87条第 1

項又は第2項の規定によって作業に従事しない期間及びその後 30日聞は、解

雇しではならない。ただし、療援のため作業に従事しない期間が 3年を超えた

場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となっ

た場合においては、この限りでない。

2 前項但蓄の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能と

なった場合においては、その司王由について国土交通大臣の認定を受けなければ

ならない。

(解雇の予告)

第 44条の 3 船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少

なくとも 30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない

船舶所有者は、 1箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払ねなければならな

い。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能とな

った場合又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合において

は、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、 1日について、国土交通省令の定めるところにより算

定する給料の額と同額の予告手当を支払った場合においては、その日数を短縮

することができる。

3 第 1項但書の場合においては、その事由について国土交通大臣の認定を受け

なければならない。

(失業手当)

第 45条 船舶所有者は、第 39条の規定により雇入契約が終了したときは、そ

の翌日(行方不明となった船員については、その生存が知れた日)から 2箇月

(その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、 2箇
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月から行方不明中の期間を控除した期間)の範囲内において、船員の失業期間

中毎月 1回その失業日数に応じ給料の額と同額の失業手当を支払わなければな

らない。

(雇止手当)

策 46条 船舶所有者 C第4号の場合には旧所有者)は、左の各号のーに該当す

る場合には、遅滞なく、船員に 1箇月分の給料の額と同額の雇11:手当を支払わ

なければならない。

一 第40条第 6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。

二 第41条第 1項第 1号又は第 2号の規定により船員が雇入契約を解除した

とき。

ー 第42条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。

四 第43条第 1項の規定により雇入契約が終了したとき。

五 船員が第 83条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除

されたとき。

(送還)

第 47条 船舶所有者は、次の各号のーに該当する場合には、遅滞なくその費用

で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で

送還することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未

成年者の船員にあっては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の

居住地又はこれらのいずれかまでの送還に要する費用の範囲内で送還す・ること

のできるその他の地)まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代

えてその費用を支払うニとができる。

一 第 39条の規定により雇入契約が終了したとき。

二 第40条第 1号又は第6号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除した

とき。

三 第40条第 5号又は第41条第 l項第 3号の規定により船舶所有者又は船

員が震入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷又は疾病につき

船員に故意又は重大な過失のあったときは、この限りでない。

四 第41条第 1項第 1号又は第 2号の規定により船員が雇人契約を解除した

とき。

五 第42条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。

六 第43条第2項の規定により船員が雇入契約を解除したとき。

七 雇入契約が期間の満了により船員の本国以外の地で終了したとき。

八 船員が第 83条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除

されたとき。

(送還の費用)

第 48条 船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の運送賃、宿泊

費及び食費並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの宿泊費及

び食費とする。

(送還手当)
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第 49条 船舶所有者は、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還

宇当を支払わなければならない。送還に代えてその費用を支払うときも同様と

する。

2 前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月 1回、送還に代えて

その費用を支払うときは、その際これを支払わなければならない。

(船員手帳)

第 50条 船員は、船員手帳を受有しなければならない。

2 船長は、海員の乗船中ぞの船員手帳を保管しなければならない。

3 船員手I援の交付、訂正、書換及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で

これを定める。

(勤務成績証明書)

第 51条 海員は、船長に対し勤務の成績に関する証明書の交付を請求すること

が，できる。

(給料その他の報酬の定め方)

-第 52条 船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経、

験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。

(給料その他の報酬の支払方法)

第 53条 給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第 56条の規定による場合

を除き直接船員に支払わなければならない。ただし、法令又は労働協約に別段

の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令

若しくは労働協約に5jIJ段の定めがある場合又は給料その他の報酬で国土交通省

令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる

場合においては通針以外のもので支払うととができる。

2 国土交通省令の定める報酬を除いて、給料その他の報酬は、これを毎月 1回

以上一定の期日に支払わなければならない。

第 54条 船舶所有者は、左の場合には、支払期目前でも遅滞なく、船員が職務

に従事した日数に応じ、前条第 2項に規定する給料その他の報酬を支払わなけ

ればならない。

一 船員が解雇され、又は退職したとき。

二 船員、その同居の親族又は船員の収入によって生計を維持する者が結婚、

葬祭、出産、療養又は不rill:の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合

において、船員から詩求のあったとき。

第 55条 船長は、海員の給料その他の報酬が船内において支払われるときはミ

直接海員にこれを手渡さなければならない。但し、やむを得ない事由のあると

きは、他の職員に手渡させることができる。

第 56条 船舶所有者は、船員から詰求があったときは、船員に支払わるべき給

料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によって生計を維持する者に、

渡さなければならない。

(傷病中の給料請求権)

第 57条 船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入
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契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を請求することができる。但し、

¥その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあったときは、この限り

でない。

(歩合による報酬)

第 58条 船員の報酬が歩合によって支払われる場合においては、その歩合によ

る毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、

その一定額を下ってはならない。

2 第 35条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、

これを給料とみなす。

3 船員の報酬が歩合によって支払われるときは、第44条のに第45条、第

46条、第49条及び第 78条の規定の適用については、雇入契約に定める額

を以て 1箇月分の給料の額とみなす。

4 前項の額は、第 1項の一定額以下であってはならない。

(報酬支払簿)

第 58条の 2 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、報酬支払簿

を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しな

ければならない。

(最低報酬)

第 59条 給料その他の報酬の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和 34年法

律第 137号)の定めるところによる。

(労働時間)

第 60条 海員の 1日当たりの労働時聞は、 8時間以内とする。

2 海員の 1週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均 40時間以内

とする。

3 前項の基準労働期間とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態

様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて 1年以下の

範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これ

に準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合

又は労働協約により 1年以下の範囲内においてこれらと異なる期聞が定められ

た場合には、それぞれその定められた期間)をしづ。

4 国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとする

ときは、あらかじめ、交通政策審議会の議を経なければならない。

(休日)

第 61条 船舶所有者が海員に与えるべき休日は、前条第2項の基準労働期間に

ついて 1週間当たり平均1日以上とする。

(補償休日)

第 62条 船舶所有者は、海員の労働時間(第 66条(第 88条の 2の2第 3項

及び第 88条の 3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受け

る時間を除く。)が l週間において 40 時間を超える場合又は海員に 1週間に

おいて少なくとも 1日の休日を与えることができない場合には、その超える時
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間(当該 1週間において少なくとも 1日の休日が与えられない場合にあっては、

その超える時間が 8時間を超える時間。次項において「超過時間」という。)

において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに白対する補償と

しての休日(以下「補償休日 j という。)を、当該 1週間に係る第 60条第 2

項の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海

の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるとき

は、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。

2 前項の規定により与えるべき補償休日の日数は、超過時間の合計 8時間当た

り又は少なくとも 1日の休日が与えられない 1週間当たり 1日を基準として、 r

第 60条第 2項及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省

令で定めるところにより算定される日数とし、その付与の単位は、 1日(国土

交通話令で、定める場合は、国土交通省令で定める 1日未満の単位)とするロ

3 第 1項の規定により与えられた補償休日を含む 1週間に係る同項の規定の適

用については、当該補償休日はそれを与えられた海員が作業に従事した日であ

って休日以外のものとみなし、その労相b時間は8時間(当該補償休日が前項の

国土交通省令の規定による 1日未満の単位で与えられたものである場合には、

国土交通省令で定める時間)とみなす。

4 前 3項に定めるもののほか、補償休日の付与に関し必要な事項は、国土交通

省令でこれを定める。

第 63条 船舶所有者は、前条第 1項の規定により補伯休日を与えるべき船員が

当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職じたときは、その者に与え

るべき補伯休日の日数に応じ、国土交通省令で定める補償休日手当を支払わな

ければならない。

(時間外、布11約休日及び休息時間の労働)

第 64条 船長は、船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要があるときは、

第 60条第 1項の規定若しくは第 72粂の 2の国土交通省令の規定による労働

時間の制限を超えて海員を作業に従事させ、又は第 62条第 l項若しくは第

6 5条の 3の規定にかかわらず、補償休日若しくは休息時間において海員を作

業に従事させることができる o

2 船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するときにおい

て航海当直の員数を増加する場合その他の国土交通省令で定める特別の必要が

ある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第 60条第 1

項の規定又は第 72条の 2の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超え

て海員を作業に従事させることができる。

第 64条の 2 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用す

る船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数

で組織する労働組合がfd':いときは船員の過半数を代表する者との書面による協

定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めると

ころにより、第 60条第 1項の規定又は第 72条の 2の国土交通省令の規定に

よる労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることができる。
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2 国土交通大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定

める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、船員の福祉、時間外

労働の動向その他の事情を考慮しで基準を定めることができる。

3. 第 1項の協定をする船舶所有者及び労働組合又は船員の過半数を代表する者

は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基

準に適合したものとなるようにしなければならない。

4 国土交通大臣は、第 2項の基準に関し、第 1項の協定をする船舶所有者及び

労働組合又は船員の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うこ

とができる。

第 65条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとこるにより、その使用する船

員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組

織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定を

し、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、第 62条第 1項の規定に

かかわらず、その協定で定めるところにより、かっ、国土交通省令で定める補

償休日の日数を限度として、補償休日において海員を作業に従事させることが

できる。

(労働時間の限度)

第 65条の 2 第 64条第2項又は第 64条の 2第 1項の規定により第 60条第

. 1項の規定又は第 72条の 2の国土交通省傘の規定による労働時間の制限を超

えて海員を作業に従事させる場合で、あっても、海員の 1日当たりの労働時間及

び 1週間当たりの労働時間は、第 60条第 1項の規定及び第 72条の 2の国土

交通省令の規定による労働時間を含め、それぞれ 14時間及び 72時間を限度

とする。

2 船舶所有者は、海員を前項に規定する労働時間の限度を超えて作業に従事さ

せではならない。

3 第 64条第 1項の規定により海員が作業区従事した労働時間は、第 1項に規

定する労働時間には算入しないものとする。

4 第 1項及び第2項の規定は、海底の掘削に従事する船舶その他のその航海の

態様が特殊でaあるため海員がこれらの規定によることが著しく不適当な職務に

従事することとなると認められる船舶として国土交通省令で定めるものについ

ては、適用しない。

(休息時間)

第 65条の 3 船舶所有者は、休息時間を 1日について 3回以上に分割して海員

に与えてはならない。

2 船舶所有者は、前項に規定する休息時間を 1日について 2回に分割して海員

に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を 6時間

以上としなければならない。

(割増手当)

第 66条船舶所有者は、第 64条から第 65条までの規定により、海員が、第

60条第 1項の規定若しくは第 72条の 2の国土交通省令の規定による労働時

-58-



問の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令

で定める割増手当を支払わなければならない。

(通常配置表)

第 66条の 2 船長は、第 12条から第 14条までに規定する場合その他非常の

場合以外の通常の場合における海員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、

国土交通省令で定めるところにより、通常配置表を定め、これを船員室その他

適当な場所に掲示しておかなければならない。

(記録簿の備置き等)

第 67条 船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内に帳簿を備え置い

て、労働時間、補償休日、休息時間及び第 66条の割増手当に関する事項を記

載しなければならない。

2 船長は、国土交通省令で定めるところにより x 海員に対し、前項の帳簿の写

しを交付しなければならない。

3 船舶所有者は、国土交通省令で定めるとニろにより、休日付与俸を備え置い

て、船員に対する休日の付与に関する事項を記載しなければならない。

(例外規定)

第 68条 第 60条から前条までの規定及び第 72条の 2の国土交通省令の規定

は、海員が船長の命令により、次の作業に従事する場合には、これを適用しな

し、。

一 人命、船舶若しくは利荷の安全を図るため又は人命若じくは他の船舶を救

助するため緊急を要する作業

二 防火操縦、救命艇主制Irその他これらに類似する作業

三航海当直の通常の交代のために必要な作業

(定員)

第 69条 船舶所有者は、国土交通省令の定める場合を除いて、第 60条第 1項

の規定又は第 72条の 2の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の

定員を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。

2 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充

しなければならない。

第 70条 船舶所有者は、前条の規定によるほか、航海当直その他の船舶の航海

の安全を確保するための作業を適切に実施するために必要な員数の海員を乗り

組ませなければならない。

(適用範囲等)

第 71条 第 60条から第 69条までの規定は、次の船舶については、これを適

用しない。

帆船

二漁船

三 海員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受

けたもの

2 前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定に
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よるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。

第 72条 第 60条から第 69条までの規定は、次の者には、これを適用しない。

一 甲板部、機関部又は無線郊の最上位にある職員で航海当直をしない者その

他これらに準ずる者で国土交通省令で定めるもの

二 医師及び専ら看護に従事する者

(特例)

第下 2条の 2 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶そ

の他のその航海の態様が特殊であるため海員が第 60条第 1項の規定によるこ

とが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大

臣の指定するものに関しては、当該船舶の航海の態様及び当該海員の職務に応

じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均した 1日当たりの労働時間が 8時

間を超えず、かつ、 1日当たりの労働時聞が 14時間を超えない範囲内におい

て、海員の 1日当たりの労働時間について国土交通省令で別段の定めをするこ

とができる。

第 73条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議

により、第 60条から第 69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、

休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。

(有給休暇の付与)

第 74条 船舶所有者は、船員が同ーの事業に属する船舶において初めて 6箇月

関連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事し

たときは、その 6箇月の経過後 1年以内にその船員に次条第 1項又は第 2項の

規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途

中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において国土交通大

臣の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあっ

ては、 3箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。

2 船舶所有者は、船員が前項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した

勤務の後に当該向ーの事業に属する船舶において 1年関連続して勤務に従事し

たときは、その 1年の経過後 1年以内にその船員に次条第3項又は第4項の規

定による日数の有給休暇を与えなければならない。

3 第 1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

4 船員が同一の事業に属する船舶における勤務に準ずる勤務として国土交通省

令で定めるものに従事した期間並びに船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり

療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律(平成 3年法律第 76号)第2条第 1号に規定

する育児休業又は同条第 2号に規定する介護休業(同法第 61条第 3項(同

条第 6項及び第 7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするた

めの休業を含む。)をした期間及び女子の船員が第 87条第 1項又は第 2項の

規定によって勤務に従事しない期間は、連続して勤務に従事した期間の計算に

ついては、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。

5 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又
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は過失によるものでなく、かっ、その中断の期間の合計が 1年当たり 6週間を

超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して

勤務に従事した期間とみなす。

(有給休暇の日数)

第 75条 前条第1項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連

続した勤務6箇月について 1.5日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに 5日

を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したとき

は、その延期した期間エ箇月を増すごとに 2日を加える。

2 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で圏内各港聞のみを航海するも

e のに乗ら組む船員に前条第 1項の規定により与えなければならない有給休暇の

日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務6箇月について 10日とし、

連続した勤務3箇月を増すごとに 3日(同項ただし害に規定する期間についで

は、 1箇月を増すごとに 1日)を加える。

3 前条第 2項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続、した

勤務 I年について 25日とし、連続した勤務 3箇月を増すごとに 5日を加える。

ただし、同条第 3 項~::おいて準用する同条第 1 項ただし警の規定により有給休

暇の付与を延期したときは、その延期した期間 1箇月を増すごとに 2日を加え

る。

4 第 2項に規定する船員に前条第2項の規定により与えなければならない有給

休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務1年について 15日と

し、連続した勤務'3箇舟を増すごとに 3日(同項ただし書に規定する期間につ

いては、 1箇月を増すごとに 1日)を加える。

第 76条 船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれ

らに代わるベき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有

給休暇の日数に算入しないものとする。負傷又は疾病に因り勤務に従事しない

日数も同様とする。

(有給休暇の与え方)

第 77条 有給休暇を与うべき時期及び場所についてはv 船舶所有者と船員との

協議による。

2 有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与える

ことができる。

(有給休暇中の報酬)

第 78条 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに国土交通省令の定める手

当及び食21?を支払わなければならない。

2 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられ

る前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応

じ前項の給料、手当及び食費を支払わなければならない。

(適用範囲等)

第 79条 この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。

一漁船
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一 船舶所有者と同ーの家庭に属する者のみを使用する船舶

第 τ9条の 2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の

決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発す

るニとができる。

第 8章 食料並びに安全及び衛生

(食料の支給)

第 80条 船舶所有者は、船員の乗船中国土交通省令の定めるところにより、こ

れに食料を支給しなければならない。

2 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数 700トン以上

のもの又は国土交通省令の定める漁船に乗り組む船員に支給する食料は、国土

交通大臣の定める食料表によらなければならない。

(安全及び衛生)

第 81条 船舶所有者は、作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及ひ。衛生に関

する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交

通省令の定める事項を遵守しなければならない。

2 船舶所有者は、国土交通省令の定める危険な船内作業については、国土交通

省令の定める経験又は技能を有じない船員を従事させてはならない。

3 船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事させてはならない。

一 伝染病にかかった船員

二 心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国主交通省

令で定めるもの

三 前 2号に掲げるもののほか、労働に従事することによって病勢の増悪する

おそれのある疾病として国土交通省令で定めるものにかかった船員

4 船員は、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令

の定める事項を遵守しなければ、ならない。

(医師)

第 82条 船舶所有者は、左の船舶には、医師を乗り組ませなければならない。

但し、園内各港開を航海するとき、国土交通省令の定める区域のみを航海する

とき、又は国土交通省令の定める短期間の航海を行なう場合若しくはやむを得

ない事由がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りで

ない。

一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数 3000トン以上の船舶

で最大とう載人員 100人以上のもの

二 前号に掲げる船舶以外の遠洋区域を航行区域とする国土交通省令の定める

船舶で国土交通大臣の指定する航路に就航するもの

三 国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船

(衛生管理者)

第 82条の 2 船舶所有者は、左の船舶(前条各号に掲げるものを除く。)につ

いては、乗組員の中から衛生管理者を選任しなければならない。但し、園内各

港簡を航海する場合又は国土交通省令の定める区域のみを航海する場合は、こ
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の限りでない。

一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数 3000トン以上の船舶

二 国土交通省令の定める漁船

2 衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者で、なければならえ主い。但し、

やむを得ない事由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、

この限りでない。

3 国土交通大臣は、左に掲げる者に衛生管理者適任証書を交付する。

一 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した

者

二 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等

以上の能力を有すると認定した者

4 衛生管理者は、国土交通省令の定めるところにより、船内の衛生管理に必要

な業務に従事しなければならない。その業務については、衛生管理者は、必要

に応じ、医師の指導を受けるように努めなければならない。

'5 前各項に定めるものの外、衛生管理者及び衛生管理者適任証書に関し必要な

事項は、国土交通省令でこれを定める。

(健康証明書)

第 83条 船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適すること

を証明した健康証明書:を持たない者を船舶に乗り組ませではならない。

2 健康証明書:に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

第 9章年少船員

(未成年者の行為能力)

第 84条 未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならな

し、。

2 前項の許可を受けた者は、厚入契約に関しては、成年者と同ーの行為能力を

有する。

(年少船員、の就業制限)

第 85条 船舶所有者は、年齢 15年未満の者を船員として使用してはならない。

イ旦じ、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。

2 船舶所有者は、年齢 18年未満の船員を第81条第2項の国土交通省令の定

める危険な船内作業又は国土交通省令の定める当該船員の安全及び衛生上有害

な作業に従事させてはならなv¥

3 船舶所有者は、年齢 18年未満の者を船員として使用しようとするときは、

その者の船員手帳に国主交通大臣の認証を受けなければならない。

4 前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(年少船員の夜間労働の禁止)

第 86条 船舶所有者は、年齢 18年未満の船員を午後 8時から翌日の午前5時

までの間において作業に従事させてはならない。ただし九国土交通省令の定め

る場合において午前O時から午前 5待までの聞を含む連続した 9時間の休息を
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させるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、第 68条第 1号の作業に従事させる場合には、これを適用し

ないよ

3 第 1項の規定は、漁船及び船舶所有者と同ーの家庭に属する者のみを使用す

る船舶については、これを適用しない。

第 9章の 2 女子船員

(妊産婦の就業制限)

第 87条 船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。ただし、

次の各号のーに掲げる場合は、この限りでない。

一 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従

事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師

が認めたとき。

二 女子の船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合において、その者

が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき。

2 船舶所有者は、出産後 8週間を経過しない女子を船内で使用してはならない。

ただし、出産後 6週間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た

場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限

りでない。

3 船舶所有者は、第 1項ただし書の規定に基づき、妊娠中の女子を船内で作業

に従事させる場合において、その女子の申出があったときは、その者を軽易な

作業に従事させなければならない。

第 88条 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産

後 1年以内の女子(以下「妊産婦」という。)の船員を国土交通省令で定める

母性保護上有害な作業に従事させてはならない。

(妊産婦の労働時間及び休日の特例)

第 88条の 2 第 6章(第 60条第 2項及び第 3項、第 62条並びに第 63条の

規定を除く。)の規定は、妊産婦の海員の労働時間及び休日については、これ

を適用しない。

第 88条の 2の2 妊産婦の船員の 1日当たりの労働時聞は、 B時間以内とする。

2 船舶所有者は、妊産婦の船員を前項に規定する労働時間を超えて作業に従事

させてはならない。ただし、出産後8週間を経過した妊産婦の船員がその労働

時間を超えて作業に従事することを申し出た場合(妊産婦の海員にあっては、

第 64条に規定する場合に限る，)において、その者の母性保護上支障がない

と医師が認めたときは、この限りでない。

3 第 65条の 2第 1項から第 3項まで、第 65条の 3、第 66条並びに第 67 

条第 1項及び第 2項の規定は、前項ただし書の規定により妊産婦の海員(第

7 2条各号に掲げる者を除く。)が労働時間の制限を超えて作業に従事した場

合について準用する。この場合において、第 65条の 2第 1項中「第 60条第

1項の規定又は第 72条の 2の国土交通省令の規定Jとあるのは「第 88条の
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2の2第 1項の規定」と、「第 60条第 1項の規定及び第 72条の 2め国土交

通省令の規定Jとあるのは「同項の規定Jと、第 88条の 2の2第2項中「前

項」とあるのは「第 88条の 2の2第3項において準用する前項」と、同条第

3項中「第 1項lこJとあるのは「第 88条の 2の2第 3項において準用する第

1項に」ど、第 65条の 3第2項中「前項Jとあるのは「第 88条の 2の2第

3項において準用する前項」と、第 66条中「第 60条第 1項の規定若しくは

第 72条の 2の国こち交通省令の規定j とあるのは「第 88条の 2の2第 1項の

規定j と、第 67条第 1項中「補償休日、休息、時間及び第 66条の割増手当」

とあるのは「休息時間及び第 88条の 2の2第 3項において準用する第 66条

の割増手当」とイ同条第2項中「前項」とあるのは「第 88条の 2の2第 3項

において準用する前項」と読み替えるものとする。

第 88条の 3 船舶所有者は、妊産婦の船員に 1週間について少なととも 1日の

休日(第 62条第 1項の規定により与えられる補償休日を除く。)を与えなけ

ればならない。

2 妊産婦の海員に係る第 62条の規定の適用については、同条第 1項中 11週

聞において40時間を超える場合又は海員に 1週間において少なくとも 1日の

休日を与えることができない場合」とあるのは 11週間において 40時間を超

える場合」と、「作業に従事すること又はその休日を与えられないこと」とあ

るのは F作業に従事すること」と、同条第 2項中「超過時間の合計8時間当た

り又は少なぐとも 1日の休日が与えられない 1逃l間当たり 1日を基準として、

第 60条第 2項及び前条」とあるのは「超過時間の合計B時間当たり 1日を基

準として、第 60条第 2項」とする。

3 船舶所有者は、出産後 81位i簡を経過した妊産婦の船員が休日において作業に

従事することを申し出た均合(妊産婦の海員にあっては、第64条第 1項又は

第 65条に規定する場合に限る。)において、その者の母性保言及上支障がない

と医師が認、めたときは、第 1布、及び前項の規定により読み替えて適用する第

6 2条第 1項の規定にかかわらず、当該妊産婦の船員を休日において作業に従

、事させることができる。

4 第 66条の規定は前項の規定により妊産婦の海員(第 72条各号に掲げる者

を除く。)が休日において作業に従事した場合について、第 67条の規定は妊

産婦の船員が乗り組む船舶の船長及び船舶所有者について準用する。この場合

において、同条第 1項中「第 6~条の割増手当J とあるのは「第 88 条の 3 第

4項において準用する第 66条の割増手当」とイ同条第 2項中「前項」とある

のは「第 88条の 3第4項において準用する前項Jと読み替えるものとする。

(妊産婦の夜間労働の制限)

第 88条の 4 船舶所有者は、妊産婦の船員を午後 8時から翌日の午前 5時まで

の聞において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場

合において、これと異なる時刻の間において午前 O時前後にわたり連続して 9

時間休息させるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、出産後 8週間を経過した妊産婦の船員が問項本文の時刻の問
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において作業に従事すること又は同項ただし書の規定による休息時間を短縮す

ることを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認め

たときは、これを適用しない。

(例外規定)

第 88条の 5 第 60条第 2項及び第 3項、第 62条、第 63条並びに前 3条の

規定は、船舶所有者が妊産婦の船員を第 68条第 1号の作業に従事させる場合

には、これを適用しない。

(妊産婦以外の女子船員の就業制限)

第 88条の 6 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第 88条に規定する

作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なもの

に従事させてはならない。

(生理日における就業制限)

第 88条の 7 船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の

請求があったときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。

(適用範囲)

第 88条の 8 この章の規定は、船舶所有者と同一の家庭に属する者の?みを使用

する船舶については、これを適用しない。

第 10章災害補償

(療養補償)

第 89条 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、そ

の負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用

を負担しなければならない。

2 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所

有者は、 3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な

費用を負担しなければな!らない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又

は重大な過失のあったときは、この限りでない。

第 90条 前条の療養は、次の各号のものとする。

診察

一 薬剤又は治療材料の支給

一 処置、手術その他の治療

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

六 治療に必要な自宅以外の場所への収容(食料の支給を含む。)

七 移送

(傷病手当及び予後手当)

第 91条 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、 4

箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月 1回、国土交通省令

の定める報酬(以下標準報酬という。)の月額に相当する額の傷病手当を支払

い、その 4箇月が経過してもその負傷又は疾病がなおらないときは、そのなお
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るまで毎月 1回、標準報酬の月額の 100分の 60に相当する額の傷病手当を

!支払わなければならない。

2 船舶所有者は、前項の負傷又は疾病がなおった後遅滞なく、標準報酬の月額

の 100分の 60に相当する額の予後手当を支払わなければならない。

3 前 2項の規定は、負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあったと

きは、これを適用しない。

(障害手当)

第 92条 船員の職務上の負傷又は疾病がなおった場合において、なおその船員

の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおった後遅滞なく、標準報酬

η月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払

わなければならないロ但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過

失のあったときは、この限りでない。

(行方不明手当)

第 92条の 2 船舶所有者は、船員が職務上行方不明となったときは、 3箇月の

範囲内において、行方不明期間中毎月 I回、国土交通省令の定める被扶養者に

標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、

行方不明の期聞が 1箇月に満たない場合は、この限りでない。

(遺族手当)

第 93条 船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省

令の定める遺族に標準報酬の月額の 36箇月分に相当する額の遺族手当を支払

わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様 t

とする。

(葬祭料)

第 94条 船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省

令の定める泣族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の 2箇月分に相当する額の葬

祭料を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡した

ときも同様とする。

(他の給付との関係)

第 95条 第 89 条乃至前条の規定により療援又はq~(用、手当若しくは葬祭料の

支払(以下災害補償と総称するロ)を受くべき者が、その災害補償を受くべき

事由と同一の事由に因り船員保険法による保険給付又は国土交通省令で指定す

る法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきときは、船舶所有者は、災

害補償の責を免れる。

(審査及び仲裁)

第 96条 職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補

償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣

に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、職権で審査又は事件の仲裁を

することができる。

3 国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁に際し船長その他の関係人の意見を聴
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かなければならない。

4 国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁のため必要があると認めるときは、医

師に診断又は検案をさせることができる。

5 、第 1項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第 2項の規定による審

査又は事件の仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみ

なすー

第 11章 就 業 規 則

(就業規則の作成及び届出)

第 97条 常時 10人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定め

るところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に

届け出なければならない。これを変更したときも同様と寸る。

給料その他の報酬

一労働時間

ー 休日及び休暇

四定員

2 前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを

国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

食料並びに安全及び衛生

一 被服及び日用品

一 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設

四災害補償

玉失業手当、雇止手当及び退職手当

六送還

七教育

八賞罰

九 その他の労働条件

3 船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第 1項の

船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることがで

きる。その変更についても同様とする。

4 前項の規定による届出があったときは、問項に規定する船舶所有者は、当該

就業規則の作成及びその作成又は変更の届出をしなくてもよい。

5 第 1項乃至第 3項の規定による届出には、第 98条の規定により聴いた意見

を記載した書面を添附しなければならない。

(就業規則の作成の手続)

第 98条 船舶所有者又は前条第 3項に規定する団体は、就業規則を作成し、又

は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半

数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する

労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければなら

ない。
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(就業規則の監督)

第 99条 国土交通大庄は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ず

ることができる o

2 国土交通大臣は、就業規則が不当で、あると認めるときは、交通政策審議会又

は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」とい

う。)の議を経て、その変更を命ずることができる。

(就業規則の効力) ( 

第 100条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、そ

の部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分

については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。

第 12章監督

(監督命令等)

第 101条 菌土交通大庄は、この法律、労働基準法(船員の労働関係、について

適用される部分に限る。以下同じ。)又はこの法律に基づいて発する命令に違

反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是

正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 国土交通大庄は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、船舶所

有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保す

るため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はそ

の航行を差し止めるごとができる。この場合において、その船舶が航行中であ

るときは、国土交通大臣は、その船舶の入港すべき滋ーを指定することができる。

3 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、第 1項に規定

する事実がなくなったと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければな

らない。

第 102条 国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の問に生じた労働関係に関オ

る紛争(労働関係調整法第6条の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進

に関する法律一(平成 13年法律第 112号)第4条第 1項の個別労働関係紛争

であって同法第 21条第 1項の規定により読み答えられた同法第 5条第 1項の

規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指名するあっ

せん員があっせんを委任されたものを除く。)の解決について、あっせんする

ことができる。

(外国における国土交通大臣の事務)

第 103条 この法律によって国土交通大庄の行うべき事務は、外国にあっては、

国土交通省令の定めるところにより、日本の領事宮がこれを行う。

2 行政不服審査法(昭和 37年法律第 160号)に定めるもののほか、領事官

の行なう前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必

要な事項は、政令で定める。

(市町村が処理する事務)

第 104条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政
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令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市

町村長が行うこととすることができる。

2 市町村長のした前項の事務(地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 2条

第9項第 1号に規定する第 1号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分

についての審査請求は、国主交通大臣に対してするものとする。

3 市町村長の行う第 1項の事務(地方自治法第2条第9項第 1号に規定する第

1号法定受託事務であるものに限る。)に係る処分の不作為についての審査請

求は、都道府県知事又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。

(船員労務官)

第 105条 国土交通大庄は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律

及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。

第 106条 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に

対し、この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注

意を喚起し、又は勧告をすることができる。

第 107条 船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その

他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船

舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶

所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。

2 船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問

をすることができる。

3 前 2項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。

4 第 1項又は第 2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈しではならない。

5 船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。

第 108条 船員労務官は、この法律、労働基準法及びこの法律に基づいて発す

る命令の違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法特察員の職務を行う。

第 108条の 2 船員労務官は、第 101条第 2項に規定する場合において、船

舶の航海の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、問項に規定

する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

第 109条 船員労務官は、職務上知り得た秘密を漏しではならない。船員労務

宮を退職した後においても同様とする。

(交通政策審議会等の権限)

第 110条 交遇政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労

働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。

2 交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議するこ

とができる。

(報告事項)

第.111条 船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項につ

いて、国土交通大臣に報告をしなければならない。
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使用船員の数

一 給料その他の報酬の支払状況

ー 災害補償の実施状況

四 その他国土交通省令の定める事項

(船員の申告)

第 11 2条 この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反す

る事実があるときは、船員は、国土交通省令の定めるところにより、 1国土交通

大臣、地方運輸局長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若，しくは運輸支局

の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。

2 船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇しその他船

員に対して不利益な取扱を与えてはならない。

第 13章雑則

(就業規則等の公示)

第 113条 船舶所有者は、この法律、労働基準法、この法律に基づいて発する

命令、労働協約、就業規則並びに第 34条第 2項、第 64条の 2第 1項及び第

65条の協定を記帯した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲

示し、又は備え置かなければならない。

(報酬、布IH賞及び手当の調盤)

第 1、14条 船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当

又は行方不明手当のうち、その 2以上をともに支払うべき期間については、い

ずれか 1の多額のものを支払うを以て足りる。

2 船舶所有者は、給料その他の報酬を支払うべき場合において居止手当又ば予

後手当を支払うべきときは、給料その他の報酬を支払うべき限度において、廃

止手当又は予後手当の支払の義務を免れる。

(詰渡又は差押の禁止)

第 115条 失業手当、雇止手当、送還の費用、送途手当又は災害補償を受ける

権利は、これを談り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬

及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬

を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)につ

いても同様とする。

(付加金の支払)

第 116条船舶所有者は、第 44条の 3から第47条まで、第49条、第 63 

条、第 66条(第 88条の 2の2第3項及び第 88条の 3第4項において準用

する場合を含む。)又は第 78条の規定に違反したときは、これらの規定によ

り船舶所有者が支払うべき金額(第47条の場合には送還の費用)についての

次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の付加金を船員に支

払わなければならない。

2 船員は、裁判所に対する訴えによってのみ前項の付加金の支払を請求するこ

とができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあった時から 2年以
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内にこれをしなければならない。

(s寺効の特則)

第 117条 船員の船舶所有者に対する債権は、 2年間(退職手当の債権にあっ

ては、 5年間)これを行わないときは、時効によって消滅する。船舶所有者に

対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。

(航海当直部員)

第 117条の 2 船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶に航海当直をすべき

職務を有する部員(第 5項において「航海当直部員」という。)として部員を

乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国

土交通省令の定めるところにより乗り組ませなければならない。

2 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために

必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手I援に当該認

定をした旨の証印をする。

3 国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、その日から 1年を経過

しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。

4 国土交通大臣は、第 2項の規定により証印を受けている者が、その職務に関

してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員

手l慢の提出を命じ、その証印を抹消することができる。

5 前各項に定めるもののほか、航海当直部員及び第2項の規定による証印に関

し必要な事項はY 国土交通省令でこれを定める。

(危険物等取扱責任者)

第 117条の 3 船舶所有者は、国土交通省令の定めるタンカー(国土交通大臣

の定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用さ

れる船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべ

き職務を有する者(第3項において「危険物等取扱責任者」としづ。)として、

次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令の定めるところにより

乗り組ませなければならない。

2 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより危険物又は有害物の取

扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者

に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。

3 前条第 3項から第 5項までの規定は、危険物等取扱責任者及び前項に規定す

る証印について準用する。

(救命艇手)

第 118条 船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中

から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。

2 救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。

3 国土交通大臣は、左に掲げる者に救命挺手適任証書を交付する。

一 国土交通省令の定めるところにより国土交通大庄の行なう試験に合格した

者

二 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等

ー72-



以上の能力を有するーと認定した者

4 国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、そ

の日から 1年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わない

ことができる。

5 国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基

づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができ

る。

6 前各項に定めるもののほか、救命艇手及び救命挺手適任証書に関し必要な事

項は、国土交通省令でこれを定める。

(旅客船の乗組員)

第 118条の 2 船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省

令の定めるところにより旅客の避難に関する教育訓練その他の航海の安全に関

する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませではならない。

(高速船の乗組員)

第 118条の 3 船舶所有者は、国土交通省令の定める高速船(最大速力が国土

交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるとこ

ろにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関す

る教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として来り組ませではならない。

(戸符証明)

第 119条 船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船

員になろうとする者の戸籍について、芦籍事務を管宣言する者又はその代理者に

対し無償で証明を請求することができる。

(経過措置)

第 119条の 2 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合に

おいては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内

において、所要の経過措置(年金制度、健康保険制度、雇用保険制度その他の

社会保障制度及びこれらに関する政府の特別会計、労働関係調整制度その他の

労働関係制度並びに罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国及び公共団体に対する適用)

第 120条 この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、園、都

道府県、市町村その他これ;に準ずるものについても適用があるものとする。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)

第 120条の 2 船舶戦員及び小型船舶操縦者法第 3章第 5節の規定は、船長に

ついては、適用しない。

(外国船舶の監替)

第 120条の 3 国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外の船舶(第 l条第

I項の国土交通省令の定める船舶及び同条第 2項各号に定める船舶を除く。)

で国土交通省令の定めるものが園内の港にある問、その船舶に立ち入札その

船舶の乗組員が次に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせ

ることができる。

、、
3
 

マ''



ー その船舶が国籍を有する国が定める船舶の航海の安全を確保するための作

業を適切に実施するために必要な海員の定員に従った員数の海員が乗り組ん

でいること。

二 1 9 78年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

に定める航海当直の基準に従った航海当直を実施していること o

三 操舵設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し国土交通省

令の定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有しているこ

と。

2 国土交通大臣は、前項の検査を行う場合において必要があると認める左きは、

その必要と認める限度においで、その船舶の帳簿書類その他の物件を検査し、

その船舶の乗組員に質問し、又はその船舶の乗組員が同項第3号に定める知識

及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。

3 国土交通大臣は、第 1項の規定による検査の結果、その船舶の乗組員が同項

各号のーに定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対

し、その要件を満たすための措置をとるべきことを文書により通告するものと

する。

4' 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、なお第 1

項各号の に定める要件を満たすための措置がとられていない場合において、

その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、.航海を継続

することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保

全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、

又はその航行を差し止めることがで、きる。

5 国土交通大臣があらかじめ指定するその職員は、前項に規定する場合におい

て、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全

を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の

権限を即時に行うことができるo

6 第 101条第 3項の規定は第 4項の場合について、第 107条第 3項及び第

4項の規定は第 1項の場合について準用する。この場合において、第 101条

第 3項中「前項」とあるのは「第 120条の 3第4項」と、「第 1項に規定す

る事実がなくなったJとあるのは「同条第 1項各号に定める要件を満たすため

の措置がとられた」と、第 107条第3項中「前2項」とあるのは「第 120

条の 3第 1項」と、「船員労務官Jとあるのは「同条第 1項の規定により立入

検査をする職員」と、同条第4項中「第 1項又は第2項」とあるのは「第

1 20条の 3第 1項j と読み替えるものとする。

(命令の制定)

第 121条 この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、

船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を ¥ 

聴いて、これを制定するものとする。

(手数料の納付)

第 121条の 2 船員手帳の交付、訂正若しくは書換え若しくは衛生管理者適任
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証書若しくは救命艇手適任証書の再交付の申誇をし、又は衛生管理者若しくは

救命艇手の試験を受け、若しくはこれらの資格の認定を申請しようとする者(第

1-04条第 1項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)

は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(事務の区分)

第 121条の 3 第 104条第 3項の規定により都道府県が処理することとされ

ている事務は、地方自治法第2条第9項第 1号に規定する第 1号法定受託事務

とする。

(権限の委任)

第 121条の 4 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定

めるところにより、その一部を地方選輸局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令の定める

ところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事

務所の長に委任することができる。

第 14章罰則

第 122条 船長がその職権を濫用して、船内にある者に対し義務のない事を行

わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、‘ 2年以下の懲役に処する。

第 123条 船長が第 12条の規定に違反したときは、 5年以下の懲役に処する。

第 124条 船長が第 13条の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段

を尽くさなかったときは~ 3;年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する;

第 125条 船長が次の各号のーに該当する場合には、 2年以下のp懲役又は 50

万円以下の罰金に処する。

第 14条の規定に違反したとき。

二船舶を泣棄したとき。

三 外国において海員を逃来したとき。

第 136条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、 30万円以下の罰

金に処する。

一第8条、第l'0条、第 11条、第 14条の 3第 1項、第 16条、第1.7条、

第 36条、第 50条第 2項、第 55条、第 66条の 2又は第 67条第 2項(第

8 8条の 2の2第 3項及び第 88条の 3第4項において準用する場合を含

む。)の規定に違反したとき。

一 第 9条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。

三 第 13条の規定に違反して告げなかったとき。

四 第 15条の規定に基づいて発する国土交通省令に違反して水葬に付したと

き。

五 第 18条の規定による書類を備え置かず、又は同条第 1項第 2号から第4

号までの引:類に記椛すべき事項を記mtせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

六 第 19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 第 67条第 1項(第 88条の 2の2第 3項及び第 88条の 3第4項におい
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て準用する場合を含む。)の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載

すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

第 127条 海員が上長に対し暴行又は脅迫をしたときは、 3年以下の懲役又は

100万円以下の罰金に処する。

第 128条海員が左の各号のーに該当する場合には、エ年以下の懲役に処するo

一削除

二 第 12条乃至第 14条に規定する場合において、船長が人命、船舶、航空

機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当り、上長の命令に服従しなかっ

たとき o

三 第 39条第 3項に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助

のために必要な作業に従事しなかったとき。

四 外国において脱船したとき。

第 128条の 2 船員が第 81条第4項の規定に違反したときは、 30万円以下

の罰金に処する。

第エ 29条 船舶所有者が第 85条第 1項若しくは第2項、第 88条又は第88

条の 6の規定に違反じたときは、 1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処

する。

第 130条船舶所有者が第 33条、第34条第 1項、第35条、第44条の 2

第 1項若しくは第2項、第44条の 3第 1項若しくは第3項、第45条から第

47条まで、第49条、第 62条、第63条、第65条の 2第2項(第 88条

の2の 2第 3項に14いて準用する場合を含む0)、第 66条(第 88条の 2の

2第 3項及び第 88条の 3第4項において準用する場合を含む。)、第 69条、

第 74条、第 78条、第80条、第81条第 1項から第3項まで、第82条、

第 86条第 1項、第87条第1項若しくは第2項、第 88条の 2の2第2項、

第 88条の 3第 1項、第88条の4第 1項、第89条、第 91条から第 94条

まで、第 112条第2項、第 117条の 2第 1項、第 117条の 3第 1項、第

118条第 1項、第 118条の 2若しくは第 118条の 3の規定に違反じ、又

は第 73条の規定に基づいて発する国土交通省令に違反したときは、 6月以下 I

の懲役又は 30万円以下の罰金に処する。

第 131条 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当する場合には、 30万円以

下の罰金に処する。

一第32条、第34条第2項、第 53条、第54条、第56条、第 58条第

1項、第82条の 2第 1項、第 83条第 1項、第 85条第3項、第88条の

7又は第 113条の規定に違反したとき。

二 第 34条第4項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しな

かったとき。

三 第 58条の 2又は第67条第3項(第 88条の 3第4項において準用する

場合を含む。)の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項

を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

四 第 111条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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第 132条 次の各号のいずれかに該当する者は、 6月以下の懲役又は 30万円

以下の罰金に処する。

一 第 101条第 2項の規定による処分に違反した者

二山第 120条の 3第4項の規定による処分に違反した者

第 133条 次の各号のいずれかに該当する者は、 30万円以下の罰金lこ処する。

一 第 37条の規定に違反して雇入契約の成立等の届出をせず、又は虚偽の届

出をした者

一削除

一 自己の船員手帳を棄損した者

四 第 50条第 3項の規定に基づいて発する国土交通省令じ違反した者

五 詐偽その他の不正行為をもっ戸て船員手帳の交付、訂正又は書換えを受けた

者

六他人の船員手帳を行使した者

七 第 97条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届

出を1:シた者

八第 98条の規定に違反した者

九 第 99条の規定による命令に違反した者

十 第 101条第 1項の規定による命令lこ違反した者

十一 第 107条第 1項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せ

ず、若しくは虚偽の記械をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは

虚偽の報告をし、立入り若しくは検査、を拒み、妨げ、若しくは忌避L、又

は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

i十二 第 109条の規定に違反した者

十三 第 112条第 1項に定める場合において、虚偽の申告をした者

十四 第 120条の 3第 1項の規定による立入りを拒み、妨げ、 i 又は忌illiした

者

十五 第 120条の 3第2項の規定による検査若しくは審査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第 134条 この章のうち船長に適用すべき規定は、船長に代わってその職務を

行う者にこれを適用する。

第 135条 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者

の業務に関し第 129条から第 13'1条まで、第 132条第 1号又は第 133

条第 1号若しくは第7号から第 11号までの違反行為をしたときは、その行為

者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科するi
2 第 97条第 3項に規定する団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が

その団体の業務に関し第 13 3条第 7号から第 9号まで又は第 11号の違反行

為をしたときは、前項の規定を準用する。
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b 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)(抄)

第 1章総則

(適用船舶の範囲)

第 1条 船員法(以下「法Jという。)第 1条第 1項の国土交通省令の定める船

舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。

一 船舶法(明治 32年法律第46号)第 1条第 3号及び第4号に掲げる法人

以外の日本法人が所有する船舶

二 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は

国内の港から外国の港まで回航を請け負った船舶

三 日本政府が乗組員の配乗を行なっている船舶

四 国内各港聞のみを航海する船舶

〈適用除外小型船舶)

第 1条の 2 法第 1条第 Z項第4号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又

はレクリエーションの用に供するヨット又はそーターボートとする。

(職員の範囲)

第 2条 法第3条の国土交通省令の定めるその他の海員は、次に掲げる海員とす

る。

一運航士

四

事務長及び事務員

医師

その他航海士、 機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

第 2章船長の職務及び権限

(発航前の検査)

第 2条の 2 船長は、法第 8条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査し

なければならない。ただし、当該発航の前 12時間以内に第 1号に掲げる事項

のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の

前 24時間以内に第 1号(操舵設備に係る事項を除く。)、第4号及び第 5号

に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査

を行わないことができる。

一 船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無

線設備その他の設備が整備されていること。

二 積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。

三 喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。

四 燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込ま

れていること。

玉 水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。

六 気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、

の情報から判断して航海に支障がないこと。

それら

七 航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かっ、それらの乗組員の健
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康状態が良好で、あること。

八 前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整

っていること。

(遭難船舶等の救助義務の免除)

第 3条 法第 14条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。

一 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があった

とき。

二 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、避難信号に応答した船舶中適当

と認めるA師自に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のす

べてが救助に赴いていることを知ったとき。

三 やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によ

って救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。

2 前項第 3号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かっ、他

のAb明白が救助に赴いていることが明らかでないときは、避難J品自の位置その他

救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日;本近海にあっては、

海上保安庁)に通報しなければならない。

(異常気象等の通報)

第 3条の 2 法第 14条の 2の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線

電話の設備を有する船舶とする。

2 船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある具常な現

象にJ!l!i過した左きば、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は

気象機関があらかじめ予報又は讐椴を発している場合を|徐き、当該具常な現象

の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(百本近

海にあっては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な

現象について、港則法 (昭和 23年法律第 174号)第 25条、航路標識法

(昭和 24年法律第 99号)第 7条、水路業務法(昭和 25年法律第 10.2号)

第 20条、気象業務法(昭和 27年法律第 16 5号)第7条第2項又は海上交

通安全法(昭和 47年法律第 115号)第 33条第 1項の規定による報告を行

なったときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。

異常な現象の種類 |通報すべき事項

l 熱帯性暴風雨又はその他のビュー|イ 日時(協定世界時による。以下本表に

フオート風力階級 10以上(風速毎| おいて同じ。)及び位置

秒 24・5メートノレ以上)の風を伴|ロ 気圧(補正の有無を明らかにするこ

う暴風雨 | と。)及び前 3時間中の気圧の変化の状

況

ハ 風向(真方位による。以下本表におい

て同じ。)及び風力(ビューフオート風

力階級による。以下木表において同じ。)

又は風速

ニ うねりの進行方向(真方位による。)
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2 

3 

4 

5 

及ひ、周期又は波長その他の海面の状態

ホ 船舶の針路(真方位による。)及び速

カ

構造物上にはげしく着氷を生ぜし イ 日時及び位置

める強風 ロ 気温

ハ表面水温

ニ 風向及び風カ又は風速

漂流物又は通常の漂流海域外にお イ 日時及び位置

ける流氷若しくは氷山 ロ 形状、漂流方向(真方位による。)及

び漂流速度

沈没物 イ 日時及び位置

ロ 形状及び深度
、

その他船舶の航行に危険を及ぼす イ 日時及び位置

おそれのある異常な現象 ロ 概要

3 法第 14条の 2の規定による通報は、電波法(昭和 25年法律第 131号)

第 52条第3号に定める安全通信により行なわなければならなし、。

(非常配置表)

第 3条の 3 法第 14条の 3第 1項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる

船舶とする。

ー 旅客船(平水区域を航行区域とするものにあっては、国土交通大臣の指定

する航路に就航するものに限る。)

二 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

三 船舶安全法施行規則(昭和 38年運輸省令第41号)第 1条第 14項に規

定する管海官庁が 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附

属書第 10章第 1規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」とい

う。)に従って指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和 B年法律

第 11号)第2条第 1項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第 3条の規定に

よる満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船

舶安全法施行規則第 13条の 5第 2項の規定により記入された船舶検査証書

を受有する船舶(以下「特定高速船j という。)

四 専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船

2 非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を

定めなければならない。

一 水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、

排水その他の防水作業

二 防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業

三 食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命し、かだ(以下「救命

挺等」という。)並びに救助艇への積込み、救命誕等及び救助艇の降下並び

に救命艇等及び救助艇の操縦

四 救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
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五 旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確

保するための作業

3 前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むもので

なければならないロ

一 前項第 1号及び第2号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者

三 救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助

艇及ひ、沿海区域又は平7k区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあ

っては、指揮者)

三 内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつでは、

当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者

4 前項の場合において、救命艇手規則(昭和 37年運輸省令第47号)第 1条

の船舶に搭載する救命艇等にあっては、同項第 2号に掲げる者は、法第

118条の救命i般若手をもって充てなければならない。ただし、同令第 2条第4

項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等し

い数の救命艇等については、この限りでない。

5 非常配置表には、第 2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなけれ

ばならない。

非常の場合におドて海員をその配置につかせるための信号

非常の場合において旅客を招集するための信号

一 前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置

四 船体放誕の命令を表す信号

五 非常の場合において旅客の来り込むべき救命艇等

六 非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数

工比

七 救命設備及び消火設備の点111及び笠怖を担当する職員

6 前項第 2号の信号は、汽笛又はサイレンによる辿続した 7回以上の短芦とこ

れに続く 1回の長声としなければならない。

" 7 国内各法問のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該

船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管帖する地方運輸局長(述愉監

理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。

(操練)

第 3条の 4 前条第 1項各号に掲げる船舶における法第 1.J条の 3第 2項の非常

の場合のために必要な海員に対する操縦は、非常配置表に定めるところにより

海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければなら

ない。

一 防火操縦 防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。

二 救命艇等操縦救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の碓認、救命挺

の内燃機関の始動及び操作並び、に救助艇の進水及び操船を行い、かつ、進水

装置用の照明装置を使用すること。

三 救助艇操純 :欧劫艇の進7k及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。
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四 防水操練水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装

置の操作を行うこと。

王 非常操舵操練操舵機室からの操舵設備の直接の制御、船橋と操舵機室と

の連絡その他操舵設備の非常の場合における操舵を行うこと。

六 特定高速船にあっては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定め

るところにより実施すること。

防火操練 火災探知装置、船内通信装置及び警報装置の操作並びに旅客の避難

の誘導を行うこと o

救命艇等操練 非常照明装置及び救命艇等に附属する救命設備の操作並びに海上に

おげる生存方法の指導を行うこと。

防水操練 ビ、ルジ排水装置の操作及び旅客の避難の誘導を行うこと。

2 前項の船舶のうち、旅客船(国内各港問のみを航海する旅客船及び特定高速

船を除く。)においては少なくとも毎週 1回、旅客船である特定高速船におい

ては 1週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては

1月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月 1回、海

員に対する操練(膨脹式救命し、かだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、

救命艇の進水及び操船、救命艇操練並びに非常操舵操練を除く。第 5項におい

て同じ。)を実施しなければならない。

3 海員に対する操練のうち、膨脹式救命し、かだの振出し又は降下及びそのF付属

品の確認は、少なくとも 1"1三に 1回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船

舶操縦者法施行令(昭和 58年政令第 13号)別表第1の配乗表の適用に関す

る通貝IJ1 Z:又は 13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数

500トン以上の漁船(次項及び第 5項において「外洋大型漁船」という。)

以外の漁船民おいては、少なくとも 2年に 1回)実施しなければならない。

4 海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載するすべての救命艇

について少なくとも 3月に 1回(園内各港問のみを航海する船舶(特定高速船

及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第 6項並び

に第 3条の 9第 2項第 2号及び第 3号において「国内航海船等」という 0) に

おいては、少なくとも 1年に 1回)、救助艇操練及び非常操舵操練は少なくと

も3月に 1回(国内航海船等の救助艇操練にあっては、少なくとも 1年に 1回)、

それぞれ実施しなければならない。

5 第 1項の船舶のうち、漁船以外の船舶(園内各港聞のみを航海する旅客船を

除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操

練に海員の 4分の 1以上が参加していない場合は、発航後 24時間以内にこれ

を実施じなければならなし、

6 第 1項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(園内各港問のみを航海する特

定高速船を除く。)においては、旅客の乗船後 24時間以内に旅客に対する避

難のための操練を実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により

実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。

7 第 1項の船舶以外の船舶においては、少なくとも 3月に l回、海員に対して
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第 1項第 5号に掲げる操練を実施しなければならない。

(航海当直の実施)

第 3条の 5 次の各号に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航

海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準

に従って、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。

一 平水区域を航行区域とする船舶

三 専ら平水区域又は船員法第 1条第 2項第 3号の漁船の範囲を定める政令

(昭和 38年政令第 54号)別表の海面において従業する漁船

(巡視制度)

第 3条の 6 第3条の 3第 1項第 1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防

のための巡視制度を設けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和 9年逓信省

令第 6号)第 2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火

構造規則(昭和 55年運輸省令第 11号)第 2条第 17号の 2のロールオン・

ローノレオフ貨物区域若しくは同条第 18号の車両区域における貨物の移動又は

当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなけれ

ばならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第 146粂の 46第 1項

の規定じよる監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監

視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。

(水密の保持)

第 3条の 7 船長は、次に抱げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、 l

海員がこれを遵守するよう監脅しなければならない。

一 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間

における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、

航行中は、これを開放しないこと。

二 機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよ

う取り付け、航行中は、緊急の必要がある場企を除き、これを取り外さない

こと。

三 船舶区画規程(昭和 27年運輸省令第 97号)第 50条第 1項の工事用の

出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必

要がある場合を除き、これを開放しないこと。

四 船舶区画規程第 102条の 11第 l項第 1号の水密戸及び昇降口の水密閉

鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除

き、これを開放しないこと。

五船舶区画規程第 54条の水密すベり戸は、航行中は、旅客の通行その他船

舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行

その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておく

こと。

六 前5号以外の水密隔援に取り付けた水密戸及び‘漁船の最上層の全通甲板下

の船側の関口であって、船内の閉四された場所に通じるもの(舷窓を除く。)
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は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を

除き、これを開放しないこと。作業叉は通行のため開放したときは、直ちに

閉じ得るよう準備しておくこと。

七 貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所に

ある舷窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かっ、錠前その他の開くこ

とを防止するための装置(以下「錠前等Jという。)を付すべきものにあっ

ては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。

八 船舶区画規程第 58条第2項の舷窓の下縁が発航前の喫水線の上方 1・4

'メートノレ(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第 33号)別表第 1の熱帯

域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、 1・1メー

トノレ)に船舶の幅の 1000分の 25を加えた距離に最低点を有する隔壁甲

板に平行な線より下方にあるときは、当該舷窓のある甲板間のすべての舷窓

を発航前に水密に閉じ、かっ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。

九 外板の関口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第

7号及び前号の舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付

すべきものにあっては、施錠し、航行中は、当該関口の開放が船舶の安全性

を損なう状況にない場合であって、船舶の運航のため必要があるときを除き、

これを開放しないことロ

十 載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かっ、安全装置を作動させ、航行中は、

これを開放しないこと(次に掲げる場合を除長。)。

イ 船舶が離着岸する場合であって、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに

適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。

ロ 船舶が安全に錨泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう

状況にない場合であって、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載

貨扉を開放する必要があるとき。

十一 舷門、載貨門その他の関口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に

水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。

十二 灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の関口で隔壁甲板より下方にあるものは、

使用した後直ちにそのふた及び自動不透弁を確実に閉じること。

2 次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用

じない。

ー 船舶区画規程第 2編の適用を受ける船舶(第 3号において「特定旅客船」

という。)以外の鉛舶前項第 3号、第 5号及び第 10号

二 船舶区画規程第 3編、第4編又は第 5編の適用を受ける船舶(次号にお

いて「特定貨物船等」という。)以外の船舶前項第4号

三 特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶前項第 8号、第 9号、

第 11号及び第 12号

3 第 1項第7号及び第8号の舷窓並びに同項第.9号の関口のかぎ又は暗証番号

その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。

第 3条の 8 旅客船の船長は、国内各港問のみの航海を行なう場合を除き、水密
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戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保つための弁及び

損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週 1回点検し、かっ、主横置隔壁にあ

る動力式水密戸を毎日作動しなければならない。

(非常通路及び救命設備の点検整備)

第 3条の 9 船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命

設備を少なくとも毎月 1回点検し、かつ、整備しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、

それぞ、れ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週 1回点検しなければな

らない。

一 救命誕等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第 3号に掲げるものを除

く。)目視により点検すること。

二 救命m廷等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)

の内燃機関 始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。

三 旅客船及び漁船以外の船舶(園内航海船等を除く。)に備え付け包れてい

る救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除くロ)及びそ

の進水装置 当該救命挺を格納位置から移動することにより点検すること。

四 第 3条の 3第 5項第 2号の信号を発する装置使用することにより点検す

ること。

(旅客に対する避難の要領等の周知)

第 3条の 10 船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法につ

いて、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るた

め必要な措置を誠一じなければιならない。

(船上教育)

第 3条の 11 第 3条の 3??51項各号にmげる船舶の船長は、海員が当該船舶に

乗り組んでから 2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関

する教育を施さなければならない。

2 前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の欽命設備及び消火設備の使用

方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月 1回(園内各

港聞のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週 1回)施

さなければならない。

3 前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、 2月以

内ごと(旅客船である特定高速船にあっては、 1月以内ごと)に当該船舶のす

べての救命設備及び消火設備について施されなければならない。

4 第 1項の船舶の船長は、海員に対し、法第 14条の 3に規定する非常配置表

により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。

5 前各項に掲げるほか、第 1項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災

に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。

(船上訓練)

第 3条の 12 第 3条の 3第 1項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に

乗り組んでから 2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関
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する訓練を実施しなければならない。

2 前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関す

る訓練を少なくとも 4月に 1回実施しなければならない。

3 第 1項の船舶の船長は、海員に対し、法第 14条の 3に規定する非常配置表

により害1]り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならな

し、。

(手引書の備置き)

第 3条の 13 第3条の 3第 1項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設

備の使用方法、海とにおける生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手

引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。

(操舵設備の作動)

第 3条の 14 2以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有す

る船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されでいる状態に

ある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該2

以上の動力装置を作動させておかなければならない。

(自動操舵装置の使用)

第 3条の 15 船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵

守しなければならない。

一 自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがあ

る海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかに

ついて検査すること。

二 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を

使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくととも

に、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐニとができるよう

にしておくこと。

三 自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲

板部の職員により支はその監督の下に行わせること。

(船舶自動識別装置の作動)ー

第 3条の 16 船舶設備規程第 146条の 29の規定により船舶自動識別装置を

備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させ

ておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるお

それがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得

ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船

舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が

告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。

(船舶長距離識別追跡装置の作動)

第 3条の 17 船舶設備規程第 146条の 29の2の規定により船舶長距離識別

追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装

置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若し

くは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保
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するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅

滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。

(作業言語)

第 3条の 18 船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするため

に使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第 1表の余白に記

載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、がつ、国際

航海(船舶安ぎを法施行規則第 1条第 1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従

事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。

2 船長は、法第 14条の 3に規定する非常配置表又は第3条の 10に規定する

旅客に対する避難の要領等に関ずる掲示物において、前項の規定により決定さ

れた作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を

付さなければならない。

3 次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組

員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施してい

る者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語

である場合に限る。)又は英語を使用ざせなければならない。ただし、相手方

の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であって当該乗組員の使用するも

のと同一である場合には、この限りでない。

一 国際航海に従事する旅客船

二 旅客船又は自ら漁ろうに従事するj応、船以外の船舶であって国際航海に従事

するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和 55年法律第 40号)第

4条第 1項に規定する国際総トン放(以下「国際総トン数Jとしづ。)が

500トン以上のものに限る。)

(航海に関する記録)

第 3条の 19 国際航海に従事する国際総トン数 150トン以上の船舶， (推進機

闘を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に

関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。

2 前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通太

庄が告示で定める。

(クレーン等の位置)

日第 3条の 20 船長は、クレーン、デリックその他とれらに頴する装置を航海の

安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。

(水葬)

第4条 船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することがで

きない。

一船舶が公海にあること。

二 死亡後 24時間を経過したこと。ただし、伝染病比よって死亡したときは、

この限りでない。

一衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を
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載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事

由があるときは、この限りでない。

四 医師の乗り組む船舶にあっては、医師が死古診断書を作成したこと。

玉 伝染病によって死亡したときは、十分な消毒を行ったこと。

第 5条 船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き土らないような適当な

処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その

他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。

(遺留品の処置)

第6条 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になったときは、遅滞な

く、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者2名以上を立ち会わ

せて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。

2 遺留品目録には、左の事項を記載して、船長及び立会人がこれに記名押印し

なければならない。

一 本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となった位置及び年

月日 E寺

一 遺留品の品名及び数量

三 遺留品の目録を作ったときの年月日

四 売却その他の処分をしたときは、そのてん末

第7条 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により

管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。

2 船長は、逃留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託すること

ができる。

3 船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、

もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。

第8条 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定によって遺留品目録と共に遺

留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明

を求めることができる。

(仮船舶国籍証書等)

第 9条 法第 18条第 1項第 l号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるも

のとする。

一 船舶法第 13条、第 15条又は第 16条の規定により仮船舶国籍証書の交

付を受けた船舶にあっては、当該仮船舶国籍証書

二 小型船舶の登録等に関する法律(平成 13年法律第 102号)の適用を受

ける船舶にあっては、次に掲げる証明書

イ 小型船舶の登録等に関すJる法律第 25条第 1項の規定により国籍証明書

の交付を受けた船舶にあって時、当該国籍証明書

ロ イに掲げる船舶以外の船舶にあっては、小型船舶の登録等に関する法律

第 14条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則(平成

1 4年国土交通省令第4号)第29条第 1号の 1部事項証明書又は同条第

2号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第 3条に規定
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する小型船舶登録原簿に登録された事項を証する‘ものに限る。)

2 次に掲げる船舶にあっては、法第 18条第 1項第 1号の書類を備え置くこと

を要しない。

ー 船舶法施行細則(明治 32年逓信省令第24号)第4条の規定により航海

を行う船舶

二 総トン数20トン未満の船舶(漁船を除く。)であって次に掲げるもの

イ 小型船舶の登録等に関する法律第2条第2号の国土交通省令で定める船

舶

ロ 小型船舶、の登録等に関する法律第3条ただし書の規定により臨時航行す¥

る船舶

ハ 小型船舶の登録等に関する法律第6条第1項の規定による新規登録又は

同法第 9条第 1項の規定による変更登録を受けた後に、前項第 2号に掲げ

る証明書を備え置くため航行する船舶

(海員名簿)

第 10条海員名簿の様式は、第 1号書式とする。

2 船長は、船員の雇入契約の成立等があったときは、遅滞なく、海員名簿を船

員に提示してその確認印を受けなければならない。ただし、法第39条の規定

により雇入契約が終了した場合において、海員名有~ーが滅失し、又はき損したと

きは、この限りでない。

3 船長は、海員名部が滅失し、又はき損したときは、前項ただし書の場合を除

き、遅滞なく、海員名簿を作成し、これを船員に提示してその確認印を受けな

ければならない。

4 第 22条第 1項の一括届出の許可に係る船舶にあっては、海員名簿は、主た

る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管'li害する地方運愉局長(当該

事務所が本邦外にあるときにあっては、!関東辺愉局長(船舶貸借の場合であっ

て当該船舶の所有者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下

この項において「住所地等Jという。)が本邦内にあるとき(住所地等が 2以

上ある場合であって、これらが 2以上の地方運輸局の管i[i荏区域にわたるときを

除く。)にあっては、当該住所地等を管轄す石地方連愉局長)。以下「所轄地

方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。

5 海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から 3年を経過する日まで、

なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡し

たときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務

を行う事務所iこ備え置くことができるD

(航海日誌)

第 11条 航海日誌の様式は、第2号書式とする。ただし、国内各港聞のみを航

海する船舶又は第 1程の従業制限を有する漁船にあっては、同書式中出生、死

亡及び死産に関する第 6表から第 8表までは備えることを要しない。

2 航海日誌には、航海の概要を第4表に記載するほか、次に掲げる場合にあっ

ては、その概要を第 5表に記載しなければならない。
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第 2条の 2の規定により操舵設備について検査を行ったとき。

一 法第 14条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかったとき。

一 法第 14条の 3第2項の規定による操練を行い、又は行うことができなか

ったとき。

四 第 3条の 7第 1項第1号から第 11号までの規定により水密を保持すべき

7-"密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第 3条の 8の規定により点検したと

き。

五 第 3条の 9の規定により救命設備の点検整備を行ったとき。

六 第 3条の 12の規定により訓練を行ったとき o

、七 第 3条の 16ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかな

かったとき。

八 第 3条の 17ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させて

おかなかったとき。

九 法第 15条から第 17-条まで又は法第 22条から第 29条までの規定によ

り処置じたとき。

十法第 19条各号の 1に該当したとき。

十一 法第 20条又は商法(明治 32年法律第48号)第 707条の規定によ

り船長以外の者が船長の職務を行ったとき。

十三 船員労働安全衛生規則(昭和 39年運輸省令第 53号)第45条第2項

の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行った

とき。

十三危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和 32年運輸省令第 30号)第 198

条第3項の規定によりiT物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行った

とき。

十四 船内において出生又は死産があったとき。

十五海員その他船内にある者による犯罪があったとき。

十六 労働関係、に関する争議行為があったとき。

十七 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45年法律第 136

号)第 19条の 21第 1項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止

に関する法律施行令(昭和 46年政令第 201号)第 11条の 10第 1項

の表第 1号及び第 2号に掲げる海域に入域する場合であって、同条第 2項

第 1号イに掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。

3 航海日誌は、外国語によって作成することができる。

4 航海日誌は、最後の記載をした日から 3年を経過する日まで、なお船内に備

え置かなければならない。

(旅客名簿)

第 12条 旅客名簿は、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載したもので

なければならない。

一 氏名、年令(年令区分(少なくとも大人、子供及び幼児の区分が判別でき

るように記載されたものをいう。)をもって足りる。)、性別及び住所(住民
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票に記載されている市区町村名をもって足りる。)

二 乗船の年月日及び港並びに下船の年月日及び港

三 海難その他非常の場合における介助等の支援の要否

2 前項の旅客名簿は、旅客に記載させる場合にあっては、その記載が簡易なも

のであり、かっ、同項各号に掲げる事項以外の記載事項がある場合にあっては、

旅客の個人情報の保護に留意されたものでなければならない。

3 次に掲げる船舶にあっては、旅客名簿を備え置くことを要しない。

旅客船以外の船舶

二 沿海区域のみを航行する船舶

三 離島航路(離島航路整備法(昭和 27年法律第 226号)第 2条第 1項に

規定する離島航路のうち当該航路の航海距隣、本邦の海岸からの距離その他

の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める航路を除く o)を航行する船

舶

四 圏内各港聞を航海する船舶であって、当該船舶に関し、次に掲げる措置が

訴じられているもの ' 

イ 当該船舶の運航管理の事務を行う事務所に第 1項各号に掲げる事項を記

載した書類が備え置かれていること。

ロ イの事務所と有効に交信でさる通信設備が設置されていること。

ハ イの事務所に、必要な場合に直ちに第 1項各号に掲げる事項を連絡する

ための当直体制がとられていること。

(稲荷伝聞する書類)

第 13条 法第 18条第 1項第 5号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。

2 !~合積港文は陸揚港が外国にある物品述送を行なう船舶以外の船舶において

は、前項の ir~j:類を備え位くことを要しない。

(航行に関する報告)

第 14条 船長は、法第 19条の規定により報告をしようとするときは、遅滞な

く、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方述ー輸局、Jjl;!1治監理部、運il翁支局及び

海事事務所(以下「地方運:愉局の事務所」という。)並びに法第 104条の規

定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)

の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以

下「地方運輸局長等Jという。)に対し第4号書式による報告書 3通を提出し、

かっ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない

事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。

2 前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語によ

って作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

第 15条 前条第1項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条

の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者

は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第4号の 2書式による申請

書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。

91-



第 3章 雇入契約の成立等の届出等

(労働条件等の明示事項)

第 16条 法第 32条の規定により、船舶所有者は、船員を雇用しようとすると

きは、船員に対し、次に掲げる事項(第9号に掲げる事項については海上運送

法(昭和 24年法律第 187号)第 26条第 1項の規定による命令(以下「航

海命令」という。)により航海を行うために船員を雇用 Lょうとする場合に限

る。)を記載した書面を交付することにより労働条件等を明示しなければなら

ない。

一雇用の期間

二 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあっては、従事する漁

業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項

三'職務に関する事項

四 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交

代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項

玉 給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項

六 報酬が歩合によって支払われる場合の法第 58条第 1項の 1定額及び同条

第 3項の額

七 退職、解雇、休職及び制裁に関する事項

八 予備船員制度があるときは、その概要

九 航海命令により航海を行う旨

2 船舶所有者は、前項に掲げる事項について変更しようとするときは、その事

項を記載した書面を交付し、その事項を明示しなければならなしL

(貯蓄金の管理)

第 16条の 2 船舶所有者は、法第 34条第 2項の規定による貯蓄金の管理に関

する協定を締結したときは、当該協定書及び第 5号書式による届出書を所轄地

方運輸局長に提出しなければならない。

2 法第 34条第 2項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

一 貯蓄金の管理が預金の受入れである場合

イ 預金者の範囲

ロ 預金者 1人当たりの預金額の限度

ハ 通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法

一 管理の方法

ホ 利率、複利単利の別その他の利子の計算方法

へ返還の方法

二 貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合

イ 受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法

ロ 管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は

配当金の管理方法を含む。)

ハ 通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲

ニ返還の方法
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3 船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第

34条第 3項の国土交通省令で定める利率をい玉。以下本項において同じ。)

は、次に掲げる利率又は年 5厘のうちいずれか高い方の利率とする。

~ 1の年度(毎年4月から翌年 3月までの期間をいう。以下本項において同

じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の 10月における定期預金平

均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受げ入れる定期預金(預入金

額が 300万円未満で、あるものに限る。)に勺いて、当該定期預金に係る契

約において定める預入期聞が 1年以上であって 2年未満であるもの、 2年以

上であって 3年未満であるもの、 3年以上で、あって4年未満であるもの、 4

年以上で、あって 5年未満であるもの及び5年以上であって 6年未満であ5も

のの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をい

う。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差

が5厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(1未満の端数が

ある数について、小数点以下3位未満を切りJ舎で、小数点以下3位の数宰が、

1又は 2であるときはこれを切り捨て、 3から 7までの数であるときはこれ

を5とし、 8又は9であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項に

おいて同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が 5厘未満であるときは

当該下限利率と同ーの利率とする。

二 毎年度の4月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月におい

て適用される下限利率との差が l分以上であるときは、当該年度の 10月か

ら3月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期

預金平均利率に計指数処理をレて得た利率とする。

4 法第 34条第 2項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶

所有者は、前年4月 1日以後 1年間における預金の管理の状況を、毎年4月

30日までに、第5号の 2?ll-式により所轄地方運輸局長に報告しなければなら

ない。

(教育のための雇入契約の解除)

第 17条 船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、

法第41条第 1項第4，号の規定により J宮入契約を解除することができる。

学校教育法{昭和 22年法律第26号)による学校

二独立行政法人海技教育機悩

三 独立行政法人水産大学校

2 前項の場合においては、少くとも 7日以前に船舶所有者に書面で申入をしな

ければならない。
¥r 

(雇入契約の成立等の届出)

第 18条 船長(法第 37条第 2項の規定により雇入契約の成立等の届出を行う

ベき船舶所有者を含む。次条及び第 20条において同じ。)は、船員の雇入契

約の成立等があったときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方迩輸

局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の

定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更に
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ついて雇;入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業

規則は、法第 97条の規定により届出されたものでなければならない。

第 19条 船長は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇

入契約が成立又は終了した場合にあっては第6号書式による届出書を、雇入契

約を変更又は更新した場合にあっては第8号書式による届出書を提出しなけれ

ばならない。

海員名簿

二船員手帳

三 海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要

する船員については、海技免状又ば小型船舶操縦免許証その他の資格証明書

(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)

2 地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約i就

業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用

することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証

する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書

その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

第 20条 法第 39条の規定により麗入契約が終了した場合、において海員名簿が

滅失し、又はき損したときは、船長は、船員の氏名欄に船員の確認印のある第

6号書式による届出書2通を提出し、その 1通をもって海員名簿にかえ、雇入

契約の終了の届出をすることができる。

第 21条 雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の

事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第

1 9条第 1項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。

2 船長は、船負が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないと

きは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載し、押印 Lてお

かなければならない。

(一括届出)

第 22条 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かっ、

船員の労働条件が同等である 2以上の船舶相互の問において変更させる必要が

ある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けた

ときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のす

べてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとす白

る。

2 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査在書又はその

写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第 9考書式による申請書を提出

しなければならない。

3 所轄地方運輸局長は、第 1項の許可のために必要があるときは、航海の態様

が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証す

る書類の提示を求めることができる。

4 第 1項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運
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輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。

第 23条 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する 2以上の船舶相互の聞におい

て変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所

有者が所轄地方運輸局長の 括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船

舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものと

して、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。

一 労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務

管理を遂行し得る体制を確立していること。

二 電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力

装置を含む。以下向じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を

使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する

事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。

2 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその

写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第 10号書式による申請書を提

出しなければならない。

3 所轄地方運輸局長は、第 1項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、

休日付与釘0:その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができ

る。

4 第 1項の許可を受けた場合における扉入契約の成立等の届出は、地方運愉局

の事務所においてしなければならない。

(船長の就退職等の証明)

第 24条 j宮入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組

む船舶の名称、総ートン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区

域並びに用途又はこれらの変更について船員手1[1民に地方連'[1命局長の証明を受け

ることができる。

2 前項の証明を申請しようとする履入契約のない船長は、もよりの地方運輸局

の事務所において次に掲げる書類を呈示して第 11号書式による申請書を提出

しなければならない。

海員名簿

二船員手帳

三 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証

明を申請する場合を除くイ)

3 地方運輸局長は、第 1項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区

域を証する書類、船舶国籍在書、船舶検査在香その他の船舶に関する事項を証

する書類の提示を求めることができる。

(解雇制限の除外認定)

第 25条 船舶所有者は、法第44条の 2第2項の規定により認定を受けようと

するときは、次に掲げる事項を記裁した申請書 2通を所轄地方運輸局長に提出

しなければならない。
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解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日

一 最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日

一認定を受けようとする事由

(解雇の予告)

第 26条 船舶所有者は、法第44条の 3第2項の規定により予告の日数を短縮

しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならないa

9 日によって給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗

じた額

二 月によって給料(法第 58条第 3項の雇入契約に定める額を含む。)を定

めるときは、その月額を 30で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた

額

三 前 2号以外の期間によって給料を定めるときは、前2号に準じて算定した

額

第 27条第25条の規定は、船舶所有者が法第44条の 3第 3項の規定により

認定を受けようとする場合について、準用する。

第4章船 員 手 帳

(船員手帳の交付)

第 28条船員となった者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国

人にあっては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事

事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭

して地方運輸局長等(外国人にあっては、地方運輸局長。以下本章において同

じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外におい

て船員となった者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が園内の

港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。

2 船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務

所に出頭して地方運輸局長等に船員手i慢の交付を申請することができる。

3 前 2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申誇する場合、

には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。

一 日本国外において船舶に乗り組む者(第 1項ただし書の規定が適用される

者をi徐く。)

二 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であって出入国

に係る当該者の身分証明を希望しない者

三 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人

4 有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができ

ない。

第 29条 前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第 12号

書式による申請書を提出しなければならない。

一 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証

する書類
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二 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和42 

年法律第 81号)に基づく住民票の写しで、あって、氏名、性別(前条第 3項

の規定により申請する者に限る。)、本籍及び生年月日を証するもの

三 申請の日前6月以内に撮影した自己の写真〔縦5・5セシチメードル、横

4センチメートノレの単独、無帽、かっ、正面上半身のもので台紙にはらない

もの) 2葉

2 外国人にあっては、前項第 2号の書類の添附にかえて、外国人登録法(昭和

27年法律第 125号)に基づく外国人登録証明書又は旅券を呈示し、かっ、

氏名、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添附しなければな

らない。

3 前条第3項第1号及び第2号に掲げる者(同項第 1号に掲げる者にあっては、

外国人に限る。)にあっては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、

かつ、!添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類で

あって権，限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することが

できる。

4 前条第 3項第 3号に掲げる者にあっては、第2項の規定にかかわらず、当該

国の領事官の証明書を添付することを要せず、かつ、外国人登録証明書又は旅

券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付するこ左ができる。

5 地方運輸局長等は、，前条第 3項の規定により申請した者に船員手帳を交付し

ょうとずるときは、船員手I[援の写真棚の右横に、当該船員手帳は出入国に係る

当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。

6 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難

民認定法(昭和 26年政令第 319号)第 61条の 2第 3項の規定により難民

認定証明書の交付を受けている外国人をいう 0) にあっては、第 2項の規定に

かかわらず、当該国の領事官の証明書を添付することを契しない。この場合に

おいて、当該難民は、難民認定証明書を提示しなければならない。

7 第 1項第 2号の書類、第2項の領事官の証明書及び第 3項の権限のある機関

が発行した7主類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、

提出の日'前 1年以内に作成されたものでなければならない。

8 指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍

地又は住所地があるときは、第 1項第2号に掲げる書類は、添附することを要

しない。

(未成年者の船員手帳の交付)

第 30条 未成年者が第 28条の申請をしようとするときは、前条の規定による

外、左の事項を記載し、法定代理人の記名押印した書類を申請書に添附しなけ

ればならない。

未成年者の氏名及び本籍

船員となることを許可した旨

船員となることを許可した年月日

四 法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄

-97 



(船員手帳の訂正等)

第 31条 船員は、船員手帳に記載した本人の氏名又は本籍(外国人にあっては、

国籍。以下本章において同じ。)に変更があったときは、遅滞なく、もよりの

地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、その船員手帳及び訂正すべき事項を証する

第 29条第 I項第2号の書類(外国人にあっては、同条第2項の領事官の証明

書)を添付して第 13号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、

同条第 3項及び第4項に規定する外国人にあっては、同条第 2項の領事官の証

明書の添付に代えて、それぞれ同条第 3項の権限のある機関が発行した書類(そ

の写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付することができる。

3 第 29条第 5項から第8項までの規定は、第 1項の申請について準用する。

この場合において、同条第 5項中「前条第 3項の規定により Jとあるのは「第

3 1条第 2項ただし書の規定により第 29条第 3項の権限のある機関が発行し

た書類(その写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付して」と、「も

のとする」とあ、るのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場

合にあっては、この限りでなし、Jと読み替えるものとする。

4 船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合において、

写真欄の右横に余白があるときは、第 29条第 1項第 3号の写真 2葉を添附し

て、写真のはり換えを申請しなければならない。

(船員手帳の再交付)

第 32条 船員は、船員手帳が;滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の

写真が本人であることを認め難くなった場合において写真欄の右横に余白のな

いときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長

等にその再交付を申請Lなければならない。ただし、日本国外にある船員につ

いて除、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶

が国内の港に入港するときは!、当該港に到着した後に再交付又は第 34条第 6

項の規定による書換えを申請すればよい。

第 33条 第 28条第 3項及び第 29条の規定は、前条の申請について準用するo

この場合において、第 28条第 3項中「第 1項ただし書j とあるのは「第 32

条ただし書Jと、第 29条第 1項申「第 12号書式j とあるのは「第 14号書

式Jと読み替えるものとする。

2 現に雇入契約存続中の船員にあっては、第 29条第 1項第 1号の書類に代え

て、海員名簿を提示し、又は第 15号書式による船長若しくは船舶所有者の証

明書を添付しなければならない。

3 船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった

ことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還

しなければならない。

4 雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日がき損した船員手帳により明りょ

うなときは、その明りょうである事項を証する第 29条又は第2項の書類を添

付し、又は提示することを要しない。この場合においでも、外国人(同条第 5

-98 



項の表示が付されている船員手I援を受有する者を除く。次条第 3項において同

じ。)は、外国人登録証明書又は旅券を提示しなければならない。

5 船員手I援が滅失したことにより再交付を受けた者l士、その後滅失した船員手

帳を発見じたときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等伝返還しなければなら

ない。

(船員手帳の書換え)

第 34条 船員は、船員手帳に余白がなくなったとき又は船員手帳の有効期聞が

経過したときは、遅滞なしもよりの地方運輸局等の事務所に出現して地万運

輸局長等にその書換えを申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期聞が満了する日以前 1

年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換

えを申請することができる。

3 第 1項又は第 2項の申請をしようとする者は、第 29条第 1項第 3号の写真

23i主を添付して第 14号書式による申請書を提出しなければならない。この場

合においては、もとの船員手帳を返還し、かっ、外国人にあっては、外国人登

録証明書又は旅券を提示しなければならない。

4 第 28条第 3項及び第 29条第 5項の規定は、第 1項及び第2項の申請につ

いて準用する。この場合において、第 28条第 3項中「前 2項Jとあるのは「第

34条第 1項及び第2項j と、「第 1項ただし書の規定が適用される者」とあ

るのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その来り組む船

舶が国内の港に入港する者Jと、第 29条第5項中「前条第3項Jとあるのは

「第 34条第4項において準用する第 28条第3項」と読み替えるものとする。

5 前項の場合においては、第 3項の規定にかかわらず、外国人登録証明書Z又は

旅券を提示することを要しない。

6 第 1項及び第 2項に規定する場合のほか、第 29条第 5項の表示が付されて

いる船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場

合には、最寄りの地方涯l愉局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換

えを申請することができる。

7 前項の申詩をしようとする者は、第 29条第 1項第2号の書類及び同項第 3

号の写真2葉を添付して第 14号書式による申請書を提出し、がつ、もとの船

員手擦を返還しなければならない。この場合においては、同条第2項及び第6

項から第8項までの規定を準用する。

(船員手帳の有効期間)

第 35条 船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから 10年間有効

とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するま

で、なお有効とする。

2 外国人の受有する船員手帳にあっては、前項本文の有効期間は、 5年とする。

ただし、地方運輸局長が 5年以内の期間を定めた場合においては、その期間と

する。

(船員手帳の還付)
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第 36条 地方運輸局長等は、第 33条第 3項若しくは第5項又は第 34条第 3

項若し《は第 7項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これ

に無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。

(船員手I慢の返還)

第 37条 他人の船員手帳を保管する者は、法第 50条第2項の規定により船長

が保管する場合を除き、本人の請求があったときは、直ちにこれを返還しなけ

ればならない。

2 他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないた

め、これを本入に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載

、した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。

(船員手帳の様式)

第 38条船員手帳の様式は、第 16号書式による。

(船員手帳記載事項の証明)

第 39条 船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、

雇入契約の成立等の届出又は第 24条第 1項の規定による証明を受けたものに

ついて地方運輸局長の証明を申請することができる。

2 前項の証明を申誇しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳

を提示して第 16号の 2書式による申請書を提出しなければならない。

第 5章給料その他の報酬

(給料その他の報酬の支払方法7
第 39条の 2 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の

支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預

金又は貯金への振込みによることができる。

2 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に

規定する方法によるほか、次の方法によることができる。

一 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を

j 支払人とする小切手を当該船員に交付すること。

二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付するこ

と。

3 地方公務員に関して法第 53条第 1項の規定が適用される場合における前項

の規定の適周については、同項第 1号中「小切手Jとあるのは、「小切手又は

地方公共団体によって振り出された小切手」とする。

(定期払いを要しない報酬)

第40条 法第 53条第2項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以

外の報酬とする。

ー 給料(報酬が歩合によって支払われる場合は、法第 58条第 1項の一定額)

こ 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又

は積荷の態様により支払われる報酬

一 前2号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期聞が 1月をこえる
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ものを除く。)

(傷病中の手当)

第 41条 法第 57条の国土交通省令の定める手当は、前条第2号及び第3号に

掲げる報酬とする。

(報酬支払簿)

第 42条 船舶所有者は、法第 58条の 2の規定により、第 16号の 3書式によ

る報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行なう事務所に備え置

かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる

事項を記載できる別様式のものとすることができる。

2 報酬支払簿は、最後の記載をした日から 3年を経過する日まで、なお備え置

かなければならない。

第 6章労働時間、休日及び定員

(基準労働期間)

第42条の 2 法第 60条第 3項の国主交通省令で定める船舶の区分は、次の各

号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に

掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。

一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(園内各港問のみを航海する

ものを除く。) 1年

二 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって園内各港問のみを航

海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船

舶(第4号に掲げるものを除く 0) 9月

三 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって園内各港開のみを航

海するもののうち定期航路事業(海上運送法第2条第3項に規定する定期航

路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの 6月

四 沿海区域を航行区域とする船舶であって国内各港問のみを航海するものの

うち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号

に掲げるものを除く。) 3月

五 平水区域を航行区域とする総トン数 700トン以上の船舶であって定期航

路事業に従事するもの 1月

2 前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。

ー 海員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働

期間内にある場合を除く。)

二 海員が船舶に乗り組んでいる関に基準労働期間が終了した場合にあって

は、当該終了した日の翌日

3 前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらか

じめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第 l項の休

日に限る。以下第42条の 5第 1項、第42条の 11、第45条、第48条の

2の2第 3項、第48条の 2の3第 3項及び第48条の 2の4第 3項において

同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによっ
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て法第 60条第 2項及び法第 61条の規定を遵守じうる場合にあっては、第 1

項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日とし

て定められた日とする。

(休日の付与)

第 42条の 3 法第 62条第 1項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期

間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。た

だし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。

2 船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少な

くとも当該時期の 7日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、

航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やか

に当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更す

ることができる。

第 42条の4 法第62条第 1項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない

事由のあるときは、次のとおりとする。

一 遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補

償休日を与えることができないことが明らかになったとき以降において航海

め途中にあるときo

二 補償休日を与えるべき海員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病

にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに

帰することのできない事由により、補償休日を与之るべき海員と交代して乗

船する船員が確保できないとき。

三 補償休日を与えるべき船員が負傷じ、又は疾病にかかり療養のため作業に

従事しない期間中であるとき。

四 補償休日を与えるべき海員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応

急措置その他の継続して従事じなければならない作業に従事しているとき。

(補償休日の日数及び付与の単位)

第 42条の 5 法第 62条第 1項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次

に掲げるところにより算定される日数とする。

一 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあっては、法第62条第1項

の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも 1日の休日を与えられない l

週間当たり 1日として計算した日数

二 陸上休日として与える場合にあっては、前号に掲げるところにより計算し

た日数に、 5分の 7を乗じた日数

2 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が 1未満の端数を生じる

場合であって、当該端数が 2分の lを超えるときには、当該端数に係る補償休

日の付与の単位は、 1日とする。

3 法第62条第2項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国

土交通省令で定める単位は半日とする。

労働協約に特別の定めがあるとき。

二 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が 1未満の端数を生じ
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る場合であって、当該端数が 2分の 1を超えないとき。

第 42条の 6 法第 62条第3項の国土交通省令で定める時間は、 4時間とする。

(補償休日手当)

第 42条の 7 法第 63条の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、

又は退職した日 l乙係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した

日の前日までの期間(次条において「対象期間」という。)における通常の労

働日の報酬(第40条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由と

して支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除

く。以下この条、次条、第43条及び第 44条において同じ。)の平均計算額

の4割増(その算定の基礎となる期間が 1週間未満である報酬に係る部分につ

いては、 4割)以上の領でなければならない。

第 42条の 8 前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金

額に、対象期間における 1FI平均所定労働時間数を乗じた金額とする。

一 時間によって定められた報酬については、その金額

二 日によって定められた報酬については、その金額を 1日の所定労働時間数

で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、

対象期間における 1日平均所定労働時間数で除した金額

三 月によって定められた報酬については、その金額を月における所定労働時

間数で除した金額。ただし、月によって所定労例時間数が具なる場合におい

では、対象期間における 1筒月平均所定労働時間数で除した金額

四 前 3号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前各号に準

じて算定した金領

五 船員の受ける報酬が前各号の 2以上の報酬よりなる場合においては、そのに

部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額

(特別の必要がある場合の時間外労働)

第 42条の 9 法第 64条第 2項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合

は、次のとおりとじ、同項の国土交通省令で定める時間は、 1日についでそれ

ぞれ当該各号に定める時間とする。

一 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合

において航海当直の員数を増加するとき。 4時間

二 通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づ

く手続のために必要な作業に従事するとき。 2s寺間

三 事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事

するとき。 2時間

(時間外労働に関する協定)

第42条の 9の2、船舶所有者は、法第 6'"条の 2第 l項の規定による時間外労

働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第 16号の 3の2書式によ

る届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

2 法第 64条の 2第 1項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

時間外労働をさせる必要がある具体的事由
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一 対象となる海員の職務及び員数

一作業の種類

四 労働時間の制限を超えて作業lこ従事させることができる期間及び時間数の

限度並びに当該限度を遵守するための措置

， 3 法第 64条の 2第 1項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期

間の定めをするしものとする。

4 船舶所有者は、法第 64条の 2第 1項の協定を更新しようとするときは、そ

の旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによって、第 1項の届出に代え

ることができる。

(補償休日の労働に関する協定)

第 42条の 10 船舶所有者は、法第 65条の規定による補償休日の労働に関す

，る協定を締結したときは、当該協定書及び第 16号の 4書式による届出書を所

轄地方運輸局長lこ提出しなければならないロ

2 法第65条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。

補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由

一 対象となる海員の職務及び員数

一作業の種類

四 労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守する

ための措置

3 法第 65条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めを

するものとする。

4 船舶所有者は、法第65条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定

を所轄地方運輸局長に届け出るこ左によって、第 1項の届出に代えることがで

きる。

(補償休日労働の日数の限度)

第42条の 11 法第 65条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労

働期間について、 1週間において 1日与えられる休日であって補償休日以外の

ものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の 3分の lとする。

(労働時間の限度の適用除外)

第42条の 12 法第 65条の 2第4項の国土交通省令で定める船舶は、法第

72条の 2の規定により国土交通大臣が指定する船舶のうち、海底の掘削に従

事するものとする。

(割増手当)

第43条 法第66条の国土交通省令で定める害Ij増手当は、次の各号に掲げる場

合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。

一 海員が、法第 64条又は第64条の 2第 1項の規定により、労働時間の制

限を超えて作業に従事した場合 通常の労働時間の報酬の計算額の 3割増の

額

二 海員が、法第 64条第 1項又は第65条の規定により、補償休日において

作業に従事した場合 通常の労働日の報酬の計算額の 4割増の額
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第 44条 前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げ

る金額に、法第 64条、第 64条の 2第 1項又は第 65条の規定により労働

時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額

とする。

一 時間によって定められた報酬についてはその金額

二 日によって定められた報酬については、その金額を 1日の所定労働時間数

で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、

1週間における 1日平均所定労働時間数で除した金額

三 月によって定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間

数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が呉なる場合において

は、 1年における 1箇月平均所定労働時間数で除した金額

四 前 3号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前各号に準

じて算定した金額

五 船員の受ける報酬が前各号の 2以上の報酬よりなる場合においては、その

部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額

(通常配置表)

第44条の 2 法第 66条の 2の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなけれ

ばならない。

九一 海員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間

二、海員の 1日当たりの労働時間の限度及び 1週間当たりの労働時間(f)限度

(法第 64条第 1項の規定に基づく労働時間を除く。)

(船内記録的)

第 45条 法第 67条第 1項の帳簿の記税率項は、次のとおりとする。ただし、

第 42条の 12に掲げる船舶にあっては第 2号を、第42条の 2第3項の場合

にあっては第 3号イ及びロを省略することができる。

一海員の氏名及び職名

二 海民の 1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間(法第 64条第

1項の規定に基づいて労働した時間を除く。)

三補償休日に関する次の事項

イ 法第 62条第 l項の超過時聞が生じる 1週間又は少なくとも 1日の休日

が与えられない 1週間

ロ イの超過時間

ハ 休日が与えられた年月日及び当該休日が補償休日であるときは、その旨

一 与えるべき補償休日の日数

ホ 補償休日の付与の延期があったときは;その旨及び理由

四 時間外及び補償休日の労働に関する次の事項

イ 時間外又は補償休日に労働した年月日

ロ 時間外又は補償休日の労働時間、作業の穏類及びそれに相応する手当額

ハ 割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額(受領印を押させるこ

と。)
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五休息時聞に関する次の事項

イ 1日当たりのf*息時間

ロ 休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間

2 船長は、海員に対し、その求めに応じて、前項に掲げる帳簿の記載事項のう

ち海員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。

(休日付与簿)

第 45条の 2 船舶所有者は、法第 67条第 3項の規定により、第 16号の 5書

式による休日付与簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備

え置かなければならない。ただし、休日付与簿の様式については、同書式に掲

げる事項を記載できる別様式のものとするこ左ができる。

2 休日付与簿は、最後の記載をした日から 3年を経過する日まで、なお備え置

かなければならない。

(欠員)

第46条 船舶所有者は、左の各号のーに該当する場合には、定員数の海員を乗

り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が

過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところ

l乙よる。

船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。

一 他船にひかれて航行するとき。

一 入きょ、修繕又はその他の事由によって船舶を航行の用に供しないとき。

四 その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたと

き。

2 前項第 1号乃至第 3号の場合において定員数の海員を乗り組ませないとき

は、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なけ

ればならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、

欠員の補充を命ずることができる。

第47条 船舶所有者は、前条第 1項第4号の規定により許可を受けようとする

ときは、左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない。

船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

一 船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域

一 欠員の数、職名及び資格

四 許可を受けようとする事由

五許可を受けようとする期間

(労働時間の適用除外)

第48条船舶所有者は、法第 71条第 1項第 3号の規定による許可を受けよう

とするときは、第 16号の 6書式による申請書2通を所轄地方運輸局長に提出

しなければならない。

2 前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写じ並びに海員が断続

的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。

第48条の 2 法第 72条第 1号の国主交通省令で定める者は、事務長とする。
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(労働時間の特例)

第48条の 2の2 次に掲げる海員に係る法第 72条の 2の国土交通省令で定め

る一定の期間は、 1月以内の一定の期間とする。ただし、第 1号の海員のうち

沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数 700トン未満の船舶で国内

各港聞のみを航海するもの i以下「小型船」という。)に乗り組むものについ

ては、 3月以内の一定の期間とする。

一 定期的lこ短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち国土

交通大臣が指定するものに乗り組む海員

二 旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かっ、旅客の接

遇に関する業務に相当数の海員が従事する旅客船のうち国土交通大臣が指定

するものに乗り組む海員であって当該業務に従事するもの

2 前項各号lこ掲げる海員の 1日当たりの労働時間は、 12時間以内とする D た

だし、 1週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均40時間以

内としなければならない。

3 船舶所有者は、第 1項各号に掲げる海員に、同項の一定の期間について 1月

当たり平均 5日以上の休日を与えなければならない。

第48条の 2の3 海底の掘削に従事する船舶のうち国土交通大臣が指定するも

のに乗り組む海員に係る法第 72条の 2の国土交通省令で定める一定の期間

は、 6週間とする。

2 前項の海員の 1日当たりの労働時間は、 11時間以内とする。

3 船舶所有者は、第 1項の海員に 6週間について 14日以上の連続した休日を

与えなければならない。

第 48条の 2の4 海員の日ごとの業務に著しい悠闘の差が生ずることが多い船

舶のうち国土交通大臣が指定するものに乗り組む海員に係る法!f~ 7 2条の 2の

国土交通省令で定める一定の期間は、 1週間とする。

2 前項の海員の 1日当たりの労働時間は、 12時間以内とする。ただし、前項

の 1週間の労働時間は、 56時間以内(当該 1週間の労働日数が 6日以下の場

合にあっては、 48時間以内)としなければならない。

3 船舶所有者は、第1項の海員に、法第 72条の 2の特例が初めて適用された

同項の 1週間の初日から起訴して 3月以内に 15日以上の休日を与えなければ

ならない。当該 3月が経過した後法第 72条の 2の特例が適用される場合も同

様とする。

4 船舶所有者は、第 1項の 1週間の各日の労働時間を遅くとも当該 1週間の開

始する前に、同項の海員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事

由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該海員に通知することにより、

あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

第 7章有給休暇

(有給休暇付与の延期)

第49条 船舶所有者は、法第 74条第 1項ただし書の規定による許可を受けよ
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うとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を所轄地方運輸局長に

提出しなければならない。

有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務

一 船員が有給休暇を請求しうるに至った日

一 船舶の名称、総トン数及び航行区域

四 船舶の工事の内容

玉延期しようとする事由

六延期しようとする期間

(船舶における勤務に準ずる勤務)

第 49条の 2 法第 74条第4項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とす

る。

ー 他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に

雇用されて従事したものを除く。第3号において同じ。)

二 船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育奇iI

練であって、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの

三係船中の船舶における勤務

四 同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業

に属する間に従事したもの

(有給休暇中の手当〉

h第 49条の 3 法第 78条の規定による手当は、第40条第2号及び第3号に掲 l

げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、

食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。

第 8章食料及び衛生

(食料を支給すべき場合)

第 50条 船舶所有者は、船員が乗船し、航海、荷役、船舶保全その他の船務に

従事する期間中その費用でこれに食料を支給しなければならない。負傷又は疾

病のため職務に従事しない期間についても同様とする。

(食料表)

第 51条 法第 80条第2項の国土交通省令の定める漁船は、第2種又は第3種

の従業制限を有する漁船及び第 1種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流

網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。

第 52条削除

(医薬品その他の衛生用品の備付け等)

第 53条 船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航

行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大庄が告

示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」としづ。)を備

え付けなければならない。

一 法第 82条各号に掲げる船舶(圏内各港問を航海するもの、船舶に乗り組

む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和 37年運輸省令第43号)第2条
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に定める区域のみを航海するもの及び同省令第 3条に定める短期間の航海を

行うちのであって法第 82条ただし書の許可を受けたものを除く。)

二 前号に掲げる船舶以外の法第 82条の 2第1項各号に掲げる船舶(園内各

港問を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第

6条に定める区域のみを航海するものを除く。)

三 前 2号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区演とする船舶及

び国土交通大臣の指定する漁船

四 前 3号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船で

あって運搬船以外の総トン数 20トン未満のものを除く。)

2. 前項の規定にかかわらず、同項第 1号に掲げる船舶であって、乗組船員数が

50人を超え、若しくは航海期間が 3月を超えるもの又は同項第 2号若しく怯

第 3号に掲げる船舶であって航海期間が 3月を超えるものに備え付けるべき医

薬品等(医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗

り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者(船員労働安全衛生規則第7条第 1項

に規定する衛生担当者をいう o)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適

宜増加したものとする。

3 船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に圏内の港に到著するまで

の期聞が 1月を超える場合にあってはその発航前に、その他の場合にあっては

船舶に備え付けている医薬品等の数量が前2項に規定する数量の 2分の 1に満

たなくなったときに、前2項に規定する数量に達するように医薬品等を補充し

なければならない。

4 船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数長が第 1項の告示で

定める吹丑に満たなくなったときに、その告示で定める数量に達するように医

療1¥¥tj生用具を補充しなければならない。

5 船舶所有者は、医薬品等を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように

保管しておかなければならない。

(医政書の備置)

第 54条 船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業

に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数 20トン未満のものを除

く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧Jを備え置かなければならない。

ただし、前条第 1項第 3号又は第4号に掲げる船舶にあっては、国土交通省監

修「小型船医療便覧」をもってとれに代えることができる。

(健康証明書)

第 55条 法第 83条の健康在明書は、第 57条に掲げる医師(以下「指定医師」

という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の

結果に基づき、第 2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当相lに

行ったものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時

前 3月以内に受けたものでなければならない。

感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査

一 運動機能、視力、色神(船長、甲板部の服員及び部員並びに救命艇手に限
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る0)、聴力及び握力の検査

三 身長、体重、腹圏、肺活量及び血圧の検査

四 胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス

線間接撮影検査(当該判定時前6月以内に船員労働安全衛生規則第 32条第

2項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査

五 検便(虫卵の有無の検査に限る。)及び検尿

六 年齢 35年以上の船員にあっては、次に掲げる検査

イ 検便(ヘモグロビンの有無の検査に限る。)

ロ血糖 検 査

ハ心 電図検査

一 血中脂質検査(低比重リボ蛋白コレステロール(LDLコレステローJν)、

血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール (H
D Lコレステロ←ノレ)の量の検査)

ホ 肝機能検査(血清グノレタミックオキサロアゼチックトランスアミナ)ぜ

(GOT)、血清グ1レタミックヒ。ルピッ，クトランスアミナーゼ (GPT) 

及びガンマークツレタミノレトランスペプチダーゼ (γ-.GTP) の検査)

2 前項の検査のうち、身長の検査(年齢 25年未満の者に係るものを除く。)、

かくたん検査及び同項第 5号の検便(調理作業に従事する者に係るものを除

く。)については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受け

なくてもよい。

第 56条 法第 83条の健康証明書の有効期間は、色神の検査については 6年、

そめ他の検査については 1年とするο ただし、前条第 1項の検査の際、結核を

発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検

査についての有効期間を 6月に短縮することができる。

2 前項の期間が航海中に満了したときは、その航海の終了するときまで、当該

検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。

3 健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合において

も、当該健康証明書の有効期間は、なお前2項の規定による。

(健康証明に要する安用の負担)

第 56条の 2 法第83条の規定による健康証明に要する現用は、雇用中の船員

については、船舶所有者の負担とする。

(医師の指定)

第 57条 法第 83条の規定による健康証明をする医師ば、次に掲げる医師とす

る。

一船員である医師

二 社団法人日本海員披済会(明治 31年 10月20日に社団法人日本海員披

済会という名称で設立された法人をいう。)の病院の医師

三 財団法人船員保険会(昭和 16年 11月21日に財団法人船員保険会とい

う名称で設立された法人をいう。)の病院の医師

四 その他地方運輸局長が指定した医師
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第 9章年少船員

(年少船員の認証)

第 57条の 2 船舶所有者は、法第 85条第 3項の認証を受けようとするときは、

当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢 18年に達す

る年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。

(年少船員の夜間労働の禁止の特例)

第 58条 法第 86条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあ

って昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客

の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。

2 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を

記載した申請書2通を提出しなければならない。

船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

一 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)

一 職務の名称及び内容

四 労働の開始及び終了の時刻

玉許可を受けようとする期間

第 9章の 2 女子船員

(妊娠中の女子が就業できる範囲の航海)

第 58条の 2 法第 87条第 1項第 1号の国土交通省令で定める範囲の航海は、

妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必裂とする場合において、最

寄りの園内の港に 2時間以内に入港することができる航海とする。

(妊産婦の夜間労働の禁止の特例)

第 58条の 3 法第 88条の 4第 1項の国土交通省令で定める場合は、第 58条

第 1項に定める場合とする。

2 第 58条第 2項の規定は、前項に定める場合について準用する。

第 10章災害補償

(標準報酬)

第 59条 法第 91条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、

又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷L、又は疾病に

かかった日) (以下基準日という。)の報酬月額に基いて第 6号表により定め

る。

第 60条 前条の報酬月額は、左の各号の規定によって算定するものとする。

一 日によって報酬を定めるときは、日額の 30倍'

二 日又は月以外の期間によって報酬を定めるときは、その報酬の額をその期

問の日数で除して得た額の 30倍

三 歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所

有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によって基準日の前
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1年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地

方運輸局長が定めた額

四 前各号の 2以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々につい

て、前各号の規定によって算定した額の合算額

2 前項第 3号の額は、同号の額を定める日の前 1年以上の期間中に支払われた

歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数-r除L-て得た金額の 30倍を

基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事

する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定

めなければならない。

3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項第3号の額について交

通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等Jという。)の議

を経て、最低額を定めることができる。

第 61条.前 2条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与

その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。

(障害手当)

第 62条 法第 92条に規定する障害の程度の区分は、第7号表による。

2 第 7号表に掲げる身体障害が 2以上ある場合は、重い身体障害の該当する等

級による。

3 左に掲げる場合には、前2項の規定による等級を左の通り繰り上げる。但し、

その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額

を合算した額を超えてはならない。

第 13級以上に該当する身体障害が 2以よある場合 1級

二 第 8級以上に該当する身体障害が 2以上ある場合 2級

三 第 5級以上に該当する身体障害が 2以上ある場合 3級

4 第 7号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に

応じ、第 7号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならな

し、。

5 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因って同一部位じついて障害の程

度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、

既にあった障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払

わなければならない。

(行方不明手当)

第 62条の 2 法第 92条の 2の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる

者のうち、船員の行方不明当時主とじてその収入によって生計を維持していた

ものとする。

一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者

を含む。)、子、父母、孫及び祖父母

二 前号に掲げる者以外の船員の 3親等内の親族で船員と同居のもの

三 船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者

の子及び父母で船員と同居のもの
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2 前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位によ

り、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。父母について

は、養父母を先にし実父母を後にじ、祖父母については、養父母の父母を先に

し実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項

第 2号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にす

る。

3 行方不明手当を受けるべき同順位の者が 2人以よあるときは、行方不明手当

は、その人数により等分するものとする。

(遺族手当)

第 63条 法第 93条の遺族は、左の通りとオる。

一 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者

を含む。)

二 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失綜の宣告を受けた船

員であった者にあっては、行方不明となった当時。以下同じ。)その収入に

よって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者

三 前 2号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によって生計を維持して

いた者

四 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によって生計を

維持し、又はこれと生計を共にしていなかった者

2 前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に

掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第 2号及び第4号

に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、

養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を

後にする。又、船員がili;言若しくは船舶所有者に対しでした予告で、第 3号又

は第4号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第 3号又は海4

号の規定にかかわらずその者を先にする。

3 胎児は、第 1項第2号乃至第4号については、既に生れたものとみなす。

第 64条 遺族手当を受けるべき同順位の者が 2人以上あるときは、遺族手当は、

その人数により等分するものとする。

第 65条 泣族手当を受けるべきであった者が死亡した場合においては、遺族手

当を受ける権利を失う。

2 前項の場合においては、船舶所有者は、前 2条の規定による順位の者よりそ

の死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。

(葬祭料)

第 66条 法第 94条の遺族は、第 63条第 1項各号に掲げるものとする。

(他の法令)

第 66条の 2 法第 95条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の

施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和 22年法律第

167号)をいう。

(審査及び仲裁)
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第 67条 法第 96条第 1項の申立てをしようとする者は、第 17号書式による

申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出し

なければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局長又

は海事事務所を経由することができる。

第 68条 国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があったとき;又は

職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、

文書でその旨を通知しなければならない。

第 11章就 業 規 則

(就業規則)

第 69条 船舶所有者は、法第 97条の規定により就業規則を届け出ようとする

ときは、就業規則 2通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

第 70条 法第 97条第 1項各号は、次の事項を含むものとする。

一 給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇

給の基準

二 労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方

法並びに交代乗船制等特殊の乗船帝Jjをとる場合における当該乗船制

三 休日及び休暇については、時期、方法及び場所

四 定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機

の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途

第 12章監督

(領事官の事務)

第 71条 次に掲げる事務は、外国にあっては日本の領事官が行う。

ー 第 7条第 3項の規定による遺留品目録の受理

二 第 8条の規定による遺留品目録の証明

三 法第 19条の規定による航行に関する報告の受理

四 第 15条の規定による航行に関する報告書の証明

五 法第 37条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第 38条

の規定による雇入契約の確認

六 第 46条第 1項の規定による欠員の許可並びに同条第2項の規定による欠

員の届出の受理及び欠員の補充命令

七 法第 85条第 3項の規定による未成年者の認証

八 法第 102条の規定によるあっせん

(船員労務官証明書)

第 72条 法第 107条第 3項の証明書の様式は、第 18号書式による。

(事業状況及び災害疾病発生状況報告)

第 7.3条 法第 111条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に

定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。

毎年 10月 1日現在の事業状況 毎年 10月末日
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二今前年4月 1日以後 1年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き

3日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項 毎年4月末日

2 前項第 2号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号

に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずる ζ とができる。

3 第 1項第 1号及び第 2号の報告の様式は、それぞれ第 19号書式及び第 20

号書式によるものとする。

(船員の申告)

第 74条 法第 112条による申告は、書面又は口頭ですることができる。
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第一号蓄式(第十条関係)C日本工業規格A列4番〕

(一〕

海 員 名

船

備考

簿

丸

作成の年月日〔船民法路付規則第10条第3項の規定により再:調製したときは、 1耳

調製の年月日〕及び第四表にi泣後の記載をした年月日を右肩に記放すること。

(こ〕

船舶 42 号|第 号

船 3E 港

l総トン数

航行区域又は従栄制限及び
従弟l広域

l船舶の用途
一一一一一一ーーでー一一ー一一一一ー~ー~一一~一一一一一-一一一一一一ー一ー一一一ー一一一一一一戸一一ーー

主機の有:主11及び官1数

己ヒE船舶所有符の陀J芳及__，'0-<""j~ 

l又は;称ょ』三た 船員の労務管迎!の、J~
務をーうすF務所の所在地及
び名

|船長の住所及び氏名 l
。司

記載心得

トン

船

キロワット

l 船舶の用途側には、旅客船、貨物船、 iill送船、漁船等の別及び漁船にあって

は、 íìt'J i する漁栄の麗rt~を記放すること。

2 国際トン数証;3又はl詞~ト y数l確認書の交付を受けている日本船品1:1 にあって

は、総ト γ数に間際総トン数を付記すること。

3 主機の出力4ii自には、連続政大出力を記;1出すること。

4 本表に記放した;lf.~同のうち、変更』こついて届出をすることを安しないもの及び

従栄区域に変更があったときは、~9!前の記』院事項を読み得るように抹消して訂

正し、その筒所に変更年月日を付記して押印すること。
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事記

、、』J
-一一一一(

一
庁官

(四〉

氏名 木 j事 r 

船帳上持i手号 第 '円コ主 資j告 生月年日 年月日 ! 年年すlにるl市到十ltn人達日 年月日

kr!スJ荒JJニ更新変更
kj 切d入問 本認 人印 官受:rm庁印服務 給料 手当 その他の告I¥.I'J条件

区別年月日 Jt]所

記め心得

l 本j者側には、外国人にあっては、周絡を記t肱すること。

2 氏名側、本J?;刷、船員手帳番号制又は資絡州の記，j;l)jf項に変更があったとき
主q

は、変更前の記l依事項を読み得るように抹消して訂正し、その筒所に変更年月日

を付言芭して押印すヶること。

3 J服務II制には、 等航海士、鋭機乎等と記J脱すること。

なお、通信土については、無線悩信又は無線tlt話の別を付記すること。

また、衛生管浬者、救命lð~手、安全担当者、消火作業指揮者若しくは衛生担当
Lー おに泡任された弘治柏料理土、航海当l間以又は危険物等取扱Yt任者についで
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は、その官(救命艇手のうち限定救命艇手である者についてば、その旨)を記載

すること。

4 雇入期間欄には、雇入契約の期間が l航海をもって定められたときは、その

旨 (r横浜ロンドy問 l航海、横浜帰着事務終寸までJ等〕を、期間の定めがな

いときは「不定j と記載すること。

5 給料棚lこは、月の給料額を記載し、月以外の期間により定めるときは、その期

問及び給料額を記載すること。また、歩合制による場合は、雇入契約に定める一ー

定数:を記載すること。

5 手当欄には、害j増手当等の不特定な手当以外の手当の合計綴を記載し、歩合制

による場合は、 j寺歩主容をも記放すること。

7 その他の労働条件測には、労働時間(，81時間/日」、 140時間/遇J、等〕、休日

(f 1日/週」等〕、基準労働期間、有給休暇の日数その他の基本的な労働条件を

記載すること。また、妊産婦の船員については、その旨(f妊娠中、何年何月何日

14'出」、「産後、何年何月何日 HJJ1ifJ等〕を記執し、船員の縦認印を受けること。

8 Ii呈止のときは、そのうIi'Liをその他の労働条件欄に記.itiltすること。

9 給料開、手当側又はその他の労働条例=側の記載に変吏があった場合において、

当該当E史についてj百出を援しないときも、変更後の事項を記』依し、 I~Hミの確認印

を受けること。

〈五〕

:l!~船 下船
職業 氏 名 資j骨 年齢 性別 イド j存

年月日 1出年月日 4住

記i肱心得

本表は、船長及び'iIJJ民l;J、外の来高{}者について記救すること。ただし、旅客船及び

2fn2条t{~3 唄UJ2 号から鈎 4 号ーまでに掲げる船舶にあっては、旅客は記，1主すること

を裂しない。
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(六)

届出年月日 年月日 船舶番号及ぴ船名 第 号

船 長 名 1日の最長航行時間 o 8時時時間間間超超以下~ 
-・ 186 16時間以下

法の指第定72条の有の無2 ??E l の自動操有舵だ装無置 I

船船は舶名舶所借祢有入者人、の船住所舶管及理び人氏又名又は

乗組員名簿(ク ルーリスト)

船員手l阪帝号及び氏名 職務 受有している資格言E明治 番号

白t 号

第 号

MうrγJ "0 主

員}号

合:川.~ 号

Zl'~ ヲzデa 

rI rtfJ r 号

~'~ 一号

.~:匂z• 

tl~ ロ，yT -

hI -8-

tH 0' 

上記;Q組nの合計入放 人

船Hを使用する者の住所及び氏名又は名称 区 分

1 

2 

3 

4 

ーーーーー畠--------ーーーー戸骨骨骨。守サ。?守勺世世守合世世 守守守昔。守守世マ骨骨?守合守ψも守守骨骨骨苛苛苛-<x>守守守号守守昔。骨世告。「

官庁受理印
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記;1主心得

1 ，'1日の最長航行時間」欄には、該当するものをOで囲むこと。

2 ，法第72条の 2の指定の有無」欄には、当該船舶が法第72条の 2に基づく労働時

間の特例を受けていることの有無を記載すること。

更に「有Jと記載した場合には、船員法施行規則上の根拠規定を記放すること。

3 ，瞥報装置の有無」欄には、当該船舶が警報により、直ちに機関区域に行くこと

が措置されているととの有無を記載すること。
だ

~ ，自動操舵装置の有無」側には、当該船舶が自動操舵装置を設備していることの

有無を記殺すること。

5 乗組員名簿には、当該船舶に乗り組むすべての乗組員を記放すること。

6 ，受有している資格証明日u棚には、当該船員が受有している資格名を記載し、

衛生管理者、救命艇手(限定救命艇手にあっては、その旨)、安全担当者、消火作

業指揮者若しくは衛生担当者に選任された者、船舶料理士、航海当直部員又は危険

物等取扱六任者については、その旨を記載すること。

7. r番号J側には、「船員を使用する者の住所及び氏名又は名称」側の番号により、

当該船員を使用する者を記;1記すること。

8 r船員を使用する者の住所及び氏名又は名称」欄には、当該船舶に乗り組むすべ

ての船員について、その使用する船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人、船

舶貸借の場合には船舶借入人、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が

船員を使用する場合にはその者)を記枕すること。

9 船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する若手合、「区分」

欄に、当該使用者が船n職業安定法第6条第14項の船員派也元事業主であるときは

「派泣」と記載し、それ以外のときは「その他」と記J除すること。

10 その他の事項については、海員名簿及び罷入(雇止)届出れの記11真心得を参照す

ること o

〆
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ぷ二号苦式(第十一条関係)(日本工祭規格A列4餐〕

(ー〕

航 重量 日

船 丸

(ニ〉

向} 舶 番 号 主1

印』 1百 港

n品(E¥句、 ト ン ))，( 

従航行来区区域域又は従業制限及び

向} 持白 の )11 途

主 \i~ の J伍))1]立び箇数

主 l投 の 出 力

又船舶は所名ヰ称j" :i円の住所及び民名

船長の住所及び氏名

同

記，1，，;心得

誌

芳

トン

キロワット

l 国際トン数~JE ，!;，又は国際トン放確認 1';'の交付ーを受けている日本船舶にあって

は、総トン数に国際総トソ放を付記することロ

2 船舶の用途仰には、旅客船、 17:物船、袖送船、漁船等の別及び漁船にあって

は、従がする漁栄の積恕iを記ilil(すること。

3 主総の出力側には、連続ltl大出力を記，1記すること。

4 本王室に記，I'~ した事~jに変史があったときは、変iJ..i前の記，i'~"J;'項を読み得るよう

に抹消して訂正し、その箇所に変TE年月日を付記して押印すること。
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J 

(三)

官 庁 記 事

(四〉

年 月 日 時 航 海l の 概 要

向島._-------------------------------~-------------内向 ~~~内---------------ー-

言己l股心得

l 航海の概要il却には、出入した港の名称及び船長が必要e認める航海の概要を記

I脱すること。

2 悶内各港聞のみを航海する船舶にあっては、通常航海する航路が定まっている

ときは、臨時の航路に就航するJ品合を除き、当該航路の概要を記載すれぽ足り、

航海どとに記依することを姿しない。

3 漁船にあっては、 1 の事項のほか奴主主海域をも記i~すること。ただし、主たる

鋭栄海J1~i>\定まっているときは、臨時に操業海域を変更する場合を除き、発航

港、到達港、主たる操業海域及び操業期間を記載すれば足り、航海ごとに記峨す

ることを妥しない。
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〔五〉

|年月日!事 項|

， 

話i!iY:心得

l 本表は、船員法施行規則第11条第 2項各号に掲げるJ;g合その他必要な場合に記

;Utすること。

2 'JPJ~j制に除、 rj'，止m船品Il~i'!I&助J、「放命艇等J::ù縦」、「懲戒」等と記伏すること。

3 記 'Ji 仰には、当該が:g~の発生した場所({立!í'i:)及びその概要を記3依すること。

4 船l.'t法第14!徒た?とし II}の規定によりJu9:1¥:船船等の救助にj吐かなかったときは、

その理由をも記l脱すること。

5 srH1法施行規則第3条の 4の規定による以糾{を行うことができなかったとき

は、その 'Ji:1/1を記，[i¥;することム

E 懲戒したことを記iはするJJ.)合には、取調べに立ち会った者に署名押印させるこ

と。
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ー寸
N
-
ー

内

子 の氏名 口嫡 国 子
生

口嫡出でない子 口女父母との続き柄

ま
生まれたとき 年 月 日 日報 時 分

れ 生まれたととろ

Tこ 番番地
号

住 所 ー..・M ・司戸.聞・・ー.. 唱...、ー--~-ーー---~--ーー--~-ーーー"._----ー._-ー司ー"・ーーーー開帽 a・ー--.---亭圃晶画ーーー・ーー・ー・..'・・・ーーー司ーーー.-・ーーーー...・・ーーーー.'‘'・ー------・・ーーー司同町司・岨ーーーー..

子 世の帯氏主名 世の帯続主き柄と

父生(子と母がき年生のの年ま月れ齢氏た名) 日

父 母

ー.-旬『帽・..司..・ー四国司・・ーー..ー・・岨----圃圃ー』・・_.ーーー・・・...甲骨岨._.ー骨・・.-ーー..岨ー・，--...幽..ーーー・，----ーー回・ーーーーーー.-ー恒国・ーーー・ー・幽ーーー『ー押・・・ーーー司司._--ーーー押F胃明・.'ー

生 年月日(満歳〕 年 戸 月 日(満 歳〕

ま

(官と1)
番地

-司ー・・・...抽幽白ー，専門・ー-....・ーーー.岨値，司『圃・ーー_.・値ーー骨4・・白司-_."ーーー・ー・..旬ーーー_.----・・ーーー・司骨・ーー---.ー・・・』ーー-ー・・・・ーー・p・----岨岨ー司F・..ーーーー司司・・・_.--司・ー..岨ーーーー"・・・ー曲

れ
かはし、いてだ〈けだき

筆の頭氏者名

た 同厨を始めたとき 年 月

子 口1. 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

の
口2. 自由業・商工業・サーピス業等を個人で経営している世帯

子が生古れたとき 口 3. 企業・個人商底等〔官公庁は除く〉の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が l人から99人まで



父
の[!I:惜のおもな仕 のi位卜li(臨時・日雇は 5)

事と 口4 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯〔臨時・日雇は 5)

と 口5. lから 4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯
、

口6. 仕事をしている者のいない世帯
母

(国勢調査の年… 年… の4月 l白から翌年の 3月31日までに子が生まれたときだけかいてくださ

父母の職業
し

父の職業 母の殺業

そ

の

他

年 月 日 午
時」ロ 長 (署名押印〉

』送吉本送付付の年月日先時
ー国
N
F
l

備考 生まれたところは、航海中にあっては経緯度をもって表示すること。



i
出
刊
で
ー

的

氏 名 口男 口女
同・ー---司『・・・ーー----.-骨骨圃白園時ー抽，ーー"ー-ー・・ー---・---司聞.戸開--ー戸四・・回白戸園時・・ー-----ーー・M ・ーー・四-色町R ・h・--・ー帽也圃---・・--司---ーーー・回戸ー-._---開曹ー・ーー-ーーー圃咽--.-歯固司--・・--ーーー'・』ーー民

(詰れ勺3022RF) 口口午午後前生 年 月 日 年 月 日 したとは 時 分
もかいてください

死 亡 し Tこと き 年 月 日 日報 時 分

、

死亡じたところ

番番地
，号

住 所 司『・--四回・回園町-----.-ー----ーー咽・個・----ー・ー・・ー・・ー・ー----ー胃畠値岨園時・--司『・・・---・-----値圃骨骨晶ー---・----.・・---ー"‘..--・---・ー---.-ーー司'・ーー明暗ーー-ー、ー司'‘ーー--・ー--司---幽--・-ーー田町朝---

世の荷氏主名

本 籍 、 番地

(fけ国人を?lいとてきはくだ国籍さ)
--・・'ー・--ーー+ー・』ーー・ーーー・伺・・ー司同値ーー----同・岨--唱曲圃・4 ・・---・ーー--ーー『ー--司---・・・骨骨--ーー・ーーー--ーーーーー・・・峰ー--・・Mー司ーー-----・・-------押ーーー，ー--ー戸ーーーーーーー・--・----ーーー.ー・-・ーーー

筆の頭民者名

ー死亡した人の夫または奏 口いる(満 歳〕 いない〔口未婚 口死別 口離別〕

口1. 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

口 2_ 自由主主・商工業・サーピス業等を個人で経営している世帯

口3企業・個八商庖等(官公庁は除く〕の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が 1人から日9人まで

死 亡 し た と き の 世 の世帯〔臨時・日雇は 5)

慌のおもな{士'_1"¥と00口4 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(臨時・日震は 5)



口5 lから 4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいるi1!時

口6. 仕事をしている者のいたい世帯

死職亡した産人の 職〈業菌勢調査の年・ 年 の4月 1日から翌年の 3月31産日までに死亡したときだけかいてください〕
業・ 業

そ
の
他

年 月 日 午 時
宅昔 ま乏 (署名押印〉

送勝本送付付の年月日先時

ド
N
F
l
t

死亡したところは、航海中にあっては経緯度をもって表示すること。備考
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N
F

ω 

父 母 のだき婚本はき 籍姻籍
父 母

(直外をか国人前いのてのとく さ国い ) 都県道府名 県都道府名

生氏が年あ 月 名日 .・伺白ーーー司軸..園時・ー値-----ー..・・ー『開E回ー明司.ーーー--------ー..ー』ー----ー.・ーー-------・...ー・ーーー司・...・・..司・・・..ー・ーーー司・・..司・ーー『開価圃，ーーー.・ー----也』ー---.-----司R・園田ーーーー句，
(諾 ったときの)

年月日(満歳〉 年月日〈満歳〉

口男 口女 口不祥
死嫡産出児子がの否男女か別の及別び

口腕出子 口嫡出でない子

死産があったとき 年 月 日 昨夏 時 分

YE産があったところ

死産住登が所録あったときの 番地
母の

(!民 をし「
番 号

L と、ろ右かいてく?と
方〉

口L 農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯

口2. 自由業・商工業・サーピ3失業等を個人で経営している世帯

死産があったときの 口3. 企業・個人商庖等〔官公!Tを除く〉の常用勤労者世帯で勤め先の従業者数が l人からω人宮で

世帯のおもな仕事と の世帯(臨時・日雇は 5)

口4 3にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(臨時・日産は 5)



m
N
-ー

口5: 1から 4にあてはまらないその他の仕事をしている者のいる世帯

口6 仕事をしている者のいない世帯

父母の職祭
父い(〉国の勢調査の年一 年… の4月 l日から翌年の 3月31日までに死産があったときだけかいててださ

職業 |母の職業

出生子(出生後死亡した子を含む〉…...............…....・・ …・目 ."・ a・.. . • • • • • .…""'" .…...…-ー・人
この母が出産した児

妊娠第22遇以後の死三児〔この死産児を含む〉 ー・・・ … …-・ ・ー・ ・ーー … -…胎
の数

妊娠第21週以前の死室児及び流産死胎〔この死産児を含む〕・ 0 ・…ーー...・a・ … ー……・ー・胎

死産に立ち会った者 l 医師 2 助産師 3. その他 正記 名

年 月 日 午 時
£告

"'-
〈署名押印〉

勝送木送付付の年月日時先 白、

L 

死産があったところは、航海中にあっては経緯度をもって表示すること。備考



、
‘宅

第三号当式削除

第四号書式(i!fJ十四条関係) (日本工業規格A列3番)

年 月 日

殿

(件名〉 報告出

、

J沿 名 時沿 質 船干時
舶

船籍港 総ト Y数
号

丸 船 第 号 トソ

船氏舶名所又有は名者称の住所及び

船長の住所及び氏名

機関長の住所及び氏名

操番海銀縦ー号免免状許証又はの主小主型規船及舶び
船 長

機関長

発航裕及び吾!j迷港 発航浴

事場所実発生の年月日時及び

~H 5起のて，ん末

古己l肱心得

船長(民 名〕

及域航は行牝び業従区制域業限又区 主数機及のび種出類力、箇 l

キロワット

第 号|

2事 号|

|到達港 r

1 (件名)には、「衝突」、「火災j、「巡難船舶放助J、「船員死亡」等報告する12JC突の

l~ニ名を記放すてdること。

2 主機に関する ~l:出及び機関長に関する l闘は、報告すべき事項が機関に関するもので

ない主きは、記載するととを妥しない。

3 "1[.突のてん末は、なるべく詳細に記i~すること。

4 航行中他の船舶の辺自tを知ったこと(飢総泣信によって知ったときを除く。〕の

報告の場合には、 J笠間l船舶の放助?とおもむくことができなかった浬由をも記岐する

こと。

5 船舶の海雌に関する報告の場合には、旅客船、貨物船、油送船、漁船等の船舶の

用途(漁船にあっては、従事する漁業の種j訴を合む0)を備考として;1;:<建の末尾に記

載すること。

6 船員法施行規則ji<m条た?とし山の規定により航海日誌を提示しない2こきは、提示

できない理由を備考として:'J[.突の末尾に記秘すること。

7 報告占がこ1r~以上にわたるときは、各楽にわたって契印をすること。
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第四号のニ書式(第十五条関係) (日本エ業規絡A列4佐〉

ロ 航行報告証明申請書

年月日

Æ~ 

申 jìó~者氏名

住所

船員法第四条の規定により提出じた航行に関する別出民3阪告の写に証明を受けたい

ので、船J司法施行規則第15条の規定により申請します。

記

1 1~1J告先及び報告年月日 年月日

2 証明Jfの述数 通

3 ~i正明たの用途

百己t成心f号

申請者氏名には、「船長J又は「船舶所有者」とJi1川を附すること。
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第五号;，1}:式(第十六条の二関係)(日本工芸主規格M"U4話〕

地方運輸局長即
運l愉監理部長眠

貯蓄金管理協定届出書

船舶所有者の住所
;及び氏名又は名称

主たる船員の労務
管理の執務を行う
事務所の所在地及
び名称t

年 月 日

貯蓄金に関する協定を締結したので、船民法到~34.条第 2~買の規定により、別

紙協定lf，を添え、届け出ます。

記

1 使用する船員数 人

2 労働組合加入者等数 人

3 船員の過半数を代表する恭一の氏名及び住所

言己\~心得

労働組合加入者等数は、当該協定を締結した労働組合の加入者数又は船員の過半

並立で組織する労働組合がない場合において当該協定を締結した者が代表する船員

の数を記載すること o
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第五号の二占式(第十六条の二関係) (日本工~2;風俗A列 3 番)

預金管理状況:報告書

地方':iill輸局長 m 
運輸監理部長。眠

年4月l日から
年3月31日まで

船舶所有者の住所
及び氏名又は名祢

主たる船員の労務
管理の"J;:泌を行う
事務所の所在地及
び名称

h ョー

十 月 日

Jt':f'"罰k管酎話回選出
〔認可〕年月日

年月 人日|当該年度末の船員数

、

の ボ
保

度
の
況

年
金
状

該
預
の

当
の
M
E計

τ区二Z

天「一一--)

記1肱心仰
i I当該年Ji:;¥<:の船11.放」の{闘には、本年 3月311ヨ現在の船n裁を記入すること。
21M'"の状況に凶する各羽田は、預会の純別別〔fz;凶m{~，、住宅私立預金等の別
をいう。〕に記入し、かっ、それらの合討を記入すること。

3 I預金許可Jの州には、千円ii't{:立で記入し、千円未満の端殺は、四捨五入するこ
と。

4 I当該年度当初の預金r，iω」の川iには、前年4月 l日現住の'IJl金額を記入する
こと。

5 r当該年度中の預金受入れ額{B)J及び「当該年広中の預金払いもどし額{c)Jの
11刊には、それぞれ、前年4月l日から本年3JB1日までのII.nにおける預金受入れ
fJj及び預金払いもどし仰を記入すること。

6 r当該年度末のJ:i1'.IZf'l(A + B -C)Jの11聞には、本年3月31日現在の預金f，iを
記入すること。

7 r当該年l具=当初のj:Q金者主主J2止び「当該年度末の預金者数jのl別には、それぞ
れ、前年4月 l日現荘のiJl金者数及び本年3月31日現在の税金者数を記入するこ
と。

8 r貯1;';<iZ 'm' Jill協定に定められた預金の利'fJ の jl刊には、その利~;を年別jで記入
すること。この助合において、毛未制の Y~{qllHì、四捨五入すること。

9 r当該乍l文中の預金の保全の状況」の州には、jIIj年 4月 1日から本年3月31日
までの問においてとった預金の保全措慌に関L、その方法、保全の悩聞等を具体
的に記入すること。
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第六号書式(第十九条、第二十条関係) (日本工業規格A列3番)

届出年月日

1船長
届出者氏名|船舶所有者

記JI%心得

第 号
トY)

I 届出者の府刀、主機の組鎖倒及び区別側は、該当するものをOで囲むこと。
2 一括届出の許可を受けている場合は、船舶1:Ii号、船名及び総ト Y数11聞に「一括局
出」と記t記すること U

3 国際ト γ数証'~I}又は国際トン数確認i丹の交付を受けている日本船舶にあっては、
総トン数に国際総ト Y数を付記すること。

4 毘止の場合は、給料及v'手当仰には記入をせず、その他の労働条件州には)uf止の
事由を記，1正すること。

5 備考欄には、次の事項を記載すること。
、イ )(rj入の場合は、「新規雇用」、「社内転船」、「予備船員の雁入J等の別及び船舶

l職員及び小型船舶操縦者法第20条第2項の指定を受けた職の船舶職nとして乗り
組む場合にあっては、その旨。更に、船員職業紹介所が取り扱ったときは、その
略名。

ロ 履止の場合は、「退Ili~J、「解MJ、「社内転船」、「予ßlff船必への編入」等の別。
更に、船員法施行規則第20条の規定により、海員名簿を提示しないで届出をする
ときは、不提示の事由。

6 その他の事項については、海員名簿の記枇心得を参照すること。

第七号f!?式 削 除
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第八号書式(第十九条関係) (日本工業規格A列3番)

雇入契約変更(更新) 届出雲

届出年月日 年 月 日 船及舶び総番号ト、ン船数名 第号
(ト γ)

船船船所有看長
船舶の

航従従行業業制区区域域限又及口ひ届出者氏名ー
用途

船及舶び所氏名有者又はの名住所称
主機の種類 汽 内燃

主機の出力 キロワット

船氏見名及手般ひ守年書H号l告、 区別 股及入びj年霞月入港日 時lti'主 年変更月(文新日〕 変更事項 新 !日 E雇Z新入契し約た

第 歳号 変更新!l!: 

~1 号歳 変w新:iJ.! 

gg 
号成 ‘変w新児

第
」f円ザ'f，t 変11:3111:7、

言十 変sl!. 竺J淵 件l合計 件

言己，11l';，心得

1 変死'Jr'9'i側には、 nII，U95J、「有給休暇の日数J、rJrrI入Wll国J~{と変:iJ.!する司攻の

侃mを、新|日各州にはその変wの内容をそれぞれ記，Il~すること。

2 総ト γ放、船舶の用途側、航行区峨又は従業制限及び従梁区域側、主l協の1iHJJ1作:1

又は主同の出力11聞は、変:iJ.!前のものを記枕すること。
3 国際トY数証，.1:.又は国l探トン放1m認，日の交付を受けている日本船舶にあっては、

総ト Y放に国際総トン数を付記すること。

4 その他のコ'JI:'9~については、海氏名約及び履入(席止)届出，l! の記;Ii~，心得を伝!思す

ること。
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第九号書式(第二十二条関係) (日本工袋規格A列3番)

一括届出許可申請書

年 月 日

地方運輸局長田
運輸監理部長蹴

主務た所る船員の労務管理を行う事

所在地 (電話)

名 称

i!t任者民名

船舶所有者(本社)

住所(所在地) (電話)

氏名(名称)

船員法施行規則第22条に規定する一括届出の許可を受けたいので、同条の規定

により申請します。

1 一括届出を受けようとする船舶

船名 船番舶号 ty告数ト 従航従行梁業制区区成域限又及はび 船用舶途の
主機の

航漁栄路又の草ばE 出力 面白 考
キロ 9，ト 類

， 
キロFフト

寺百9，ト

円寸ナー「つつrつづ
2 許可に係る船舶に乗り組む船日iの労働条件

3 許可を受けようとする事由

4 許可を受けようとする期間

5 許可に係るfK}illl相互のJIIJにおいて、船只を転船させる方法及び体制

6 許可に係る船舶に乗り組む船員の労務管理体制

記減aむ得

1 船自1;1岳号欄には、総ト y数20トY未満の船舶にあっては、船舶f番号のほかに船日

港も付記し、総トン数20トン未満の漁船にあっては、漁船笠録番号を記載するこ

と。

2 国際ト γ数証お又は国際ト Y数確認1!?の交付を受けている日本船舶にあっては、

総トン数に国際総ト y数を付記すること。

3 船舶の用途欄には、「旅客船」、「貨物船」、「漁船」等の別を記載すること。

4 航路又は漁業の種類欄には、船舶が2以上の航路に就航する場合は、そのすべて

の航路名を記i険し、漁業の種類は、「まき網漁梁」等と記載すること。

5 備考{聞には、組をなして漁業に従事する漁船にあっては、主船(親船)、附属漁

船、運搬船等の別を記検すること。
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第十号書式(第二十三条関係) (日本工業規格A列3番)

地方運輸局長 田
運輸監理部長阻

一括届出許可申請書

年月日

主たる船員の労務管理を行う事 船舶所有者(本社)
務所

所在地 (屯話)
住所(所在地) (1Ii:話)

名 称

itt任者氏名
民名(名称)

船員法航行規則第23条に規定する一括届出の許可を受けたいので、同条の規定

により申前します。

l 対匁となる船舶の状況

2 第23条第 1'9¥i第 2号の拍!i.'i:の概要

記岐心得

対&となる船舶の状況には、 j船名、船舶番号、総トン数、航行区域又は従議制限及

び従栄区域、用途Sl(ëびに主jl~の出力について記載すること。

/ 
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第十一号書式(第二十四条関係)(日本工業規格A列4番〉

E 
地方連愉局長 冊

運輸監理部長 胤

船長就退職等証明申請書

申請者氏名

現住所

年月日

船員手帳番号 第号 有申請者者とのと船関舶係所

住船、所高自 所及 有び 者民名の

~ 号 区航業行制J~"区限域及又び従は従業

名船び、主舶総機番ト の号ン出数、 船及力

丸

トン 船舶の用途

キロワット
海Z船n技舶m操免及状縦び免又佐許号は小琵型の 第

就l敵年月日及び就臓港 年 l 月日

|変そ更年の月日内及，容び 年 月 日 新 !日

l退職年月日及び退職港 年 月 日

※ 上記のとおり相違ないことを釘:朗する。

年月 日
船舶所有者氏名

~í3 il克心f号

号 l

記長

港

回

l 船舶所有者の住所及び氏名制並びに※印j怖は、申論者が船納所有者であるとき

は、記執するととを要しない。

2 就航について証明を申訴するときは、変更及び退l般に関する{日JI士、斜線を引く

こと。

3 変更について証明を申話するときは、船舶得号、船名、総トン数及び主機の出

力側、航行区域又は従事制限及び従業区域欄並びに船舶の用途仰は、変3!:前のも

のを記放し、退官止に関するII却は、斜線を引くこと。

4 国際ト Y数証;H又は国際トン数確認占の交付を受けている日本船舶にあって

は、総トン数に国際ト Y数を付記すること。

5 退職について証明を中川jするときは、変更に関する欄は、斜線を引くこと。

6 ※印のl聞は、申請者が記z股した司~:g~に誤りがないことを確認した上船舶所有者
が氏名を記載して押印し、又は者名すること。

7 その他の事項については、雇入〈履止〉届出書及び辰入契約変更(更新〕扇出

ハの記載心得を参照すること。

-138-



第十三号書式(第二十九条関係)(日本工業規格A列4番〕

船lJ.手帳の交付を受けたいので、船J:l法施行鋭HU i'i'Q~条の規定により申訪します。

日己

l 船舶所有者の住所及び氏名又は名称

2 以前に船以手帳を受有していた者にあっては、その船員手帳得号

記岐心得

l 外国人にあっては、「本筋Jにかえ、その「国籍」を記1&すること。

2 指定市町村長に対して申請するときは、収入印紙をはらないこと。

3 氏名を記，¥正し、押印することに代えて、署名することができる巴
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第十三号書式〔第三十一条関係) (日本工業規格A列4番〉

E 船員手帳訂正申請書

年月日

政

名民、者

所

詰

住
申

現

回

紛rl.手帳の訂正を受けたいので、船主i法施行規則第31条の規定により申請します。

記

l 船員手帳併号

2 訂正を受けようとする事演

%Ii 

l日

3 訂正を必民とする迎由

d'GII~占心的

1 氏名の変吏について訂正を申必ずるときは、新氏名にふりがなを附すること E

2 訂正を必裂とする理由は、「何年何月何日伝説I)?j主主と記秘すること固

3 指定市町村長犯対して申諾するときは、収入印紙をはらないこと。

4 氏名を記載し、押印することに代えて、岩名することができる。
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第十四号書式 (iTIご寸三条、第三十四条関係)(日本工業規格M"U4番〕

山 船員手帳再交付〔書換え〉申請書

年 月 日

股

申tl'J者氏名 固

性別

年 月 日生

本新

現住所

船fl手帳の再交付(??換え〉を受けたいので、船長法施行規則到(，32条の (~~34条〉の

規定により !:13~白します。

記

l 出{船ムi手帳拐号

2 船舶所有者の住所及び氏名又は名物、

3 再交付〔il;換え〕を受けようとする事由

日i!iX>L..'{守J

l タ1-1忍人にあっては、「本新jにかえ、その「国1却を記叫すること。

21苛交付を'又けようとする 'Ji由には、以船fL手帳が滅失し、 I又はき鎖した年月

日、場所及び状況をも記故すること o

3 指定市町村長に対して申討するときは、収入印紙をはらないこと。

4 氏名を記，W.し、抑印することに代えて、若名することができる。
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第十五号書式(第三十三条関係lC日本工業規格A列4i!il 

船員手帳再交付雇入関係事項証明書

船負の氏名及び年齢 歳

船 員 手 申長 番 号

船名、総ト Y数並びに主機の程

類及び出力

航行区域又は従業制限及び従業

区域

船 由自 の 用 途

職 1芳

船舶所有者の住所及;び氏名又は

名称

船 長 の 民 名

Jti1 入 J1ij 間

百五入年月日及び席入 港 年 月 日 港

更新・変}J!C船名、総トン数、主機の征I類若しくは出力、航行区域若しくは従業

制限若rしくは従笑区域、船舶の用途、職務又は花入期間)

海只名簿と照合し、上記のとおり相違ないことを証明する。

年 月 日

船長(船舶所有者)氏名 回

記載{.'t早
1 本証明，i?には、履入契約の成立したときにおける契約について記就し、変更にな

った事項があるときは、変更側にその年月日及び変更に係る新旧の*~頁を記秘する

こと。

2 その他の事項については、加入(原止)届出3並びに船員手帳第六表及び第七表

(雌入契約関係)の記載心得を参照すること。
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第十六号書式〔第三十入条関係〉

〔ー)

情事稗) 第 号

船 員 手

Mariner' s Pocket Ledger 

Ministry of Land，Infrastructure and Transport 

一ー

Japan 

写

11i 
ν句

11制

〈二〉

ー143
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〔地方運輸局長等名印〕



ふりがな

氏名及び性別

Name 

本 籍

Nationality 

生年月 日

Dale of birth 

(三〕

、男 女
一ーーーーーーー---ー一一ー一一・ー-ーー』一..6.ーーー一一一一，ーー一一ーーーー一一ーーーー-ーーー-ーー一一ー‘一一ーー---一一一一--ーー-

年月

(四〉

日

male 
female 

年 月 日交付( 年 月 日まで有効〕
Issued on: . (Valid until: 

この船H手帳は、交付したときから10年間有効とするa

ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有
効とする。

This Pocket Ledger shall cease. to be valid at the expiration ol tM term 01 

10years from its issues， or when the bearer remains abroad， Upofl the bearer's 
return to. Japan after the lapse of the. said term. 

(1i:) 

tr庁記事
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(六〕

雇 入 契 約 関 係

副t 名 丸 総 ト ン数 トy

Name of ship 主機の種類及び出力 キロワ γ ト;

航行区域文は従業制

日改 務
限及び従業区域

船舶の用途

Positian 
年附18年lこ迷する日 年 月 日1 

船舶所び有氏者名の住 船長氏名(印〉
所及 又は

l名称

1iI~入期間 (官庁受理印〉

HHtIiE入入年港月日及び '4'- 月 日 j!Jf 

制li ゴ;

(七〉

更限若新.~くEJはJ!従0業1 名区j、晴総、船トン数用、主i農のm務Jil'1:.1はf しくはl出Hj力〉、航行区域若しくは従~~制
し 、 舶の途、峨又 )ai入却j

年月日及び:i'fr旧・jト項 (官庁受理~Il)

及)ill止び j年ir!月止 港日 年 月 日 港 〔官庁受理印)I 

百ii 京d-
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〔人〕

休 日 関 係

基準労働期間
船乗舶に

者船又〔舶印のは所)氏名称名有

り組 陸上休
金初を日支額償数払及休び日うべ手支払当き 付れの与た日補理を数延償及由期休び延さ日

船員の
んでい

期間年月日 る期休間
内の 日数 期の 確認、印‘
日数

自

-ーー"・..・----

至

自

-ーー-ー・-----

至

自

ー----.・ p ・ーー・

至

自

-司9・・--------

至

自

----._-----

至
e 
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C:h) 

有 給 休 s!i 関 係

付 与 期 間 船舶所有者の氏名又は名称 船員の確

日日数 (印〉 認印
自年月日 至年月

日

(十〕

予備船員勤務関係

予は解備船除lの1編別入又 年 月 日 記事(勤務内容、 !grl徐引由〕 船又舶は所名有r~ 者〔ーの印氏〕名
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、
r 

(十一〕

船 員 保 険 関 係

船員保険記号番号 第 モロヨ「

tlt 準報酬 資格取得 変 更 資格喪失 船刷所有者の氏名
世B

月 額 等級 年 月 日 年月日 年月日 又は名称〔印〕

円

. 

〔十二)

失業保険金支給関係

被保険者であった
求職申込WJI間 閥同Eの'J;:由 報酬日額 官庁印

年月 日 月数 年月日 紹介所名印

自
月 円

--------・・，

至

自
至

自ー..・・ー.-・・ーーー

至

自
ー-------ーーーー

至

自ー『ー..ーー'ー..・・

至

向一
苓

一148

考

備考



(十三〕

失業保険金支給記録
、

支給期間 支給日数 支給
支給年月日

日
支給日額 支給総額 備 5号

年月 日数 累 計 官庁名

自 日 日 円， 円
..ー・・・...ー・ 8

至

自
...・....ーーー..

至

自
..・・・・・・・.....

至

自
.......咽トー・.. J 

至

自
.且・.........ぜ

至

〈十四〕

飽 JiJi 証 明1 1司

Certilicate 01 Health 

」亨 長 cm たん t 白
検尿

付z ill kg nz 
品li 活 cc Jfrr I此 ~W 

i辺 助 成 古 屋 JfQ 圧

色 有11 Jlu EE 

主* I眼視力 右( 〉左( 〕 Jf[ 中 血fl1総コレ
ステローノレ

〔きょう正〕 脂質 中 性 脂 肪

日自J 力 右 左 検査
HDLコレ
ステロ ノレ

握 力 右 左 G O T 
』干機能

虫卵 G P T 
検使

へそグ 検査

ロビ γ r-GTP 
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ぐト五〉

撮影年月日
胸 既往 症

部
フィノレム番号

ニ巳
家 族 歴

1ツ

F 

dも
医師の指示

ス 及び就業上

線 の注意事項

検

査 備 考

かくたん検査 平日 定

Diagnosis 
心電図検査

判定年月日

医師住所'.(所属先〉

民 名 印

(十六)

政 歴 関 係

海技免状又は小型船 第 号

舶操縦免許証の種類 第 可宮 L

及び番号
第 t号

第 3哩コL 

その他の資絡証明li?

第 号

の五Hl1及び番号
第 号

教育を受けた学校、
年 月 日

部習会、養成所等の 年 月 日

名称及び修了年月日
年 月 日
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I、

(十，ヒ〕

私 用

~IB考

l、船只手帳の大きさは、 iiUO.5clII、1!o¥l5cmとする。

2 表紙は、紺色(外国Aに交付する船員手般にあっては、燈色〉とし、「船員手

印刷の文字を金色で表示する。

3 第三炎は、淡緑色紋彩刷とする。

4 外国人に交付する船員手帳にあっては、 t(~四表中f10年|悶」を f5 年間」と、

flOyearsJを f5 yearsJ とする。

5 第十七表の後に船員手中1~ßI己 s肱心得及び船員手帳受有者の心得を付する。
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記載，ら得

第六表及び第七表〔雇入契約関係〕

l 雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときに、遅滞なく、船長が記載する

こと。だたし、やむを得ない事由により船長が記載できないときは、船舶所有者が記

載すること。

2 11法務欄には、「一等航海土」、「操機手J等と記載しv同一職名の紛舶職員が2名以上

乗り組むときは、その順位 cr首席J、「次席」等〕を付記すること。また、通信士につ

いては、無線電信又は無線電話の別を付記すること。

なお、衛生管理者、救命sl!手、安全担当者、消火作業指揮者若しくは衛生担当者に

選任された者、船舶料理士、航海当直部員又は危険物等取扱責任者については、その

旨(救命艇手のうち限定数命艇手である者については、その旨〕を記載すること。

3 木郊外の地域へ赴く航海に従事する船舶に乗り組む船員については、船名及び服務

〔衛生管理者、救命艇手、安全担当者、消火作業指ji/f者、衛生担当者、船舶料浬土、

航海当直部員及び危険物等取銀fc任者を除く。〕に英訳を付する ζ と。

4 国l際ト γ数証 1.1}又は国際トン数確認古の交付を受けている白木船舶にあっては、総

トン数に国際総トン数を付記すること。

5 年齢18年以上の船員についでは、年齢18年に迷する日捌に斜線を引くこと。

日 船舶所有者又は鶴長に関する事項について変史があったときは、変更前の記載事項

を読み得るように抹消して訂正し、その箇所に変更年月日を付記して押印すること。

7 更新・変更欄には、船名、総トン数、主機の槌飢若しくは出力、航行区域若しくは

従業制限若しくは従業区域、船舶の用途、 l政務又はJ(/~入期間の変更又は照入契約の更

新があったときに記，"注し、押印すること。

8 飯田t~，IIの船員については、その旨 cr妊娠中、何年何月何日申出J、「産後、何年何月

何日出産J等)を備考欄に記il!X;し、押印すること。

9 届出をする以前において船員が下船するため、届出~t:捺して船具手帳をおと示できな

くなる場合には、その1下位!を{1m考1同lに記依すること。

10 附考州には、上記のほか、船員が希望したときは、給料その他の労働条件、Iii，止布

由等を言日l!aし、押印すること固

;n八表〔休日関係〕

l 休日を与えるときに船舶所有者が記，1託すること。

2 船員は、基準労働期間について、休日の付与又は補償休日手当の支払が終了したと

きは、昨認印を押すこと。

第九三提(有給休暇関係〕

1 .有給休暇を与えるときに船舶所有者ーが記放すること。

2 船員は、有給休l騒が終了したときは、確認印を押すこと。

3 付与日数は、付与期間中の労働協約、就業規則等によって定められた休日を除いた

日数を記枕すること。

4 船員が解RVーされ、又は退職した場合に有給休暇の付与にかえて、給料、手当及び食

代を支払ったときは、付与期間J側に付与すべき日数及び支払った金額を記J依するこ

と。

第十表(予備船H勤務関係〉

l 予備船員へ編入し、又は予備船長から解除するときに、船舶所有者が記枕するこ

と。
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2、 記事側には、 ifiil入のときは勤務の紐娯又は内容cr自宅待機J、「出勤待機」、「ぎ淡

員」等〉を、解除のときはその事由cr何丸へ乗船J、「退職」、「解雇J等〕を記載する

こと。

第十一表(船員保険関係)

1 船舶所有者が記載すること。

2 被保険者資格の取得のときは、船員保険記号番号棚、標準報酬欄及び資格取得年月

日11羽に記載すること。

3 標準報酬の変更があったときは、擦準報酬関及び変更年月日欄に記殺すること。

4 被保険者資格の喪失があったときは、資格喪失年月日間に記入すること。

Zn'十二表(失業保険金支給関係〕

求職の申込みを受けたl限設紹介所において記載すること。

第十三表(朱業保険金支給記録)

失業保険金支給官庁において記1肱すること o

m十四表及び第十五表(健康証明 1'.1)
1 船yt法施行規則第57条に規定する医師が記;1肘ること。

2 本郊外の地j戒に赴く航海に従事する船舶に衆り組むru首長については、判定に英訳を

付すること。

治十六表(脱出ー関係〉及び第十七表，c私用)

船J.:.t手帳受有者ーが適'古:記放すること。

合船員手帳受有者の心得

1 船J.'[は、必ず船員手艇をもたなければなりません。

2 船J，.'l手帳は、 )(rl入、 i(J1止などの公認をう付るとき、求峨の申込みをするとき、火祭

の訟定をうけるとき、 fミ栄保険会をうけるときに必要であり、また、品iJJ置や身分のf;'ll

1児になるものですから、大切にして下さい。

3 船J.J.手。1~に JFいである民名、本線〔外国人のときは、国1初、生年月日が変わったと
き、又はまちがっているときには、すぐ、 rJ出方迎l愉j司等の'J;務所jへ行って、訂jEL

| てもらわな付ればなりませんα

4 J;j{:'ii..i手帳がなくなったとき、破れたり余白がなくなったりして使えなくなったとこ¥

写r~がだめに沿ったときには、すぐ [J也方連愉局等の事務所」へ行って、新しい船長i

手帳を交付しでもらうか、写真をはりかえてもらわな吟ればなりません。

5 有効期間を過ぎた船員手帳でも、求J[iliの申込みをするとき、失;恨の認定をうけると

き、失業保険金をうけるときには、使えます。また、股庇のZ正明f二もなりますから、

大切に保存して Fさい。

6 他人の船員手帳を使った者、船員手帳を勝手に1!?きかえた者、船n手帳を破棄した

者、 Þlnl凡手~IJHこ関する必要な手続をしなかった者は、相当の拐をうけます。
7 船員手帳は、船に乗っている問は船長に保管してもらい、 iill扮ミら下りるときに返L
てもらって Fさい。

8 )直入契約の成立等の届出、船員保険などについてわからないことがあれば、fJ也Jj
迎愉局等のが務所」できいて下さい。

9 r地方迎愉j高等の'Ji:務所」というのは、地方運輸局、迎愉監理部、迎愉支局、海事

事務所、船員に[刻する事務を扱うこととされている市町村役場のことです。
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第十六号の二世式(鈎三十九糸関係) (日本工栄焼絡A列4需)

(一〕

日 船員手帳記載事項証明中詩22

年 月 日

地方運輸局長 m 

逆輸監理部長眠

申請者氏名 固

現住所

別紙の船員手帳記載事項について証明を受けたいので、船員法施行規則第39

条の規定により申請します。

記

l 証明を受けようとする事項の記放されている船員手帳の番号及び交付年月

臼

2 証明JFの通数 通

3 証明川の用途
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〔二〉

船員手帳記載事項証明書

氏 名 年 月 日生

本 籍

船員手帳の番号及び交付年月日

区別 年月日 船 名 総トン数
主機の種類

航又行は従区業域
用船途舶の l服務

及び出力 制従業限及び
区域

キロワット

キロワット

キロワット

キロワット

記，1究心f寄
l 記l依事項が多いときは、迎立二業以上にわたって記』依することができる。

2 証明を受けようとする司HI~について、日付制に記松すること。
3 区別11.YJには、J(lf入〔就航)、 1m止(退峨)又は変更の別を記，1止すること。

" 

4 船名、総ト γ数、主峨の都知若しくは出力、航行区域若しくは従業制限若しく

は従p?と区域、船舶の用途又は職務に変Æがあるときは、必ず、該当~I自に変更後の

事項を記;1正し、変更にならない事項の仰に斜線を引くこと。

5 I!r¥Jl: (退職〕の記I肱をす石ときは、船名{問、、総ト Y数側、主機のI~l混及び出力

側、航行区域又は従梁制限及び従業区域側、船舶の用途11副及び服務{聞は、斜線を

号|くこと。

6 国際ト γ数証書又は国際トン数隊認llfの交付を受けている日本船舶にあって

は、総トン数lこ悶|際総トン数を付記するとと。

7 氏名を記松L、押印することに代えて、者名することができる。
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第十六号の三書式(第四十二京関係)

山
田
ヤ
ι

ii事

民 名|

百十 船 町故
報 回目 額 j空 除 額 現 家 支 領

実E 租税
金 族 払

給 割増 その他 メ凶弘、 立 合 支 j民
期 保船険員料 替 絵

渡 月

間 名 務 がr 手当 の報酬 計 その他 金 計 額 額 日 cp 

、

払支国11報

記載，む得

1 給料は、歩合制によるときは、船員法第58条第 1項の雇入契約に定める一定額を記載すること。

2 領収印は、とれを得られないときは、受領需をもって代えることができる。



第→六号の三の二書式(第四十二条の九の二関係) (日本ヱ業規格A列4-ili')

地方運愉局長 口凡

運輸監理部長胤

時間外労働協定届出者

船舶所有者の住所
及び氏名又は名称

主たる船良の労務
管理の事務を行う
事務所の所在地及
び名称

年月日

時間外労働に関する協定を締結したので、船員法第64条の 2の規定により、別

紙協定Jlを添え、届け出まず。

記

I 使用する船員数 人

2 労働組合加入者数等 人

3 労i!lVJ;iu合の名称等

記載Jl.，':t号

l 労働組合加入者数等は、当該協定を締結した労働組合の加入者数文は船只の過

半数で組織する労働組合がない場合において当該協定を締結した者が代表する船

員の放を記枚すること。

2 労働市1合の名祢4器は、当該協定を締結した労1H組合の名称又は船員の過半数で

組織する労働組合がない場合において船員の過半数を代表する者の氏名及び住所

技びにJill1.1:¥ J:d去を高山仇するとと。

…157-



第十六号の白書式(第四十三条の十関係) (日本工業規格A列4番〕

地方運輸局長
運輸監理部長

般

補償休日労働協定届出書

船舶所有者の住所
及び氏名又は名祢

主たる船員の労務
管理の事務を行う
事務所の所在地及
び名称

年月日

補償休日の労働に関する協定を締結したので、船員法第65条の規定により、別

紙協定引を添え、届け出ます。

1 使用する船t-.l数

2 労働組合加入者数等

3 労働組合の名称等

記;依I()得

言己

人

人

l 労働組合加入者数等は、当該協定を締結した労働組合の加入者数又は船員の過

半数で組織する労働組合がない場合において当該協定を締結した者が代表する船

員の数を記1践するとと。

2 労働組合の名称等は、当該協定を締結した労働組合の名称又は船員の過半数で

組織する労働組合がない場合において船員の過半数を代表する者の氏名及び住所

並びに選出方法を記枕すること。
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ー
自
由
戸

F弓

氏 名 |韮準労働期間l
基働の準期起労

乗組み関係 船舶に乗内り組んで
いる期休間 に付与 船舶に乗0組んでい 陸上休 日 、補償休日手当 補償休日の労働

日及算問び 船期職 しTこ日 付る与期間以外きにおいて
すベ補償休日 備考

末日 日 の日数 日 日 '!tー 日
年月 日 年月 日 支弘金額 領 年月 日

名 間 務 数 数 数 日日 数

自

歪

与付日休

第十六号の五達式(第四十五条の二関係〕

記載心得

l 船舶に乗り組ゐでいる期間以外において付与すべき補償休日の日数は、基準労働期間ごとの合計も併わせ記入すること。

2 補償休日の付与の延期があったときは、備考欄に記殺すること。

3 補償休日手当のー領印は、受領~iEをもって代えることができる。

J 



第十六号の穴書式(第四十入条関係)(日本工業規格A列3番〕

E午 可 申 話 書

十メマー 月 日

運地方輸監運理輸局部長長 殿

申員IJ者氏名

下記の船舶について船員法第71粂第 l項第 3号の許可を受けすこいので、船員法

施行規則自~48条の規定により申請します。

船舶所有者の氏名又は名称

船舶所有者の休所

出t 紛 の 名 称

用 途

総 ト :メ 数

品t λ刊ー 区 1戒

就航航路又は作業海域

l臨 務 E当 数
職務別乗組員数

許可を受けようとする市由

許可を受付ょうとする期間

記勘心得

l 用途jl!，)には、「はしけJ、「水先船J、「給水船J、「給i由船J、「ひき船」等の別を記

』除すること。

2 就航航路又は作業海域j聞には、 rm:京港一千葉港J、「瀬戸内海j等と記放するこ

と。

3 職務側には、「一等航海士J、「探機手J等と記載ヂること。
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第十七号書式(第六十七条関係) (日本工業規格A列4番〕

年月日

殿

住所

氏名印

j宣族のときは続柄

国土交通大臣

t
F由
F
I

災害補償審査(仲裁〕坤諸君

氏 名 生年丹日 司三 月 日

勝
標準報酬月額

船員手帳番号 第 号 務

船 名 丸 住所
船舶所有者

災害発生の年月日 年 月 日 氏は名名又称

住所
災害発生の場所 お長

氏名

住所

災害の原因、状態及
関係者 医師

氏名

び処置の状況 住所
その!也

氏名

審請 求査の(仲理裁〕由

記載Jむ得

との申請が、審査又は仲裁のいずれかの申請であるときは、不用の文字は抹消すること。

災害に対する原因、状態等は、明瞭にこれを記し、それ陀対し審査、仲裁申誇の要点をはっきり記放すること。、

1 

2 



〆

第十八号書式(第七 l二条関係) 〔縦5.5咽検8、5叩)

(一)

船員労務官証明書

写 Identification Card of Mariners' Labor lnspector 

第 号 年 月 日交付

No. Issued Qn: 
真

船員労務i 官民 l名
Mariners' Labor In~pector Name 

国土交通省印

国土交通省
Ministry 01 Land，Inlrastructure and Transport ]apan 

〔二〕

船J.l法(抄)
第107条船J.l労務官は、必型Jがあると認めるときは、船舶所有者、船Hその他の関係者に出

町iを命じ、帳簿円以を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の，1，:'1':場に立ち入
札幌飾，'f烈そ白他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船1¥そ白f血の凶係者に質問をヂ

ることができる。

船H労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることが

できる。

前2項の場合には、船只労務官は、その身分を示す証明Jiを蛾惜し、関係者に挺示しなけ

ればならないロ

tr~ 1項又は第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪脱査りために認められたものと解

釈してはならない。

第108条 船n労務官は、この法律、労働基準法及びこの法律に基づいて発する命令の違反の

¥f¥lについて、刑事訴訟法に規定する司法腎察nの職務を行う。

第108条の2 船良労務官は、第101条第 2項に規定する場合において、船舶の航海の安全を碓

保するため緊急の必契があると認めるときは、問項に規定する閤土交通大臣のt1l1限を即時に
行うことができる。

第133条次の各号のいずれかに該当する者は、 30万円以下町罰金に処する。

土首1107条第1事jO)規定による出ii>iの命令に応ぜず、帳簿，1}額を提出せず、若しくは虚偽の

記，fitをした仮簿MJjを提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の!Nt述をL
t，者

し一一一一戸一
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第十九号占式(第七十三条関係) (日本工業規格A列3香)

事案松浪儒告'.'

J il! 1nE位~，í延

辺1:;弘巾必長
段

~fi 11 B1Jt出E?の宮町引にLAJ
融L 事7

立3Ult石lJ<!

ト一一一寸→

、v

官以りの血両~版「ト{内!木白目1 

合計

i血

~~r 

" 

日〕
(2) 'f随柏tlt~ 

r31 .11:1，，'lu仙 11'Itf川明.. ，山々、 ICJtII I~ 

141 !f.齢別附Ij!'t ;.1 H 信 :1'!~W II:IIII~

n-:.i 

~S) ，Ij!~佐~1!OJ'J.'，j信州 li:lil !Ã!õfJ 含({山1m

同布市，<分
可l~l:.t.\I~.1可品目

藍
'" ."j;"，~\\;;の机氾

辰謹
" 町 t，~や男f 陥可C) 'fH任及び~，医者.

'91 ~I 間外':;íJ!~r白川Lの li.\立及びHíl!鉛n:~

雪。 抽出杯nヲ';!I'ド定の有主言及び討匁附民民

」
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記載，心得

1 船員法の適用を受ける船舶並びにこれに乗り組む船員及びこれに来り組むため雇用

されている予備船員の10月1日現在における状況を記i践し、 10月末日までに提出する

こと。

2 経営形態ff1uには、「個人J、「株式会社J、「協同組合」等の別を記載すること。

3 加盟船舶所有者団体の名称欄には、「外航労務部会」、「内労協」、「一洋会ム「会内

航」、「大型力}フェリー」の別を記載すること。また、船舶所有者団体には加盟して

いないものの、他の船舶所有者団体と労働組合が締結した労働協約を準用している場

合は、「盟外Jと記載するとともに( )書きでその船舶所有者団体の名称を記載す

ること。

4 雇用船Il数(予備船員数を除く。)及び所属船舶の状況には、当該事務所に属する

船舶の状況について記載すること。

イ 巡航jr~滋 lïi'l には、「外航船」、「内航船J、「漁官官J、「その他」の別を記載するこ

と。

ロ fI]:，到 iには、「旅客船」、「貨物船J、「油送給」、「鉱石専用船」、「ひき船」、「漁

1ll:1J ~~の別Ci.~塩船にあっては、従事する ì.fu~~の稜類(例えば、「まぐろはえなわJ、

「かつお一本づり」、「突機」等)を含む。)を記帳すること。

ハ 主な就航航路又は操業区j域開には、「函館一111森」、「北海道一京浜J、「瀬戸内

i刷、「京支那海」等と記1&すること。

ニ ~"組紛l-l数1J:iù には、 10月 I 日現在の乗組船n数を記載すること。

ホ 10月1日現在稼働していない船舶については、「係船」、「修ffif(f-J、「ぎ装」等その

状態を備考仰に記載すること。

へ 他から借り入れた船舶、船員の共同雇用を行っている船舶~~については、その旨

を、 fifi1考仰に記載すること。
5 非吊IJ目船員とは、船舶所有名ーである乗組船主L及び労働の対{日として給料そのf也の級

酬を受けない飛車問nnをいう。

6 労働組合の|λ況には、庭用船nの加入している労働組合が2以上あるときは、それ

ぞれについて、名称、加入者数及び労働協約の有無を記紋すること。
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第二十号書式(第七十三条関係)(日本工美規格A列 4番〕

災害疾病発生状況報告書( 年4月1日から 年3月31日まで)[①災害・疾病]

地方運輸局長田
辺焔監理部長眠

主たる船員の労務管理を行う事務所

所在地 ('l~話)

名称

担当者氏名

発生
年月日

②船舶の
用途

年月日
船 ilの
年齢

jtトン数

2) 災?;発生時の作~~

⑤十一一一-一ー一一一一

伐

トソ

船舶所

住所(所在地)

氏名(名称)

常時使用する船ii数

性
IJ I別坐ぺ

，~;j(jb病
:r; 

年 月 日提出

有者(本 社)

(屯話)

|酬|日本人側人|:

i@慨員数 人|

3)災害発生J)嬰附(1気乍、取引 E船(11'1・liiiJ)j設陥、 lu仰せ 111作業行動、船内における

て[戸時中)

ん

末14)発生した幻;の内容

5)災害を防止するために"持じた措置又は誹じようとする措陸

@{j:j'i日数| 日出削 |@下船退職
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記載，心得

1 前年4月 1日から当年3月31日までに、船舶内及び船内作業に関連して船舶と密接

した場所で発生した災害・疾病のためよ発生当日を含めて 3自以上休業した船員(死

亡し又は行方不明となった者を含む。〕について記放し、 ι月末日までに提出するこ

と。

2 災害と疾病の別に区分し、それぞれ別莱に記;sQ;すること また、(①災害・疾病〉欄

は、記載した災害又は疾病のうちいずれか該当するものをOで臨むこと。

3 ②の捌には、旅客船、貨物船、油送船、鉱石専用船、ひき船、漁船等の別(漁船に

あっては、従事する漁栄の種類(例えば、まぐろはえなわ、かつお一本ふづり、突t1，
等〉を含む。〉を記載すること。

4 ③のJ世lには、頭部裂似、半身火[話、虫垂炎、流感字と記税し、仮病名が不明1(11ftな場

合は、下痢、腹痛等主な症状を~G~~すること

5 ④のjJ:，~には、てん末の側の 2) 災~，r: 96~=.1I寺の('f' :r，にf.:'Jf.していた人数を記依するこ

匂と。

5 ⑤の仰には、次のイからハまでの規定に従ってfio.t[iI(すること e ただし、疾病の原因

については、それが明白な場合をl徐き、 ;d1依することを要しない。

イ 2)には、主li¥!:lil1昔、タレ ン世'~Wè操作、法天準備、 Nl立制号、凱t~if物の冷凍処J)!l

~if.の>>~;'/.f先生時に船員が従ιjfLていよ工作於の113様について記載し、作設に従事して

いなかった場合は、 r('F捻H叩119卜JとdrJ11，.:すること。

ロ 3)の 1;から閉までは、災i':ff{VfニのQg闘となったもの令てについて記放すると

と。また、 1 ;から 111'1'でのすi引に、どのような司、1;令文は有得な状態があったのか

~Hmvこ記:依すること。

ハ 3) IIIの rfノl'袋行動」は、船只の勤作、{ノ'1'y. F111(j、政びに防止，迩具、命綱、安全ベ

ノiト、作業m救命衣及び1'1三倍去のNiH]その他の('I'Yのすご純に係る行動V;，")，、て記，Ii.¥:
し、「れ沼環境Jは、船内作業の説的、機械、 m::.J-!:、川上主等のfE凶i及び佐とんの状態

;](，びに換気、採光、照明、市w芝、 illÌJi 向、品t励その他の作iy~njf9rにおける以岐につい

てruJI.!主ずるこ左。

7 ③の1WH'日士、災'出， jjミ病のため職Jiを従事することができなかった日数{治生当日

を合む。なお、 fh依中であって~，白\Jのぷ甘JrV より凡込日数がI>>'} らかなj1~令はその日数

」ごする。うをfl"(l，i脱すること。ただじ、死亡又はね )j不明の場合は記故することを裂しな

し、。

8 ⑦の州には、終的のなおった後に 70'J~にítめる陥告がイf するときはその机!波及び

訴号を、平fしないときはその旨を11己岐し、先ピ(即死のみならず、傷病が版図で死亡

したおを含む。〕又は行方不明]の場合はそのT?を必依すること。ただし、提出11，¥にf持病
がなおっていないときであって、降答の型~I[iJ~切らかでないJ-M合は、本側に記"1/主する

ことを認しない。この場合において、 [f，'~~Jfのヰ~llEがゆl らかになったときは、 .1t百l?なく

別にそのF7を報告すること。(川式は11:必;とつ全る。〕

9 ③の捌には、 ji，i主主のため下船した)/1合陪「下船Jと、(1，;病がなおる以前に退l服した

場合は「i邑臓」と、治出のため外国で下船し、又は入院した場合はその地名及びその

旨を記放すること。

第二十一号;/1式削除
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7 船員労働安全衛生続問(昭和39年運輸省令第S3母)(抄)

第 1章総則

(趣旨)

第 1条 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し、船舶所有者のと

るべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項は、他の法令に定める

もののほか、この省令の定めるとこるによる。

(船長による統括管理)

第 1条の 2 船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項に関し船長

に統括管理させ、かつ、安全担当者、消火作業指揮者、衛生担当者その他の関

係者の聞の調整を行わ'せなければならない。

(安全担当者の選任)

第 2条 船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行なうために、船

長の意見を 1きいて、甲板部、機関部、無線部、事務部その他の各部について当

該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を選任しなければならない。

2 船舶所有者は、船内における各部の構成上やむを得ない場合においては、 1

の部の安全担当者を他の部の安全担当者に兼任させることができる。ただし、

もっぱら漁獲ー物を冷凍し、若しくは加工する作業又はサルベージ、ケーフツレ布

設若しくはしゅんせつの作業を行なう海員が 20名をこえる部における安全担

当者については、この限りでない。

(安全担当者の資格)

第 3条 安全担当者は、当該部の業務に 2年以上従事した経験を有する者であっ

て、当該部の業務に精通するものでなければならない。ただし、他の部の安全

担当者を兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。

2 前項の規定によるほか、引火性液体類(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和

3 2年運輸省令第 30号)第2条第 1号に掲げる引火性液体類をいう。)又は

引火性若しくは燥発性の蒸気を発する物質(以下「引火性液体類等Jとしづロ)

を常時運送する船舶の甲板部の安全担当者は、次に掲げる要件のいずれかに該

当する者でなければならない。

一 第 77条及び第 78条の規定により国土交通大臣の笠録を受けた講習(以

下「登録安全担当者誹習」としづ。)の課程を修了した者であること。

二 1 978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

(以下「条約」としづ。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有

害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書を受有しており、かっ、

船員法(昭和 22年法律第 100号。以下「法」という。)、船舶職員及び

小型船舶操縦者法(昭和 26年法律第 149号)、海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律(昭和45年法律第 136号)及び船舶安全法(昭和 8

年法律第 11号)並びにこれらに基づく命令についての誹習の課程を修了し

た者であること。

(安全担当者の選任の特例)

第4条 船舶所有者は、海員が常時 20人以下である漁船又は漁船以外の海員が
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常時 10人以下である船舶については、船長を安全担当者に選任することがで

きる。この場合において、前条第2項に規定する船舶の船長にあっては、同項

に規定する講習の課程を修了した者モ、なければならない。

2 前項の規定により、船長を安全担当者に選任する場合は、前2条の規定は、

適用しない。

(安全担当者の業務)

第5条 船舶所有者は、次に掲げる事項を、安全担当者に行わせなければならな

し、。

一 作業設備及び作業用具の点検及び整備に関すること o

二 安全装置、検知器具、消火器具、保護具その他危害防止のための設備及び

用具の点検及び整備に関すること。

三 作業を行う際に危険な又は有害な状態が発生した揚合又は発生するおそれ

のある場合の適当な応急措置又は防止措置に関すること o

四 発生した災害の原因の調査に関すること。

五作業の安全に関する教育及び訓練に関すること。

六 安全管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

(改善意見の申出等)

第 6条 安全担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、作業設備、作業方

法等について安全管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合に

おいて、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すこと

ができる。

2 船舶所有者は、前項の申出があった場合は、その意見を尊重Lなければなら

ない。

(消火作業指揮者の選任)

第 6条の 2 船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、

船長の意見を聴いて、次のいずれかに適合する安全担当者の中から、消火作業

指揮者を選任しなければならない。ただし、総トン数20トン未満の船舶(以

下「小型船」としづ。)については、この限りでない。

一 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第 1項第 1号から第4号までに掲げ

る海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)

に係る海技免許を受けていること。

二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第 1項の承認を受けていること。

三 船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第 1第 3号に規定する消火講習であっ

て同法第4条第2項に規定する登録海技免許講習実施機関が実施するものの

課手呈を{r5了していること。

(消火作業指揮者の業務)

第6条の 3 船舶所有者は、次に掲げる事項を、消火作業指揮者に行わせなけれ

ばならない。

消火設備及び消火器具の点検及び整備に関すること。

一 火災が発生した場合の消火作業の指揮に関すること。
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一 発生した火災の原因の調査に関すること。

四 火災の予防に関する教育並びに消火作業に関する教育及び訓練に関するこ

と。

(改善意見の申出等)

第 6条の4 消火作業指揮者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、消火設備、

消火作業に慣する訓練等について火災予防及び消火作業に関する改善意見を申

し出ることができる。この場合においで、船長は、必要と認めるときは、当該

改善意見に自らの意見を付すことができる。

2 船舶所有者は、前項の申出があった場合は、この意見を尊重しなければなら

ない。

(衛生担当者の選任)

第 7条 船舶所有者は、船内においてこの省令に定める事項を行うために、船長

の意見を聴いて、次のいずれかの要件に適合する海員の中から(ィ、型船にあっ

ては、船内の衛生管理に関する知識を有する海員の中から)、衛生担当者を選

任しなければならない。ただし、法第 82条の規定により医師が来り組んでい

る場合又は法第 82条の 2第 1項の規定により衛生管理者が選任されている場

合は、この限りでない。

一 第 6条の 2第 1号又は第 2号に掲げる要件

二 船舶職員及び小型船舶操縦者法則j表第 1第3号に規定する救命説習又は機

関救命ß1J~: 習で、あって同法第4 条第 2項に規定する登録海技免許諮習実施機関

が実施するものの課程を修了していること。

2 第4条第 1項の規定ば、衛生担当者の選任について、準用する。

(符?生担当者の業務)

第 8条 船舶所有者は、次に掲げる事項(小型船にあっては、第4号に掲げる事

項を除く。)を、衛生担当者に行わせなければならない。

一 居住環境衛生の保持に関すること。

二 食料及び用水の衛生の保持に関すること。

三 医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の点検及び整備に関する

こと。

四 負傷又は疾病が発生した場合における適当な救急措置に関すること。

五 発生した負傷又は疾病の原因の調査に関すること。

六 衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。

(改善意見の申出等)

第 9条 衛生担当者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、衛生設備、居住環

境等について衛生管理に関する改善意見を申し出ることができる。この場合に

おいて、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すこと

ができる。

2 船舶所有者は、前項の申出があった場合は、その意見を尊重しなければなら

ない。

(補助者)
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第 10条 安全担当者、消火作業指揮者又は衛生担当者は、必要と認めるときは、

】その補助者を指名することができる。

(安全衛生に関する教育及び訓練)

第 11条 船舶所有者は、次に掲げる事項について、船員に教育を施さなければ

ならない。

船内の安全及び衛生に関する基礎的事項

一 船内の危険な又は有害な作業についての作業方法

一 保護具、命綱、宣言全ベノレト及び作業用救命衣の使用方法

四 船内の安全及び衛生に関する規定を定めた場合は、当該規定の内容

五 乗り組む船舶の設備及び作業に関する具体的事項

2 液体化学薬品タンカー(船員法施行規則(昭和 22年運輸省令第23号。以

下「施行規則」という。)第 77条の 3に規定する液体化学薬品タンカーをい

うo 以下同じ。)又は液化ガスタンカー(施行規則第 77条の 3に規定オる液

化ガスタンカーをいう。以下同じ。)の船舶所有者は、当該船舶の船員に、貨

物の取扱方法、保護具の使用方法並びに貨物の漏えい、流出及び火災その他の

非常の際における措置に関ナる訓練を実施しなければならない。

(船員の意見を聴くための措置)

第 12条 船舶所有者は、船内における安全及び衛生に関する事項について、船

員の意見を聴、くため、船内において、適当な措置を講じなければならない。

2 船舶所有者は、船内において安全又は衛生に関する委員会を設けた場合は、

船長をその委員長とし、かつ、船員の選んだ委員を参加させなければならない。

(記録の作成及び保存)

第 13条 船舶所有者は、次に掲げる事項について、その都度記録を作成し、こ

れを 3年間主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に保存しなければならな

し、。

一 第 11条の規定により行った教育及び訓練に関する事項

二 安全担当者、消火作業指揮者、医師、衛生管理者又は衛生担当者から改善

の申出があった事項

三前条の規定により，講じた措置

四 発生した火災その他の災害並びに負傷及ひe疾病(船員電離放射線障害防止

規則(昭和4.8年運輸省令第 32号)の規定により記録しなければならない

ものを除く。)に関する事項

五 第 40条の 2の規定による飲用水に係る検査、改善措置又は洗浄

六 その他安全又は衛生に関して講じた重要な改善の措置

(規定の作成)

第 14条 船舶所有者は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を

管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が、火災その他の

災害又は負傷若しくは疾病を防止するため特に必要があると認めて安全管理、

火災予防及び消火作業又は衛生管理に必要な規定の作成を命じた場合は、これ

を作成しなければならない。
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第 15条削除

(船員の遵守事項)

第 16条船員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 第 24条に定める防火標識又は禁止標識のある箇所における当該標識に表

示された禁止行為

二 第46条から第48条まで又は第 69条第 1項の規定により禁止された火

気の使用又は喫煙

2 船員は、第47条第2項、第48条から第 51条第 1項まで、第 53条から

第 65条第 1項まで、第 66条第 1項、〉第 67条、第 68条第 1項、第 69条

第 1項又は第 71条第 2項から第 73条までに規定する作業において保護具の

使用を命ぜられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

3 船員は、第 51条第 1項、第 52条第 1項、第 57条第 1項、第 66条第 1

項又は第 68条第1項に規定する作業において命綱、安全ベノレト又は作業用救

命衣の使用を命ぜられたときは、当該命綱、安全ベルト又は作業用救命衣を使

用しなければならない。

一第 2章 安全基準及び衛生基準等

第 1節安全基準

(作業環境の盤備等)

第 17条 船舶所有者は、船内作業の設備、機械、器具、用具等を整備し、かつ、

整とんするとともに、船内における作業環境を常に良好な状態におくよう努め

なければならない。

(接触等からの防護)

第 18条 船舶所有者は、機械又は動力伝道装置の回転軸、歯車、はずみ車、調

主主その他の運動部分で通常の作業の際に接触するおそれのあるものには、固い、

手すり、おおい又は踏切橋を設けなければならない。

2 船舶所有者は、掃除、注油、修理その他の作業を行なう場合であって、墜落、

転倒等により前項の運動部分に接触するおそれのあるときは、安全な足場を設

けなければならない。

3 船舶所有者は、蒸気、熱湯その他の高温の気体又は液体が通る管で通常の作

業の際に接触するおそれのあるものは、その部分を被覆しなければならない。

(通行の安全)

第 19条 船舶所有者は、船外との通行は、げん梯又は手すり及び踏みさんを施

した幅40センチメートル以上の歩み板によらせなければならない。ただし、

やむを得ない理由により、げん梯又は歩み板を用いることができない場合であ

って、通行の安全を確保するために必要な措置を詳じているときは、この限り

でない。

2 船舶所有者は、夜間における船外との通行の安全を確保するために必要な照

明を施さなければならない。

3 船舶所有者は、積荷、漁具等を甲板上に積載する場合は、できる限り、げん
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{目リカ冶ら離れた場所に通路を確保しておかなければならない。ただし、やむを得

ない理由により、積荷、漁具等の上を通行の用に供する場合は、その上面を歩

行に適するよう平らにし、かつ、その両側に、 30センチメートル以内の間隔

に配した横棒を備える高さ 1・22メートノレ以上の保護柵又はとれに相当する

保護索を設けなければならない。

(器具等の整とん)

第 20条 船舶所有者は、落下、転倒、接触等により危害を及ぼすおそれのある

刃物、工作用具等の器具又は用具及び予備部品を固定させ、被覆し、又は収納

箱に入れておかなけれ'ばならない。

(密閉区画からの脱出装置等j

第 21条 船舶所有者は、凍結室、冷凍庫その他の密閉された区画であって船員

が通常その中で作業するものには、内部から操作できる開扉装置又は呼鈴その

他の信号装置を設けなければならない。

(燃え易い廃雫物の処理)

第 22条 船舶所有者は、油の浸みた布ぎれ、木くずその他の著しく燃え易い廃

棄物は、防火性のふた付きの容器に収める等これを安全に処理しなければなら

ない。

(液化石油ガスの取扱し、)

第 22条の 2 船舶所有者は、液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取

引の適正化に関する法律(昭和 42年法律第 149号)第 2条第 1項に規定す

る液化石油ガ1スをしづ o 次項において同じ。)を燃料として調理作業等を行わ

せる場合は、調理作業等の場所を十分に換気するとともに、当該場所を無人の

状態にしない等危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 船舶所有者は、液化石油ガスのボンベを切り換え、又は取り換える作業を行

わせる場合は、作業を開始する前に、安全性を確認するとともに、作業を開始

する旨を船員に周知させなければならない。

(管系等の表示)

第 23条 船舶所有者は、船内の管系及び電路の系統の種別を告示で定める識別

標準により表示しなければならない。

(安全標識等)

第 24条 船舶所有者は、危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則J第2条第 1号

に掲げる危険物(常用危険物(同条第 2号に掲げる常用危険物をいう。以下向

じ。)を除く 0)及び同条第 1号の 2に掲げるばら積み液体危険物をいう。以

下同じ~)又は国土交通大臣の指定する常用危険物を積載する場所の見やすい

箇所に、日本工業規格Z9104 r安全標識J(以下「安全標識」という。)

に定める防火標識、禁止標識又は危険標識を施さなければならない。この場合

において、火薬庫については、安全標識に定める第 3種標識によらなければな

らない。

2 船舶所有者は、前項のほか、消火器具置場、墜落の危険のある関口、高圧電

路のろ出筒所、担架置場等船内の必要な箇所に、安全標識に定める防火標識、
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禁止標識、危険標識、注意標識、救護標識又は用心標識を適宜施すよう努めな

ければならない。

3 船舶所有者は、前 2項の箇所のうち必要と認めるもの及び次に掲げる箇所に、

夜光塗料を用いて方向標識又は指示標識を施さなければならない。ただし、非

常照明装置が設けられている箇所については、夜光塗料を用いなくてもよい。

ー 非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口

二消火器具置場

(油に関する文書の備置き)

第 24条の 2 船舶所有者は、油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

第 3条第 2号に掲げる油，をいう。)を運送する場合にあっては、当該油に関し

次に掲げる事項が記載された文書を船内に備え置かなければならない。

一名称

二 荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあっては、その者)の

氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号

一 危険性又は有害性の要約

四 成分及ひ、その含有量

五物理的及び化学的性質

六安定性及び反応性

七人体に及ぼす作用

八取扱い上の注意

九 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急のI昔置
十適用される法令

十ー その他参考となる事項

(照明)

第 25条 船舶所有者は、作業を行なわせる場合は、作業の安全を碓保するのじ

十分な照明を施さなければならない。

(床面等の安全〉

第 26条 船舶所有者は、作業場所及び通路の床面をつまづき、すベり、踏み抜

き等のおそれのないよう必要な措置を講じなければならない。

2 船舶所有者は、作業場所、通路又は昇降設備における突出部分で作業又は通

行の際に接触し、又は衝突して危害を生ずるおそれのあるものを被疲する等適

当な措置を講じなければならない。

(足場等の安全)

第 27条 船舶所有者は、足場及び歩み板は、著しく損傷、変形又は腐しょくし

ていない材料を用い、使用の目的に応じた丈夫な構造としなければならない。

(海中転落の防止)

第 27条の 2 船舶所有者は、海中に転落するおそれのある場所においては、著

しく作業の妨げとなる場合を除き、保護柵を使用させる等適当な措置を講じな

ければならない。

(経験又は技能を要する危険作業)
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第 28条 船舶所有者は、次に掲げる作業は、当該作業を所掌する部の業務に 6

月以上従事した経験を有する者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の規

定により当該作業を所掌する部の海技免許を受けた者、同法第 23条第 1項の

規定により当該作業を所掌する部の船舶職員(同法第2条第2項に規定する船

舶職員をいう。)になることについての承認を受げている者若しくは国止交通

大庄が当該作業について認定した資格を有する者でなければ、これを行わせて

はならない。ただし当該作業の熟練者の指揮の下に作業を行わせる場合は当該

作業を所掌する部の業務に 3月以上従事した経験を有する者に当該作業を行わ

せることができる。

一 揚びょう機、ラインホーラ一、ネッドホーラーその他のびょう鎖、索具、

糖、具等を海中に送入し、若しくは巻き上げる機械を操作し、又はこれらの機

械により海中に送入若しくは巻上げ中のびょう鎖、索具、漁具等の走行を入

力で調整する作業

二 クレーン、ワインチ、デリックその他の重量物を移動する機械又は装置を

操作する作業

三 フォークリフトの運転の作業

四 運転中の機械又は動力伝導装置の運動している部分の注油、掃除、修理若

しくは検査又は運動している調帯の掛換えの作業

ー五切削又はせん孔用の工作機械を使用する作業

六推進機関用の重油専焼繕に点火オる作業

七 揚貨装置又は陸上のクレーン若しくはデリックの玉掛け作業

人 はい(積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の

集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業

九 刃物を用いて鯨体を解体する作業

十 床面から 2メートル以上の高所であって、墜落のおそれのある場所におけ

る作業

十一 げん外に身体の重心を移して行う作業

十二 危険物の状態、酸素の量又は人体に有害な気体を検知する作J業

十三 石炭、鉄鉱石、穀物、石油その他の船倉内の酸素の欠乏の原因となる性

質を有する物質をばら積みで運送する船舶において、これらの物質を積載

している船倉内で行う作業

十四 電気工事作業(感電のおそれのあるものに限る。)

十五 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

十六 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスを製造する作業

2 前項の規定にかかわらず、前項第3号、第 6号、第7号、第 12号又は第

1 3号に掲げる作業についでは、国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登

録危険作業講習j という 0) の課程を修了した者に当該作業を行わせることが

できる。

3 船舶所有者は、ヘルメット式潜水器、マスク式潜水器その他の潜水器を用い

かつ、空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンべからの給気を受け
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て水深 10メードル以上の場所において行う作業は、高気圧作業安全衛生規則

(昭和 47年労働省令第 40号)第 52条の規定による潜水土の免許を受けた

者でなければ、これを行わせてはならない。

第 2節衛生基準

(船内衛生の保持)

第 29条 船舶所有者は、船内の居住場所及び作業場所を清潔に保ち、気積、換

気、採光、照明、温度、騒音、振動等の環境条件を衛生上良好な状態におくと

ともに、船員に十分な休養を与える等船員の健康の保持を図るよう努めなけれ

ばならない。

(就業を禁止する船員)

第 30条 船舶所有者は、精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たって

必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない船員と医師が認め

るものを作業に従事させてはならない。

2 船舶所有者は、施行規則第 2号表第 3号に掲げる疾病であって医師が船内

労働に適さないと認めるものにかかった船員を作業に従事させてはならない。

(医師の診断)

第 31条 船舶所有者は、法第81条第3項各号に掲げる船員に該当する疑いの

ある船員については、遅滞なく医師の診断を受けさせなければならない。

2 医師は、前項の診断を受けたj船員が前条第 1項に規定する船員に該当するか

どラかを判断する場合においては、当該船員の障害の程度、経歴及び服務を考

慮するものとする。

(特殊な作業に従事する船員に対する健康検査)

第 32条 船舶所有者は、次の各号に掲げる船員については、当該各号に定める

事項について、施行規則第 55条の規定による検査の際及びその 6月後に、法

第 83条の国土交通大臣の指定す;;j医師(以下「指定医師」という。)により

検査を受けさせなければならない。ただし、検査を受けさせるべき時期に当該

船員の乗り組んでいる船舶が航海中である場合は、当該航海の終了後遅滞なく

受けさせればよい。

一 国土交通大臣の指定する衛生上有害な物を常時運送する船舶に来り組んで

いる者 当該有害物の人体に与える障害の認知に必要な胸部エックス線直接

撮影検査又はミラーカ〆ラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査、尿検

査、血液検査、神経系検査その他の臨床医学的検査

二 専ら石炭をたく作業に従事している者 当該作業の人体に与える障害の認

知に必要な胸部エックス線直接服影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部

エックス線間接撮影検査その他の臨床医学的検査

三専ら潜水作業に従事している者施行規則第 55条第 1項第 1号から第4

号までに掲げる検査(指定医師が必要でないと認めたものを除く。)

2 船舶所有者は、前項第 1号の船員について雇入契約が終了する場合又は雇入

契約を解除する場合で、あって当該船員が当該雇入契約の終了又は解除のとき
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(以下この項において「下船の時Jという。)より前 6月以内に同号の検査を

受けていないときは、当該船員に同号の検査を受けさせなければならない。た

だし、胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エック

ス線間接撮影検査については、下船の時より前 6月以内に当該船員が施行規則

第 55条の規定による検査の際に受けている場合は、これを省略するものとす

る。

3 船舶所有者は、前 2項の検査の結果、当該船舶に乗り組み、又は当該作業に

従事することが不適当であると判定された船員を、引き続き当該船舶に乗り組

ませ、又は当該作業に従事させてはならない。

4 第 1項及び第2項の検査に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所

有者の負担とする。

(通風及び換気)

第 33条 船舶所有者は、機関室、調理室等高温又は多湿の状態にある船内の作

業場には、通風、換気等温湿度調節のための適当な措置を講じなければならな

し、。

(ねずみ族及び虫類の駆除)

第 34条 船舶所有者は、居住設備、衛生設備その他ねずみ族又は虫類のひそみ

やすい場所については、毎年 1回以上薬品によりねずみ族又は虫類を駆除する

措置を講じなければならない。

2 検疫法(昭和 26年法律第 201号)第25条ただし書の証明書を有する船

舶については、当該証明書の発行の日から 6月間は、前項の規定にかかわらず、

同項の措置を講じなくてもよい。

3 船舶所有者は、第 1項の措置を講ずるため船員にくん蒸を行なわせる場合に

は、国土交通大臣が指定する薬品を使用しではならない。

(手を洗う設備)

第 35.条 船舶所有者は、船内の適当な場所に手を洗うことのできる設備を設け

なければならない。

(便所)

第 35条の 2 船舶所有者は、船内の便所について、その本来の用途において船

員が常時使用できる状態に維持しなければならない。

(調理作業)

第 36条 船舶所有者は、調理作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者

に、清潔な衣服を着用させ、手を洗浄させる等衛生上必要な措置を講じなけれ

ばならない。

2 船舶所有者は、ちゅう房用器具、食器等調理用又は食事用の器具を清潔に保

たなければならない。

3 船舶所有者は、調理作業に従事する者以外の者を、調理作業を行なう場所に

みだりに立ち入らせてはならない。

(食料の貯蔵)

第 37条 船舶所有者は、食料の貯蔵については、食料の種類に応じた保存方法
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を講ずるとともに貯蔵設備を清潔に保たなければならない。

2 船舶所有者は、食料の調理にあたっては、その鮮度を確認させ、洗浄を行な

わせる等衛生上必要な措置を講じなければならない。

(清水の積み込み及び貯蔵)

第 38条 船舶所有者は、清水を積み込む場合は、清浄なものを積み込まなけれ

ばならず、かっ、これを衛生的に積み込み、及び保つために、次に掲げる措置

を講じなければならない。

清水の積み込み前には、元せん及びホースを洗浄すること。

一 清水用の元せん及びホースは、専用のものとすること。

一 清水用の元せんにはふたをつけ、ホースは清潔な場所に保管すること。

四 清水タンクに使用する計量器具は、専用のものとし、かっ、清潔に保存す

ること。

五 飲用水のタンクで内部がセメント塗装のものは、貯蔵する清水を清浄に保

ちうる状態まであく抜きをすてること。

六 その他、清水を衛生的に保つための必要な措置

(河川水等」の使用制限)

第 39条 船舶所有者は、河川の水又は港内の海水を調理用又は浴用に使用して

はならない。

(飲用水タンク等)

第 40条 船舶所有者は、飲用水のタ二/ク及び飲用水の管系には飲用水以外のも

のを貯蔵し、又は返させてはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合

であって、飲用水が汚染しないための措置を講ずるときは、この限りでない。

2 船舶所有者は、飲用水を常に船員が飲用しうるよう設備しておかなければな

らない。

(飲用水の水質検査等)、

第 40条の 2 船舶所有者は、飲用水のタンクに積み込まれた飲用水(小型船に

積み込まれたものを除く。次項及び第 3項において単に「飲用水」という。)

について、少なくとも 1年に 1回、地方公共団体等の行う水質検査を受けなけ

ればならない。ただし、最後に水質検査を受けた日から 1年を経過した日に、

船舶が航海中であり、又は外国の港にある場合は、当該船舶が園内の港に到着

した後遅滞なく水質検査を受ければよい。

2 船舶所有者は、前項の水質検査の結果、当該飲用水の水質が飲用に適しない

と判定された場合は、速やかにタンク内の飲用水の交換その他必要な措置を講

sなければならない。この場合において、地方運輸局長が必要と認めるときは、

これらの措置を実施後、速やかに水質検査を受け、当該飲用水が飲用に適する

ことにつドて水質検査を行う地方公共団体等の確認を受けなければならない。

3 船舶所有者は、少なくとも 1月に 1回、飲用水に含まれる遊降伐留塩素の含

有率についての検査を行わなければならない。この場合において、遊離残留塩

素の含有率が 100万分のo. 1未満で、あったときは、船舶所有者は、速やか

に改善措置を講じなければならない。
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4 船舶所有者は、少なくとも 2年(船舶安全法第 10条第 1項ただし書に規定

する船舶にあっては、 3年)に 1回、飲用水のタンク、当該タンクに付属する

管系等の洗浄を行わなければならない。ただし、最後に洗浄を行った日から当

該期間を経過した日に、船舶が航海中であり;又は外国の港にある場合は、当

該日から 6月以内に洗浄を行えばよい。

(伝染病の予防)

第41条 船舶所有者は、船舶が別表第 1に定める伝染病が発生している地域又

は発生するおそれのある地域におもむく場合は、予防注射の実施、衛生用品の

整備、伝染病の予防に必要な注意事項に関する教育等感染防止のために必要な

措置を講じなければならない。

2 船舶所有者は、前項の地域においては、食料及び飲用水の購入の制限、外来

者に対する防疫の措置、衛生状態に関する情報の収集等感染防止のために必要

な措置を講じなければならない。

(伝染防止)

第 42条 船舶所有者は、船内において伝染病又は伝染病の疑いのある疫病が発

生した場合は、患者の隔離、患者の使用した場所、衣服、器具等の消毒、なま

水及びなま物の飲食の制限等伝染防止のために必要な措置を講じなければなら

ない。

(救急措置に必要な衛生用品)

第42条の 2 船舶所有者は、液体化学薬品タンカー及び液化ガスタシカーには、

他の法令において備えなければならないものを除き、貨物の性状に応じた解毒

剤、つり上げ用担架拝び酸素吸入器を備えなければならない。

(医療機関との連絡)

第 43条 船舶所有者は、船内において救急患者が発生したときは、必要に応じ、

医療機関と緊密な連絡を保ち、その指示にしたがって適当な措置を講じなけれ

ばならない。

第 3節検知器具及び保護具

(検知器具)

第 44条 船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行な

わせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならな

し、。

2 船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散す，るおそれのある物

質を積載する船舶には、当該気体の量を計るために必要な検知器具(他の法令

において備えなければならないものを除く。)を備えなければならない。

(保護具)

第45条 船舶所有者は、船員に使用させるべき保護具については、他の法令の

規定により備える保護具を含めて、二れを必要とする作業に向時に従事する人

数と同数以上を船舶に備え、常時有効、かっ、清潔にこれを保持しなければな

らない。
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2 船舶所有者は、前項の保護具のうち、自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気

圧縮機については、少なえとも 1月に 1回これらを点検しなければならない。

3 船舶所有者は、液体化学薬品タンカーじおいては、新品又は洗浄後未使用で

ある場合を除き、保護具及び作業衣を居住場所から隔離して保管しなければな

らない。

第 3章個別作業基準

(火薬類を取り扱う作業)

第 46条 船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火

薬類の荷役作業を除く。)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。

作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止する三と。

こ 作業場所に燃え易い物を置かないこと。

一 作業場所の床面にマットレスを敷く等により、衝撃を防止すること。

四 作業場所においては、火花を発し、又は高温となって点火源となるおそれ

のある岩号具を使用しないこと。

玉 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと o

(塗装作業及び塗装号IJ離作業)

第 47条 船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装

又は塗装の剥離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を前じなければなら

fよし、。

一 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。

二 作業場所においては、火花を発し、又は高混となって点火源となるおそれ

のある器具を使用しないこと。

一 作業に使用した布ぎれ又は剥慨したくずは、みだりに放置しないこと。

四 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと o

五 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

2 船舶所有者は、人体に有害な性質の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装剥

離の作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に、マスク、保護手袋その他

の必要な保護具を使用させなければならない。

(溶接作業、溶断作業及び加熱作業)

第 48条 船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲

げる措置を講じなければならない。

一 作業を開始する前に、溶接装置の各部を点l会するとともに、作業場所及び

隣接する区画には、可燃性又は爆発性の気体がないことを確認すること。

一 作業場所及び隣接する区画には、燃えやすい物を置かないこと。

三 アセチレン発生器の付近においては、火気の使用及び喫煙を禁止することロ

四 アセチレン発生器の付近においては、火花を発し、又は高温となって点火

源、となるおそれのある器具を使用しないこと。

五 アセチレン発生器は、高温の場所、換気の悪い場所又は振動の激しい場所

179-



にこれを置かないこと。

六 電気溶接装置を使用して行う作業は、身体がぬれた状態で作業に従事させ

ないこと。

七 作業に従事する者に保護眼鏡及び保護手袋を使用させること。

八 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

九 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

(危険物等の検知作業)

第 49条 船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量

を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 検知器具の作動状態を点検すること。

二 検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険

物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存するおそれのあ

る場所に立ち入らないで、これを行なうこと。

三 やむを得ず前号に掲げる場所に立ち入る場合は、作業に従事する者に危険

物又は人体に有害な状態の性質に応じた呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手

袋その他の必要な保護具を使用させること。

四 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の具常を訴えた場合その

他事故があった場合は、ただちに作業を中止させ、安全性の確認が得られる

‘までは、作業を再開させないこと。

五 身体の異常を訴えた者には、すみやかに、医師による処置その他の適当な

救急措置を講ずること。

六 当該作業により汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込

ませないこと。

七 当該作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。

(有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業)

第 50条 船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸

素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措

置を講じなければならない。

一 作業を開始する前に、及び作業中少なくとも 30分に 1回、当該場所にお

ける人体に有害な気体又は酸素の量について検知を行い、人体に危害を及ぼ

すと認められた場合は、換気すること D

二 作業中適宜換気を行う左ともに、作業に従事する者に呼吸具、保護眼鏡、

保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。

三 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その

他事故があった場合は、直ちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるま

では、作業を再開させないこと o

四 身体の異常を訴えた者には、速やかに、医師による処置その他の適当な救

急措置を講ずること。

五 作業場所と外部どの連絡のための看視員を配置すること。

(高所作業)
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第 51条 船舶所有者は、床面から 2メートノレ以上の高所であって、墜薄のおそ

れのある場所における作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

作業に従事する者に保護帽及び命綱又は安全ベノレトを使用させること。

二 ボースンチェアを使用するときは、機械の動力によらせないことロ

三 煙突、汽笛、レーダー、無線通信用アンテナその他の設備の付近で作業を

行う場合に、当該設備の作動により作業に従事している者に危害を及ぼすお

それのあるときは、当該設備の関係者に、作業の時間、内容等を通報してお

くこと。

四 作業場所の下方における通行を制限すること。

玉 作業に従事する者との連絡のための者視員を配置すること。ただしλ 事故

があった場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で2人以

上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

2 船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を

除き、前項の作業を行なわせてはならない。

(げん外作業)

第 52条 船舶所有者は、船体外板の塗装、さび蕗とし等げん外に身体の重心を

移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。

二 安全な昇降用具を使用させること。

三 つり足場を使用する場合等作業場所が甲板上にいる者から容易に視認でき

ない場合は、当該作業場所の上部のブソレワーク、手すり等つり足場等の支持

箇所の付近に、作業を行っている旨を表示すること。

四 作業場所の付近におけるビソレジ、汚水、汚物等のげん外排出及び投棄を禁

止すること。

五 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故

があった場合に速やかに飲助に必要な措置をとることができる状態で2人以

上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

六 作業場所の付近に、 l女命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意するこ

と。

2 前条第 2項の規定は、前項の作業を行なう場合にy 準用する。

{高熱物の付近で行なう作業)

第 53条、船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易

い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、

保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。

(重量物移動作業)

第 54条 船舶所有者は、充てんされたドラム縫等重量物を入力により移動する

作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 作業に従事する者に保護靴、保護帽その他の必要な保護具を使用させるこ

と。
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一 索、ブロッ夕、ティクルその他の用具を用いる場合は、その許容荷重をこ

える重量を負荷させないこと o

三 前号の用具により重量物をつり上げて移動する場合は、動揺等によりフツ

ク、シャツクルその他のかん合部分がはずれないよう十分な措置を講ずるこ

と。

四 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

(揚貨装置を使用する作業)

第 55条 船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

一 作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。

二 作業を開始する前に、ワインチ及びその付属装具の作動状態を点検するこ

と。~

ー ガイの取付け位置及び張り方を適正にすること。

四 揚貨装置は熟練者に操作させること。

五 作業中に索具、ブロック等を交換するときは、支持台に下ろす等の方法に

よりデリックブームを安全な位置に固定して行わせること。

六 作業中にウインチの部品を交換するときは、ウインチを動力源からしゃ断

し、かつ、安全装置をかけて行わせること o

七 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装

は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとす

ること。

八 デリックブームの角度を調整する場合は、当該デリックブームの下方への

立λりを制限すること。

九 貨物の巻上げ又は巻卸しその他の貨物を移動する作業を行っているとき

は、貨物が落下し、又は激突するおそれのある場所への立入りを制限するこ

と。

十 作業の指揮を行う者と甲板、船倉又は陸岸で作業に従事する者どの聞には、

信号を定める等連絡を密にすること。

2 前項第 1号及び第9号の規定は、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリック

の玉掛けの作業を行わせる場合について準用する。

(揚投びょう作業及びけい留作業)

第 56条 船舶所有者は、揚投びょう作業又はけい留作業を行なわせる場合は、

次じ掲げる措置を講じなければならない。

一 作業を開始する前に、揚びょう機又はけい船用機械の作動状態並びにびよ

鎖及び索具類の状態を点検すること。

二 揚びょう機若しくはけい船用機械の運動部分又は巻き込み、くり出し、若

Lくは解き放す場合におけるびょう鎖若しくは索具類には、みだりに、身体

を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者

をこれに近寄らせないこと。

三 投びょう作業を開始する前に、びτょう鎖庫内及びし、かり又はびょう鎖の落
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下する水面付近に人がいないことを確認すること。

四 ブイの上における作業は、危険のおそれがある場合は、その作業の経験を

有する者に行なわせること。

五 けい留作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させるこ

と。

六 揚びょう機若しくはけい船用機械の作動又はびょう鎖若しくは索具の走行

を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付

ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。

七 作業の指揮を行なう者とびょう鎖庫内でびょう鎖繰りの作業に従事してい

る者又はブイ若しくは陸岸でけい留作業に従事している者との間には、信号

を定める等連絡を密にすること。

(漁ろう作業)

第 57条 船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じ

なければならない。

一 作業を開始する前に、作業に使用する機械、漁具その他の設備及び用具を

点検すること。

二 甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に命綱又は作業周救命

衣を使用させること。

三 前号に!旦定する作業を行わせる場合は、作業に従事する，音との連絡のため

の宥視員を配置すること o ただし、事故があった場合に速やかに救助に必要

な措ー置をとることができる状態で 2人以上の者が同時に作業に従事するとき

は、この限りでない。

一四 第 2号に規定する作業を行わせる場合は、作業場所の付近に、救命浮環等

の直ちに使用できる救命器具を用意すること。

玉、釣ざおを使用して漁ろう作業を行わせる場合は、当該作業に従事する者に

保諮'1'冒を使用させること。

六 前号に規定する作業を行わせる場合であって釣針の飛来により危害を受け

るおそれがあるときは、作業に従事する者に保護面その他の必要な保護具を

使用させること。

七 漁具を海中へ送り出し、又は巻き込む作業に従事する者にゴム長靴その他

の必要な保護具を使用させること。

八 送り出し、又は巻き込む場合における漁具には、みだりに、身体を触れさ

せ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに

近寄らせないこと。

九 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装

は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとす

ること。

十 刃物、釣針その他の危険な用具は、みだりに放置しないこと。

十一 甲板上の魚の血のりを適宜清掃する等甲板を滑らない状態に保持するこ

と。
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2 第 51条第2項の規定は、前項第2号の作業を行う場合に準用する。

(感電のおそれのある作業)

第 58条 船舶所有者は、感電のおそれ6ある作業を行なわせる場合は、次に掲

げる措置を講じなければならない。

一 作業に従事する者に絶縁用のゴム手袋、ゴム長ぐっその他の必要な保護具

を使用させること。

二 作業箇所へ通ずる電路をしゃ断し、しゃ断した箇所に当該作業箇所への通

電を禁止する旨を表示すること。ただし、当該電路をしゃ断することにより

当該作業が著し《困難となる場合は、この限りでない。

三 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故

があった場合にすみやかに救助に必要な措置をとることができる状態で2人

以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

(さび落とし作業及び工作機械を使用する作業)

第 59条 船舶所有者は、さび落とし作業又は工作機械を使用する作業を行なわ

せる場合であって金くず等の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作

業に従事する者に保護眼鏡その他の必要な保護具を使用させなければならな

し、。

(粉じんを発散する場所で行なう作業)

第 60条 船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合

は、換気若しくは散水を行ない、文は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、

保護眼鏡その他の必要な保護具若しくは塗布剤を使用させる等適当な措置を講

じなければならない。

(高温状態で熱射又は日射を受けて行なう作業)

第 61条 船舶所有者は、ボイラーをたく作業、炎天下において甲板上で行なう

作業等高温状態において熱射又は日射を受ける作業を行なわせる場合は、天幕

その他のしゃへい物の設置、保護帽、保護根鏡、保護衣、保護手袋等熱射又は

日射による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要

な措置を講じなければならない。

(水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)

第 62条 船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著

しく湿った空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、

防水手袋、長ぐっ等脱温又は皮膚の湿潤による障害から防護するために必要な

保護具を使用させなければならない。ただし、温度が高い場所で当該作業を行

なわせる場合は、この限りでない。

(低温状態で行なう作業)

第 63条 船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作

業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等

低温による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要

な措置を講じなければならなし、。

(騒音又は振動の激しい作業)
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第 64条 船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等

騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は

振動による障害から防護するために必要な保護具の使用、緩衝措置等必要な措

置を講じなければならない。

(倉口開閉作業)

第 65条 船舶所有者は、念日の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する

者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の

'下方への立入を制限しなければならない。

2 第 51条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。

(船倉内作業)

第 66条 船舶所有者は、船倉内で作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講

じなければならない。

一 作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保

護具を使用させること。

二 作業を行っている層より下層の船倉内の場所で、あって、人又は物が落下す

るおそれのある場所への立入りを制限することロただし、防網、防布等人又

は物の落下を防止するための設備が設けられている場合は、この限りでない。

三 床面から 2メートノレ以上の高所で、あって、墜落のおそれのある場所におい

て作業を行わせる場合は、防網、防布等を張る等墜落による危害を防止する

ための措置を訪ずること。ただし、作業に従事する者に命綱又は安全ベルト

を使用させる場合は、この限りでない。

四 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置するとと。ただし、事故

があった場合に速やかに救助に必要な措置をと石ことができる状態で 2人以

上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでないロ

2 第 51条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。

(機械演の修理作業)

第 67条 船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取|主えの作

業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を誹じなければならない。

一 作業に従事する者に保護I[宿、保護靴その他の必要な保護具を使用させるこ

と。

二 作業に従事する者に危害を及ぼすおそれがある場合は、修理部分、取替え

部分その他の部分を動力源からしゃ断する等適当な安全措置を講ずること。

三 作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込ま

れるおそれのないものとすること。

(着氷除去作業)

第 68条 船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる

措置を講じなければならない。

一 作業に従事する者に保護帽、すベり止めのついた保護靴その他の必要な保

護具を使用させること。

二 作業に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させること。

ー185



〆今

一 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故

があった場合に速やかに救助のため必要な措置をとることができる状態で 2

人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

2 第 51条第 2項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。

(引火性液体類等に係る作業)

第 69条 船舶所有者は、引火性液体類等の荷役その他の移動作業又は引火性液

体類等を積載していた船倉、タンクその他の密閉された区画(以下この条にお

いて「船倉等」という 0) の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作

業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。

作業を開始する前に、気象、海象等の状況が作業の安全な遂行に支障のな

いものであることを確認するとともに、作業を開始する旨を船員に周知させ

ること。

三 船内における火気の使用及び喫煙を禁止すること。ただし、船長がこれら

の行為を特に必要と認め、危険を防止するため十分な措置を講じて指定した

場所については、この限りでない。

三 とびら、船窓‘倉口等の関口部(船長が蒸気が船内へ流入するおそれがな

いと認めて開放を許可した関口部を除く 0) を閉鎖し、かっ、蒸気が船内へ

流入することを防止するため通風装置を調節することo

四 油面測定口その他の船倉等の関口部に取り付けられた防火金網が有効な状

態であることを確認すること。

五 作業に従事する者に保護帽、すベり止めのついた保護靴その他の必要な保

護具を使用させること。

六 作業に使用した布ぎ、れ、おがくずその他の燃えやすい物は、みだりに放置

しないこと o

七 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

2 船舶所有者は、前項に規定する作業のうち荷役その他の移動作業を行わせる

場合は、同項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならな

し、0 ，

i 油量等を測定する場合を除き、蒸気が船倉等の内部から甲板上にみだりに

流出することを防止するための措置を講ずることイ

二 引火性液体類等が船倉等の内部から流出することを防止ずるための措置を

講ずること。

三 貨物油ポンプの運転中は、当該ポンプの可動部分の過熱の有無、当該ポン

プの設置されている場所の換気の状態等を監視し、危険を防止するための措

置を講ずること。

3 船舶所有者は、第 1項に規定する作業のうち船倉等の蒸気を抜く作業、清掃

作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、問項各号に掲げる措置のほか、

次に掲げる措置を講じなければならない。

一 船倉等の内部において作業を開始する前に、当該船倉等に通7ずる管の弁を

閉鎖する等蒸気が船倉等の内部に流入することを防止するための措置を講ず
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ること。

二 船倉等の内部において作業を開始する前に、及びその作業中適宜、当該鉛

‘倉等の内部の蒸気の量について検知を行い、爆発又は火災のおそれがあると

認められた場合は、換気するとともに、安全性の確認が得られるまでは、作

業を開始させず、又は中止させるこ色。

三 作業に従事する者の服装は、皮府の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起

こすおそれのないものとすること。

四 作業場所においては、次号に規定する場合を除き、火花を発し、又は高温

となって点火源となるおそれのある機械、工具、衣服、靴等(次号において

「機械等J左いう。)を使用しないこと。

五 修理作業等のためやむを得ず前号に規定する機械等を使用する場合は、作

業場所の付近における引火性液体類等の残澄を除去する等爆発又は火災を紡

止するための十分な措置を講ずること。

六 作業用具その他の物が船倉等の内部に落下することを防止する措置を~jltず

ること。

七 作業場所の付近に、適当な消火器具、命綱及び呼吸具を用意すること。

人 船倉等の内部において作業に従事する者との連絡のための看視員を配置す

ること。

九 船倉等の内部において作業を行った場合は、船倉等の内部について残留物

の有無等を点検すること。

(連続作業時間の制限等)

第 70条 船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示

で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作11長時間を 2

時間以内に制限しなければならない。

2 船舶所有者は、第 61条から第 64条までの作業、第 68条の作業又は前項

の作業を行なわせる場合は、気温、作業強度、作業に従事する者の疲労度、障

害のおそれの程度等に応じて、当該作業に従事する者に十分な休息を与えるた

めの措置を講じなければならない。

第4章特殊危害防止基準

(貨物の消毒のためのくん蒸)

第τl条 船舶所有者は、船内において、貨物の消毒のため人体に有害な薬品を

使用してくん蒸を行なってはならない。ただし、陸上におけるくん蒸のための

施設の利用が著しく困難である等やむを得ない事由がある場合であって、次に

掲げる措置を講じて船員以外の者に行なわせるときは、この限りでない。

ー く，ん蒸の目的及び期間、くん蒸を行なう区画、使用する薬品の毒性その他~

危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。

二 陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと。

三 作業を開始する前に、船長が保安のため必要と認める船員(以下「保安要

員」という 0) 以外の船員を退船させること。
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四 保安要員のため、くん蒸に使用する薬品が侵入するおそれの念い場所を確

保すること。

五 作業の終了後、第 3号の規定により退船させた船員を乗船させる前に、船

内を十分に換気し、かつ、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行ない、

安全性を確認すること。

六 身体の異常を訴えた船員にはl すみやかに、医師による処置その他の適当

な救急措置を講ずること。

2 船舶所有者は、緊急を要する場合その他前項の規定により難い特別の事由が

ある場合であって、国土交通大臣が指定する薬品以外の薬品を使用し、かっ、

次に掲げる措置を講ずるときは、同項の規定にかかわらず、船員にくん蒸を行

なわせることができる。

ー くん蒸の目的及び期間、くん蒸を行なう区画、使用する薬品の毒性その他

危害防止のため必要な事項を船員に周知させること。

二 陸上機関との通信及び交通の方法を定めておくこと。

三 作業に従事する者に呼吸具、保護手袋その他の必要な保護具を使用させる

こと。

四 作業を開始する前に、作業に従事する者及び保安要員以外の船員を退船さ

せるこど。ただし、船員をくん蒸に使用する薬品が侵入するおそれのない場

所に退避させる場合は、この限りでない。

五 作業に従事する者及び保安要員のため、くん蒸に使用する薬品が侵入する

おそれのない場所を確保するニと。

六 くん蒸を行なう区画のとびら、通風口等を閉鎖するほか、必要に応じ、く

ん蒸に使用する薬品が当該区画の外部に漏れることによる危害の発生を防止

するため必要な措置を講ずること。

七 作業の開始時から次号の規定により安全性を確認するまでの問、くん蒸を

行なっている区画のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、そ‘

れらの場所に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること o

八 作業の終了後、第4号の規定により退船させた船員を乗船させる前に、船

内を十分に換気し、かつ、くん蒸に使用した薬品の量について検知を行ない、

安全性を確認すること。同号ただし書の規定により退避させた船員を当該退

避場所から移動させる場合も、同様とする。

九 身体の異常を訴えた船員には、すみやかに、医師による処置その他の適当

な救急措置を講ずること。

(ねずみ族及び虫類の駆除のためのくん蒸)

第 72条 船舶所有者は、ねずみ族又は虫類を駆除するため人体に有害な薬品を

使用してくん蒸を行なわせる場合は、前条第1項各号に掲げる措置(船員にく

ん蒸を行なわせる場合は、同条第2項各号に掲げる措置)を講じなければなら

ない。

(4アノレキノレ鉛を積載している場合の措置)

第 73条 船舶所有者は、 47ノレキル鉛'，(4メチノレ鉛、 4エチノレ鉛、 1メチノレ・

-188♂ 



3エチノレ鉛、 2メチノレ・ 2エチノレ鉛及ひ(3メチノレ・ 1エチル鉛並びにこれらを

含有するアンチノック剤をいう。以下同じ。)を積載している場合は、次に掲

げる措置を講じなければならない。

- 4アノレキル鉛の毒性その他危害の防止のため必要な事項を船員に周知させ

るとともに、みだりに積付場所に近寄らせないこと。

二 漏洩等iめ異常がないかどうかを定期的に巡視するほか、荒天遭遇後その他

動揺、衝撃等により漏洩等のおそれがある場合は、その都度巡視すること。

三 4アノレキノレ鉛が漏洩した場合は、ただちに船員を当該場所から退避させ、

第 6号の規定により安全性の確認が得られるまでは、次号の作業に従事する

者以外の者を当該場所に近寄らせないこと。

四 漏洩防止作業、ドラム惟等投棄作業、汚染除去作業又は検知作業を行なわ

せる場合は、当該作業に従事する者に有機ガス用防毒マスク、不浸透性の保

護衣、保護情、保護手袋、保護前掛け及び保護靴並びにその他の必要な保護

具を使用させること。

五 汚染除去作業は、汚染した物又は箇所を 5パーセント過マンガン酸カリ溶

液等を用いて十分除毒した後、水洗するごとにより行なわせること。

六 汚染除去作業の終了後、当該場所における 4アノレキル鉛の量について検知

を行ない、安全性を確認すること。

七 汚染した物又は箇所について有効な除毒方法がない場合は、当該汚染じた

物を 4アノレキノレ鉛が漏洩するおそれのない容器に密封し、又は海や投棄その

他の方法により廃棄すること。ただし、当該汚染した箇所の存すでる区画を閉

鎖する等により、第4号の保護具を使用しない船員を当該汚染した箇所に近

守らせないための措置を講じた場合は、この限りでない。

八 第 4号の作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた

場合は、ただちに作業を中止させ、同号の保吉~i具に異常がないかどうかを点

検する等により安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。

九 第4号の作業に従事した者に、作業の終了後ただちに洗身をさせるととも

に、すみやかに医師による健康検査を受けさせること。

十 4アJレキノレ鉛を身体に附着させた者、その蒸気を吸入したおそれのある者

その他身体の異常を訴えた者には、ただちに適当な救急措置を講ずるととも

に、すみやかに医師による診断を受けさせ、その後 2週間、医師の監視下に

おくこと。

十一 汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。

第 5章年少船員の就業制限

(年少船員の就業制限)

第 74条 船舶所有者は、年齢 18年未満の船員を、次の各号に掲げる作業に従

事させてはならない。

一 腐しょく性物質、毒物又は有害性物質を収容した船倉又はタンク内の清掃

作業

や
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一 有害性の塗料又は溶剤を使用する塗装又は塗装剥離の作業

一 推進機関用ボイラーに使用する石炭を運び又はこれをたく作業

四 動力さび落とし機を使用する作業

五 炎天下において、直接日射をうけて長時間行なう作業

六 寒冷な場所において、直接外気にさらされて長時間行なう作業

七 冷凍庫内において長時間行なう作業

八 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する作業

九 タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさら

されて行なう水洗作業

十 じんあい又は粉末の飛散する場所において長時間行なう作業

十一 1人につき 30キログラム以上の重量が負荷される運搬又は持ち上げる

作業

十二 アルファ線、ベータ線、中性子線、エックス線その他の有害な放射線を

受けるおそれがある作業

第 6章'女子船員の就業制限

(妊産婦の就業制限)

第 75条 船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第 2.8条第 1項第 1号から第

1 1号まで、第 12号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。)、

第 13号及び第 15号に掲げる作業及び同条第 2項に規定する作業並びに前条

第 1号から第 9号まで及び第 11号に掲げる作業に従事させてはならない。

2 船舶所有者は、出産後 1年以内の女子の船員を、第 28条第 1項第 1号から

第 9号まで、第 11号、第 12号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部

分に限る。)及び第 15号に掲げる作業及び同条第2項に規定する作業並びに

前条第 1号から第 9号まで及び第 11号に掲げる作業に従事させてはならな

し、。

(妊産婦以外の女子船員の就業制限)

第 76条 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第 28条第 1項第 12号

(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)並びに第 74条第 1

号、第 2号及び第 11号に掲げる作業に従事させてはならない。

第 7章登録安全担当者講習実施機関

(安全担当者講習の登録)

第 77条 第3条第 2項第 1号の登録は、登録安全担当者講習を行おうとする者

の申言青により千子う。

2 第 3条第2項第 1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

二 登録を受けようとする者が登録安全担当者講習の実施に関する事務(以下
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「登録安全担当者講習事務」とし、う。)を行おうとする事務所の名称及び所

在地

三 登録を受けようとする者が登録安全担当者講習事務を開始する日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 登録幸子受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載し

た書類

イ 定款又は寄付行為及び登記事項吉正明書

ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二 登録を受けようとする者が個λである場合には、その住民票の写し及び履

歴書

一 講師の氏名及び経歴を記載した書類

四 講師が、別表第2に該当する者であることを証する書類

玉 登録を受けようとする者が、次条第 2項各号のいずれにも該当しない者で

あることを信じさせるに足る書類

(登録の要件等)

第 78条 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあった講習が次に掲げる要

件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

-次に掲げる科目について行われるものであること。

-1 ~.ンカ一等引火性液体類等を積載する船舶の構造、設備及び船内実務

ロ タンカ一等引火性液体類等を積載する船舶における火災及び爆発

、ハ タンカ一等引火性液体類等を積載する船舶における火災に対する消火技

術

ー ヨi火性危険物質の物理的性質及び化学的性質

ホ 検知器具及び保護具の取扱方法

へ災害防止対策

ト 海上汚染防止対策

チ 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令

二 前号に掲げる科目にあっては、別表第 2の上棚に掲げる誹習科目の区分に

応じ、それぞれ同表下棚に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として

講習の業務に従事するものであること。

2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいず

れかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 船員法第 81条(船内作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定

に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から 2年を経過しない者

二 第 88条の規定により第 3条第 2項第 1号の登録を取り消され、その取消

しの日から 2年を経過しない者

三 法人であって、登録安全担当者講習事務を行う役員のうちに前 2号のいず

れかに該当する者があるもの

3 第3条第 2項第 1号の登録は、登録安全担当者講習登録簿に次に掲げる事項
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を記載してするものとする。

ー 登録年月日及び登録番号

二 登録安全担当者講習を行う者(以下「登録安全担当者講習実施機関」とい

う。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録安全担当者講習実施機関が登録安全担当者講習事務を行う事務所の名

称、及び所在地

四 登録安全担当者講習実施機関が登録安全担当者講習事務を開始する日

(登録の更新)

第 79条 第 3条第2項第 1号の登録は、 5年ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する D

(講習の実施に係る義務)

第 80条 登録安全担当者講習実施機関は、公正に、かつ、第 78条第 1項各号

に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録安全担当者講習事

務を行わなければならない。

講習は、講義により行われるものであること。

こ 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる

時間以よ行うこと

講習科目 時間数

タンカ一等引火性液体類等を積載する船舶の構造、設 3時間

備及び船内実務

ニ タンカ一等引火性液体類等を積載する船舶における火 2時間

災及び爆発

ニ タンカ一等引火性液体類等を積載する船舶における火 2日寺間

災に対する消火技術

四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質 2時間

五検知器具及び保護具の取扱方法 1時間

六災害防止対策 2時間

七海上汚染防止対策 2時間

八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 2時間

一 安全担当者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事

務については、第 78条第 1項第 2号に該当する者に行わせること o

(登録事項の変更の届出)

第 81条 登録安全担当者講習実施機関は、第 78条第3項第2号から第4号ま

でに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記

載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

二変更しようとする日

三変更の理由

(登録安全担当者講習事務規程)
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第 82条 登録安全担当者講習実施機関は、登録安全担当者講習事務の開始前に、

次に掲げる事項を記載した登録安全担当者講習事務lの実施に関する規程を定

め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。

一 登録安全担当者講習の受講の申請に関する事項

二 登録安全担当者講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項

三 登録安全担当者講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関す

る事項

四 登録安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

五 第 80条第3号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

六 登録安全担当者講習事務に関する公正の確保に関する事項

七 不正受講者の処分に関する事項

八 その他登録安全担当者講習事務に関し必要な事項

(登録安全担当者講習事務の休廃止)

第 83条 登録安全担当者講習実施機関は、登録安全担当者誹習事務を休止又は

廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国

土交通大臣に提出しなければならない。

一 登録安全担当者説習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

二 登録安全担当者説習事務主休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所

在地

一 登録安全担当者誹習事務を休止文は廃止しようとする日

四 登録安全担当者説習事務を休止しようとする期間

五 登録安全担当者説習事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第 84条 登録安全担当者5112習実施機関は、毎事業年度経過後 3月以内に、その

事業年度の財産目録、貸借対照表及ひ、損益計算書又は収支計算書並びに事業報

告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の

作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸

表等」という。)を作成し、 5年間事務所に備えて置かなければならない。

2 登録安全担当者誹習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録安全ー

担当者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることが

できる。ただし、第 2号又は第4号の諾求をするには、登録安全担当者講習実

施機関の定めた安用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄

写の請求

一 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録
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に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示し

たものの閲覧又は謄写の誇求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次条に定めるも

のにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第 85条 前条第 2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、

!登録安全担当者講習実施機関が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通

信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイノレに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録して

おくことができる物をもって調製するファイノレに情報を記録したものを交付

する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる

書面を作成できるものでなければならない。

(適合命令)

第 86条 国土交通大臣は、登録安全担当者講習が第 78条第 1項各号のいずれ

かに適合しなくなったと認めるときは、その登録安全担当者講習実施機関に対

し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。

(改善命令)

第 87条 国土交通大臣は、登録安全担当者講習実施機関が第 80条の規定に違

反していると認めるときは、その登録安全担当者講習実施機関に対し、登録安

全担当者講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができ

るo

(登録の取消し等)

第 88条 国土交通大臣は、登録安全担当者講習実施機関が次の各号のいずれか

に該当するときは、第 3条第 2項第 1号の登録を取り消し、又は期間を定めて

登録安全担当者講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずること

ができる。

一 第 78条第2項第 1号又は第3号に該当するに至ったとき。

二 第 81条から第 83条まで、第 84条第 1項又は次条の規定に違反Lたと

き。

一正当な理由がないのに第 84条第 2項の規定による誇求を拒んだとき。

四 前 2条の規定による命令に違反したとき o

五 不正の手段により第3条第 2項第 1号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第 89条 登録安全担当者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備

え、これを登録安全担当者講習の終了後 2年間保存しなければならない。
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登録安全担当者講習の受講料の収納に関する事項

一 登録安全担当者講習の受講の申請の受理に関する事項

一 登録安全担当者講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

四 その他登録安全担当者講習の実施状況に関する事項

2 登録安全担当者講習実施機関は、登録安全担当者講習の受講申請書及びその

添付書類を備え、登録安全担当者講習の終了後 2年間これを保存しなければな

らない。

(報告の徴収)

第 90条 国土交通大臣は、登録安全担当者講習の実施のため必要な限度におい

て、登録安全担当者講習実施機関に対し、登録安全担当者講習事務又は経理の

状況に関し報告させることができる。

マ(公示)

第 91条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければなら

ーない。

第 3条第 2項第 1号の登録をしたとき。

二 第 81条の規定による届出があったとき。

三 第 83条の規定による届出があったとき。

四 第 88条の規定により第 3条第2項第 1号の登録を取り消し又は業務の停

止を命じたとき。

第 8章 登録危険作業講習実施機関

(危険作業部習の主主録)

第 92条 第 28条第 2項の登録は、登録危険作業誹習を行おうとする者の申請

により行一う。

2 第 28条第 2項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名

二 登録を受けようとする者が登録危険作業講習の実施に関する事務(以下「登

録危険作業諮習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 登録を受けようとする者が行う別表第4の上側に掲げる誹習の区分

四 登録を受けようとする者が登録危険作業講習事務を開始する日

3 前項の申誇書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載し

た書類

イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
J 喝

ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履

歴書:

三 別表第 4 の上布~'iJに掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
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機械器具その他の設備の数、'性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

を記載した書類

四 講師の氏名及び経歴を記載した書類

玉 講師が、別表第4に該当する者であることを証する書類

六 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のし〉ずれにも該当しない者で

あることを信じさせるに足る書類

(主主録、の要件等)

第 93条 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあった講習が次に掲げる要

件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 別表第 3の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる

機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。

二 別表第4の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる

科目について講習が行われるものであること。

三 別表第4の中欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げ

る条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであ

ること。

2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の南請をした者が、次の各号のいず

れかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 船員法第 81条(船肘作業による危害の防止に係る場合に限る。)の規定

に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった四から 2年を経過しない者

二 第 9、4条において準用する第 88条の規定により第 28条第 2嘆の登録を

取り消され、その取消しの日から 2年を経過しない者

三、法人であって、登録危険作業講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれ

かに該当する者があるもの

3 第 28条第 2項の登録は、登録危険作業講習登録簿に次に掲げる事項を記載

してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二 登録危険作業講習を行う者(以下「登録危険作業講習実施機関Jという。)

の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を行う事務所の所在地

四 登録危険作業講習実施機関が登録危険作業講習事務を開始する日

(登録の更新)

第 94条 第 28条第2項の登録は、 5年ごとにその更新を受けなければ、その

期間の経過によって、その効力を失う。

2 前 2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(講習の実施に係る義務)

第 95条 登録危険作業講習実施機関は、公正に、かつ、第 93条第 1項各号に

掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録危険作業講習事務を

行わなければならなし、。
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四

講習は、講義及び実習により行われるものであるニと。

一 講習は、次の表の上欄に掲げる講習の区分に応じ、それぞれ同表の中橋に

掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

危険作業講習 講習科目 時間数

フォークリフトの ー ブオークリフドの走行に関する 4時間

運転に関する講習 装置の構造及び取扱いの方法

フォークリフトの荷役に関する 4時間

装置の構造及び取扱いの方法

ー フォークリフトの運転に必要な 4時間

力学

四 船員法その他船員の安全及び衛 1時間

生に関する法令

五 フォークリフトの走行の操作 20 時間

六 ブオークリフトの荷役の操作 4時間

ボイフーの取扱い ーボイフーの構造 2時間

に関する講習 二ボイラーの取扱い 4時間

一 点火及び燃焼 3時間

四 点検及び具常時の処置 4時間

五船員法その他船員の安全及び術 1時間

生に関する法令

クレーン、移動式 クレーン等について 1時間

クレーン、デリック クレーン等の玉掛けに必要な力 3時間 ι

及び揚貨装置(以下 Aヴ4ー

「クレーン等」とし、 三船員法その他船員の安全及び術 1時|前

う。)による玉掛け 生に関する法令

作業講習 四 クレ」ン等の玉掛けの方法 7時間

五 クレーン等の玉掛け 6時間

ムノ¥ クレーン等の運転のための合図 1時間

酸素欠乏の予防に 酸素欠乏症及び旧旧そ生 2時間

関する講習 二保護 具 2時間

二 酸素欠乏の発生原因及び防止措 3時間

置

四 船員法その他船員の安全及び衛 2時間

生に関する法令

五救急そ生の方法 2時間

六酸素の波度の測定 1時間

ニ 危険作業従事者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関す

る事務については、第 93条第 1項第 3号に該当する者に行わせること。

(準用)

第 96条 第 81条から第 91条までの規定は登録危険作業講習、登録危険作業
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講習実施機関及び登録危険作業講習の実施に関する事務について準用する。

別表第 1 (第41条関係)

第41条の伝染病

ぺE京1ラ出血熱 クリミア・コジ三五出血熱痘そう 南米出血熱ペスト マーノレグ

ノレグ病 ラッサ熱急性灰白髄炎結核 ジフテりア 重症急性呼吸器症候群(病

原体がコロナウイノレス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)鳥インフノレ

エンザ(病原体がインブノレエンサ会ワイルスA属インフノレエンザAウイノレスであって

その血清亜裂がH5Nlであるものに限る。)コレラ 細菌性赤痢腸チフス パ

ラチフス 黄熱感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成

1 0年法律第 114号)第6条第 7項から第 9項までに規定する新型インアルエン

ザ等感染症、指定感染症又は新感染症

別表第 2 (第 78条関係)

講習科目

ー タンカ一等引火性液体類等を

積載する船舶の構造、設備及び

船内実務

二 タンカ一等引火性液体類等を

積載する払明白におげる火災及び

爆発

ニ タンカ一等引火性液体類等を

積載する船舶における火災に対

する消火技術

四 引火性危険物質の物理的性質

及び化学的性質

条件

3級海技土(航海)若しくは 3級海技士(機

関の資格若しくはこれらより上級の資格につい

ての免許を有する者であって、当該免許を受け

た後 2年以上船舶職員としてタンカー等引火性

液体類等を積載する卯品白に乗り組んだ履歴を有

するもの又はこれらと同等以上の能力を有する

者であること o

3級海技士(航海)若しくは 3級海技士

(機関)の資格若しくはこれらより上級の資

格についての免許を有する者であって、当該

免許を受けた後 2年以上船舶職員としてタン

カ一等引火性液体類等を積載する船舶に乗り

組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以

上の能力を有する者であること。

二学校教育法(昭和 22守法律第 26号)に

よる大学(I日犬学令(大正7年勅令第 388

号)による大学を含む。)又は高等専門学校

(1日専門学校令(明治 36年勅令第 61号)

による専門学校を含む。) (以下「大学等J

という。)において化学に関する学科を修得

して卒業した者で、その後 2年以上危険物に

関する研究又は実務に従事した経験を有する

ものであること
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王 検知器具及び保護具の取扱方 3級海技士(航海)若しくは 3級海技士(機

法 関)の資格若しくはこれらより上級の資格に

ついての免許を有する者で、あって、当該免許

を受けた後 1年以上船舶職員として船舶に乗

り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等

以上の能力を有する者であること。

大学等において医学若しくは工学に関、する

学科を修得して卒業した者で、その後2年以

上検知器具及び保護具に関する研究若しくは

実務に従事した経験を有するもの又はこれら

と同等以上の能力を有する者であること。

六災害防止対策 3級海技士(航海)若しくは 3級海技士(機

七海上汚染防止対策 関)の資格若しくはニれらより上級の資格につ

いての免許を有する者で、あって、当該免許を受

けた後 1年以上船舶職員として船舶に乗り組ん

だ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能

カを有する者であること。

八 船員法その他船員の安全及び 3級海技士(航海)若しくは 3級海技士(機|

衛生に関する法令 関)の資格若しくはこれらより上級の資格に

ついての免許を有する者であって、当該免許

を受けた後 1年以上船舶職員としで船舶に乗

り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等

以ムの能力を有する者であること。

二 大学等において法律tこ関する学科を修得し

て卒業した者で、その後 2年以上法律に関す
、

る研究若しくは実務に従事した経験を有する

もの又はこれらと同等以上の能力を、有する者

であること。

別表第 3 (第 93条関係、)

危険作業諮習 機械器具その他の設備

フォークリフトの運転に関す フォークリフト

るgJ1i:習 二実習用重量物

二実習用障害物

四荷役パレット 、
五実習施設

クレーン等による玉掛け作業 クレーン

諮習 二実習用重量物

ワイヤーロープ

四 ワイヤーリング
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五実習施設

ー 酸素欠乏の予防に関する講習 1-実習用モデノレ人形

一脈拍測定器

別表第4 (第 93条関係)

危険作業講習 講習科目

フホーク フォークリフ

リフ iトの運 トの走行に関す

転に関する る装置の構造及

講習 び取扱いの方法

フォークリフ

トの荷役に関す

る装置の構造及

び取扱いの方法

フォークリフ

トの運転に必要

なカ学

四船員法その他

船員の安全及び

衛生に関する法
ノT会コ、

五フォークリフ

トの走行の操作

ノー」¥ フォークリフ

トの荷役の操作

一 消毒用アノレコーノレ

囚マスク

五ガーゼ、

六 毛 布

七酸素濃度測定器

八点ス検知器

条件【

大学等において機械工学に関する学科を修得

して卒業した者若しくは高等学校において機械

工学に関する学科を選択して卒業した者で、そ

の後 3年以上自動車の設計、工作、検査若しく

は整備に関する業務に従事した経験を有するも

の又はこれらと同等以上の能力を有する者であ

ること。

大学等において機械工学に関する学科を修得

して卒業した者若しくは高等学校において機械

工学に関する学科を選択して卒業した者で、そ

の後 3年以上フォークリフトの設計、工作、検

査若しくは整備に関する業務に従事した経験を

有するもの又はこれらと同等以上の能力を有す

る者であること。

大学等において機械工学に関する学科を修得

して卒業した者若しくは高等学校において機械

工学に関する学科を選択して卒業した者で、そ

の後 3年以上フォークリフトの運転の業務に従

事した経験を有するもの又はこれらと同等以上

の能力を有する者であること。

大学等を卒業し、た者で、その後 1年以上産業

安全の実務の経験を有する者又はこれらと同等

以上の能力を有する者であること。

学等において機械工学に関する学科を修得し

て卒業した者若しくは高等学校において機械工

学に関する学科を選択して卒業した者で、その

後 1年以上フォークリフトの運転の業務に従事
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しだ経験を有するもの又はこれらと向等以上の

能力を有する者であること。

ボイラー ーボイラーの構 特級ボイフー技土免許を有する者であって、

の取扱いに 造 その後 2年以上ボイラーの取扱いの業務に従事

関する講習 二ボイラーの取 した経験を有するもの若しくは 1級ボイラー技

扱い 士免許を有する者であって、その後 5年以上ボ

二点火及び燃焼 イラーの取扱いの業務に従事した経験を有する

四 点1検及び異常 もの又はニれらと同等以上の能力を有する者で

日寺の処置 あること。

五船員法その他 大学等を卒業した者で、その後 1年以上産業

船員の安全及び 安全の実務の経験を有するもの又はこれらと同

衛生に関する法 等以上の能力を有する者であること。

ぷ寸コ〉、

クレーン クレーン等に 大学等において機械工学に関する学科を修得

等による玉 ついて して卒業した句者若しくは高等学校において機械

掛け作業統 工学に関する学科を選択して卒業した者で、そ

習 の後 5年以上クレーン等の設計、工作若しくは

検査の業務に従事した経験を有するもの又はこ

れらと同等以上の能力を有する者であること。

ー クレーン等の 大学等において力学若しくは応用力学に関す

玉掛けに必要な る学科を修得して卒業した者若しくは高等学校

力学 において力学若しくは応用力学に関する学科を

選択して卒業した者で、その後 3年以上クレー

ン等の玉掛けに関する業務に従事した経!肢を宥

するもの又はこれらと同等以上の能力を有する

者であること。

ニ船員法その他 大学等において法律に関する学科を修得して

船員の安全及び 卒業した者で、その後 1年以上産業安全の実務

衛生に関する法 の経験を有するもの又はこれと同等以上の能力

メ1コ〉、 を有する者であること o

四 クレーン等の 大学等において力学若しくは応用力学に関す

玉掛けの方法 る学科を修得して卒業した者で、その後2年以

五 クレーン等の 上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した

玉掛け 経験を有するもの若しくは高等学校において力

」ノ¥ー クレーン等の 学若しくは応用力学に関する学科を選択して卒

運転のための合 業した者で、その後 5年以上クレーン等の玉掛

図 けに関する業務に従事した経験を有するもの又

はこれらと同等以上の能力を有する者であるこ

と。

四 酸素欠芝 一酸素欠乏症及 大学等において医学を修得 Lて卒業した者
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備考

の予防に関 び救急そ生 で、その後 2年以上労働衛生に関する研究若し

する講習 くは実務に従事した経験を有するもの又はこれ

らと同等以上の能力を有する者であること。

一保護具 大学等において医学若しくは工学に関する学

科を修得して卒業した者で、その後 2年以上保

‘護具に関する研究若しくは実務に従事した経験

を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有

ずる者である乙と。

ニ酸素欠乏の発 大学等において理学若しくは工学に関する学

生原因及び防止 科を修得して卒業した者で、その後 2年以上労

措置 働衛生に係る工学に関する研究若しくは実務に

従事した経験を有するもの又はこれらと同等以

上の能力を有する者であること。

四船員法その他 大学等を卒業した者で、その後 1年以上労務

船員の安全及び に関する実務に従事した経験を有するもの又は

衛生に関する法 これらと同等以上の能力を有する者であるこ
ノ寸合コ、 と。

五救急そ生の方 大学等において医学を修得して卒業した者

法 で、その後 1年以上労働衛生に関する研究若し

くは実務に従事した経験を有するもの又はこれ

らと同等以上の能力を有する者であること。

六酸素の濃度の 大学等において理学若しくは工学に関する学

測定 科を修得して卒業した者で、その後 1年以上環

境測定に関する実務に従事した経験を有するも

の又はこれらと同等以上の能力を有する者であ

ること o

「フォークリフトの運転に関する講習」とは、第 28条第 1項第3号に規定する

作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。

「ボイラーの取扱いに関する講習Jとは、第 28条第 1項第6号に規定する作業

に関する知識及び能力を習得させるための講習をし、う。

三 「クレーン等による玉掛け作業講習Jとは、第 28条第 1項第 7号に規定する作

業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。

四 「酸素欠乏の予防に関する講習」とは、第 28条第 1項第 12号及び第 13号に

規定する作業に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
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8 船員保隙法(昭和 14年法律第予3号)(抄)

① 被保険者

(定義)

第 2条 この法律において「被保険者Jとは、船員法(昭和 22年法律第 100

号)第 1条に規定する船員(i以下「船員j という。)として船舶所有者に使

用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。

② 上乗せ規定及び職務上の独自給付

(保険給付の種類)

第 29条この法律によるI軒*外の事由(透勤を除く。以下同じ。).による疾病、負傷

若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。

(以下略)

2 耳崩努上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事

由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補偵保険法の規定による保険給

付のほか、次の左おりとする。

一休業手当金の支給

一 障害年金及び障害手当金の支給

一 障害差額一時金の支給

四 障害年金差額一時金の支給

玉 行方不明手当金の支給

六 遺族年金の支給

七遺族一時金の支給

八 迫族年金差額一時金の支給

(休業手当金)

第85条 休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の三lZ由又は通勤

による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することがで

きないために報酬を受けない日について、支給する。

2 休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第2号から第4号までに掲げる期間

においては、同ーの事由について労働者災害補償保険法の規定による休業甘11償給付

又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、 1日につき、当該各号に

定める金額とする。

一 療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養の

ため労働することができないために報酬を受けない3日間標準報酬日額の全額

二 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間(前

号及び第4号に掲げる期間を除く。)標準報酬日額の 100分の 40に相当する金

額(同一の事由について労働者災害補償保険法第29条第 l項第2号に掲げる事

業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けること

ができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)

三 療養のため労働することができないために報酬を受けない期間で、あって、療養

を開始した日から起算して 1年 6月を経過した日以後の期間(第 1号及び次号に

掲げる期間を除き、労働者災害補供保険法第8条の 2第2項第2号に定める額が
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標準報酬日額の 100分の 60に相当する金額より少ない場合に限る。)標準報酬

日額から同号に定める額を控除した額の 100分の 60に相当する金額

四 療養のため労働することができないために報酬を受けない4月以内の期間であ

って、療養を開始した日から起算して 1年6月を経過した日以後の期間(第1号

に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法第8条の 2第2項第

2号に定める額より多い場合に限る。)前、2号に定める額の合算額

(休業手当金と報酬等との調整)

第86条 前条の規定にかかわらず、被保険者が町議手多上の事由又は通勤による疾病又

は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分

についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、

j 当該各号に定める金額とする。

一 前条第2項第1号に掲げる期間同号に定める金額から当該労働に対して支払お

れる報酬の額を控除した金額

二 前条第2項第2号に掲げる期間標準報酬日額から当該労働に対して支払われる

報酬の額を控除した額の 100分の40に相当ずる金額(同ーの事由について労

働者災害補償保険法第 29条第1項第2号に掲げる事業として支給が行われる給

付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付

の水準を勘案して、厚生労働省併で定める金額)

三 前条第2項第3号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる

報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第8条の 2第2項第2号に定める

額より多い場合に限る。)標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額

及び同法第8条の 2第2項第2号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零

を下回る場合には、零とする。)の 100分の 60に相当する金額

四 前条第2項第4号に掲げる期間前2号に定める額の合算額

2 休業手当金の支給を受けるべき者が、同ーの事由について厚生年金保険法の規定

による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政

令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

(障害年金及び障害手当金の支給要件)

第87条 被保険者で、あった聞に発した職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及

びこれにより発した疾病により労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、

障害年金、傷病補償年金又は傷病年金を受ける者に対し、同法第8条の 3第2項に

おいて読み替えられた同法第8条の2第2項第2号に定める額(以下「最高限度額j

という。)が最終標準報酬日額より少ないときは、厚生労働省令で定める障害等級に

該当する障害の程度に応じ、障害年金を支給する。

2 被保険者であった聞に発じた職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれ

により発した疾病が治癒した場合において、労働者災害補償保険法の規定による障

害補償一時金又は障害一時金を受ける者に対し、厚生労働省令で定める障害等級に

該当する障害の程度に応じ、一時金として障害手当金を支給する。

3 被保険者又は被保険者であった者の前2項の規定による障害の程度は、協会が認

定する。

204-



(障害年金の額)

第 88条 障害年金の額は、最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額に、障害

の程度に応じて別表第2に定める日数を乗じて得た金額とする。

2 障害年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに厚生労働省令

で定める障害等級の他の障害等級に該当する障害の程度に至った場合には、協会は、

厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至合た障害等級の障害の程

度に応じて障害年金又は障害手当金を支給するものとし、その後は、従前の障害年

金は、支給じない。

(障害年金の支給停止部分)

第 89条 障害年金は、同ーの事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年

金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する

部分の支給を停止する。

(障害手当金の額)

第 90条 障害手当金の額は、最終標準報即|月額に、障害の手型支に応じて別表第3に

定める月数を乗じて得た金額とする。

(障害差額一時金)

第 91条 労働者災害補償保険法の規定による障害補償ー年金又は障害年金(以下「障

害補償年金等Jという。)を受ける者が、同法第15条の2同法第22条の3第3項

において準用する場合を含む。)の規定により障害補位一時金又は障害一時金を受け

る場合において、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補ff年金等の総額及び同

法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、 j広終椋ij主報酬月額

に障害補償年金等の基礎ーとなった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を乗じ

て得た金傾に記tHたないときは、その差額を障害差額一時金として支給する。

(障害年金差額一時金)

第 92条 障害補伯年金等の支給を受ける者が死亡した場合において、既に支給を受

けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補fi[保険法の規定によ

る障害補仙年金差額一時金又は障害年金差額一時金の額の合算額が、最終標準報酬

月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて別表第4に定める月数を

乗じて得た金額に満たないときは、その差額を障害年金差領一時金としてその泣族

に支給する。

(行方不明手当金の支給要件)

第 93条被保険者が職務上の事自により行方不明となったときは、その期|旬、被扶

義者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が 1月未満であ

るときは、この限りでない。

(行方不明手当金の額)

第 94条行方不明手当金の額は、 1日につき、被保険者が行方不明となった当時の

標準報酬日額に相当する金額とする。

(行方不明手当金の支給期間)

第 95条行方不明手当金の支給を受ける期聞は、被保険者が行方不明となった日の

翌日から起算して 3月を限度とする。
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(報酬との調整)

第 96条被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その

報酬の額の限度において行方不明手当金を支給Lない。

(遺族年金の支給要件)

第 97条 被保険者又は被保険者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡L

た場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺才知南償年金又は遺族年金(以

下「遥訪封劇賞年金等Jという。)が支給され、かっ、最高限度額が最終標準報酬日額

より少ないときは、その遺族に対し、遺族年金を支給する。

(遺族年金の額)

第 98条遺族年金の額は、次の各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及

びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分

に応じ、最高限度額と最終標準報酬日額の差額に、当該各号に定める日数を乗じて

得た金額とする。

- 1人 153日 (55.歳以上の玄:又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻

にあっては、 175日)

2人 201日

三 3人 223日

四 4人以上 245白

2 遺族年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生

じた月の翌月から、遺族年金の額を改定する。

-(遺族年金の受給権の消滅)

第 99条 泣族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに

該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位

者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。

一死亡したとき。

二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

をしたとき。

三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組

関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

四 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了

したとき。

玉子、孫又は兄弟姉妹については、 18歳に達した日以後の最初の3月31日が

終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第35

条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

六 第35条第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、

孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は

祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時60歳以上であ

ったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にあるとき、兄弟姉妹については 18歳に達する日以後の最初の 3月31日ま

での間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時60歳以
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上で、あったときを除く。)。

2 遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったと

きは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族年金の支給停止等)

第 100条 遺族年金を受ける権利を有する者の所在が 1年以上明らかでない場合に

は、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同礼町立者がないときは次

順位者の申請によって、その所在が明らかで、ない問、その支給を停止する。この場

合において、同順位者がないときは、その問、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停

止の解除を申請することができる。

3 第 98条第2項の規定は、第1項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は

前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、

同条第2項中「増減を生じた月Jとあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解

除された月」と読み替えるものとする。

4 遺族年金は、同ーの事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支

給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の

支給を停比する。

G立族一時金)

第 101条 被保険者又は被保険者であった者が職務よの事由又は通勤により死亡し

た際(その者の死亡の当時に胎児であった子が出生したときは、その出生の際)、遺

族年金の支給を受けることができる者がない場合であって、労働者災害補償保険法

の規定による泣族補償一時金文は泣族一時金(以下「辿族補償一時金等」という。)

が支給されるときは、最終標準報酬月額の 2・7月分に相当する金額を遺族一時金

として、その逃族に支給する。

(泣族年金差'領一時金)

第 102条 泣族術的年金等を受ける者が、辿族補償年金等を受ける権利を失った際、

逃族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は

被保険者で、あった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等

の総額及び逃族補似一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の 36月分に相当す

る額に満たないときは、その差額を造族年金差額一時金として、被保険者で、あった

者の逃族に支給する。

別表第 2 (第88条関係) Jjlj表第 3 (第90条関係) 別表第4 (第91、92条関係)

障害の程度 日 数 障害の程度 月 数 障害の程度 月 数

I 1 級 313日| 1 級 3・2月 l 級 48丹

2 級 277日l 2 級 2・O月 2 級 42月

3 級 245日 3 級 1・9月 3 級 3 9月

4 級 213日 4 級 1・6月 4 級 36月

5 級 1 84日 5 級 o . 8月 5 級 33月

6 級 156日 6 級 o . 6月 6 級 30月

7 級 131日 7 級 o . 1月 7 級 25月
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9 港則法(昭和23年法律 174号)(抄)

(法律の目的)

第エ条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ること

を目的とする。

(港及びその区域)

第 2条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

JO 港則法施行令(昭和40年政令第2J9号)(妙)

(港及びその区域)

第 1条 港則法(以下「法」という。)第2条の港及びその区域は、 53[J表第 1の

とおりとする。

n 船員法第『祭器Z頃第3号ぬ操船(;)範囲を定める政令(昭和38年政令語54
号)(抄)

船員法第 1条第2項第 3号の政令の定める総トン数 3'0トン未満の漁船は、次の

漁船とする。

1 推進機関を備える総トン数 30トン未満の漁船で、あって、専ら次に掲げる漁

業に従事するもの

イ 漁具を定置して営む漁業

ロ 漁業法(昭和 24年法律第267号)第6条第4項の区画漁業又は同条第

5項の共同漁業

2 前号に掲げる漁船のほか、次に掲げる推進機関を備える漁船

イ 総トン数 10トン以上 20トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業'

以外の漁業に従事するもののうち、専ら別表の海面において営む漁業に従事

するもの及び海岸から 5海里以遠の海面(別表の海面を除く。)において営

む漁業に従事する期間が年間 30日未満であると地方運輸局長(運輸監理部

長を含む。以下同じ。)が認定したもの

(1) 漁業法第 52条第1項の指定漁業

(2) 漁業法第66条第2項の小型さけ・ます流し網漁業

(3) 漁業法第 66条第 2項の中型まき網漁業又は小型機船底びき網漁業であ

って、日[J表の海面以外の海面において営むもの

ロ 総トン数 10トン未満の漁船であって、専ら次に掲げる漁業以外の漁業に

従事するもの並びに次に掲げる漁業に従事するもの(専ら漁業法第 52条第

1項の指定漁業を定める政令(昭和 38年政令第6号)第 1項第4号の大中

型まき網漁業に従事する漁船の附属漁船及び総トン数 10トン以上の漁船で

あって専ら漁業法第 66条第2項の中型まき網漁業(総トン数20トジ未満

の漁船にあっては、別表の海面以外の海面において営むものに限る。)に従

事するものの附属漁船を除く。)のうち、専ら別表の海面において営む漁業

に従事するもの及び海岸から 5海里以遠の海面(別表の海面を除く。)にお

十
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いて営む漁業に従事する期聞が年間 30日未満であると地方運輸局長が認定

したもの

(1) 漁業法第 52条第 1項の指定漁業

(2) 漁業法第 66条第2項の小型さけ・ます流し網漁業、中型まき網漁業又

は小型機船底びき網漁業

3 推進機関を備えない総トン数 30トン未満の漁船であって、次に掲げる漁

船の附属漁船以外のもの

イ 専ら漁業法第 52条第 1項の指定漁業を定める政令第1項第4号の大中

型まき網漁業に従事する漁船

ロ 専ら漁業法第 66条第2項:の中型まき網漁業に従事する漁船(総トン数

2 0トン未満の漁船であ。て専ら別表の海面において営む漁業lこ従事する

もの及び前号ロの規定により地方運輸局長が認定した漁船を除<0) 

1昭z船舶職員及ひ

(定義)

第 2条

1 ~ 3 (1I1ii-) 

4 この法律において「小型船舶操縦者J とは、 γj、型船舶(総トン数 20トン未

満の船舶及び 1人で持縦を行う構造の船舶であってその運航及び機関の運転に

|渇する業務の内容が総トシ数 20トン未満の船舶と同等であるものとして国土

交通省令で定める総トン主主 20トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長を

いう。
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※ 

13 船舶ぬ船員法適閉じ司有無(;)7白戸困

む巨匠〉
J 

NO 

lNO 
.YES ;4 
~ーャ ー

N? 戸 ;jj1ii
乙♂立、/

NO 

漣用なし 適用なし

漁船に係る詳細なフロー図については、次ページ参照
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※漁船の適用範囲について(船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令)
「→船員法の適用有り

I (上乗せ給付有り)
漁船 総トン数

5トン未満

船員法の適用無し

(上乗せ給位無レ〕

5トン以上

船員法の適用無し

(上乗せ給付無し)

大中型まさ絹漁業(大

臣許可〉の附属漁船 20トン未満で特定海

面で営む漁業・準地先

中型まさ網漁業(知事

許可〉の附属漁船

漁業の揚合

合

一

し

J

揚

一

無

札

の

一

用

問

削

一

溜

縦

記

一

部

せ

上

一

読

乗

『
|
“
出
よ

-
(
 

h 
船員j去の適用有り

(上乗せ給付有り)
上記以外の附属漁船

あり

30トン以上 ト船員法の適用有り

(上乗せ給付有り)
5トン以上30トン未満

5トン以上10トン未満
一
満

一
宋一ン

一
」
l

ム

一

O

一

2
一
上

一
リ
同

一
ハ
レ

F

一ン
一

L
l

-
ハ
)

-
A
E
'
 

船員法の適用無し

(上乗せ給付無し)

下記以外の潟、業

同

右記以外の漁業

指定漁業(大臣許可〉、小型さ

lけ・ます流し紹漁業、中型まき

網漁業、小型機船底びき網漁業

(知事許可〕

特定海面で営む漁業・

準I也先漁業(一定の附
属漁船を除く。〉

、し

J

撫
組

ヂ
寸

b
I
E
A
一口

T
1
1
v
の
吋

去

t

む
乗

出
上

目

(

20トン以上30トツ未満
定置網漁業・区画漁

業・共同漁業

船員j去の適用無し

(上乗せ給付無し)

小型さけ・ます流し網II中型まき網漁業、小型 11左記以外の漁業
漁業〈知事許可) I I機船底びき網漁業〈知

事許可〉

船員法の適用有り

(上乗せ給付有り)

船員j去の適用有り

(よ乗せ給付有り) 船員j去の適用無し

(上乗せ給付無し)

船員法の適用有り

(上乗せ給付有り)
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刺し網(固定

式刺し網r漁

業

延縄漁業

流し網漁業

魚が通過する場所に、固定式の網を張って、魚を縞目に刺したり、

絡ませたりする漁法。

日主主王tの制定 i抵当て
j'! '~'F li!j S えま一，-
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「出所:長附県水産部HHゆめとびネットj]J

縄に多数の針をつけ、活エピや冷凍サンマなどを餌として使用し、

投相したのち引き上げて漁}jQする漁法。
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「出所.長111;'，(Yi¥7k産部HHゆめとびネットj]J

刺し網を、網を固定せずに、潮の流れや風などによって流しなが

ら、魚を網目に刺したり、絡ませたりする漁法。
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「出所 長崎県水産部HPWゆめとびネ y トj]J
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漁船に係る主な用語集

指定漁業 漁業法(昭和 24年 12月 1'5日法律第 267号)第 52条.-.，..6

4条により、定められた許可漁業。

農林水産大臣の許可が必要で、漁業法第 52条第 1項の指定漁業

を定める政令(昭和 38年 1月.22日政令第6号)第 1条で具体的

に規定されており、次の漁業が該当する。

沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、遠洋底びき網漁業、大中

型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、母船式捕鯨業、遠洋かっ

お・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業、中型さけ・ます流し網

漁、北太平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業、いか釣り漁

業。

沖合底びき網 日本近海において、総トン数 15トン以上の動力漁船により、底

漁業 びき網を使用して行う漁業。

以西底びき網 黄海・東シナ海を中心において、総トン数 15トン以土の動力漁

漁業 船により、底びき網を使用して行う漁業。

遠洋底びき網 一般に 200カイリ水域外及び他国の沖合において、総トン数1

漁業 5トン以上の動力i魚船により、底びき網を使用して行う漁業。

大中型まき網 総トン数40トン以上(北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎灯台

漁業 に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋崎灯台

に至る直線のうち問中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線

との最初の交点までの部分、間交点から最大高潮時海岸線を千葉県

野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線

から成る線以東の太平洋の海域にあっては、総トン数 15トン)以

上の大きな漁船で、大きな網を円を描いて引き、魚を包囲して引き

上げる漁業。

大型捕鯨業 動力漁船により捕鯨砲(もりづっ)を使用してミンククジフ以外

のヒゲ、クジラ又はマツコウクジラをとる漁業で母船式捕鯨業以外の

もの。

小型捕鯨業 動力漁船により捕鯨砲(もりづ、つ)を使用してミンククジフ又は|

マの。ツコウクジラ以外のハクジラをとる漁業で母船式捕鯨業以外のも|

母船式捕鯨業 母船式漁業であって、捕鯨砲(もりづ、つ)を使用して鯨をとる漁

業。

遠洋かつお・ 一般に 200カイリ水域外及び他国の沖合において、総トン数

まぐろ漁業 120トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣り

によって、かつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とす

る漁業。

近海かつお・ 日本近海において、総トン数 10トン(我が国の排他的経済水域、

まぐろ漁業 領海及び内7k並びに我が国の排他的経済水域によって固まれた海域

から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領
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海を除く。)にあっては、総トン数 20トン)以上 120トン未満

の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによって、かつ

お、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業。

中型さけ・ま 総トン数 30トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ又

す流し網漁業 はますをとることを目的とする漁業。

北太平洋さん 北緯 34度 54分 6秒の線以北、東経 139度 53分 18秒の線

ま漁業 以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)に

おいて総トン数 10トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさ

んまをとることを目的とする漁業。

日本海ベにず 日本海の海域(一部を除く)においてかごを使用してベにずわい

わいがに漁業 がにをとることを目的とする漁業。

いか釣り漁業 ，総トン数 30トン以上の動力漁船により、釣りによってイカをと

ることを目的とする漁業。

動力漁船 推進機関を備える漁船。以下のいずれかに該当するもの。

一 専ら漁業に従事する船舶

二 漁業に従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有

するもの

ー 専ら漁場から漁波物又はその製品を運搬する船舶

四 専らj魚、業に関する試験、調査、指導若しくは紘習に従事する船

舶又は漁業の取締りに従事する船舶であってj魚、ろう設備を有する

もの

推進機関 ー主lとスクリュー・プロペフのこと。

大型船舶 総トン数 20トン以上の船舶。

小型船舶 総トン数20トン未満の船舶のうち、日本船舶(船胎法(明治 3

2年法律第46号)第 1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)

又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港問又は湖、川若しくは港のみ

|を航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものを

し、う。

一 漁船法(昭和2， 5年法律第 178号)第 2条第 1項に規定する

漁船

ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他

国土交通省令で定める船

小型機底びき 総トン数 15トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う l

網漁業 漁業。

小型さけ・ま 総トン数 30トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又

す流し網漁業 はますをとる漁業(母船式漁業を除く。)。

母船 遠洋漁業船団で、多くの小型漁船を率い、必要な物資を補給した

り、漁独物の処理・加工・保存などを行ったりする大型の船。

独航船 母船と一体となって当該漁業に従事する独航船その他の農林水産

省令で定める船舶。
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母船式漁業 製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれとー

体となって、当該漁業に従事する独航船等により行なう指定漁業。

母船を中心に漁船団を組んで行う漁業。カニ漁業、サケ・マス漁業

などに行われる。

母船式底びき 母船式i漁業であって、底びき網を使用しで漁獲する漁業のこと。

網等漁業

大中型まき網 総トン数40トン以上の動力漁船により、大きな網を円を描いて

漁業 引き、魚を包囲して引き上げる漁業。

中型まき網漁、 総トン数5トン以上40トン未満の動力漁船により、大きな網を

業 円を描いて引き、魚を包囲して引き上げる漁業。

附属漁船 燈船、探索船、運搬船等通常単独には漁携に従事しないj魚、船をい

うが、 1ケ統に属する漁船のうち総トン数 10トン以上のものが 1

隻以上ある場合には、当該漁船(2隻以上ある場合には、総トン数

の大きいもの)以外の漁船を附属漁船として取扱う。

1ケ統に属する漁船のすべてが毎年常態として 2カ月以上の期間、

まき網漁業に従事せず、他の漁業に従事するときは、その期間は附

属漁船として取り扱わない。

まき網漁業に従事する 1ケ統の親船及び附属漁船に乗り組むため雇

用されている船員その他船員法等の適用を受ける漁船に乗り組むた

めに雇用されている船員については、総トン数5トン未満の附属潟、

船に乗り組んでいる場合及び臨時に用船された附属漁船に乗り組ん

でいる場合においても、船員法等の適用があるものとレて取扱う。

漁ろう 魚介類や海藻などをとること。また、その作業。

ーケ統 操業は一般に船団操業の形態をとっており、本船(網船)・灯船|

-探索船・運搬船からなり、これらをまとめた呼称。

準地先漁業 海岸から 5海里 (9，260m)以遠の海面(特定海面を除く。) I 
において営む漁業に従事する期間が年間 30日未満であると地方運|

輸局長が認定したもの。

定置漁業 一定期間、一定場所に網その他のJ魚、具を敷設・定置して営むもの

をいい、以下に掲げる漁業。

身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27m以

上(沖縄県では 15m以上)であるもの。(瀬戸内海におけるます

網漁業並びに陸奥湾における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)

北海道において主にさけを主たる漁獲物とするもの。

区画漁業 以下に掲げる漁業。

第 1種区画漁業

定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖

業(ひび建養殖業、かき養殖業、真珠養殖業、小割式養殖業等)。

第 2種区画漁業

土、石、竹、木等によって固まれた一定の区域内において営む養
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共同漁業

匂も

殖業(築堤式養殖業等)

第 3種区画漁業

一定の区域内において営む養殖業であって、第 1~2種以外のも

の。(地まき式の員類養殖業)

一定の水面を共同ピ利用して営むものをいい、以下に掲げる漁業。

第 1種共同漁業

藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこなど、農林

水産太臣が指定する定着性の水産動植物が対象。

第 2程共同漁業

網漁具を固定して来遊する浮魚をとる漁業。小型定置網、固定式

刺網、敷網、ふくろ待網の各漁業がある。定置漁業に該当するもの

は含まない。

第 3種共同漁業

地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船を使用す

るものを除 1く、飼付漁業、っきいそ漁業。

第 4'f豆共同漁業

寄魚漁業、!烏付こぎ釣漁業であって第 5種共同漁業に該当しない

もの。

第 5種共同漁業

河川、湖沼等の内水面において営む漁業で第 1種共同漁業に該当

しないもの。

特定海面 |陸奥湾| 青森県焼山埼から岡県高野埼まで引いた線及び陸岸によ

り固まれた海面

富山湾 l富山県生地Liカミら石川県大泊釘ーまで引いた線及び陸岸に

より固まれた海面

若狭詰| 福井県越前岬から同県特牛J脊まで引いた線、同地点から

同県在rn埼まで号11;、た線、同地点から京都府毛島北端まで引

いた線、同地点から同府経ケ11叩まで引し、た線及び陸岸によ

り固まれた海面

東京湾‘l千葉県洲埼から神奈川県剣埼まで引いた線及び陸岸によ

り固まれた海面

伊勢湾| 愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸

により固まれた海面

l 英虞湾 l三重県麦埼から岡県九木埼まで引いた線及び陸岸により

等 |固まれた海面

瀬戸内 l和歌山県日ノ御埼から徳島県蒲生田岬まで引いた線、愛 d

海 !媛県佐回岬から大分県関埼まで引いた線、山口県!日火ノ山

下船舶通航信号所跡から福岡県門司埼まで引し、た線及び陸

岸により閉まれた海面

宇和海! 愛媛県佐田岬から高知県姫島西端まで引いた線、同地点
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及び宿 から同県沖ノ島櫛ケ鼻まで引いた線ミ同島東端から同県オ

毛湾 シメ鼻まで引いた線及び陸岸により固まれた海面

唐津湾 福岡県大門埼から佐賀県土器埼まで引いた線及び陸岸に

より固まれた海面

伊万里 佐賀県大埼から長崎県阿翁崎鼻まで引いた線、同地点か

i沓 ら同県黒島本網代鼻まで引いた線、向島ネイネイ鼻から同

県青島ゴンブリ鼻まで引いた線、向島丸島鼻から岡県津埼

まで引いた線及び陸岸により固まれた海面

大村湾 長崎県寄船埼から同県高後埼まで引いた線及び陸岸によ

り図まれた海面

有明 長崎県野母埼から同県樺島南端まで引いた線、同地点か

海、橘 ら熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、向島台場ノ鼻か

湾及び ら鹿児島県長島大埼まで引いた線、同島神埼から岡県鵜瀬

八代海 鼻まで引いた線及び陸岸により固まれた海面

鹿児島 鹿児島県立白埼から同県開閉岬まで引いた線及び陸岸に

湾 より固まれた海面

14 労災保障と船員保隙命保除給付ぬ関係整理表

労災保険. 船員保険

療養 療養(補償)給付 給付無し

療養の:rr用

休業(l ~3 日目) 給付無し 休業手当金

休業 (4日目以降) 休業(補償)給付 休業手当金

傷病(補償)年金 障害年金

死亡 遺族(補ftf)年金 遺族年金

迎;族(補償)一時金 遺族一時金

葬祭料

障害 障害(補償)年金 障害年金

障害(補償)一時金 障害手当金

介護 介護(補償)給付 給付無し 4 

行方不明 給付無し 行方不明手当金

15 上乗せ給付ぬ計算についτ
O 休業補償給付

4日目から 4カミ月

標準報酬日額X40%一特別支給金=上乗せ給付額

1年 7か月目以降(労災の休業補償の額が標準報酬日額の 6割に満た

ない場合)

(標準報酬日額一休業補償) x60%=上乗せ給付'額
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O 障害補償給付(年金)

(最終の標準報酬日額 労災における給付基礎自額(最高限度額が適

用される場合に限る)) x日数、=上乗せ給付額

O 障害補償給付(一時金)

最終標準報酬月額に障害の程度に応じて、船員保険法則j表第 3に定め

る月数=上乗せ給付額

別表第3 (第90条関係)

障害の程度 月 数

1 f長
2 級

3 級

4 級

5 手長

6 級

7 級

3 ・2月

2 ・O月

1・9月

1・6月

o . 8月

O. 6月

o . 1月|
J 

J 

O 遺族補償給付(年金)

()官終の標準報酬日額 労災における給付基礎日額(最高限度額が適

用される場合に限る)) x日数=上乗せ給付額

O 並立族補償給付(一時金)

最終標準報酬月額の 2 ・7月分=上乗せ給付額
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第 3 関係通達

船員保険法と労働者災害補償保険法の適用に関する調整についての覚書

船舶に乗り組む労働者に対する標記法律の適用について、関係部局が合議した

結果、その取扱の調整を次の'とおり協定し、覚書を作成する。

おって、次の取扱は、被災労働者に対する保険給付を、船員保険法又は労働者

災害補償保険法(以下「労災保険法J という。)のいずれを適用して行なうべきか

を目的として取りきめたものである。

(一) 労働契約に基づき船舶内において労働に従事する者は、原則として当該

船舶に乗り組む者として取り扱うが、たとえば、左に掲げる場合等には、

船舶に乗り組んでいる者として取り扱われないこと。

1 試運転を行う新造船において勤務する造船所の技師、ぎ装完成前に他の

造船所に回航される新造船において勤務する造船所の技師のように、労働

基準法の適用を、受けている労働者が船員法の適用を受ける船舶内で短期間

勤務する場合。

2 観光会社の事務員が通訳又はガイドとして連日観光船に乗船するが、ー

日の乗船時間が短く、一日'の労働時間の大部分を陸上の事務員として過

している場合のように、労働基準法の適用を受けている労働t者が長期

間にわたって船員法の適用を受ける船舶内で勤務するが、主たる勤務

場所は陸上にあると認められる場合。

(二) 船員保険法の適用を受ける船舶に乗り組む労働者及び労災保険法の適用

を受ける船舶に乗り組む労働者が、作業中、同ーの使用者又は同ーの組に

属する他の船舶に乗り移ったときには、その作業中の災害は、その発生場

所の如何を問わず、被災労働者の出港時に所属する船舶に適用される法律

によって保険給付を行なうこと。これがため、使用者は出港時において各

船舶に所属する労働者を明確に区分 Lておくよう指導すること。

なお、右の場合において、他の船舶の乗組員に事故があり、その補充とし

て以後断続、かっ、恒常的に乗り移った場合のように、当該労働者の所属す

る船舶が変更されたことが明らかに確認された場合には、新たに所属した船

舶に適用される法律の適用を受けるものとして取り扱うこと。

船舶の総トン数は、船舶国籍証書、船籍票又は漁船登録票に記載された総

トン数によることとする。

なお、当該船舶が船舶国籍証書、船籍票及び漁船登録票のいずれも受有し

ていない、場合は、これを受けさせることとするが、この場合において、

当該船舶が沈没又は滅失等の事由により船舶国籍証書、船籍票及び漁船

登録票のいずれも受けることができないときは、当該船舶の設計図等に

より、船舶積量測度法、船舶積量測度規程及び簡易船舶積量測度規定に

定める方法によって総トン数を算定するものとする。
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船舶が港のみを航行する船舶に該当するか否かは、運輸省海運総局船員局

長発昭和二三年七月一六日付海員基第一O七号通ちょう(労働省労働基準局長

発昭和二三年八月一三日付基発第一一八一号通ちょうと同旨。)により、管轄

海運局長が当該船舶につきなした認定によるものとし管轄海運局長が認定を

行なっていない場合には、災害発生時において当該船舶が港のみを航行する

船舶であるか否かの認定を管轄海運局長に依頼し、その認定によるものとす

る。

四. 漁船であるか否かは、次の各号の場合を除き、原則として当該船舶が漁船

登録を有するか否かによって判断すること。

1 漁船登録を有する船舶了であっても、漁業活動以外の業務に常時使用されて

いると認められる場合には、漁船として取り扱わない。

2 漁船登録を有しない船舶であっても、漁業活動に常時使用されている主認

められる場合には、漁船として取り扱う。

五. 船舶が漁船であるか否かにつき問題が生じた場合等、前記一、乃至四、に

よる取扱に関し問題が生じた場合には、個々の事案について、都道府県労働

基準局と都道府県の船員保険事務主管部局において、意見の調整を図ること。

なお、その際意見の一致をみない場合には、運輸省船員局及び水産庁の意見

を聴き、厚生省保険局と労働省労働基準局とが協議したうえ、いずれにおい

て給付を行なうかを決定するものとする。

右党書の実施につき、各関係部局は協力するとともに、それぞれの下部機

関に対し、本取扱の周知徹底を図ること。

昭和三四年一二月二一日

厚生省保険局長印

水産庁長官印

運輸省船員局長印

労例省労働基準局長印

(1キ料一) (略)

(資料二)

海員基第一O七号

昭和二十三年七月十六日

海運総局船員局長

各海運局長殿

船員法第一条第二項第二号に規定する「港のみを航行する船舶j について

船員法第一条第二項第二号に規定する「港のみを航行する船舶Jは爾今左記により運用

せられたい。

記

港の区域は、昭和二十三年七月十六日附海員基第一O六号によるごと。

個々の船舶が「港のみを航行する船舶」に該当するや否やは、当該船舶の航行

'の実態に従い、決定することとし、その具体的認定は左の標準によるごと。
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(1) 同ーの港の区域内のみを航行する船舶には、船員法を適用しない。

(2) その主たる任務が同一の港の区域内にあって、例外的に港の区域外に航行する

船舶には、原則として船員法を適用しない。

(3) その主たる任務上ーの港内区域と港外若くは他の港の区域とを航行する船舶に

は船員法を適用する。

三 前項の基準に従い、所轄の船舶について、「港のみを航行する船舶」なりや否や

の認定を了したる上、その結果を関係当事者に明らかならしめる措置を講ずると共

に地方労働基準官署その他の関係官暑との連絡を密にし、監督上の遺憾なきを期す

ること。

なお、認定の結果は取纏め船員局宛報告すること。

備考

本通達第二項第二号に云う原則に対する例外は、或る企業体に所属する船舶の殆ど凡

てが、同項第三号にふり船員法の適用を受ける場合において、その他の船舶に対し労務

管理の必要上特に便宜的に船員法を適用する場合等極めて厳格に解すべきである o こ

の場合においても同項第一号に該当する船舶には船員法を適用する余地のない

ことは云うまでもない。

(資料三)

基発第一、一八一号

昭和二十三年八月十三日

労働省労働基準局長

都道府県労働基準局長殿

労働基準法の適用をうける船舶の範囲について

船員法の適用をうけず労働基準法の適用をうける船舶については船員法第一条第二項第

一号乃至第三号に掲げられているが、全条全項第二号中「港のみを航行する船舶」につ

いては、七月十五日法律第一七五号港域法及び同日附政令第一六四号「港域の特例に関

する政令」にもとづく七月十六日附運輸省告示第一九二号によって「港」の区域が定め

られたのに伴って、その範囲が決定せられ七月十六日附で海運総局船員局長より各海運

局長あて別紙写のような通燥が発せられているから、地方海運局と連絡の上監督上泣憾

なきを期せられたい。

尚港域法は七月十五日附官報号外に、「港域の特例に関する政令Jは七月十五

日附官報に、運輸省告示第一九二号は七月十六日附官報に、それぞれ登載され

ているから、参照せられたい。

(註、本文中にJ31j紙写とあるのは、資料二、の通ちょうを指す。)
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各都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長

「船員保険法と労働者災害補佐保険法の適用に関する調整についての覚書Jの交

換に伴なう専務処理について

船舶に乗り組む船員又は労働者に対する標記両法律の迎用については、 部船舶の操業の実態等

からみて、続々の問題を生じている向きもあり、早急に解決を要する問題点も少くないので、今般、

それらの問題について、厚生省保険局長v 水産庁長官、運IMi省船員局長及び労働省労働基準局長の

四者の間において協議した結果、 jjlj添の台おりの党詐を交換し、船員保険法及び労働者災害補伯保

険法(以下「労災保険法Jという。)の適用に関する訓墜を行なうことになった。よって、自今、役

職においても、特に左記7J~項に留意のうえ、覚11i の実施にあたって、 i立漏のないよう努められたい。

なお、 jjt::u:の趣旨の周知、徹底にづいては、党~It:を交換した各省庁において、それぞれ、下部機

関又は関連業者団体に対し行なうよう取り決めをしているが、1.1[-J[的においても、船舶所有者又は事

業主、船員又は労働者一及び漁業協同組合等の業者団体等に対し、本j;';t力ーの趣旨の周知、徹底を図る

とともに、船員保険法及び労災保険法の完全適用を邦lせられたい。

言己

J;t芥の一、の(二)について、

l 船員保険と労災保険とのnuに生ずる問胆は、多くの場合、旋網漁業等のごとく、船員保険法

の適用を受ける船舶と労災保l殊法の適用を受ける船舶とが協同して胤;!J\~を行なう場合におけ

る船員又は労{両者の相互移無から生じ、各船舶に所属する船員又は労働者が明確となっていな

いことに原因があると思われるので、この場合における前記両法律の適用については、党書の

、の(二)のとおり取り扱うこととなった。これがため、出港時において各船舶に所lえする船

員又は労例者を明確にし、さらに、、両保険の未適用を 掃するごとを目的として、両保険の地

方主管部局は、それぞれ、ずみやかに、次の措置を講ずること。

(イ)船員保険

常に、船員保険の適用船舶につき、船員法第十八条に規定する海員名仰の閲覧を求め、海

員名仰に言己ι11~ されていない船員又は海員名絡に記枕されているが、まだ船員保険に加入する

手続きをとっていない船員が乗り組んでいる場合は、すみやかに、これらの者を船員保険に

加入させるよう指辺すること。

(ロ)労災保険

(a) 労災保険法第三条第一項第一号又は第二号に規定する事業であって、同一事業内に船員

保険法の適用を受ける船舶と労災保険法の適用を受ける船舶とがある弓合、及び、労災保

険法第三条1(5一項第三号に規定する漁船については、今後、保険加入者が労災保険法第二

十八条第一項又は第二項に規定する概}~保険料の報告をするさい、あるいは、労働者を雇
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入れたとき又は労働者が労災保険法の適用を受ける船舶に所属したとき、労災保険法の適

用を受ける船舶ごとの労働者名簿を所轄労働基準監督署長に提出せしめること。

(b) 前記労働者名簿には、保険関係成立記号番号、事業の種類、船名、船舶登録記号番号、

保険加入者の氏名及び住所、労働者の氏名、住所、年令、lIii¥種(船長、機関士、治、夫等の

職種名。)、及び当該労働者につき、労働基準法第十二条第八項の規定に基づき労働大臣

が定める平均賃金に相当する額(協定平均賃金)がある場合にはその額等を記載せしめる

こと。

(e) 労働者名簿を労災保険法第二十八条第一項又は第二項に規定する概算保険料の報告を

するさいに、概算保険料報告書に添付して提出させるか、あるいは、労働者を雇入れたと

き又は労働者が労災保険法の適用を受ける船舶に所属したとき提出させるかは、地方の実

情に基づき、都道府県労働基準局長において定めること。ただし、従来、継続事業として

扱っているもの及び事業の期間が昭和三十五年度以降に及ぶ有期事業については、昭和三

十五年度に限り、労災保険法第二十八条第一項又は第二項に規定する概算保険料の報告を

するさい又は昭和三十五年四月一日における使用労働者につき、労働者名簿を提出せしめ

るごと。

(d) なお、労災保険法第二十八条第一項又は第二項に規定する概算保険料の報告をするさい

に、労働者名簿を提出させるよう取り扱う場合には、労働者に変動があったとき¥そのつ

ど、すみやかにその旨届出をさせることとし、労働者を雇入れたとき又は労働者が労災保

険法の適用を受ける船舶に所属したとき労働者名簿を提出させるよう取り扱う場合であ

って、既に提出された労働者名簿に記載された労働者数が、概算保険料報告書又は確定保

険料報告書に記載された常時使用労働者数をとえるときは、保険料算定基礎調査又は補償

費実地調査のさいに、既に、退職又は当該船舶より所属を外されている労働者の氏名を確

認し、提出ずみ労働者名簿の当該労働者に関する記載を抹消すること。

(ハ)海員名簿に記載がない者及び労働者名簿の提出のない者の取扱

海員名簿に記載すべきでありながら記載されていない者及び労働者名簿を提出すべきで

ありながら提出されていない者より、船員保険又は労災保険に対し、保険給付の請求があっ

たときは、当該保険の地方主管部局において、それぞれ、他の一方の保険との関連の有無を

検討し、関連があると認めるときには、他の一方の保険の地方主管部局に対し、その事実及

び労災保険法又は船員保険法の適用の有無を照会し、要すれば協議したのち、船員保険又は

労災保険の給付を行なうか否かを決定することとし、船舶所有者又は保険加入者に対し、自

今、必ず、船員保険又は労災保険に加入する手続きをとること、及び労働者名簿の提出を厳

守するよう指導すること。

2 覚書の一、の(二)にいう「同ーの組に属する」とは、複数以上の船舶が協同して、同時に、

伺ーの目的のもとに作業を行なう場合のことであって、船舶所有者文は使用者を異にする場合

を含むことに留意すること。

3 覚書の一、の(こ)にいう「出港時に所属する船舶」とは、船舶が運航、操業のために出港す

るときに、当該労働者が当該船舶の所属労働者であったか否かのことであって、たとえば、労，

災保険法の適用を受ける船舶の所属労働者に事故があって、船舶所有者又は事業主の特命によ

り、同一船舶所有者又は同一事業主に属する船員保険法の適用を受ける船舶に所属する船員

が、所属船舶を変更されることなく、短期間、臨時に労災保険法の適用を受ける船舶に乗り移

って、出港する場合を含まない。すなわち、この場合には、当該船員に対し、船員保険法が継

続して適用されるよう取り扱われる。
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覚書の二、について

船舶が改造、修理等を行ない総トン数が変化した場合であっても、当該総トン数の変化が、

監督官庁により確認され、船舶国籍証書、船籍票又は漁船登録票の記載が改められるまでは、

改造又は修理前の船舶国籍証書、船籍票若しくは漁船登録票に記載された総トン数によって、

船員保険法又は労災保険法のいずれを適用すべきかを決定す石こと。

船舶が沈没又は滅失した場合であって、当該船舶の設計図等により総トン数を算定する必要

があるときは、船員保険及び労災保険の地方主管部局において協議したうえ、いずれか一方に

おいて、設計図等の資料を添え、管轄の地方海運局に勤務する船舶測度官等の船舶の積;量、測

度に関する専門的知識を有する者に対し、当該船舶の総トン数の算定を依頼すること。

覚書の町、について

覚書の四、にいう「漁業活動」とは、漁携に関連する一体の作業のみでなく、臨時に、魚礁

造成(船舶、コンクリート塊又は石等を海中に沈設若しくは投入して、水産動植物を対象とす

る工作物等を人工的に造成するものをいうが、この場合には岩礁燃破作業をも含む。)等のた

め連施作業に従事する場合等も含むものと解して取り扱うこと。

四. 覚書の玉、について

漁船が臨時に一定期間、漁業活動以外の作業に従事した場合、あるいは、当該船員文は労働

者に対し、船員保険法又は労災保険法のいずれが適用されるべき~かについて疑義がある等の場

合には、両保険の地方主管都局は、事実関係を確認し、必要に応じて、地方海運局及び都道府

県水産課の意見をきいたうえ、すみやかに、その調墜に関して協議を行なうこと。

なお、協議するも、意見の一致をみない場合にはv 両部局連名により、事件の調詳、両者の

意見の相違点、その他参考IT料を添え、厚生省保険局長及び労働省労働基準局長あて梨伺する

とと。

玉 従前の取扱について従前の取扱であって、本覚芥及び通ちょうの取扱に反するものは、本覚

存及び通ちようにより、改められたものと了知されたい。

註(本件は、保発第一五号厚生省保険局長発各都道府県知事あて通ちょうと連名である)
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移送の取扱いについて

(昭和 37年 9月四日付け基発第 951号)

改正昭和 48年 2月 1日付け基発第 48号

改正平成 20年 10月 30日付け基発第 1030001号

労災保険法第 13条第 L項第 6号に掲げる標記については、従来その取扱いが各局

まちまちになっているものが少なくない実情にかんがみ、今般、従前の通達等を総合

的に検討して下記のとおり取り扱うこととしたので、自今この通達によって運用され

たい。

なお、柔道整復師等にかかわる移送の取扱いについても、これに準ずるものである

から念のため申し添える。

おって、従前の通達のうち、 531]表に掲げる通達以外の通達は廃止する。

記

1 移送の範囲

( 1 )災害現場等から医療機関への移送

災害現場から医療機関への傷病労働者の移送及び療養中の傷病労働者ムに入院

の必要が生じ、自宅等から医療機関に収容するための移送。

(2 )転医等に伴う移送

イ 労働基準監督署長の勧告による転医(転地療養又は帰郷療養を含む。以下問

じ。)又は、傷病労働者の診療を行っている医師の指示による転医又は対診の

ための移送。

ロ 傷病労働者の診療を行っている医師の指示による退院に必要な移送。

( 3)通院

イ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)

内に存在する当該傷病の診療に適Lた労災病院又は労災指定医療機関(以下

「労災指定医療機関等」という。)への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地

から片道 2キロメートノレ以上の通院に限る。)。
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ロ 傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に

適した労災指定医療機関等が存在しない場合、又は交通事情等の状況から傷病

労働者の住居地若しくは勤務地と同ーの市町村に隣接する市町村内の当該傷

病の診療に適した労災指定医療機関等への通院の方が利便性が高いと認めら

れる場合における傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同ーの市町村に隣接

する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷

病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートノレ以上の通院に限る。)。

ハ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村内及び傷病労働者の住居地

又は勤務地と向ーの市町村に隣接する市町村内に当該傷病の診療に適した労

災指定医療機関等が存在しない場合における最寄りの当該傷病の診療に適し

た労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キ

ロメートノレ以上の通院に限る。)。

ニ‘傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートノレ未満の通院であって

も、傷病労働者の傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院

することが著しぐ困難で、あると認められる場合における当該傷病の診療に適し

た労災指定医療機関等への通院。

ホ 労働基準監督署長が診療を受けることを勧告じた労災指定医療機関等への通

π"" 附百。

2，費用の範囲

移送1rとして支給する資用は、当該労働者の傷病の状況等からみて、一般に必要

と認められるもので、傷病労働者が現実に支出する費用とすること。

なお、傷病労働者の移送に従事する者の日当は次により算定すること。

(1 )付添看護人の日当は、当該地域において一般に看護人の日当として支払われ

ている料金を基準として計算した額を限度とすること。

(2 )傷病労働者と同一事業所に勤務する労働者が移送に従事した場合の日当は、

当該労働者の通常の労働日の賃金を基準として計算した額を限度とすること。

( 3 )傷病労働者の配偶者及び二親等内の血族が移送に従事する場合には、当該親

族にかかわる費用のうち、日当は支給しないこと。
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3 費用の請求

(1)労災保険法施行規則第 9条第 3項の移送に要した費用の額を証明する書類は、

原則として領収書によること。

なお、国鉄又はパス運賃等で療養補償費請求書 i@療養の内容」欄の診療実日

数によって、その費用を算定できるものについては、前記の書類の添付を必要と

しないこと。

(2)傷病労働者の診療を行っている医師の指示による転医又は対診の場合には療養

補償費請求書「⑬傷病の経過の概要」欄にその指示を行った旨の記載を受けるよ

うに指導すること。
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各都道府県労働基準局長殿

基発第 519 号

昭和 39年 4 月 20 日

(改正昭和57年4月1日基発第218号)

労働省労働基準局長

請負給制によって使用される漁業及び林業労働者の平均賃金

請負給制(定額給制のものでも相当額の歩合給が併給されているものを含む。以下同じ。)によっ

て使用される漁業及び林業労働者の平均賃金については、その賃金の特殊性及び労働基準法(以下

「法」という。)の施行の実情にかんがみ、昭和24年労働省告示第5号第2条の規定に基づき、従来、

昭和31年6月7日付け基発第369号通達により、都道府県労働基準局長〈現行・都道府県労働局長〉の承

認した平均iT金に関する協定があるときは、その協定による金額とすることとして、協定制度を推

進してきたところであるが、最近における賃金水準の変動の実情等にかんがみ、自今一F記のとおり

定めることとしたがら、その運用に遺憾なきを期されたい。

なお、平均fi金を法第12条第I項から第6項までの規定により算定することをできるだけすみやか

に可能容易ならしめるためにも、法の要討する賃金その他の労働条件の明石配化、 n金台帳の1藍備、

記入の適正化等についての監祈指導には、格段と努力されたい。

昭和31年6月7日付け基発m369号通達及び昭和31年7月31日付け基収第2737号通達は、廃止する。

記

1 ~aj'l給制によって使用される漁業及び林業労仰J者の平均賃金は、原則として、法第12条第l項か

ら:%6項までの規定に定める方式により、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前 箇年聞

についてr，~定する。

2 前号の規定により算定しえない場合(著しく不適当な場合を含む。以下同じ。)には、都道府

県労働基準局長く現行・都道府県労働局畏〉が当該司事E業場において当該労例者と同秘のヨ業t務に従:':J

じた労f'仙l耐肋者(平均j究T金釘算E定f資T甘手料ヰの明らかなものに限る。)について、前号の規定に準じて算定し

た金額の一人あたり平均賃金をもって、その平均賃金とする。

3 前2号の規定により$~定しえない場合(算定することが著しく困難なため災害補伯の遅延等によ

り当該労働者に不利益となるような場合を含む。以下同じ。)であって、当該労働者の平均賃金

に関し、次の要件をみたし、都道府県労働基準局長〈現行・都道府県労働局長〉が承認した協定が

あるときは、当分の間〈その協定による金額をもって、その平均賃金とする。また、この協定の

締結については、できるかぎり協同組合等使用者団体ごとに一括して締結するよう指導するもの

とする。

(1) 協定の当事者

協定は、使用者とその事業場における労働者の過半数を代表する者との聞で締結されたもの

であること。

(2) 協定の様式

協定は、書面に作成し、両当事者が記名押印したものであること。協同組合等使用者団体ご
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とに一括して協定を締結する場合には、協定に参加する使用者及びその事業場における労働者

の過半数を代表する者が記名押印したもの又は、記名押印した書面による委任に基づき双方の

代表者が記名押印したものであること。

(3) 協定の金額

協定は、各職種iごとの平均賃金とする金額が明記され、かっ、その金額がそれぞれ次の基準

以上であること o

(イ) 漁業にあっては、都道府県労働基準局長く現行・都道府県労働局長〉が別紙「漁業労働者

賃金調査要綱Jによって行う過去一箇年間(一定の季節を限って使用される労働者について

は、前年におけるその期間。以下同じ。)についての調査の結果における当該都道府県の漁、

業労働者の職種及び都道府県労働基準局長く現行・都道府県労働局長〉が定める区分別、一実

労働日あたり平均賃金額に当該区分別平均稼働率(その率が100分の60に満たないときは、 1

00分の60とする。)を乗じて得た金額。

(ロ) 林業にあっては、労働大臣官房労働統計情報部〈現行・厚生労働大臣官房統計情報部〉の行

う「林業労働者職種別賃金調査」の前年の調査の結果における当該都道府県の出来高払の林

業労働者の通勤・山泊地区別、職種別一日平均現金給与額に、当該職種の平均稼働率(その

率が100分の60に満たないときは、 100分の60とする。)を乗じて得た金額。

住) 協定の有効期間

協定は、有効期聞が一年以内であること。

(5) 協定の更新又は再締結

更新又は再締結された協定については、その協定の金額は、漁業にあっては過去一箇年間に

ついての調査、林業にあっては前年の調査の結果に基づく承認基準の金額以上のものであるこ

ととし、 e調査を行わないまま従前の金額による更新を承認し、又はそれ以前の調査の結呆に基

づき協定を承認することは絶対にしないこと"

4 第l号、第2号、第3号のいずれの規定によっても算定し得ない場合(漁業労働者については当該

都道府県において当該労働者の属する区分及び職種に係る平均賃金協定の承認基準の金額が明

らかにされているときに限る。)は、当分の問、都道府県労働基準局長く現行・都道府県労働局長

〉が、前号 (3)の基準の算定方法に準じて算定した金額をもって、その平均賃金とする。

別紙漁業労働者賃金調査要綱〈略〉
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;JE発第 1 5. 9 1 号

昭和 40年 12月 5 日

各都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長

特別加入者に係る業務上外の認定及び支給制限の取扱いについて

法第34条の12及び法第34条の13の規定に基づピ特別加入者に係る業務ヒ外の認定及び支給制限

は、下記陀より行なうこととしたので、了知されたい。

記

第l 業務上外の認定について

l 特別加A者については、次の場合に業務遂行性を認めるものとする。

cl) 中小三事業主等(法第34条のII第l号及び第2号該当者については次の場合

イ 特別加入申詩芥(告示様式第34号の7)別紙の業務の内容柑lに記椛された所定就業時間

(休憩時間を含むものとする。以下同じ。)内において特別加入の申誌に係るヰj業のために

する行為及びこれに直接附帯する行為(生理的行為、反射的行為、準備・後仕未行為、必

要行為、合理的行為又は緊急業務行為をし寸。以下同じ。)を行なう場合

ロ 所定就業時間をこえる就業については、労例者の時間外労働に応じて就業する得合

iハ 上記イ及びロの就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中

の士号合、この士号令において、日常生活の用に供する施設と事業用の施設とを区分すること

が困難なものについては、ぞれらを包括して市業場施設とみなすものとするロ

ニ 当該~Jf.業の運営に直接必要な出張で、その事実を証明できるもの。

ホ 通勤途上であって次に掲げる場合

(イ)司3・業主提供に係る労j，[;IJ者の通知専用交通機関の利用中。

(ロ)突発事故等による予定外の緊急の出別途上。

へ 当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について、労働者を伴って出席

する士号合。

(2) 一人親方等(法第34条のn第3号及び第4号該当者)については次の場合

イ 建設業の一人親方等について

(イ)詰負工事現場における作業及びとれに直接附帯する行為を行なう場合

(ロ)請負契約に基づくものであることが、明らかな作業を自家内作業場において行なう場

ぷk

'" 
(ノサ請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業(手工具類程反のものを携行して通勤す

る場合を除く o )及びこれに直接附帯する行為を行なう場合

ロ 個人タクシー営業者及び個人貨物運送業者について免許を受けた事業の範囲内におい

て事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む。)、貨物の私卸作業及びこれlと直接

附帯する行為を行なう場合
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ハ 漁船による自営漁業者について

(イ)水産動植物の採捕及びこれに直接必要な用船中の作業及びこれに直接附帯する行為

を行なう場合

(ロ)用船に必要な機材(通常各人が携する簡単な漁具程度のものを除く。)を最終の発地か

らt魚、船まで若Lくは漁船から最初の着地まで運搬する場合、又は漁穫物(通常各人が家

庭で消費する程度のものを除く。)を漁船から最初の着地まで運搬する場合

(3) 特定作業従事者(法第34条の11第5号該当者)については次の場合

イ 指定農業機械作業従事者について

(イ)厨場、国道の作業場において指定農業機械を用いて行なう作業及びこれに直接附帯す

る行為を行なう場合

(ロ)当該機械を園場等の作業場と格納場所との聞において、運転又は運搬する作業及びこ

れに直接附帯する行為を行なう場合

ロ 職場適応訓練生について

労働者の場合に準ずる。

2 業務起因性の半Ij定は、労働者の場合に準じて行なうものとする。

第2 支給制限について

I 法第19条の規定による支給制限

法第34条のII第1号及び第2号に該当する者についての支給制限は、これらの者の事故が同条

第 1号の者のJjJ:業主しての故意文は重大過失により発生したと認められる均合を除いては、す

べて法第四条の規定により行なうものとするロ

(I) 第l項関係

本項の規定は、特別加入者の負傷、疾病、 F申告若しくは死亡又はその直接の原因となった

ボ故の発生について、 41i')lIJ加入者に意図した故立があるjILJ合に適用すること o

(Z) 第2項関係

本項の規定は、 "11故発生のIT!{談の原因となった行為が、法令(労働法111;法、鉱山保安法、

道路交通法等)上の危3防止に関する規定で洞則の附されているものに逃反し文はi主反する

行為に相当すると認、められる勾合に適用し、支給i¥lIJsN.の方法は、昭和初年7月31日付け基発

第906号通達記の第1のE及びmに準ずるものする。

この士号合において、法令上の危害防止に関する規定で罰則の附されているものについでの

違反の有無を判断するに際しては、労働基準法及び鉱山保安法関係については、特別加入者

を労働者とみなして判断するものとすること o また、建設業の一人親方及びその:'11:業に従事

する者については、たとえば、労働安全衛生規則第112条のように、使用者の遵守義務の履

行が先行する条項については、使用者の遵守義務の履行はあったものとして判断すること。

2 法第34条の12第l項第丑号の規定による支給制限

(1) 前段関係

本号前段の規定は、中小事業主又は中小事業主の行う事業に従事する者の業務上の負傷、

疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が、中小事業主の故意又は重大過

失によって生じた主認められる場合に適用し、事業主とみなされる者の範囲、故意又は重大

過失の認定基準及び支給制限の方法は、前記通達の記の第3のEに準ずるものとする。

この場合において、向通達で「危害防止jとあるは「中小事業主として講ずべき危害防止J

と、 [保険加入者」とあるのは、 「中小事業主」と、 「徴収金」とあるのは「支給制限Jと

読み替えるものとする。

~232~ 

。



(2) 後段関係

本号後段の規定は、中小事業主が法第28条第l項又は第2項の規定による1脱却保険料を法第

31条の規定による督促状の指定期限内に納付しない場合(天災事変その他やむを得ない事自

により保険料を納付することができなったと認められる場合を除く。〕に適用し、事業主の

範囲、支給制限を差し控える 'Jc由及び支給制限の方法は、前記述速記号第3のEに準ずるも

のする。

この場合において、 [徴収金j とあるのは[支給制限j と読み替えるものとする。

3 法第34条の13第l項第7号の規定による支給制限

本号の規定は、法第34条の13第1項第l号の規定により事業主とみなされる一人親方その他の

自営業者又は特定作業従 ιJ~者の団体が、法第28条第l項又は第2項の規定による概算保険料を法

第31条の規定による督促状の指定期限内に納付しない場合(天災、IE変その他やむを得ない事由

により保険料を納付できなかったと認められる場合を除く。)に適用し、事業主とみなされる

団体としての行為を行なう者の範囲、支給制限を差し控える事由及び支給制限の方法は、前記

通達記の第3のEに準ずるものする。

この場合において、 「徴収金」とあるのは「支給制限J と読み替えるものとするロ

第3 支給制限及び求位相互間の調整について

特別加入者に係る保険給付について、法第19条、法第20条第p豆、法第34条の12第一l項第4号

又l立法第34条の13第l工戸第7号の規定が同時に適用される場合は、次により取り扱うこと。

1 支給制限に関する規定が111複して適用される場合

(1) 法節目条と法第34条の 12お l項 tl~ 4号又は法第34条の 13~iîl項第7号の規定とが同時にJi主i用

される場合には、まず、法第四条の規定を迎用し、その残余の部分について法第34条の12第

l項第4号文は法第34条の13第1項第7号の規定を適用すること。

(2) 法第34条の12第I項第4号前段と同号後段の規定とが同時に適用される場合は、いずれか支

給制限率の高い方の規定のみを適用すること。

2 支給制限に関する規定と法第20条第l項の規定とが同時に適用される場合

法第20条第l項の規定と法第19条、法第34条の12第l項の4号文は法第34条の13第lJJ!(第7号の

規定が同時に適用される場合は、まず、法;r~19条、法第34条の 12第 1項第4号文は法第34条の 13

:1i~1項第7号の規定を適用し、その結果、減額支給された保険給付について法第20条第l項の規

定を適用すること。

233 



、、

各都道府県労働基準局長殿

基発第 114 号

昭和 4 3 年 3 月日日

労働省労働基準局長

労働者災害補償保険業務の効率的運営について

労働者災害補償保険事業は、わが国経済の著じい成長と相まって逐年事業規模の拡大を続け、数

年来の相次く制度改善によって長足の発展を重ねてきたが、さらに昭和43年度からは、全産業にわ

たる強制適用事業の範囲を拡大して労働者の保護の充実を期することとなった。

しかしながら、これに伴って事業量の増大が予想されるので、これに対処して業務の効率的運営

を図るごとが、制度拡充の突を挙げるためにも必要である。一方、国の方針としても、できる限り

予算と人員の節減を図るべきこととされ、事務の簡素化及び合理化への要請はますます強まるもの

と考えられる。このため、本省においては、労働基準行政全般にわたる事務処理の簡素化、合理化

等について、あらためて総合的検討を進めつつあるが、労働者災害補償保険事業についても、当面

可能なものから遂次実施を図ることとし、とりあえず労働者災害補償保険法施行規則等の 部改正

によるもののほか下記ににより業務運営の効率化を進あることとしたので、今後の事務処理を通じ

て所期の実効を期すべく努められたい。

記

第l 適用業務

強制適用事業の範囲の拡大に伴い、適用業務については特に労災保険事務組合(以下「事務

組合Jという。)の一層の活用を図る必要があるので、事務組合に係る事務処理方法を以下の

ように整備することとする。

l 保険番号について

(1) 基幹番号の整備

委託事業に係る保険番号の取扱いは次表によることとじ、従来の基幹番号を同表の区分に

より整備することにあたっては、枝番号の最も多い基幹番号を当該事務組合の新基幹番号占

するニと o ただし、校番号が1，000番以上となる場合は、 1，000番以上の分については、さら

に新基幹番号を付すること。

なお、業種別の委託事業場数及び労働者数のは握は、補303号報告において必要となるの

で、基幹番号を切り替える際、枝番号を業種別順に付する等の配慮を行なうこと。

(2) 基幹番号の切替え

既存の事務組合については、業務室から年度更新用として年度末に旧基幹番号ごとに rsg
和42年度確定昭和43年度概算保険料報告書」が送付されるが、新取扱いへの切り替えは次に

より行なうこと。

イ 新取扱いにより消滅する!日基幹番号に係る保険料報告は、事業が廃止された場合と両様

に扱い、昭和42年度確定保険料報告のみにとどめることとし、保険料報告書内訳による各
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委託事業主ごとのjj古都による不足額又は過納額のぞれぞれの合計額を報告すること。

ロ 新基幹番号に係る保険料}報告は、確定保険料については、|日取扱いによる当該基幹番号

分のみの碓定保険料を報告し、概算保険料については、新取扱いによって消滅した前記イ

による旧基幹、番号分の概算保険料を含めて報告すること D

なお、この場合、印書された保険料率は、 「日IJ添内訳のとおり j と訂正すること。

ハ 前記イにおいて各委託事業ごとの精算による過納額の合計額が不足額の合計額をこえ

る場合には、その差領は年度更新終了後、機様式第23号の処理をなした後、前記ロによる

昭和43年度1m算保険料全期もしくは1JI)]分にエラー処理コード9を用いlて充当処理するこ

と。

ニ 前記イにおいて不足績の合計叡が過納額の合計額をこえる場合には、その差額を5月15

日までに!日基幹番号によって納付させること。

、ホ 前記ニによるほか、昭和43年4月1日以降旧基幹番号で処理するものは、次のとおりであ

る。

(イ)旧基幹番号に係る繰越及び組替保険料の納付

(ロ)昭和43年3月31日以前に支給決定を行なった保険給付の支払い

へ 本取扱いによって新保険帯号に切り持ったものについては、機様式2i'i88号による報告を

作成し、本省業務室へ送付すること。

ト 委託ミ11喰主が将来法第27条の規定の迎用を受ける均合に防えるため、その可能性のある

事業坊については、!日基幹若手号及び枝番号と新基幹帝号及び校番号との切り替表を局にお

いて作成じ、 3年間保存すること。

2 保険料の延納処迎

(1) 慨抗保険料に関しては、労働者災答初約保険法施行規貝Ij(以下「貝IjJという。)の今次改正

により、 ;Iq労組合委託事業均についてその傾に関係なくすべて延納が認められることとなっ

たが、これに伴い、年度!Ji新に当つては、すべて3回延納として機械処足1!するものとするこ

と。 たたし、 11基去斡番号に係る委言託壬Z功h諸業主主全部が延副納l句iを，祢市望しないi均詰合:等干、 特B別lリjな可リ市lι川F什-[，

るj渇2合には、この限りでないこと。

(2) 新取扱いにより延納を認める慨;í~):保険料は、保険料報告出内訳総括表(新様式)の合計制

(へ)の概t~保険料ト額である'から、事務組合から限告された保険料 ;::I~告活内訳総指去の合計州

における各WJ分保険料官TIと年度!JI新l限定仕訳訴の各1W分保険料とは必ずしも一致しないこ

と。(r報告1庄内訳」及び「総括表j の記J主要領は従来と具ならないため、延納希望の有無

及び端数計慌の関係から一致しない。)

なお、 l期分において事務組合からの納付領が(1)により処理した概算保険料を上回る拐合

は、順次第2、第3WJ分の収納分として機械処旦rrずること。

3 年度中途における事務処理の委託および委託解除に係る ¥Ji務処理

(1) これについては、今後、委託届、又は委託解除届、及び保険関係成立泊、又は任意加入申

込役士iszの提出のみにとどめ、保険料の報告及び納付は、年)jt!1!新時において一括処辿するこ

とo ただし、この取扱いは、新規委託事業拐について新たに法幹帯号を付する必3さがある場

合には適用したいこと。

なお、この場合においても、委託解除事業坊について年度中途に村~<t~返泣を要することと

なったときは、当該事業場のみの磁定保険料報告書を提出させてNju手析しをすること、ただ

し、このi号合にはインプット免EZは行たわないこととし年度末において確定保険料を|庇51保

険料と同額として他の委託事走馬分とまとめて処理すること、
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なお、上記の取扱いに伴い新たに委託する事業場の委託前の保険関係消滅にともなう精算

返還金は、すべて返還処理すること。

(2) (1)の事務処理にともない、年度中途に委託事業主から事務組合に交付された保険料等の

取扱いについては、問題の生ずることのないよう事務組合に対して指導に努めるとともに、

随時、監査を行なうよう配慮すること。

4 滞納保険料の督促に伴う事務処理

(1) 業務室から菅促状(基幹番号別、種別、期別)が発せられた場合は、各地方局にあっては直

ちに事務組合あて組様式Bによる滞納事業場全部の報告を求め、これに基っき各委託事業場

あての督促状を作成し事務組合あて発行すること。

したがって、本年度から年度更新時における納付状況報告書の作成、提出は必要でないこ

と。

(2) 上記にかかる滞納保険料が、その後逐次納入された場合には、当該納入済事業場分をIケ

月ごとにとりまとめ翌月 10日までに組様式9により報告させ、地方局においては、土記組様

式自を整理すること。

5 諸手続のー括

尉第3条の3第l項の規定による保険関係成立についての届出、則第4条第l項の規定による任

意加入の申込、則第46条の10の規定による委託についての届出及び則第46条の19第l項の規定

による中小事業主の特別加入の申込が同一時期に行なわれる場合については、別添組様式15及

び16によって処理しても差しっか元ないこと。

6 その他

(1) 事務組合に関する適達様式について、様式番号を統一し、一部その名称および内容を次表

のごとく変更する。

(2) 保険料報告書内訳総括表の規模欄を、 5人未満、 5人~15人、 16人以上の3区分とする。

(3) r労災保険業務統計報告J補303号報告の保険料欄は、 42年度下期分報告より廃止する。

第2 徴収業務及び経理事務

適用の拡大、保険経済の推移等にかんがみ、徴収業務及び経理事務の一層の効率化を図る必

要があるので、これに関する事務処理を以下のように整理することとした。

1 r保険料滞納処分並びに納入督励事蹟書」の廃止

「保険料滞納処分並びに納入督励事蹟喜」については、滞納処分票と重複するので廃止する

こととする。

なお、旅行命令簿の「用務先」又は「備考J楠等に対象事業場の保険番号を記載し、かっ滞

納処分票は少なくとも課長(又は補佐)までは添付して決裁をうけることとし、出張状況等の結

果については、管理監督者は当該滞納処分票と前記旅行命令簿に記載された対象事業場との照

合を適時適宣の方法によって確認すること。

2 現金領収証書等に押なつする局名印の省略

現金領収証書、歳入歳出外現金領収証書及び納付受託証書(以下「現金領収証書等」という。)

の各紙片についての局名印は、新規交付の分から省略することとする。ただし、物品管理官、

分任物品管理官又は物品供用官は、徴収職員に現金領収証書等を交付するときは、当該現金領

収証書等の記号、番号及び枚数の点検、確認を行なうこと。

3 現金領収証書の一連番号の廃止等

昭和25年12月28日付け基発第1029号通達によって現金領収証書の右側上方欄外(現行の様式，

にあっては、左側I上方捌外)に記載することとなっているの rNo・J一連番号についてl訟昭 和
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43年度以降は廃止することとする。

なお、管理監督者の残枚数の点検、確認の便宜に供するため、従来、各冊の上部から下部へ

各片に付した連番号の印刷を、次回の印刷から、下部から上部への連番号に印刷することとす

る。

4 証券仕訳簿の取扱い

収入官吏が証券を受領したときは「証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律実施ニ付取扱方J

(大5.12.21大蔵省司1[令第13号)によって証券仕訳待に整理することとなっているが、当分の問、

現金領収証舎の「備考」棚に当該証券の記号、番号及び振出入の氏名を記，1在することによって

証券仕訳簿への登載にかえるこそとする。

なお、上記の記載事項はついて、次回の印刷から呑式を改正する予定である。

5 納入告知舎に記載する歳入徴収官の官Jllil及び官印の印影の印刷

納入告知書に記載することとなっている歳入徴収官の官職、氏名については、氏名を省略し

で官j肢のみを記;1屯することとし、この官職及び歳入徴収官の官印の印影は、本省において一括

して印刷することとする。

日 義政等の購入等にかかる物品管理待への登械の省略

5TE肢等の姉入、支給等の事務取扱いについては、従来、物品管迎法による物品管迎待への登

椛をするとともに、保険胞設取扱規程(昭25.10.24基発第950号)の保験施設原京(様式m13号)

によって処理されてきたところであるが、この様式の一部を改正(様式中「検収年月日」、 「購

入年月日」、及び「交付年月日 J桝!の追加)することによって、昭和43年度以降は物品管理知

への登il&を省111吾寸ることとする。

7 主任物品管理官の物品管理換の手続及び分任物品管理官の物品管理的への記録の省略

労働基準監督署ににおいて使用する事務用消耗品、諸帳簿等印刷物(郵便切手類、現金領収

証書、納付受託証持、歳入歳出外現金領収証書及び返納金領収証:よ;を除く。)のうち管理換を

ともなうものについては、昭和43年度以降、分任物品管理官備えつけの物品管理知その他の懐

票への記i1&を省略することとするため、検討中である。

第3 給付業務

最近における業務災害の発生状況、適用拡大に伴う給付件数の増加に伴い、給付業務につい

ても各般の改善整備の必要性が高まっており、とりあえず、以下により、給付業務の取扱いを

改めることとしたので、その適正な処理に努められたい。

l 療授補償給付の取扱い

(l) 診療費の支払い~ji:務

指定医療機関に対する診療費の支払いについてほ、かねてその適正処理及び事務簡素化に

ついて検討を進めできたところであるが、昭和43年度当初から診療費を都道府県労働基準局

において一括審査のうえ指定医療機関に直接支払うこととする等、関係2ji-務の処理方法を整

備することとしたので、その処理に万全を期すること。なお、実施時期、実施手順、実施要

領等については、5JIJ途指示するが、準備期間を要する局にあっては、あらかじめ具体的事情、

見通し等を木省に具中すること。

(2) 給付記録票の記載省|略

療養の費用及び長期療養者に関する療養の給付については、今後、給付記録票の記t肢を省

略して差し支えないこと。

2 休業補償給付の受任者払い

0) 保険給付の受任者払いについては、従来その対象事業場の範囲を限定してきたが(昭和23
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年9月B日付基発第1326号、昭和27年8月20日付基発第611号)、々後、休業補償給付に限って、

次の場合には、事業場の規模を限定せず受任者払いを行なって差し支えないこと。

イ 当該労働者が事業主に対し休業補償給付の受領方を委任した場合

d 労働者から委任を受けた事業主がさらに口座を有する銀行等の金敵機関に再委任した

場合

ハ 当該労働者がその事業主の所属する事務組合に受領を委任した場合

ニ 労働者から委任を受けた事業主かさらに自己の所属する事務組合に再委任した場合

ホ 労働者文は事業主からハによ'り委任を受けた事務組合が、さらに口座を有する銀行等め

金融機関に再委任した場合

(2) (l)により受任者払いを行なう場合にも、委任関係についてあらかじめ審査し、さらに不

正受給防止のために随時点検を行なう等、問題のないよう慎重を期すること。

第4 業務の計画的運営

労災保険業務の効率的運営を図るにあたっては、各般の業務改善と相まって業務運営につい

ての適切な計画の策定が必要であることはいうまでもない。これについては、本省と地方各局

を通ずる業務全般の総合的計画的推進に資するため、本省i己おいても種々検討を主ねている

が、各局においても、実効性ある適切な計画策定にー属努力し、今後における地方局署の業務

計画は、できる限り計画事項、計画の立て方等に関する別添要領によって策定のうえ、これを

本省あて報告されたい。
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各都道府県労働基準局長殿

基発第 643 号

昭和 47年 9月 30 日

労働省労働基準局長

労働者災害補償保険法第25条(事業主からの費用徴収)の規定の取扱いについて

失業保倹法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」とい

う。)が、本年4月1日から施行されたことに伴い、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以

下「法」という。)の一部が改正された(以下、改正後の法をそれぞれ rI日法J及び「新法」という。)

ところであるが、新法第25条の規定による事業主からの費用徴収については、下記のとおり取り扱

うこととし、昭和40年7月31日付け基発第906号及び昭和41年2月l日付け基発第98号のうち、!日法第3

0条の41こ関する部分は、すべて本通達によることとしたので逃憾のないよう留怠されたい。

なお、新法施行前に生じた災害に係る~用徴収については、主主備法第26条第2項の規定により、

従前の例によって行なわれることとされているので、念のため申し添える。

言己

l 虫(n項第l号関係

(1) 本号の規定は、事業主が、労働保険の保険料の徴収等に闘する法律(以下「徴収法」という。)

宣言15条第1項又は第2項の規定による概算保険料のうち一般保険料を、徴収法第26条の規定によ

る脊促状の指定期限内に納付しない場合(天災41i-変その他やむを得ない守Jr由により保険料を納

付することができなかったと認められる場合を除く。)に適用すること。

前記概算保険料について、徴妓法第四条の規定による延納(以下「延納」という。)が認めら

れている場合においては、事故発生の日の加する矧について保険料が完納されておれば、その

前期について保険料の滞納があっても、本号の規定は適用しないこと。

なお、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条の規定による事業主の代理

人、労災保険の功一務について代理権を授与されていると認められる者及び事業主の名において

保険料の納付事務を行なう被用者が、保険料の納付を怠った場合には、事業主が保険料を納付

しないものとして取り扱うこと o

(2) 前記(1)にかかわらず、次の各号のlに該当するときは、本号の規定の適用を差し控えること。

イ 事業主について、次の措置により保険料の納付を猶予している~!~合。ただし、当該猶予期

問中に生じた事故に係る保険給付に限る。

(イ)国税通則法第46条の規定による納付の猶予([司条第3項の規定の例によるものを除く。)

(ロ)国税徴収法第151条の規定の例による換価の猶予(同条第3項第号の規定によるものを除

く。)

(ハ)国税徴収法の規定の例による滞納処分の停止

ロ 事業主が、容促状の指定期限前に具体的計画を示して、指定期限から1カ月以内に保険料
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を納付することを誓約し、期限的に納付した場合。

ハ 督促状の指定期限前に、国税通則法第55条の規定江主例による納付委託(国税通則法第46条

第1項若しくは第2項又は国税徴収法第151条第l項第l号の規定の例によるものを除く。)を受

けた場合において当該証券が替促状の指定期限後1ヵ月以内の日を支払期日としている場

合。

(3) 本号の規定による費用の徴収は、督促状の指定期限の翌日から、当該概算保険料を完納した

日の前日(当該概算保険料を完納した日が、当該概算保険料に係る保険年度若しくは事業期間

又は延紡の場合における当該期の末日を経過している場合には当該保険年度若しくは事業期

間又は期の末日)までの期間中に生じた事故に係る休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給

付及び葬祭料f再発に係るものを除く。)のうち事故発生の日から当該概算保険料を完納した日

の前日までに支給事由が生じたもの(管促状の指定期限を経過した後に前記 (2)のイに掲げる

事由が生じたことによる保険料付猶予期間中に支給事由の生じたものを除く。)について、支

給のつど行なうこと。ただし、この場合、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌

日から起算して3年以内の期間において支給事由の生じたものに限ること。

(4) 徴収金の価額は、前記 (3)の保険給付の額に相当する額に、納付すべき概算保険料に対する

滞納額の割合(以下「滞納率Jという。)(滞納率が100分の40をこえるときは、 100分の40とす

る。)を乗じて得た価額とすること。

2 第1項第2号関係

(1) 本号の規定は、事業主(事業主に代って危害防止に関する事項を管理する責任を有する者を

含む。)が、次の各号のHこ該当する場合に適用すること。

なお、当該事故の発生原因が{也の行政庁の主管する危害防止に関する事項に係るものである

場合には、当該行政庁の意見を求めて処理することを要するが、その回答が事故発生後日カ月

以内に得られなかった場合には、それまでの調査資料に基づいて独自に判断して差し支えない

こと a

イ 法令に危害防止のための直接的かつ具体的な措置が規定されている場合に、事業主が当該

規定に明白に違反したため、事故を発生させたと認められるとき。

ロ 法令に危害防止のための直接的措置が規定されているが、その規定する措置が具体性に欠

けている場合に、事業主が監督行政庁より具体的措涯について指示を受け、その措置を講ず

ることを怠つために司i故を発生させたと認められるとき。

ハ 法令に危害防止のための措置が規定されていないが、事故発生の危険が明白かっ急迫であ

るため、事業主が監督行政庁より直接的かつ具体的な捨廷について指示を受け、その捨iEを

講ずることを怠ったために事故を発生させたと認められるときo

(2) 本号の規定による費用の徴収は、当該事故に係る休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給

付及び葬祭料(再発に係るものを除く。)について、支給のつど行なうこと。ただし、この場合、

療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して3年以内の期間において支

手会事由の生じたものに限る。

(3) 徴収金の価額は、前記(2)の保険給付の額に相当する額の100分の30に相当する額とするこ

と。

3 徴収金の徴収の調整

本条第1項第1号に該当する事由と第2号に該当する事由とが同時に存する場合においては、い

ずれか高い方の価額をもって徴収金の価額とすること。

4 徴収金の徴収の方法
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本条の規定による徴収金の債権管理及び徴収事務は、国の債権の管理等に関する治律及び関係

法令によるほか、次により行なうこと。

なお、本条の規定による徴収金には従来どおり延滞金を果さないものとして取り扱うこと。

(1) 所轄労働基準監督署長は、本条の規定に該当するものについて保険給付を行なった場合に

は、 u 所轄都道府県労働基準局長(以下「所轄局長」という。)に対してその旨を別紙様式の1に

より通知すること。

(2) 所轄局長は、上記1の通知を受けた場合は、当該事業主に対し保険給付に要した費用を徴収

する旨及び徴収金の価額等を別紙様式の2により通知するとともに、納入告知書を送付するこ

と。

(3) 本条の規定による徴収金については、債権の種類は、損害賠償金債権、歳入科目は労働保険

特別会計労災勘定の(款)雑収入(項)雑収入(目)雑入とすること。

6 徴収の特例

前記lの(4)及び2の(3)にかかわらず、本条の規定による徴収金の価額が1， 000円未満の場合に

は、本条の規定の適用を差し控えること。

7 第三者行為災害の場合における本条の規定の適用

(1) 本条第l項第l号の規定の適用がある場合で、法第20条第l項の;規定の適用があるときは、す

でに支給した保険給付の価額から政府が求償し得べき価額を差し引いて得た残額に滞納率(滞

納率が100分の40をこえるときは100分の40とする。)を釆じて得た価額を、本条の規定による

徴収金として徴収すること。

(2) 本条第l項第2号の規定が適用される場合で、当該事業主のほかに共同不法行為者たる第三者

があるときは、すでに支給した保険給付の価額から当該第三者に求似し得る額を差し引いて得

た残額の100分の30に相当する額を、本条の規定による徴収金として徴収すること。

別添(略)

241-



各都道府県労働基準局長殿

基発第 644 号

昭 和 48年 11月 22日

労働省労働基準局長

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の施行について

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(B15和48年法律第85号)、労働者災害補償保険法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和48年政令第322号)、労働者災害

補償保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第35号)、及び労働保険の保険料の徴

収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第36号)並びに関係告示(昭和4

8年労働省告示第68号、第69号及び第70号)が、木年12月1日から施行され、通勤災富保護;IiU度が同日

から発足することとなった。新制度の大綱については、昭和48年11月22日付け労働省〉発基第105号に

より、労働事務次官から通達されたところであるが、同制度に係る事務取扱いについては、下記事

項を了知の上、特に制度発足の当初においては、局署職員が一体となって一日も早く制度の運営を

軌道に乗せるべく、格段の努力を払い、業務運営に遺憾なきを期されたい。

(注)法令の略称ほ、次のとおりである。

改正法労働者災害補償保険法の一部を改正する法律

新法改正法による改正後の労働者災害補償保険法

旧法改正法による改正前の労働者災害補償保険法

新整備法改正法による改正後の失業保険法及び労働句者災害補償保険法の一部を改正する法律及

び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行lこ伴う関係法律の整備等に関する法律

改正省令労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令

新規則改正省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則

新整備省令改正規則による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法

律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令

言己

第1 労災保険の目的の改正

今次の改正により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という o )の目的として、労働者

の通勤災害についても保険給付及び保険施設を行うことが加えられた(新法第l条)。新法第l条

においては、従来の「災害補償Jを行うという文言に代えて、 「保険給付」を行うという表現

に改められているが、これは、本来事業主に災害補償責任のない通勤災害についても「災害補

償」を行うというのは適切でないので、 「保険給付」を行うというより一般的な表現を用いた

ものであって、業務災害に関する保険給付ほ従来のとおり「災害補償Jとじて仔われるもので

ある。このことは、労働基準法(昭和22年法律第49号?第84条の規定に今回何らの変更がなされ

なかったことからも明らかである。

第2 保険給付関係

242-



旧法においては、保険給付及び保険施設について第3翠としてまとめて規定されていたもの

が、新法においては、保険給付については第3章として、保険施設については第3章の2として、

それぞれ規定されることとなった。さらに、第3章は、 「第l節通員JjJ、 「第2節業務災害に

関する、保険給付」及び「第3節通勤災害に関する保険給付」の3節に分かたれて規定されるこ

ととなった。

l 通則関係

第l節にほ、君主務災害に関する侠険給付及び通勤災害に関する保険給付の双方に適用される

通則的規定が置かれた(新法第7条から第12条の7まで)。

(J) 業務災害及び通勤災害

新法第7条第1項の規定が、労災保険から業務災害及び通勤災害にl均して保険給付は行われ

るものであること並びに業務災害及び通勤災害の定義を定めたものである。業務災害の認定

に関する取扱いは従来のとおりであるが、通勤災害の認定については、新たに発足した労働

者の通勤災害保設制度の運営上の重要な問題であるので、別紙「通勤災害の範凹について」

により慎重に行うこととされたい。

なお、通勤災害の認定についても、全国を述じて統一的に行う必要があるので、各都道府

県労間基準局において、別紙「通拘災i1~の ;ft包囲について」によっては、通勤災害に該当する

か否かの認定の困難なユ1;:案については、当分の問、 ~jr-案毎に本省あてりん伺することとされ

たい。

(2) 給付基礎日額

3m勤災害干に日'1する保険給付に係る給付基礎日額も、業務災省の場合と同様であり、原則と

して、労例i庄司B法tr~12条の平均賃金に相当する領を用いるものとされている(新法第B条) 0 

新法lT18条の規定l士、旧法j:j~12条の2の規定について、当該平均賃金のお定:ljJ:曲の発生した日

を明礁に定めるためtの改正が行われたものである。

(3) その他の通則規定

新法第9条から第12条の7までの規定は、!日法第12条の3から第12条の6まで及び第四条から

第22条の2まで(第四条の3を除く。)の規定に相当するもので、これらの規定について所要の

波理が行われたものである。

'2 君主務災害に関する保険給付関係

業務災害に関する保険給付については、第3可c第3節として新法第12条のBから第20条までに

規定されることとなったが、これらの規定に相当する旧法の規定について所要の鐙理が行われ

たほかは、従来と変りがない。

3 通勤災害に関する保険給付関係

通勤災害に関する保険給付については、 rí~3 i7L ti~ 3節として、新法tii21条から第22条の7まで

に規定されているところである。

(1) 保険給付の間類等

通勤災害に関する保険給付は、新法第21条に規定されているとおり、泌長給付、休業給付、

障害給付、 i立族給付、葬祭給付及び長WJ傷病給付の6利頴で、これらの給付は、それぞれ業

務災害に関する節美術fi給付、休業補tI給付、障害布lifi¥給付、辿族補t¥給付、葬祭料及び長

期傷病補償給付と同一内容であり、その支給事由、受給権者、他の社会保険による給付との

調整等も業務災害の場合と同様である(新法第22粂から市22条の6まで)。

(2) 保険給付の請求

通列災害に関する保険給付の訪求手続については、業務災害に関する保険給付の切合と基
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木的には同様であるが、通勤災害の性格上、請求書の記載事項等について必要な限度におい

て差異が設けられている。たとえば、通勤災害に関する誇求書には、業務災害の場合の記載

事項に加えて、次の事項を記載しなければならないこととされている(新規則第18条の5第l

項等)。

① 災害の発生の時刻j及び場所

② 就業の場所並びに災害が出勤の際に生じたものである場合には就業開始の予定の時刻、

災害が退勤の際に生じたものである場合にほ就業終了の時刻及び就業の場所を離れた時

刻j

③ 通常の通勤の経路及び方法

@ 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至った経路、方法所用時間その他の状況

なお、②については必ず、①及び③に掲げる事項については、事業主が知り得た場合に、

その証明を受けなければならないこととされている(新規則第18条の5第2項等)

第3 保険施設関係

保険施設については、新法においては、第3章の2として独立のI章が設けられたほか、第23

条の規定が改正されて、外科後処置に関する施設等は、業務災害についてと同様に、通勤災害

についても行われることとなった。なお、第23条の2に定められている災害予防に関する保険

施設は、通勤災害については行われない。

第4 費用の負担関係

l 保険料の徴収について

通勤災害に関する保険給付等に要する費用にあてるための財源は、労働保険の保険料の徴収

等に関する法律(昭和何年法律第84号)の規定によ石労働保険料に含めて徴収されるものであ

り、これに伴い同法及び関係政省令について所要の改正が行われたが、これらに関しては、別

途、昭和49年11月22日付け労働省発労徴第85号基発第645号により通達されているところであ

る。

2 事業主からの費用徴収

通勤災害に関する事業主からの費用徴収は、保険料の滞納中に生じた事故についてのみ行わ

れる。また、この場合における費用徴収の限度額は、業務災害の場合と同様である(新法第25

条第I項)。

なお、通勤災害の場合には、事業主の故意又は重大な過失による事故について費用徴収を行

わないのは、通勤災害は事業主の支配下において生ずるものではなく、事業主に災害予防義務

が課されていないためである。

3 労働者の一部負担

通勤災害に関する療養給付を受ける労働者は、 200円(日雇労働者健康保険の被保険者は、 50

円)の一部負担金を納付しなければならないこととされているが、①第三者行為災害を被った

者、②痛養関始後3日以内に死亡した者及び③転医した者の場合は、この限りでないとされて

いる(新法第25条第2項、新規則第44条の2第l項及び第2項)。また、この一部負担金は、当該労

働者に支払うべき療養給付たる療養の費用又は休業給付の額からこれに相当する額を控除す

ることによって徴収することができることとされている(新法第25条第3項、新規則第44条の2

第3項)。

なお、一部負担金の徴収手続等で、事業主からの徴収金の場合と同様とされているところは

ある(新法第25条第4項)0 

第5 特別加入関係
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特別加入者については、その実態の特性等に鑑み、通勤災害に関する保険給付は、行おれな

いものである(新法第28条及び第29条)。

第6 不服申立て及び訴訟関係

新法第38条は、旧法においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律中の規定の準用に

ついて各徴収金に関する条項ごとに規定されていたものを、まとめて規定したものである。

第7 雑貝Ij関係

保険給付についての時効に関する規定その他第6章(雑則)の規定は、通勤災害に関する場合

も、業務災害に関する場合と同様に適用される。

新法第45条は、旧法第45条の規定を改め、戸籍に関する証明は、市町村等の条例で定めた場

合には、無料とすることとしたものである。

新法第47条の規定l士、通勤災害の多くは第三者行為災害であるため、保険給付の原因である

事故を発生させた第三者b::対しでも、行政庁が必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を

命ずることができることとし光ものである。なお、この場合の第三者については、他の蘭係者

と異なり行政庁への出頭を命ずることはできないものである。

第B 皆定措fl~:及び特例措置

年金たる保険給付の額についてのスライド;1iIJの適用、泣族に対する前払一時金の支給及び55

才以上60才未満の泣族に係る年金に関する特例は、いずれも、通勤災古に関する保険給付につ

いても、業務災害のg，}合と同様、実胞されることとされている(改正法附則第3条から第5条ま

で)。

また、 illi勤災~8についても、業務災者の場合と同様、保険給付の特例が設けられており、こ

の場合にも、労例保険料のはか、特別保険料を徴収するこ主としている(新盤備法第四条の2、

第四条等及び新1皇官官則第6条から第9条まで)。

第9 新法の適用

;{Jf法は、昭和初年12月1日以後に発生した事故に起因する通勤災害に関して適用される(収正

法附則第2条)。したがって、たとえ同日以後に支絵本由が生ずるものであっても、同目前に発

生した。J[故に起因する通勤災害については、新法に基づく保険給付は行われないとととなる。
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oc豆ヨ
(別紙)

「通勤災害の範囲についてJ

通勤災害については、労災保険法第 7条第 l項第 2号において「労働者の通

勤による負傷、疾病、障害又は死亡」をいうものと定義されている。

また、通勤についでは、同条第 2項及び第 3項において次のとおり定義され

ている。

「前項第 2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理

的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くも

のとする。

1 住居と就業の場所との間の往復

2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

3 第 1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働

省令で定める要件に該当するものに限る。)J 

「労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる

移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各

号に掲げる移動は、第 l項第2号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中

J 断が、 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得

ない事由により行うための最少限度のものである場合は、当該逸脱又は中断

の聞を除き、ニの限りでない。J

併せて、労災保険法第 7条第 2項第2号の厚生労働省令で定める就業の場所

は、労災保険法施行規則第 6条において次のように定められている。

11 法第 3条第 1項の適周事業及び整備法第 5条第 1項の規定により労災

保険に係る保険関係が成立、している同項の労災保険暫定任意適用事業に

係る就業の場所

2 法第 34条第 1項第 l号、第 35条第 l項第 3号又は第 36条第 L項舞 1

号の規定により労働者とみなされる者(第 46条の 22の2に規定する者

を除く。)に係る就業の場所

3 その他前2号に類する就業の場所J

また、労災保険法第7条第2項第 3号の厚生労働省令で定める要件は、労災

保険法施行規則第 7条において次のように定められている。

「法第 7条第2項第 3号の厚生労働省令で定める要件は、同号lこ規定する移

動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであること

とする。

1 転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との聞を日々往復す

ることが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した
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労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該

転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居する

こととなったもの

イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障

害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をい

う。以下同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護

すること。

ロ 配偶者が、学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 l条に規定する

学校、同法第 82条の 2に規定する専修学校若しくは同法第 83条第 1

項に規定する各種学校(以下[学校等」という。)に在学し、又は職業

能力開発促進法(昭和 44年法律第 64号)第 15条の 6第 3項に規定す

る公共職業能力開発施設の行う職業司|嚇 f職業能力開発総合大学校に

おいて行われるものを含む。以下「職業訓練」という 0) を受けている

同居の子(18歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある子

に限るJ を養育ずること。

ハ 配偶者示、引き続き就業すること。

ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引

き続き当該住宅に居住すること。

ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに

類する事情

2 ;/去任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復す

ることが当該往復の距jlJ住等を考>>11:して困難となったため住居を移転した

労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該

転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの(配偶

者がないものに限る。)

イ 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活

を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。

ロ 当該子 (18歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある子

に限る。)が学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること o

ハ その他当該子が労働者と同居で、きないと認められるイ又はロに類す

る事情

3 転任に伴い、当該転任の直前の住居から就業の場所との問を日々往復

することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転し

た労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当

該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護

状態にあり、かっ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)

と別居することとなったもの(配偶者及び子がないものに限る。)

イ 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営ん

でいた地域において介護を受けなければならないこと。
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ロ 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する

事情

4 その他前3号に類する労働者

さらに、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものは、労災

保険法施行規則第 8条において、次のように定められている。

「法第 7条第 3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

1 日用品の購入その他これに準ずる行為

2 職業訓練、学校教育法第 l条に規定する学校において行われる教育そ

の他これらに準ずる教育訓練であって職業能ガの開発向上に資するもの

を受ける行為

3 選挙権の行使その他これに準ずる行為

4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ず

る行為 J

上に述べた定義について、具体的に説明すると次のとおりである。

1 f通勤によるJの意義

「通勤によるJとは通勤と相当因果関係、のあること、つまり、通勤に通常伴

う危険が具体化したことをし、う。

① 具体的には、通勤の途中において、自動車にひかれた場合、電車が急停

車したため転倒して受傷した場合、駅の階段から転落した場合、歩行中に

ピノレの建設現場から、落下してきた物体により負傷した場合、転倒したタン

クローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合等、一般

に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められる。

② しかし、自殺の場合、その他被災者の故意によって生じた災害、通勤の

途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは、通勤をしてい

ることが原因となって災害が発生したものではないので、通勤災害とは認

められない。

2 r就業に関し」の意義

「就業に関しJとは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことによ

り行われるものであることを必要色する趣旨を示すものである。つまり、通勤

と認められるには、移動行為が業務と密接な関連をもって行われることを要す

ることを示すものである。

① まず、労働者が、業務に従事することになっていたか否か、又は現実に

業務に従事したか否かが、問題となる。

この場合に所定の就業日に所定の就業場所で所定の作業を行うことが業

務であることはいうまでもない。また、事業主の命によって物品を届けに
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行く場合にも、これが業務となる。また、このような本来の業務でなくと

も、全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いとされる

ような会社主催の行事に参加する場合等は業務と認められる。さらに、事

業主の命をうけて得意先を接待し、あるいは、得意先との打合せに出席す

るような場合も、業務となる。逆に、このような事情のない場合、例えば、

休日に会社の運動施設を利用しに行く場合はもとより会社主催ではあるが

参加す石か否かが労働者の任意とされているような行事に参加するような

場合には、業務とならない。ただし、そのような会社のレクリエーション

行事であっても、厚生課員が仕事としてその行事の運営にあたる湯合には

当然業務となる。また、事業主の命によって労働者が拘束されないような

同僚との懇親会、同僚の送別会への参加等も、業務とはならない。

さらに、労働者が労働組合大会に出席するような場合は、労働組合に雇

用されていると認められ石専従役職員については就業との関連性が認めら

れるのは当然であるが、一般の組合員については就業との関連性は認めら

れない。

② 

(イ) 出勤(労災保険法第 7条第 2項第 l号の住居から就業の場所への移

動をいい、問項第 2号の場合の第 2の就業の場所への移動を含む。以

下同じ。)の就業との関連性についてであるが、所定の就業日に所定

の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、寝すご

しによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若

干の前後があっても就業どの関迎性があることはもちろんである。他

方、迩!jjJJ部の帝Ir習に参加する等の目的で、例えば、

i )午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、

所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合や

品)第 2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけl誰れた時

刻に出動する場合

には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるもの

と考えられるので、就業との関連性はないと認められる。

なお、日々雇用される労働者についでは、継続して同一の事業に就

業しているような場合は、就業することが確実であり、その際の出勤

は、就業との関連性が認められるし、また公共職業安定所等でその日

の紹介を受けた後に、紹介先へ向う場合で、その事業で就業すること

が見込まれるときも、就業との関連性を認めることができる。しかし、

公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安

定所等まで行く行為は、未だ就職できるかどうか確実でない段階であ

り、職業紹介を受けるための行為で、あっ言、就業のための出勤行為で

あるとはいえない。

(ロ) 退勤(労災保険法第 7条第 2項第 l号の就業の場所から住居への移
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動をいう。)の場合であるが、この場合にも、終業後ただちに住居へ

向う場合は就業に関するものであることについては、問題がない。こ

のことは、日々雇用される労働者の場合でも同様である。

また、所定の就業時間終了前に早退をするような場合であっても、そ

の日の業務を終了して帰るものと考えられるので、就業との関連性を

認められる。

なお、通勤は 1日について 1回のみしか認められないものではない

ので、昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって‘帰宅するような

場合には、昼休みについていえば、午前中の業務を終了して帰り、午

後の業務に就くために出勤するものと考えられるので、その往復行為

は就業どの関連性を認められる。

また、業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、

労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念

上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間とな

るような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えない。

(ハ) 労災保険法第 7条第 2項第 3号の通勤における帰省先住居から赴

任先住居への移動の場合であるが、実態等を踏まえ、業務に就く当日

又は前日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。

ただし、前々日以前に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理

由があるときに限り、就業との関連性が認められる。

(ニ) 労災保険法第 7条第 2項第 3号の住居間移動における赴任先住居

から帰省先住居への移動の場合であるが、実態等を踏まえて、業務に

従事した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認め

て差し支えない。ただし、翌々日以後に行われた場合は、交通機関の

状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。

3 r合理的な経路及ひ&方法Jの意義

「合理的な経路及び方法」とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いる

ものと認められる経路及び手段等をいうものである。

① 経路については、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届け出て

いるような、鉄道、パス等の通常利用する経路及び通常これに代替了する

ことが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。

また、タクシ)等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経

路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路と

なる o また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回し

てとる経路、マイカ一通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤の

ためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる o さらに、
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他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけ

るためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、

就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるも

のと認められる。

逆に、上に述べたところから明らかなように、特設の合理的な理由も

なく著しく遠まわりとなるような経路をとる場合には、これは合理的な

経路とは認められないことはいうまでもない。また、経路は、手段とあ

わせて合理的なものであることを要し、鉄道線路、鉄橋、トンネル等を

歩行して通る場合は、合理的な経路とはならない。

② 次に方法については、鉄道、パス等の公共交通機関を利用し、白動車、

自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用い

られる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一

般に合理的な方法と認められる。しかし、例えば、免許を一度も取得し

たことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥

酔して運転するような場合には、合理的な方法と認められない。なお、

飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運

転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要はない

が、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われ

ることがあることは当然である。

4 i業務の性質を有するもの」の意義

「業務の性質を有するもの」とは、当該移動による災害が業務災害と解され

るものをいう。

具体例としては、事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤、突発

的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出しを受け予定外に緊急

出勤する場合がこれにあたる D

5 i住居」の意義

① 労災保険法第 7条第 2項第 l号の「住居j とは、労働者が居住して日

常生活の用に供してし1る家屋等の場所で、本人の就業のための拠点とな

るところを指すものである。

したがって、就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所とは別

に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、下宿をしてそこから

通勤しているような場合は、そこが住居である。さらに通常は家族のい

る所から出勤するが、別のアパート等を借りていて、早出や長時間の残

業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、

当該家族の住居とアパートの双方が住居と認められる。また、長時間の

残業や、早出出動及び平成3年2月 I日付け基発第 75号通達におけ

251-



る新規赴任、転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通

事情、台風などの自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常

の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業

のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所

を住居と認めて差し支えない。

逆に、友人宅で麻雀をし、翌朝そこから直接出勤する場合等は、就業

の拠点となっているものではないので、住居とは認められない

なお、転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居

して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生

活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住

む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復

.継続性が認められるときは住居と認めて差し支えない。

② 労災保険法第 7条第 2項第 3号の通勤における赴任先住居とは、①の

住居の考え方と同様に、労働者が日常生活の用に供している家族等の場

所で本人の就業のための拠点となるところを指すものである;また、同

号の通勤における帰省先住居についても、当該帰省先住居への移動に反

復〉継続性が認められることが必要である。さらに、労災保険法施行規

則第 7条第 l号イにおける労働者又は配偶者の父母の居住している場所

についても、反復・継続性が認められる場合は「住居Jと認められる。

6 r就業の場所Jの意義

「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所をいう。

業務の意義については 2の①について述べたところであるが、具体的な就業

の場所には、本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けてその届け先

から直接帰宅する場合の物品の届け先、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の

運動会の会場等がこれにあたることとなる。

なお、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ

所の用務先を受け持って自宅との問を往復している場合には、自宅を出てから

最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認

められる。

また、労災保険法第 7条第 2項第2号の通勤における第 1の就業の場所につ、

いても、労災保険法の適用事業、通勤災害保護制度の対象となっている特別加

入者に係る就業の場所及びこれらに類する就業の場所とする。「類する就業の

場所Jとは、具体的には、地方公務員災害補償法、国家公務員災害補償法又は

船員保険法による通勤災害保護対象となる勤務場所又は就業の場所とする。

7 r逸脱」、「中断J及び「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要

な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うため
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の最少限度のもの」の意義

① 「逸脱Jとは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的

で合理的な経路をそれることをいい、「中断j とは、通I勤の経路上におい

て通勤とは関係のない行為を行うことをいう。具体的には、途中で麻雀

を行う場合、映画館に入いる場合、バー、キャバレー等で飲酒する場合、

デートのため長時間にわたってベンチで話しこんだり、経路からはずれ

る場合がこれに該当する。

しかし、経路の近くにある公衆便所を使用する場合、帰途に経路の近

くにある公園で短時間休息する場合や、経路上の庖で、タバコ、雑誌等を

購入する場合?、駅構内でジュースの立欽みをする場合、経路とのj吉で渇

をいやすため極く短時間、お茶、ビ、ル等を飲む場合、経路上で商売し

ている大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみても

らう場合等のように通常経路の途中で行うようなささいな行為を行う場

合には、逸脱、中断に該当しない。ただし、飲み屋やビヤホーノレ等にお

いて、長時間にわたって腰をおちつけるに至った場合や、経路からはず

れ又は門戸を梢えた観相家のところで、長時間lこわたり、手相、人中目等

をみてもらう場合等は、逸脱、中断に該当する。

② 逸脱、中断の聞及びその後の移動は原則として通勤とは認められない

が、当該逸脱・中断が日用品の賊入その他これに準ずる行為等をやむを

得ない事自により最少限度の範囲で行う場合には、当該逸脱、中断の後、

合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。

なお、「やむを待ない司王由により」とは、日常生活の必要のあることを

いい、「最少限度のものJとは、当該逸脱又は中断の原因となった行為の

目的達成のために必要とする最少限度の時間、距離等をいう o

(イ) r日用品の購入その他これに準ずる行為j とは、具体的には、帰途

で惣菜等を購入する場合、独身者が食堂に食事に立ち寄る場合、クリ

ーニング庖に立ち寄る場合等がこれに該当する。

また、労災保険法第 7条第 2項第 2号の通勤では、これらに加え、

次の就業場所の始業時間との関係から食事に立ち寄る場合、図書館等

における業務に必要な情報収集等を行う場合等も含み、同項第 3号の

通勤では、長距離を移動するために食事に立ち寄る場合やマイカ一通

勤のための仮眠を取る場合等も該当するものとする。

(ロ) rこれらに準ずる教育言UII*JI1であって職業能力の開発向上に資するも

のを受ける行為 Jとは、職業能力開発総合大学校における職業訓練

¥及ひ、専修学校における教育がこれに該当する。各種学校における教育

については、就業期間が 1年以上であって、課程の内容が一般的に職

業に必要な技術、例えば、工業、医療、栄養士、調理師、埋容師、美

容師、保母教員、商業経理、和洋裁等に必要な技術を教授するもの(茶
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道、華道等の課程又は自動車教習所若しくはいわゆる予備校の課程は

これに該当しないものとして取り扱う。)は、これに該当するものと

して取り扱うこととする。

(ハ) r選挙権の行使その他これに準ずる行為」とは、具体的には、選挙

権の行使、最高裁判所裁判官の国民審査権の行使、住民の直接請求権

の行使等がこれに該当する。

(ニ) r病院又は診療所において診察文は治療を受けることその他これに

準ずる行為」とは、病院又は診療所において通常の医療を受ける行為

に限らず、 λ工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも含

んでいる。また、施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為もこれに該当する。

8 r転任」の意義

「転任」とは、企業の命を受け、就業する場所が変わることをしづ。また、

就業していた場所、つまり事業場自体の場所が移転した場合も該当することと

する。

9 r距離等を考慮、して困難」の意義

転任直前の住居と就業の場所との聞の距離について、最も経済的かつ合理的

と認められる通常の経路で判断するものとする o

具体的には、その経路について、徒歩による測定距離や鉄道事業法(昭和百

年法律第 92号)第 13条l乙規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物

運賃算出表に掲げる距離等を組み合わせた距離が 60キロメートノレ以上の場合

又は、 60キロメートル未満で、あっても、移動方法、移動時間、交通機関の状

況等から判断して 60キロメートノレ以上の場合に相当する程度に通勤が困難で

ある場合とする。

10 I要介護状態Jの意義

「常時介護を要する状態Jとは、別表により判断する。

11 r類する事情」の例示

(イ)労災保険法施行規則第 7条第 l号ホの事情とは、例えば以下のような

事情とする。

配偶者が、引き続き特定の医療機関において治療を受けざるを得
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ない子を養育すること。

配偶者が、引き続き特定の医療機関において治療を受けざるを得

ないこと。

配偶者が、要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常

生活を営んでいた地域において介護を受けざるを得ないこと。'

配偶者が、学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること。

(ロ) 労災保険法施行規則第 7条第 2号ハの事情とは、例えば以下のよう

な事情とする。

子が、引き続き特定の医療機関において治療を受けざるを得ない

こと。

(ハ) 労災保険法施行規則第 7条第 3号ロの事情とは、例えば以下のよう

な事情とする。

労働者が同居介護していた要介護状態にある父母又は親族が、当

該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域の特定の医療機関にお

いて引き続き治療を受けざるを得ないニと。

(ニ) 労災保険法施行規則第 7条第 4号の労働者は、例えば以下のような

労働者とする。

第 1号から第 3号までのいずれかの転任後、さらに転任をし、最

初の転任の直前の住居から直近の転任の直後の就業の場所に通勤す

ることが困難な労働者。

同条第 I号から第 3号までのいずれかの転任後、配偶者等が転任

直前の住居から引っ越した場合において、同条第 l号から第 3号ま

でにのいずれかのやむを得ない事情が引き続いており、引っ越し後

の住居と転任直後の就業の場所との聞を日々往復することが困難な

労働者。

当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所へ通勤す

ることが困難ではないが、職務の性質上、就業の場所に近接じた場

所に居住することが必要なため、住居を移転し、同条第 l号から第ヨ

号までに掲げる者と別居することとなった労働者。

労働者が配偶者等を一旦帯同して赴任したが、学校に入学する子

を養育する等のやむを得ない事'n~< により、配偶者等が再び転任直前

の住居に居住することとなり別居するに至った労働者。
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労働省発労徴第 7号

労発第 B 号

基発第 1 1 7 号

職発第 2 9 号

昭和 51年 1月

船員法第l条第2項第3号:の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令の公布

について

2 9 日

標言己政令が、昭和51年1月17日攻令第5号として公布され句IJ添1の新旧対照表及び改正政令附則等

参照)、昭和51年3月1日から施行されることとなった。今回の政令改正は、第l次の船員法適用範囲

の拡大(船員法の一部を改正する法律(昭和45年法律第58号7及ひ'船良法第l条第l項の船舶に含まれ

る総トン数30トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和45年政令第346号)に

よる。)並びに第2次の船員法適用純聞の拡大(船i司法第l条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令の

一部を改正する政令(昭和48年9月4日政令第253号)による。)に統く第3次の船只法適用範凶の拡大を

図るたiめのものであり、総トン数5 トン以上10 トン未~tlaの漁船の一部を新たに船日法適用の対象とす

ることを主たる内容とするものである。船fl法及び船H保険法(以下「船f.t法等Jという。)の適用

を受ける船以については、労働基準法 (%1条~百'il 1条及びこれらに関する罰則を除く。〉労働安全11~ï

生法、労働者災害布lif!'t保険法、服用保険法及び労働保険の保険料の徴収得に関する法律等(以下「労

働基準法等」という。)の適用がないので、今回の改正により、労働法ー準法等の適用範囲が変更され

ることとなる。また、新たに船li法の適用を受けることとなる船1.1ついては紋低:!:'l金法、労働組合

法、労働関係同日産法の規定に法づく機限等は連愉大臣が行なうこととなる。したがって、下記に留

意のよ、その取扱いについて泣憾のないようにされたい。

1 

自己

船員法等の適用範囲

現在総トン数5トン以上10トン未満の漁船については、一定の漁船(①漁業法第52条第l項の指

定漁業のうち、大中型まき網j，<，卒、業に専らら従事する漁船の附服漁船、②漁業法第66条第2mの中

型まき網漁業に専ら従事する総トン数20トン以上の漁船の附属漁船及び③中型まき網漁業に専

ら従正巨する総トシ数10 トン以上20 トン未満の漁船であって船員法第l条第2項第3号の ì~日船のすtE図

を定める政令(以下「政令Jという。)の5llJ表のf毎回(以下 rjjlJ表海面Jという。)以外の海面にお

いて操業するものの付府;，t魚、船)を除いて、労働基準法等の適用受けているが、今回の政令改正に

より、そのうち、次に掲げる漁船が新たに船員法等の適用を受けることとなる。

すなわち、推進機関を備えるt似船であって、

イ 漁業法第52条第l項の指定潟、業

ロ

ノ、

漁業法第66条第2項の小~さけます流し網漁.業

漁業法第66条第2項の中型まき網漁業

漁業法第66条第2項の小型機船底びき網漁業
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に専ら従事するもの(①専ら別表海面で営む漁業に従事する漁船、②海岸から51毎塁以遠の海面

(別表の海面を除く。)において営む漁業に従事する期間が年間30未満であると海運局長が認定し

た漁船及び③専ら中型まさ網漁業従事する10以下トン以上二20トシ未満の漁給であって別表海

面において操業するものの附属漁船を除くロ)

また、このほか、推進機関を備えない総トン数30トン未満の漁船のうち、中型まき網漁業に従

事する総トン数5トン以上10トン未満の漁船であって船員法等の適用を受けるものの附属漁船が

新たに船員法等の適用を受けるとととなる。

以上を図示すれば、 JJIJ図(別添2)のとおりであるロ

なお、今後船員法の適用拡大を行うに際しては、残り対象漁船を一括して、かつ、年度の初日

(4月1日)から実施する旨了解されている(目IJ添3の党-ji参照)0 

2 船員法等適用漁船のは握の手続

新たに船員法等が適用されることとなる漁船をは握するための手続等については次のとおり

としていること。

(1) 船員法等非適用船台帳の作成手続

まず、漁業協同組合おら都道府県水産事務主管部局長に対し総トシ数5トン以上10トシ未満

の船員法等非適用船(労働基準法等適用船)に関する許料が提出され、この資料を海道局長と都

道府県水産事務主管部局長とが共同で審査し、船員法等非適用船(労働基準法等適用船)の台帳

を作成した後、この台帳に基づき、海運局長が都道府県労働基準局長、都道府県雇用保険事務

主管部局長及び都道府県船員保険事務主管部局長と協議して当該台帳が確定されること(別添

4の覚書のlの(1)、 (2)及び2の(1)、 (3)参照)。

また、上記資料の審査及び台l慢の作成については、都道府県労働基準局長及び都道府県雇用

保険事務主管部局長は、参与する必要はないものであるが、特に海運局長から要請があった場

合等においては、できる限り協力を行うこと。

なお、船員法等非適用船の確認に当たっては、況に海Jll局長が関係機関に協議の半、非適用

船であることが確認されているものについては、上記の協訟は行われないことになっているこ

と9

(2) 海運局長からの協議があった場合の措慌

.上記(1)の協議のあった場合には、都道府県労働基準局長及び都道府県j否用保険~Jl一務主管部

局長は、適用事業報告、保険料申告許、雇用保険適用事業所設置屈その他の資料の内容と当該

台帳の内容との照合等により船員法等新規適用船及び労働基準法等適用船を碓認の上、海運局

長に対して意見を提出するiものとすること。なお、(1)の協議が整わない場合は、遮愉省、社

会保険庁及び労働省の聞において協議することとなっている(別添4の党::!}の1の(3)及び2の

(1)一参照)ので、そのような事態が生じたときは速やかに本省あて迎絡すること。

(3) 台帳作成後における海運局長からの連絡等

海述ー局長は、上記(1)の船員法等非適用船台帳及び船員法等新規適用船台I[長(海運局長が別途

作成した船員法が適用されていない総トン数5トン以上10トン未満の漁船の一覧表と(1)の船

員法等非適用船台帳を照合の上作成しだもの)に基づき、

‘イ 都道府県水産事務主管部局長及び漁業協同組合を経由して船舶所有者に船員法等の適用

又は非適用の旨を通知するとともに、

ロ 都道府県労働基準局長及び都道府県雇用保険事務主管部局長に対し船員法等非適用船(労

働基準法等適用船)及び船員法等新規適用船の船舶所有者名等を連絡することとなっている

こと(別添4の党幹のlの②及び2の(1)参照)。
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(4) 政令第2号ロの「海運局長の認定」

上記 (3)により通知をした船員法等非適用船のうち、政令第2号ロの「海岸から5海里以遠の

海面において営むi魚、業に従事する期間が年間30日未満である」ものについでは、昭和51年3月1

日付けで海運局長の認定が行われることとなっているとと(別添4の覚書の2の(2参照)。

なお、この認定が行われた場合には、当該漁船の船舶所有者に対しては「船員法等非適用船

認定書」が交付され、海運局長はこの認定書を当該漁船に備え付けるよう指導することとして

し、ること。

.(5) 政令の規定の解釈等

以上の手続の実施については、次の点に留意すること。

イ 政令の各号における「専ら」の解釈は、昭和45年12月22日付けの4省庁覚書の2の(I}と同

趣旨であり、具体的には次のとおりであるとと。

すなわも、 「専ら・ e ・・漁業に従事する漁船」とは、予期できない事由により臨時に短

期間当該漁業に従事しなくなる場合のほかは、当該漁業に従事することを目的とし、かっ、

その実態において当該漁業以外の漁業又は他の業務に従事していないものをいうこと。

ロ 政令第2号イの ri毎岸から5i毎里以遠の海面において営むjf.¥¥楽に従事する期間が年間30未満

であるJことの判断は源則として直前のl年における操業実態を基礎とするが、当該年が海

況・漁況において異常年であり、判断の基礎とすることが著しく不適切である場合には、最

近の正常年の操業実態を参考とすることとしていること。

ハ 船員法施行規則第22条の一括公認を受けている漁船に乗り組むために雇用されている船

~その他船員法等の適用を受けるまき網漁船に乗り組むためにj低用されている船員につい

ては、総トン数5トン未満の附胤漁船に乗り組んでいる場合においても、船員法等を適用す

ることにしている(別添4の党;1}:の3参照)ので、特に配;E:すること。

なお、 「附属漁船J(政令第2号イ及びロ並びに第3号)の解釈については、昭和45年12月22

日付けの4'I斤庁党山の2の(1)と同趣旨であり、具体的には、 「附Ji足f則合」とは、灯始、探索

船、五l!搬船等通常単独には漁業に従211-しない漁船をいい、ーカ統に属する漁船のうち総トン

数10トン以上のものがl笠以上ある場合には、当該漁船(2i};f以上ある場合には総ドン数の大

きいもの)以外の漁船を附以漁船として取り扱うものとしていること。

(6) 上記手続を行う期限(1)から (3)までの手続は、できる限り速やかに完了するように努めるも

のとし、昭和51年2月中旬を目途とすることとしていること。

3 改正政令施行後における措置

(1) 新規操業漁船が生じた場合等の措前

改正政令胞行後において新たに操業することとなった漁船が生じたときその他j操業の実態

等に関し異動が生じたと認められるときは、上記、の(1)から (3)までに準じて所要の協議、認

定文はその取消し、通知、辿絡等が行われること。なお、この場合においては、法規の適用の

安定性に十分配慮するものとしてい忍こと(見IJ添4の:ri冷の2の(3)参照)。

(2) 法規の適用について問題が生じた揚合の措置

保険給付その他船員保険又は労働保険の運用に当たり、漁船の操業実態等が著しく変化し

て、当初協議の上確定したとおり取り扱うことが著しく不適当であると認められる場合等法規

の適用について問題が生じた場合には、関係地方機関の聞において協議し、いずれの法規を適

用するかを決定するものとすること(Jllj添4の覚書のlの(5)参照)。

4 船員法等新規適用漁船に係る労働保険料の確定精~~

(1) 今回政令改正より船員法等が新たに適用されることとなる漁船については、本年3月l日を
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もって労働保険の保険関係が消滅するものとして、所定の確定精算手続を行わせること。

この場合、、労働保険事務組合に事務処理を委託する事業(漁船)については、その確定精算手

続は、当該委託を受けている労働保険事務組合についての昭和51年度の年度更新手続の一環と

して行わせることとして差し支えないこと。

(2) なお、船員法等新規適用船であって、本年2月29日現在において既に中小事業主等の特別加

入の承認を受けている事業主に係るものについては、本年3月l日以降当該事業(漁船)に使用さ

れる労働者は労災保険法等の適用を受けなくなるが、その中小事業主等については後記5の(2)

のとおり、特別加入の承認が存続することとなるため、その事業はなお労災保険の保険関係が

存続している事業であり、これについても昭和51年度の年度更新の際に確定精算手続を行わせ

るものとすること。

5 経過措置等

(1) 労働基準法関係

改正政令の施行に伴い、労働基準法等の適用を受けなくなる船員法統等適用i倍、船及びその船

員に関する労働基準法の適用の経過措置については昭和38年の政令附則第2条(第l項、第9項及

び第10項を除く。)が準用されfているので(改正政令附則第2項)、昭和38の政令改正のl擦の取扱

いと同じであること(別添1の三参照)。

(2) 労働者災害補償保険の特別加入者についての'I!ff定措置

① 船員法の適用拡大に伴い、同法の適用を受けることとなる漁船の中小事業主等及び 人親

方等については、労働者災害補償保険法第27条の特別加入者に該当しないことになるが、船

員保険法にこれらの者に対する措置が設けられていないため、今回の適用拡大においても過

去2回の場合と同様に、政令附則第2項(昭和45年の政令附則第5項準用)に留定J昔位を設けて

当分(J)問(船員保険法にこれらの者に対する措lu:が設けられるまでの間)、なお縦前どおり特

別加入者として取り扱われることとなった。

なお、第l次及び第2次適用拡大の際に上記のl皆定措1Jtの適用を受け、現在特別加入者とし

て取扱っている者についても、引き続き特別加入者として取り扱うこととなる。

② この;I!ff定措訟の迎用を受付る者は、昭和51年2月29日現在において、労働者災3愉償保険

法第28条第l項の承認を受けている中小事業主等と同法第29条第I項の承認を受けている一

人親方等であり従来、当該承認を受けず昭和51年3月1日以降において船員法等の適用を受け

ることとなった者については、新たに当該承認を行えないものであり、この瞥定措置の適用

を受けることはできないことロ

③ 上記瞥定措li'1の適用を受けて昭和51年3月1日以降特別加入していた事業主や 人親方の

事業を、当該事業主や一人親方の子、孫、兄弟等の親族が承継する場合には、これらの親族

についても特別加入者として取り扱うこととなること。

また、上記留定措置の適用を受けて昭和51年3月l日以降特別加入していた事業主や一人親

方の事業に、当該事業主や 人親方の子、孫、兄弟等の親族が新たに従事することとなった

場合には、これらの親族についても特別加入者として取り扱うこととなること。

なお、これらの事務処理に当たっては、事業主及びその事業に従事する者又は一人親方及

びその事業に従事する者l乙呉励があったものとして取り扱うこととし、 「特別加入に関する

変更届J(告示様式第34号の8)によりその旨を遅滞なく届け出させること。

④ 新たに船員法の適用を受ける源、船に係る特別加入者については、船員保険法の適用がない

が、船員保険法では、法人が船舶所有者となりこれらの者が船員としてその法人に使用され

る形となるときは、これらの者であっても船員保険法の適用を受けることとなるため、今後
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厚生省社会保険庁船員保険課及び都道府県船員保険事務主管部局において、これらの者につ

いて法子化の指導を行い、船員保険法の適用促進に努めることとされているので、その結果

船員保険法の適用を受けるニととなった特別加入者については、労働者災害補償保険法の特

別加入の適用はないこととなること D したがって都道府県の船員保険事務主管部局からの連

絡があったときは、中小事業主等にあっては労働者災害補償保険法第28条第2項により、一

人親方等にあっては労働者災害補償保険法第29条第3項の規定に準じて、必要な措置をとる

こと。

⑤ 本省への報告

今回の改正に伴い都道府県労働基準局長は、従来労働者災害補償保険に加入していた船員

法新規適用漁船数及び当該漁船に係る特別加入者数並びに第l次及び第2次適用拡大の際に

暫定措置の適用を受け、引き続いて特別加入者として取り扱うことと友る者の数について別

添5の様式により、昭和51年6月末日までに本省労働基準局(補償課)へ報告すること。

(3) 雇用保険法関係

改lE政令の施行の際現に改正政令の施行により新たに船員法第I条第l項の船舶に含まれる

こととなる漁船に采り組む船長及び海員並びに飽該漁船に乗り組むために雇用されている予

備船員で、あって雇用保険の被保険者であったものは、改正政令の施行日以後雇用保険の被保険

者でなくなり船員保険法の適用を受けることとなるため、これらの者の庭用保険の被保険者期

間と船員保険の被保険者であった期間との通筑等に関し所要の経過措mが定められているこ

と。

なお、この経過措慣については、昭和45年の改正の際の取扱いk同様であること。

(4) 労働組合法、労働関係調盤法関係

改正政令の焔行に伴う労働組合法、労働関係調整法等の規定に基づく権限等の所管の変更に

ついての経過措院は、昭和38年の政令附則第3条が準用されているのち(改正政令附則第2項)、

昭和38年の政令改正の際の取扱いと同じであること (jjlJ添1の三参照)。

6 事務手続等の周知徹底

改正政令の施行までの聞において、関係機関と租互に十分連絡の上、法令の趣旨、所要の事務

手ibt等について船舶所有戸者その他関係者に対し、周知徹底を図ること (jjJj添4の覚』11の4参照)。

具体的には、船只法等新規適用漁船が比較的多く在絡する市町村に所在する神、業協同組合にお

いて説明会が開催されJまた、海運局から局知用パンフレットが配布されることとなっているの

で、事前に連絡をとって説明会における説明内容及び配布資料についての相談、説明員の派遣等

をffうこと。
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別添

i 船員法第三次適用による労働基準法及び船員法の適用範囲[1/2]
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船員法第三次適用による労働基準法及び船員法の適用範囲[2/2]
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別添 3

九~・itriJ

基発第 35号

員選第 7号

旨
『

昭和 51年 1月 1 2日

労働省労働基準局長

局長

九

、

ー
白
、
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、
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.、
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九
、
句
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与
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九

企

、一
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貝

船員法第 1条第 2項第 3号の漁船の範囲を定める

政令の一部を改正する政令の制定~1::際しての覚書

運輸省給

その時期低年度の

標記政令の制定K際し、今後の適用拡大の実施方法等について次のと:j;~ t 

了解する。

今後、小型漁船K対する船員法の適用拡大を行う K際しては、残 b対象漁

、船を数段階に分ける ζ とをく一括して実施するとととし、

初日:(連月 1日)から実施するものとする。
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別添 4

. 

τ 

庁文発第 .5 4号

5 1水漁第 22号

員基第 13号

基発第 3 6号

昭和 5 1年 1月1.2臼

社会保険

71< 産‘ 庁

庁長官

長
，ーら.
昆

運輸省船員局長人

労働省労働基準局長

船員法第 1条第 2項第 3号の漁船の範囲を定める

.政令の一部を改正寸る政令の制定.VC際してり掌:客一‘い

標記政令の制定K際し、船員法、船員保険法τ 労働基準法その他ーの関係法

令の適用。取扱い等につ勺芳ι院のと沿 b協定する。

、1

て

(1) 

この政令の施行VC:ζb新たに船員法の適用を受ける漁船の取扱いについ

海運局長は、都道府県の水産事務主管部局の長の協力を得て、

令の公布後速やかに、標記漁船K関し、調査を行うものとする。

との政

(2)， ，海運局長は、との政令の施行前できる限b早期K、(1)による調査の結

呆K基づき、都道府県労働基準局長、都道府県の雇用保険事務主管部局

の長及び都道府県の船員保険事務主管部局。長と協議して、標記漁船を

確認の上、とれら関係地方機関及び船舶所有者K通知するものとする。
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(3). (2)の協議が整わ念い場合は、運輸省、労働省及び社会保険庁の間(rt;j;~ 

h て協議するものとい標記漁絡を確認したときは、それぞれ、関係地

方機関へ示達するものとする。

(4)・.海運局長段、との政令の施行後、新たK操業ナる ζとと念った漁船が

生じたときその他操業の実態等に関し異動が生じたと認められるときは

(2)又は(3)に準じて、所要の協議、確認を行うものとする。

(5) 保険給付その他船員保険又は労働保険の運用にあたり、漁船の操業実

態等の変化等により法規の適用!'cつh て問題が生じた場合には、関係地

方機関の間にかいて協議し、いずれの法規を適用するかを決定ナるもの

とする。

2 政令第 2号ロの「海岸から 5海里以遠の海面にかいて営む漁業K従事ナ

る期間が年間 30日未満である漁船」の「認定 J!'Cついて

(1) 1 (1)から(4)に準じて行うものとする。

(2) 海運局長は、 1(l)から(3)!'c準じて確認を受けた標記漁船Kついてとの

政令の施行と同時に政令第 2号ロの認定を行うものとする。

(3) ζ の政令。の施行後、操業の実態等!'c関し異動が生じたと認められる場

合!'c;j;~ 0て、認定及びその取消しを行うにあたっては、法規の適用の安

定住1を十分配慮すること。 ‘・ .:'¥. 

3 一括公認を受けている漁船に乗 b組むたゅに雇用され苛.0る船員その他

船員法の適用を受けるをき網漁船K乗り組むために雇用されている船員に

ついては、総ト Y数 5 トン宋消の附属漁船に釆 b組んでhる場合!'C:T0て

4 

も船員法を適用するものとする。
....l，. .'-;'， i;:白ご、 寸 I、
日、~. ';p: .: '. ;_: 

との政令の公布後施行までの間!'c;j;~ 0て、海道局長をはじめ都道府県の i

船員保険事務主管部局の長、都道府県労働選準局、長宇都道府県の雇用保険

事務主管部局の長及び都道府県の水産事務主管部局の長段、緊密を相互連

絡の下に、船員法、船員保険法その他の関係法令のi内容、所要手続等vl:つ

h て船舶所有者その他の関係者K対し、周知徹底を図るものとするむ
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5 1から 4までに規定する取扱いのほか、とφ政令の施行K伴う地方段階

。事務処理等については、海道局長をはじめ、都道府県の船員保険事務主

管部局の長、都道府県労働基準局長、部金府長6雇局保険義務主醤話局、U

長及び都道府県の水産事務主管部局の長段、十分を連絡協議を行うものと

V ナる。
，- .1 包

3・."

6 今後 ζの政令の改正等を行う場合に段、船員法適用漁船から労働基準法

適用漁船と念右事態カ量生ずる、よ"5l
迂J

別表の海面の迫力b♂議自隊兵基準の変
'プ'!_(:.1

更等の改正は、行わ念いものとするo ' バ ー

7 ζ の覚書その他必要念事演につh ては、相互に連絡の上、それぞれ、関

係地方機関医対し、施行通達等K之b示達する Vφ とする。

jllJ添5

船員法移行漁船数及び同漁船に係る特別加入者数調べ

労働基準局
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1 労災探検加入済であって、昭和 51年 3月 1B. VC:鉛員法へ移行した事業

，場数及び漁船数 i ふ， ，わ~ •. 

一.，、、

事業場 隻

2 政令附則第 2哀により特別加入者の取扱いを受ける者の数

前記 1の漁船に係る特別加入
第 1次及び第2次の適用拡大

の際から引き続き特別加入者 l

、者数
者!の取扱いを受ける者の数

中小事業主等 一人親方等 中小事業主等g措第29
日災臨9日提法第29第 1号及 第 3号及 第 1号及

φ 2号 4号 2号
船員法移行漁

船((c係るもの

で引き続き労

災適用を受付ー

るもの /¥ 人 人 人

中小企業労働条件改善指導員の委嘱等K関する疑義の

取扱いKついて

5 1. 2.. 1 3 事務連絡

標記のととにつhて、別添「中小企業労働条件改善指導員の委踊等比あた

b留意すべき事演?とつhて」を取りまとめたので、執務の参考に供されたい。
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各都道府県労働基準局長殿

基発第 481 号

昭和 5 2 年 B 月 2 4 日

労働省労働基準局長

海外派遣者の特別加入に係る保険給付の請求等の手続について

海外派遣者の特別加入の取扱いについては，昭和52年3月20日付け労働省発労徴第21号・基発第19

2号により指示したところであるが，保険給付等の受給者が海外において療養している場合の給付手

続等については下記によることにしたので，事務処理に遺憾なきを期されたい。

記

1 保険給付等の請求手続

(1) 請求書(申詩書)の記載事項中事業主の証明を受けなければならないこととされている事項

については，派遣元の事業の事業主の証明を受けなければならないこととするが，当該請求書

には， r負傷又は発病の年月日J， r災害の原因及び発生状況J及び「休業の期間」についての

派遣先の事業の事業主の証明零を必ず添付すること。

なお， r負傷又は発病の年月日」及び「災害の原因及び発生状況」についての上記証明書は，

最初の請求書に添付すればたりること。

なお，ーと記証明書の様式は任意のものであって差し支えないものであること o

(2) 療養補償給付たる療養の費用の誇求に当たっては，当該療養に要した費用の額を証明するこ

とができる診療担当者(医師，その他の診療，薬剤の支給を担当した者をいう。)の明級幹及び領

収舎を請求詐に添付させること。

(3) 請求書(申請書)及びこれに添付すべき書類その他の資料が外国語で記載されている場合に

は，それらを日本語に翻訳したものを派遣元の事業の事業主から請求詐と同時に提出させるこ

とo

2 保険給付の支給手続

(1) 療養補償給付たる療養の費用については，所轄労働基準監督署::fとおいて請求額に相当する額

を支払うこととなるが，当該診療内容等については，事前に局に設けられている医療審査委員

会等において医学的審査を行うこと。審査に当たっては，我が国又は外国における医学常識に

てらして妥当と認められるかどうかによって判断することとし，必ずしも現行の労災保険にお

ける取扱いに準拠する必要はない。

なお，請求内容について疑義が生じた場合には適宣本省へ照会すること。

(2) 療養補償給付たる療養の費用の額の支給決定に当たっては，当該療養に要した費用の額は，

支給決定日における外国為替換算率(売レート)により換算した邦貨額によること。

なお，この場合において，当該外国為替換算率についての金融機関の証明書を支給決定決議

書に添付すること。

(3) 保険給付に関する処分の通知は，原則として，派泣元の事業の事業主を経由して，請求人，申
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請人，受給権者又は受給権者であった者に行うものとすること。

ただい年金給付に関しては，この限りではない。

(4) 休業補償給付及び療養の費用の支払いについては，派遣元の事業の事業主が立替払いをして

いる場合には，昭和43年3月9日付け基発第114号による受任者払いとすることとして差し支え

ないものであること。

外国送金については，支出官事務規定に定めるところによるほか，昭和38年6月5日付け基発

第悦O号により指示したところによること。 I
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5年保存

基発第 o9 2 2 0 0 1号

平成 17年 9月 22 日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

来手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて

労働者災害補償保険法(以下「法Jという。)第31条第l項第I号の事故について保険給付に要した

受用を徴収することができる制度(以下「受用徴収制度」という。)については、昭和62年3月初日付

け労働省発労徴第23号・基発第174号(以下「施行通達」という。)、昭和63年1月22日付け基発第46

号、平成3年4月1日付け労働省発労徴第33号・基発第216号及び平成5年6月22日付け労働省発労徴第4

2号・基発第404号により運用しているところであるが、今般、下記のとおり運用の見直しを行うこ

ととしたので、事務処理につき遺憾なきを期されたい。

なお、本通達の施行に伴い、施行通達記の第4、昭和63年1月22日付け基発第46号、平成3年4月l

日付け労働省発労徴第33号・基発第216号及び平成5年6月22日付け労働省発労徴第42号・基発第404

号は廃止する。

記

第l 見直しの趣旨及び概要

労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険の保険料の徴収等に関する法律〈以下「徴収

法」という。)第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下「保険関係成立届」

という。)の提出を行わない事業主(以下「未手続事業主」という。)の存在i士、労災保険制度の

運営上大きな問題であり、また、事業主聞の費用負担の公平性の確保という観点からも、早急に

解消を図る必要があることから、これまでも積極的な加入勧奨等院努めてきたところであるが、

今なおその数は約54万件に上ると推定されている。

一方、費用徴収制度は、未手続事業主の注意を喚起して労災保険の適用の促進を図るために昭

和61年の法改正により導入されたものであるが、上記のような状況の下、平成15年12月の総合規

制改革会議「規制改革の推進に関する第3次答申」において「法律上、保険給付に要した授用の

全部を徴収できるにもかかわらず、そのような運用をしていないことや、故意又は重過失がある

場合を限定的に解していることについて、一部使用者のモラルハザードを助長しているJ旨の指

摘を受けたところであり、また、問答申を踏まえ、平成16年3月、 「規制改革・民間開放推進3か

年計画」において、未手続事業主の一掃に向けた措置として、より積極的な運用を図ることが閣

議決定されたところである。

これらの状況を踏まえ、今般、下記に掲げる事項を主な内容とする受用徴収制度の迩用の見直

しを千子うこととしたものである。
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① 事業主の故意の認定

保険関係成立屈の提出について行政機関からの指導等を受けたことがある事業主であって、

その提出を行っていないものについて、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失」と認定した

上で、費用徴収率(法第31条第1項の規定による徴収金(以下「徴収金」という。， )の額を算定す

るに当たり保険給付の額に乗じる率をいう。以下同じ。)を40%としているが、この取扱いを改

め、 「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100出とする。

② 事業主の重犬な過失の官官、定

保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、

保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、 「重大

な過失」と認定した上で、費用徴収(法第31条第l項第1号の事故の保険給付に要した費用の徴

収をいう。以下同じ。)の対象とする。また、二の場合の費用徴収率は40刊とする。

なお、施行通達記の第4の2(2)ロ及びハの取扱いに係る多くの事業主は、上記により「重夫

な過失Jと認定されることとなることから、間取扱いは廃止することとした。

③ 費用徴収の対象となる保険給付

現行の取扱いでは、当該事故に関し、保険関係成立届の提出があった日の前日までに支給事

由が生じた保険給付(療養開始後3年以内に支給事由が生じたものに限る。)を費用徴収の対象

としているが、この取扱いを改め、当該事故に関し、保険関係成立居の提出があった日以後に

支給事由が生じた保険給付も費用徴収の対象とする。

第2 未手続事業主に対する費用徴収制度の内容

l 故意又は重大な過失の認定の基準

(1) 故;なの認定

法第31条第l項第l号の事業主の故意は、下記のいずれかに該当する場合に認定すること。

① 事業主が、当該事故に係る事業に関じ、所轄都道府県労働局(以下「所時局」という。)、

所樽労働基準監菅署(以下「所崎署」という。)又は所時公共職業安定所(以下「所轄所」

という。)から、保険関係成立届の拠出ほか所定の手続をとるよう指導(未手続事業場含訪f

問し又は当該:[JI:~~場の事業主等を呼び出す方法等により職員が直接指i与するものに限る。

以下「保険手続に関する指導」という。)を受けたにもかかわらず、 10日以内に保険関係

成立居を提出していなかった場合

② 事業主が、当該事，故に係る ~J~栄に関し、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適

用促進業務を行う社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険

司l務組合辿合会(以下「都道府県労保連Jという。)又は同業務を行う都道府県労保連の会

員である労働保険事務組合から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう勧奨

(以下「加入勧奨」という。)を受けたにもかかわらず、 10日以内に保険関係成立届を提出

じていなかった場合

ロ 重大な過失の認定

イ 法第31条第l項第1号の事業主の重大な過失は、事業主が、当該事故に係る事業に関し、

上記イの保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、かっ、徴収法第3条

に規定する保険関係が成立した日(以下「保険関係成立日」という。)からl年を経過して

なお保険関係成立届を提出していないときに認定すること。

ロ 上記(イ)の場合であっても、下記のいずれかの ~JI:仙ヨが認められるときは、事業主の重大

な過失として認定しないこと。
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(イ)事業主が、その雇用する労働者について、労働者に該当しないと誤認したために保険

関係成立扇を提出していなかった場合(当該労働者が取締役の地位にある等労働者性の

判断が容易でなく、事業主が誤認したことについてやむを得ない事情が認められる場合

に限る。)

(ロ)事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業に

は該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事

業に包括して手続をとっている場合

2 故意又は重大な過失の認定に係る事務処理

(1) 所轄局、所轄署及び所轄所においては、保険手続に関する指導を行った場合には、当該事

業主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに指導状況(指導の日付、指導の方治、担当者

の職・氏名、相手方の職・氏名、指導の内容等)のほか、可能な範囲で、事業の開始年月日、

事業の穏類及び使用労働者数、労災保険のみ未手続の場合は当該事業の労働保険番号を記録

しておくこと。

(2) 所轄労働基準監督署長(以下 I所轄署長」という。)は、未手続事業で生じた事故について

保険給付を行った場合は、所轄都道府県労働局長(以下「所轄局長」という。)に対じ、 「様

式l労働者災害補償保険法第31条第I項第l号の規定に係る保険給付通知詔 J(別紙1)により

その旨を通知すること。その際、所轄暑において保険手続に関する指導を行っていた場合は、

上記イの記録の内容に基づき、 「様式2保険手続に関する指導の実施状況J(別紙2)を記載・

の上、様式1に添付すること。

(3) 所轄局長は、所轄署長から様式l及び様式2の提出があった場合には、上記(1)イ①に照ら

し、当該事業主の故意の有無について判断すること。

(4) 所結局長は、所轄署長から様式lのみの提出があり、様式2の提出がなかった場合には、局

適用主務課室及び所轄所における当該事業主に対する保険手続に関する指導の状況につい

て確認を行うとともに、都道府県労保連から馬適用主務課室に対し定期的に提供されている

加入勧奨状況報告書の写し(平成17年4月1日付け基発第0401013号「労働保険適用促進委託業

務の実施についてJ.iJ1j紙第2の1(2)へを参照)により、当該事業主に対する加入勧奨の状況に

ついて確認を行った上で、これらの確認の結果を踏まえ、上記(1)イ①又は②に照らし、当

該事業主の故意の有無について判断すること。

この場合、確認を求められた所幡公共職業安定所長は、所轄局長に対し、当該事業主に対

する指導の有無及びその内容について「様式3保険手続に関する指導の実施状況にづいて

(回答)J (別紙3)をもって回答を行うこと。

なお、都道府県労保連から、加入勧奨状況報告書の写しが、局適用主務課室に提供されて

いない場合は、所轄局長は、都道府県労働保険事務組合連合会会長(以下「都道府県労保連

会長」という。)に対し、当該事業主に対する加入勧奨の状況について「様式4労働保険加

入勧奨業務の実施状況について(照会)J (別紙4)により照会を行い、その回答により、当該

事業主に対する加入勧奨の有無及びその内容について確認を行うこと。

ホ 上記ロからニにより、当該事業主の故意が認められない場合には、所轄局長は、下記の方

法等により、当該事業の保険関係成立日から事故発生の日まて、の期間がl年を超えているか

否かについて確認を行い、上記(1)ロに照らし、当該事業主の重大な過失の有無について判

断すること。

① 被災労働者をはじめとする関係者からの聴取

② 労働者名簿、賃金台帳等関係書類の確認
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③ 労働基準行政情報システムにおける事業場基本情報の確認

④ 法人登記簿謄本、商業登記簿謄本等の関覧

⑤ 当該事業主が所属する事業主団体への!照会

3 徴収金の徴収の方法

徴収金の債権管理及び徴収事務除、国の債権の管理等に関する法律及び関係治令によるほ

か、次により行うこと。

なお、徴収金には延滞金を課さないものとして散り扱うこと。

(1) 費用徴収を行うことを決定した場合には、当該事業主に対し保険給付に要した費用を徴収

する旨及び徴収金の額等を「様式5法第31条の規定に基づく費用徴収の決定通知書J(別紙5)

により通知するとともに、納入告知書を送付すること。

(2) 徴収金については、債権の種類は損害賠償金債権とし、歳入科目は労働保険特別会計労災

勘定の(款)雑収入(項)雑収入(目)雑入とすること。

4 徴収金の額等

(1) 費用徴収は、保険関係成立届の提出期限(保険関係成立日の翌日から起算して10日)の翌日

から保険関係成立届の提出があった日の前日(保険関係成立屈の提出に先立つて政府が当該

事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定のあった日の前

日)までの期間中に生じた事故に係る保険給付(療養(補償)給付及び介護(補償)給付を除

く。)であって、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起訴して3年以内

の期間において支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、

かっ、この期間に支給すべきもの)について、支給の都度行うこと。

(2) 徴収金の額は、下記のとおりとすること正

① 上記(1)イにより事業主の故意が認定される場合には、上記イの保険給付の額に100分の

100を乗じて得た額

ただし、事業主が保険関係成立届の提出を行うことが出来なかったことについて、相当

の事情が認められる場合は、本省あて協議を行った上で決定Lた傾

② 上記(1)ロによりリj:業主の重大な過失が認定される場合には、上記イの保険給付の額にl

00分の40を来じて得た額

(3) 法第B条第2項の適用により平均賃金を上回る額が給付基礎日額とされる場合等で、上記ロ

①により算出された額が労働基準法の規定による災害補償の価額を超える時には、当該災害

補償の価額をもって徴収金の額とすること(別添参照)。

5 徴収の特例

上記(4)ロにかかわらず、算出された額が、 1，000円未満の場合には、費用徴収を差し控える

こと。

6 徴収金の徴収の調整

上記(1)に該当するZjE由と法第31条第1項第3号に該当する事由とが同時に存する場合には、!

上記(1)に該当する事由に対応する額をもって徴収金の額とすること。

7 第三者行為災害の場合における本条の規定の適用

法第12条の4第l項に規定する第三者行為災害に関し、費用徴収を行う場合には、すでに支給

した保険給付の額から政府が求償し得ベき額を差し引いて得た残額に、上記 (4)ロの費用徴収

率を釆じて得た額を、本条の規定による徴収金として徴収すること。

宣言3! 施行期日等
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この取扱いは、平成17年11月l日から施行され、同日以後に発生した事故について適用するこ

と。

ノ
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都道府県労働局長 J 殿

基発 0723第 12号

平成 21年 7月 23日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略.) 

他人の故意に基づく暴行による負傷の取扱いについて

標記については、従来、個別の事案ごとに業務(通勤)と災害との問に相当因果関係

が認められるか否かを判断し、その業務(通勤)起因性の有無を判断してきたところで

あるが、今般、近時の判例の動向や認定事例の蓄積等を踏まえ、以下のとおり取り扱う

こと止したので、了知の上、遺漏なきを期されたい。

記

業務に従事している場合又は通勤途上である場合においで被った負傷であって、他人

の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行

為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤に

よるものと推定することとする。
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都道府県労働局長殿

緊急行為の取扱いについて

基発 0723第 14号

平成 21年 7月 23日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

標記の行為については、事業主の命令によるもののほか、事業主の命令がない場合に

おいても、当該業務に従事している労働者として行うべきものについでは、私的行為で

はなく、業務として取り扱ってきたところであるが、平成 20年 9月 16日名古屋地方裁

判所において別紙の判決があったこと等を踏まえ、下記の主おり取り扱うこととしたの

で、遺漏なきを期されたい。

言己

1 業務に従事している場合に緊急行為を行ったとき

( 1 )事業主の命令がある場合

緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している

労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取

り扱う。

(2 )事業主の命令がない場合

同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として

行うべきものについては、私的行為ではなく、業務として取り扱う o

また、次の①~③の 3つの要件を全て満たす場合には、同僚労働者等の救護、事

業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかか
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わらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。

① 労働者が緊急行為を行った(行おうとした)際に発生した災害が、労働者が使

用されている事業の業務に従事している際に被災する蓋然性が高い災害、例えば

運送事業の場合の交通事故等に当たること。

② 当該災害に係る救出行為等の緊急行為を行うことが、業界団体等の仔う講習の

内容等から、職務上要請されていることが明らかであること。

③ 緊急行為を行、う者が付近に存在していないこと、災害が重篤であり、んの命に

関わりかねない一刻を争うものであうたこと、，被災者から救助を求められたこと

等緊急行為が必要とされると認められる状況であったこと。

なお、上記①~③の要件を明確には満たさないものの、業務と同視し得る根拠が

ある場合には、本省に協議すること。

2 業務に従事していない場合に緊急行為を行ったとき

(1)事業主の命令がある場合

緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している

労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取

り扱う。

( 2)事業主の命令がない場合

業務に従事していない労(!助者が、使用されてドる事業の事業場又は作業場等にお

いて災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約

の本旨に当たる作業を開始した場合には、特段の命令がないときであっても、当該

作業は業務に当たると推定することとする。
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基発 1228第 1号

平成 21年 12月 28日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経

過措置に関する政令等の施行について

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成 19年法律第 30号。以下「改正法Jという。)に

ついては、既に平成 19年4月23日付け厚生労働省発職第 0423001号をもって厚生労働事務次

官から通達されたところであるが、これに伴う雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施

行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第 296号)が平成 21年

12月 24日に、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の

整備に関する省令(平成 21年厚生労働省令第 168号)及び労働保険の保険料の徴収等に関す

る法律第四条第 4項の厚生労働大庄が指定する事業を指定する件の一部を改正する件(平成

21年厚生労働省告示第 535号)が本日公布されι、これらは平成 22年 1月 1日から施行される

こととなっている。これらの施行に当たっては、下記に留意の上、事務処理に遺漏なきを期さ

れたい。

コU-号一一口

第 1 改正の内容

1 雇用保険法等の 部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措

置に関する政令

(1) 暫定任意適用事業の範囲の改正

労働者災害補償保険の暫定任意適用事業の範囲から、船員法(昭和 22年法律第 100

号)第 1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和 14年法律第

73号)第 3条l己規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以

下両じ。)の事業を除くこととしたこと。(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部

を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令め

整備等に関する政令(昭和 47年政令第 47号)第 17条関係)
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(2) その他

必要な文言の整理等所要の改正を行ったこと。

2 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に

関する省令

(1) 労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30年労働省令第 22号)の一部改正関係

イ 給付基礎日額の特例の改正

l年を通じて船員法第l条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金

について、基本となるべき固定給のほか、、船舶に乗り組むこと等により変動がある

賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と

変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準と b、厚生労働省子労働基準局

長が定める基準に従って算定する額を給付基礎日額とすることとしたこと。(第 9条

第 1項関係)

ロ 特別加入の対象の追加

労働者を使用しないで行う ζ とを常態とする者として特別加入の対象となる事業

の種類として、船員法第1条に規定する船員が行う事業を加えることとしたこと。(第

46条の 17関係)

ハ 業務災害防止措挺に関する一円ー類の作成及び提出の免除

船員法第 l条に規定する船員が行う事業に従事する者の団体については、特別加

入の申請に当たり、業務災害防止措i況に関する書類の作成及び提出を免除すること

としたこと。(第 46条の 23第2項及び第 3項関係)

(2) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47年労働省令第 B号)のー

部改正関係

イ 特別加入保険料率の設定

船員法第 I条に規定する船員が行う事業の第二種特別加入保険料率を、 1;000分の

50とすることとしたこと。(別表第 5関係)

(3) 経過措UR等
イ 高年齢労働者を使用する事業に係る保険料免除の経過指置

高年齢労働者に係る適用除外年齢について、船員保険制度が雇用保険制度と異な

っていたことを受けx高年齢労働者を使用する事業に係る保険料免除について、改

正法附則第 38条と同様の経過措置を設けることとしたこと。(附則第7条関係)

ロその他

必要な文言の整理等所要の改正を行ったこと。

3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 12条第 4項の厚生労働大臣が指定する事業

を指定する件の一部を改正する件関係、

船舶所有者が船員を雇用する事業については、一部、水産業に該当するものもあるが、

現在、船員九保険の失業部門の適用のある船員を雇用する事業については、短期間に就職と
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離職を繰り返す被保険者の割合が高いとは考えられないことから、船員を雇用する事業に

係る雇用保険料率については、一般の事業と同様に取り扱うものとしたこと。

第 2 施行期日

平成 22年 1月 l日から施行することとしたこと。

P 
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都道府県労働局長殿

基発 12.2 8 ~高 2 号

平成 21年 12月 28日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

船員法(昭和 22年法律第 100号)第 l条に規定する船員として船舶所有者に使用

される者に係る給付基礎日額のm定の特例について

方言用保険法等の一部を改正する法律の一郎の施行に伴う厚生労例省関係省令の澄備に関す

る省令(平成 21年厚生労働省令第 168号)による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(昭

和 30年労働省令第 22号。以下「労災則」という， )第 9 条到'~ 1 項?1~1 3号及び第 4号の規定

に基づき下記 1のとおり、給付基礎日額の算定の特例を設け、平成 22年 1月 1日から適用す

ることとじたので、下記 2に惚:なの上、事務処Jlrrにil主漏なきを期されたい。

記

1 特例の内容

次のいずれかに該当す:る場合には、労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第 !2条第 l項

から第6項までの規定に定める万式により、平均賃金を算定すべき事由の発生しだ日以前 1

年間について算定することとした場合における平均穴金に相当する額を給付基礎日額とす

る。

① l年を通じて船員法第 l条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法(目前日 14年

法律第 73号)第 3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる

者。以下同じ。)に使用される者について、基本となるべき固定給の額が乗船中におい

て釆船本給として増加する等により変動がある賃金が定められる場合(労災良IJ第 9条第

l項第 3号)

② 1年を通じて船員法第 l条に規定する船員として船舶所有者に使用される者につい

て、基本となるべき固定給が下船することによりてい減する賃金を受ける場合及び基

本となるべき固定給が乗下船にかかわらず一定であり、乗船することにより変動する

諸手当を受ける場合(労災員IJ第 9条第 l項第 4号)
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2 運用上の留意点等

(1)上記lの特例は、船員の賃金が乗船中と下船時で大きく変動する実態にあることを踏ま

え、定めるものであること。

( 2)上記 1の取扱いは、契約上 l年を通じて船員法第 l条に規定する船員として船舶所有

者に使用される者に限られるため、 1年未満の期間を定める契約に基づいて使用される

者の給付基礎日額の算定方法はw 通常の労働者の場合と同様であること。

( 3 )上記 Iに該当する者については、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前 1年間に

ついて算定することとしているが、雇入れ後 I年に満たない者については、雇入れ後の

期間について算定するものであることo

(4 )船員法jj11条に規定する船員として船舶所有者に使用される者のうち、上記 1の①又

は②のいずれにも該当しない者の給付基礎日額の算定方法は、通常の労働者の場合と同

様であること。

なお、船員法第 l条に規定する船員であって漁船に乗り組む者のうち、請負給制(定

額給制のものでも相当額の歩合給が併給されているものを含む。)によって使用される

者については、 「請負給制によって使用される持、業及び林業労働者の平均賃金J (昭和

初 年 4月初日基発第 519号)の記の 1及び 2を準用することとなるので、特に留意さ

れたいこと。
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都道府県労働局長殿

基発 1228第 4号

平成 21年 12月 28日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱いについて

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成 19年法律第 30号。以下「改正

法」という。)の一部の施行により、船員保険制度について、労働者災害補償

保険制度及び雇用保険制度に相当する部分がそれぞれの制度に統合されること

に伴い、現在、労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)第 3条にお

いて適用除外どされている船員保険法(昭和 14年法律第 73号)の規定によ

る船員保険の被保険者については、平成 22年 1月 1日の改正法の施行後は、

労働者災害補償保険(以下「労災保険j という。)が適用されることとなる。

これに伴い、船員保険から労災保険への円滑な制度移行を図るため、統合時

における特別加入に係る事務処理を、今般、下記のとおり定めたので、遺漏な

きょうされたい。

なお、下記に示宇取扱いは船員保険との統合に当た戸って特に留意すべき事項

について示したものであり、下記に示す事項以外については従来どおり「労災

保倹特別加入関係事務の取扱いJ(平成 14年 4月)によることとする。

言己

1 本通達の趣旨

本通達は、今回の統合に伴い、新たに労災保険の特別加入の対象となる船

員について、特別加入の取扱い、統合時における特例及び周知・広報等につ

いて定めたものである。

2 特別加入者の範囲

-283-



( 1 ) 中小事業主等

中小事業主等の判断については、昭和 40年 11月 1日付け基発第

1 4 5 4号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第 2条の規

定の施行についてJの記第 1及び第 2によることとなるため、平成 2

2年 1月 1日以降に新たに「船員法(昭和 22年法律第 100号ト第

1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和 1

4年法律第 73号)第 3条に規定する場合にあっては、同条に規定に

より船舶所有者とされる者)の事業」として適用を受ける事業主等に

ついても、上記通達により判断を行うこと。

( 2 ) 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者

一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者(以下「一人親

方等」という。)については、船員法第 1条に規定する船員が行う事

業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者を対象とするこ

と。

3 中小事業主等の特別加入手続の特例

(1) 申誇書の受理

中小事業主等の特別加入は、本来既に成立した労働者に係る保険闘

係が存在していることを前提としているものであるが、平成 21年中

に特別加入申請書が提出された場合には、保険関係が成立していない

場合であってもこれを受理すること。

( 2 ) 承認等の手続

平成 21年中に受理した特別加入申請書 cr加入を希望する日」が

平成 22年 1月 1日とされているものに限る。)であって、平成 22 

年 1月 1日に労働者に係る保険関係が成立したものについては、向日

を特別加入に係る都道府県労働局長の承認の日として取り扱うこと o

4 一人親方等の特別加入手続の特例

( 1 ) 申請書の受理

工区成 21年中に一人親方等に係る特別加入申請書が、提出された場

合には、これを受理し、平成 22年 1月 1日以降に承認を行うこと。

( 2 ) 承認等の手続

船員法第 1条に規定する船員が行う事業に従事する一人親方等が特
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別加入をするためには、当該事業に関する特別加入団体の設置が必要

となる。

J また、特別加入の申請に際しては、特別加入団体と各特別加入希望

者についての審査が必要となる。

特別加入団体の承認については、以下に定める外は昭和 40年 11 

月 1日付け基発第 1454号通達に定めるとおりとする。

ア 加入申請者たる団体は、一人親方等を構成員とする単一団体であ

ることが必要であるが、制度移行時lこ限り、構成員の人数に関して

は申請時は I名であっても、複数名の加入を排除していないと認め

られる場合、特別加入団体として承認を行って差し支えないこと。

イ 「業務災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類」

については、船員法第 1条に規定する船員が行う事業に関しては当

該書類の作成及び提出の義務を免除するとと。

ウ 特別加入団体の地区に関しては、新規の事業としての特別加入団

体を設立しなければならない等の事情から、制度移行時に限り、当

該団体の地区がその主たる事務所の所在地を中心として労働保険の

保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47年労働省令第 8号。

以下「徴収則J という。)第 6条第 2項第 4号に定める区域を超え

るものであっても承認を行って差し支えないが、原則、当該事務所

の所在地のブロックを超えない範囲であることとすること。

具体的なブロックの範囲については、Jjlj途示すこととしている。

5 特別加入者の保険料

平成 21年度の特別加入者の保険料における概算保険料の算定基礎額は、

平成 22年 1月 1日以降の加入日から平成 22年 3月 31日までの加入月数

に応じ、徴収則Jjlj表第 4特別加入保険料算定基礎額表に基づき算定すること。

6 周知・広報等について

改正法施行後の船員保険(以下「新船員保険」という。)においては、労

災保険から受ける給付が改正法施行前の船員保険から受ける給付に満たない

場合の差額相当分の上乗せ支給を行うとととしているが、当該上乗せ支給を

受けるためには、労災保険からの給付を受けていることが必要とされている

ところである。
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そのため、新船員保険からの上乗せ支給を受けるためには、特別加入する

必要がある o

この点を踏まえ、本来、特別加入の加入は任意であるものの、できる限り

特別加入者として労災保険を適用していく必要があることから、都道府県労

働局においては、新たに労災保険の特別加入の対象となる船員、労働保険事

務組合等の関係団体等に対し、特別加入の制度の概要や加入手続について漏

れのない周知を行うとともに、加入が強く推奨されることを説明し、特別加

入の申請を強く勧奨すること。

， 
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都道府県労働局長殿

基発 1228第5号

平成21年12月28日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略〉

労災保険指定医療機関に係る事務取扱いの一部改正について

労災保険指定医療機関の事務取扱いについては、平成 7年7月25日付{-U主発

第 476号(最終改正平成 15年 3月初日付け基発第 0328005号)の別添 1r~苛淡

保険指定医療機関療養担当規程J (以下「担当規程Jという。)及び別添 2r指

定医療機関の指定及び指定取消事務取扱準買11J (以下「労災指定準則」という。)

に基づいて執り行っているところであるが、今般、労働者災害補償保険(らi下

「労災保険」という o )と船員保険の職務上疾病 B 年金部門が統合される lこ当

たって、下記のとおり改正することとしたので、事務処理に遺漏なきを期され

たい。

言己

1 改正の理由について

船員が業務災害を被った場合には、船舶内にぎ置された診療所(以下 I船

内診療所」という。)において労災保険の療養の給付を受ける必要が金三じる

場合があることから、船内診療所を労災保険指定医療機関として指定で守る

こととするなど所要の整備を行うものである。
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2 担当規程の改正について

担当規程の一部を次のように改正する。

(1) 第 1の第 1項中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改める。

(2) 第 2に次の 1項を加える。

② 前項の規定にかかわらず、船舶内に設置された診療所(以下「船内

診療所」という o )において担当する療養の給付の範囲は、前項の 1

. から 3までとする。

(3) 第 5の第 2項中「傷病労働者の所属する事業場Jの次に r(傷病労働者

が船員法第 1条に規定する船員の場合にあっては当該船員が所属する船員

を使用して行う事業。以下同じ。)Jを、 「に対し、当該医療機関Jの次

に r(船内診療所にあっては当該船舶に係る事業。)Jを、 「都道府県労

働局」の次に r(以下 F管轄労働局」という。)Jを加え、 「財団法人労

災保険情報センター(以下 rR1 Cという。 J) Jを「労災診療被災労働

者援護事業補助事業者(以下「補助事業者」という。)Jに、 「当該医療

機関の所在地のRIC地方事務所Jを「補助事業者Jに改め、第51こ次の

1項を加える D

③ 前 2項の規定にかかわらず、船内診療所において行われた療養の給

イサに係る療養給付請求書については、本邦に寄港後、遅滞なく、傷病

労働者から船内診療所あて提出させた後、管轄労働局長を経由し、所

轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(4) 第 6中「指定医療機関は」の次に「、傷病労働者等からJを加える。

(5) 第 8の第 2項中「診療担当医はJを「前項の診療録には」に改める。

(6) 第 16の第 1項中「当該指定医療機関の所在地を管轄する労働局長(以下

「管轄労働局長」という。)Jを「管轄労働局長Jに、 「当該医療機関の所

在地のRIC地方事務所」を「補助事業者」に改め、第 16の第2項中「前

項」を F第 1l頁JI三改め、同項を第3項とし、第 1項の次に次の 1項を加

える o

② 前項本文の規定にかかわらず、船内診療所にあっては、行った診療

について、本邦に寄港後、遅滞なく、労働者災害補償保険診療費請求

書を管轄労働局長に提出することとする。

(7) 第四の第 1項中「健康管理手帳を交付した都道府県労働局長」を「管

轄労働局長」に改める。

(8) 第 19中「存続ができなくなったときは、」の次に「指定医療機関の指

定及び指定取j商事務準則の見iJ紙Jを加える。

-288-



3 労災指定準則の改正について

労災指定準則の一部を次のように改正する。

(1)、第 1条第 1項中「、当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長

。(以下「管轄労働局長」という。)がこれを」を削り、同条に次の 1項を

加える。

② 前項の指定は、当該医療機関(船舶内に設置された診療所(以下「船

内診療所」という。)にあっては当該船舶に係る事業)の所在地を管

轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働局長Jという。)がこれを

行う。

(2) 第 2条中第 3号及び第 4号を 1号ずつ繰り下l子、同条第 2号の次に次の

1号を加える。

3 労災保険指定病院等登録(変更)報告書

(3) 第 B条第 1号中「例えば、外科、整形外科、内科、眼科、耳鼻咽喉科又

は歯科等。」を削り、同条第 2号中 r(例えば外科又は整形外科を標携す

る医療機関にあっては手術室、処置室、、レントゲン装置及び理学療法設備

等)Jを削り、同条第 7号中「認められるものであること。」の次に「た

だし、船内診療所についてはこの限りでない。」を加える。

(4) 第 9条中「住居分布状況」の次に「、船舶又は船舶内での業務等の特殊

f生」を力口える。

4 施行日

平成 22年 1月 1日
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見Jj添 1

労災保険指定医療機関療養担当規程

'第 1章診療 の担当

第 1 任務

第 2 療養の給付の担当の範囲

第 3 アフターケアの担当の範囲

(平成 7年 7月25日付け基発第 476号)

改正 平成15年 3月28日付lす基発第 0328005号

改正 1平成 21年 12月28日付け基発 1228第 5号

第 4 療養の給付及びアフターケアの担当方針

第 5 受給資格の確認等

第 6 証明の記載

第 7 助力

第 8 診療録の記載及び整理

第 9 帳簿等の保存

第 10 通知

第 2章診療の方針

第 11 診療の一般的方針

第 12 車E医及び対診

第 13 転医の取扱い

第 14 施術の同意

第 3章療養の給付に関する診療費の請求

第 15 診療技の算定方法等

第 16 診療費の請求手続

第 4章 アフヲーケアに関する診療費の請求

第 17 診療伎の算定方法等

第 18 診療従の請求手続

第 5章指定医療機関の取扱い

第 19 指定期間等

第 20 表示

第 21 指定の取消

第 22 変更事項の届出

第 1:章診療の担当 L 

(任務)

第 1 労働者災害補償保険法施行規則(以下「員IJJという。)第 11条の規定に基づき都道府県
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労働局長の指定を受けた病院又は診療所(以下「指定医療機関」という。)I立、則第 11条

第 1項の規定により、政府が行うべき療養の給付を政府に代わって行うとともに、労働者

災害補償保険法(以下 ri去」という。)第 29条第 1項第 1号に基づく社会復帰促進等事業

としてのアヲターケア(以下「アフターケア」という。)を行うものとする。

② 指定医療機関は、 j去の規定によるほか、この規程の定めるところにより、療養の給付を

受けることができる者(以下「傷病労働者」という。)の負傷又は疾病についての療養の

給付及びアフターケアを担当する。 t

③ 指定医療機関は、当該指定医療機関において療釜の給付及びアフ告ーケアに従事する医

師若しくは歯科医師(以下「診療担当医Jという。)又は調剤に従事する薬剤師をして前

2項の規定を遵守させるものとする。

(療養の給付の担当の範囲)

第2 指定医療機関が担当する療養の給付(政府が必要と認めるものに限る。)の範囲は、次

のとおりとする。

診察

2 薬剤又は治療材料の支給

3 処置、手術その他の治療

4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看該

5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看設

② 前項の規定にかかわらず、船舶内に設置された診療所(以下「船内診療所」という。)

において担当する療養の給付の範囲は、前項の 1から 3までとする。

(アフターケアの担当の範囲)

第3 指定医療機関が担当するアフターケアの範囲は、次のとおりとする。

1 診察

2 保健指導

3 保健のための処置

4 検査

5 保健のための薬剤の支給

(療養の給付及びアフターケアの担当方針)

第4 指定医療機関及び診療担当医は、次に掲げる方針により療養の給付及びアフターケアを

行うものとするο

1 診療は、一般に医師文は歯科医師として療養及びアフターケアの必要があると認めら

れる負傷又は疾病に対して行い、的確な診断をもととし、傷病労働者及ひeアフ舎一ケア

の対象者(以下「傷病労働者等」という。)の労働能力の保全又は回復上最も妥当適切

にfラうこと。

2 診療に当たっては、懇切丁寧を旨とし、療養及びアフターケア上必要な事項は理解し

易いように指導すること o

3 診療に当たっては、常に医学の立場を笠持して、傷病労働者等の心身の状態を観察し、

心理的な効果をも挙げることができるよう適切な指導をすること o

(受給資格の確認等)

第5 指定医療機関は、傷病労働者等から療養の給付又はアフターケアを受けることを求めら
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。

れたときは、その者の提出する「療養補償給付たる療養の給付請求書j 文は「療養給付た

る療養の給付請求書J (以下「療養給付請求書』という。)によって療養の給付を受ける

資格があるか、若しくは、健康管理手憶によってアフターケアを受ける資格があることを

確認した後診察すること。

ただし、緊急やむを得ない事由によって療養給付詰求書又は健康管理手帳を提出するこ

とができない者であって、療養の給付又はアフターケアを受ける資格があることが明らかー

な者については、この限りでない。この場合においては、その事由がやんだのち、遅滞な

く、療養給付請求書文l立健康管理手憶を提出させること。

② 傷病労働者から提出された前項の療養給付請求書は、当該療養給付請求書に当該医療機

関の名称を記入の上、遅滞なく、傷病労働者の所属する事業場(傷病労働者が船員法第 1

条に規定する船員の場合にあっては当該船員が所属する船員を使用して行う事業。以下閉

じ。)の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)

に対し、当該医療機関(給肉診療所1::あっては当該船舶に係る事業。)の所在地を管轄す

る都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)を経由し、提出しなければならない。

ただし、労災診療被災労働者援護事業補助事業者(以下「補助事業者Jという。)と契

約している指定医療機関(以下「契約医療機関j というロ)においては、補助事業者を経

由し、所轄労働基準監督署長に提出することとする。

③ 前 2t頁の規定にかかわらず、船内診療所において行われた療養の給付に係る療養給付請

求書については.本邦に寄港後、遅滞なく、 jg病労働者から船肉診療所あて提出させた後、

管轄労働局長を経由し、所轄労働基準髭督署長に提出しなければならない。

(証明の記載)

第6 指定医療機関は、傷病労働者等から「療養補償給付たる療養の費用請求書」、 「療養給

付たる療養の費用請求書」に証明の記載を求められたときは、無償でこれを行うこと o

(助力)

第7 指定医療機関は、傷病労働者の病状が、看護又は移送の給付が行われる必要があると認

めた場合、速やかに当該傷病労働者又はその関係者にその手続を取らせるよう必要な助力

をすること。

• (診療録の記載及び整理)

第8 指定医療機関は、傷病労働者等に関する診療録を調製し、療養の給付文はアフヲーケア

に関し、必要な事項を記載しこれを他の診療録と区別して整備すること。

②前項の診療録には、前項の事項のほか、次の事項を記載しなければならない。

1 診療に関して証明又は診断書の交付を行ったときは、当該証明又は診断書等の概要と

交付年月日

2 初診時に既往の身体障害が認められたときはその概要

(帳簿等の保存)

第 9 指定医療機関!士、療養の給付又はアフターケアに関する帳簿及び書類その他の記録をそ

の完結の白から 3年間保存すること。ただし、診療録については、その完結の日から 5年

間とする。

(通知〕

第 10 指定医療機関は、傷病労働者等が次の各号のーに該当する場合には、遅滞なく、意見を
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付して、その旨を所轄労働基準監督署長に通知すること。

1 傷病労働者の所属する事業場の保険関係について、疑わしい事情が認められるとき

2 負傷文[ま疾病の原因又は発生状況について、傷病労働者又はその関係者より聴取した

事項と療養給付請求書に記載されている事実との聞に、重大な相違が認められるとき

3 負傷文は疾病が業務上又は通勤によるものと認めることに疑いのあるとき

4 負傷又は疾病の原因が事業主又は労働者の故意又は重大な過失によるものと認められ

るとき

② 指定医療機関I立、傷病労働者等又はその関係者が次の各号のーに該当する場合には、そ

の診療文は証明を拒否するとともに、速やかにその旨を所轄労働基準監督署長又は健康管

理手帳を交付した都道府県労働局長に遥知すること。

1 療養の給付若しくはアフターケアを詰求した者文はその関係者が詐欺その他不正な行

為により、診療を受け若しくは受けようとし又ば診療を受けさせ若しくは受けさせよう

としたとき

2 療養の給付又はアフターケアを請求した者が、正当念事由がないにもかかわらず、診

療担当医の診療に関する指示に従わないとき

3 不正又は不当な証明を強要したとき

第2主主 診療の方針

(診療の一般方針)

第 11 診療担当医の診療は、第 4及び第 12から第 14までの規定によるほか、次に掲げるとこ

ろによるものとする。

1 診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術、理学療法、その他の治療は、一般に療

養よ必要があると認められる場合に、必要の程度において行うこと。

2 医学上一般に医療効果の不明又は認められない特殊な療法文は新しい療法は、これを

行わないこと。

3 健康保険法の規定に基づき厚生労働大臣の定めるもの以外の医薬品i立、原則として施

用し又は処方しないこと。ただし、傷病労働者の病状によりその必要が認められ、かっ、

この効果が明らかに期待できると認められる場合には、この限りでないこと。

4 収容の指示は、療養上必要があると認められた場合のみ行い、収容を必要とした療養

上の理由がなくなったときは、直ちに退院の指示を行うこと。

5 アフターケアは、アフターケア実施要綱に定める範囲内で行うこと。

(転医及び対診)

第 12 診療担当医は、傷病労働者等の負傷又は疾病が自己の専門外にわたるものであるとき又

はその診療について疑義があるときは、他の指定医療機関に転医させ、又は他の診療担当

医の対診を求める等診療について適切な措置を講ずること。

(転医の取扱い)

第 13 診療担当医は、傷病労働者が他の医療機関に転医を希望する場合には、当該傷病労働者

の診療について、次に掲げる事項を記載した文書を当該傷病労働者又はその関係者に交付

し、転医後の医姉文Iま歯科医師に提出するよう指示すること a
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1 傷病労働者の氏名、年齢及び性別

2 傷病の部位及び傷病名

3 初診時における負傷又は疾病の状態(初診時において既往の身体障害が認められたも

のについては‘その概要も記載すること。)及び傷病の経過の概要〔手術又は検査の主

要所見と病状の概要)

② 診療担当医は、他の医療機関から転医してきた傷病労働者等について、その病状から必

要がある場合にI士、転医前の医療機関に対して当該傷病労働者にかかわる転医前の診療の

経過に関する文書を求めるものとする。

(施術の同意)

第 14 診療担当医は、傷病労働者の負傷又は疾病が自己の診療行為を必要とする症状であるに

かかわらず、みだりに施術業者の施術を受けることに同意を与えてはならない。

第3章療養の給付に関する診療費の請求

(診療貨の算定方法等)

第 15 指定医療機関が、療養の給付に関し政府に藷求することを得る診療費の績は、別に定め

るところにより算定するものとする。

② 政府は、指定医療機関から療養の給付に関する費用の請求書が提出されたときは、別に

定めるところにより審査を行いこれを支払うものとする。

(診療費の請求手続〕

第 16 指定医療機関i立、第 15の規定により算定した毎月分の診療費用の額を労働者災害補償

保険診療費請求書に診療費請求内訳書を添付して、管轄労働局長に提出すること。

なお、契約医療機関においては、補助事業者を経由し、管轄労働局長に提出すること。

ただし、指定医療機関が行った次に掲げる各号のーに該当する診療については、それに

要した費用の全部文は一部を支払わない。

1 労働者の業務外の負傷文は疾病についての診療

2 労災保険法第 12条の2の2の規定により療養の給付の制限を行う旨所轄労働基準監督

署長から通知があった後における診療

3 政府が必要と認めるものを超えた診療

② 前項本文の規定にかかわらず、船内診療所にあっては、行った診療について、本邦に寄

港後、遅滞なく、労働者災害補償保険診療費請求書を管轄労働局長に提出することとする。

③ 第 1項の労働者災害補償保険診療費請求書及び診療詑請求内訳書は、厚生労働省労働基

準局長が定めた様式によるものとする。

第4章 アフターケアに関する診療費の請求

(診療費の算定方法)

第 17 指定医療機関が、アフヲーケアに関し政府に請求することを得る診療費の額I立、別に定

めるところにより算定するものとする。

② 政府l立、指定医療機関からアフターケアに関する費用の請求書が提出されたときは、別
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に定めるところにより審査を行いこれを支払うものとする。

(診療費の請求手続)

第四 指定医療機関は、本規程に基ついて行1ったアフターケアに要した費用を請求しようとす

るときは、第 17の規定により算定した毎月分の診療費用の額を労働者災害補償保険アフタ

ーケア委託費請求書にアフ告ーケア診療費請求肉訳書を添付して管轄労働局長に提出する

こと。

ただし、指定医療機関が行った次に掲げる各号のーに該当する診療については、それに

要した費用の全部又は一部を支払わない。

1 健康管理手帳に記載された疾病以外の負傷又は疾病についての診療

2 健康管理手帳に記載された疾病に係る政府が必要と認める診療を超えた診療

② t前項の労働者災害補償保険アフターケア委託費請求書及びアフターケア詰求書l立、厚生

労働省労働基準局長が定めた様式によるものとする。

第5章指定医療機関の取扱い

(指定期間等〉

第 19 則第 11条の規定による指定医療機関の指定r;t、指定日から起算して 3年を経過したと

きはその効力を失うものとする。ただし、指定の効力を失う目前6月より向日前 3月まで

の聞に指定医療機関から別段の申し出がないときはその指定はその都度更新されるものと

する。

また、医業の廃止、休止又は指定の辞退により指定医療機関としての資格の存続ができ

なくなったときは、指定医療機関の指定及び指定取消事務準則の別紙様式第 7号「労災保

険指定医療機関休止・辞退届」により、指定を受けた都道府県労働局長に届け出るものと

する。

(表示)

第 20 指定医療機関は、員IJ綴式第 1号又i立第 2号による標札を見やすい場所に掲げること。

(指定の取消)

第 21 指定医療機闘が、次の各号のーに該当する場合においては、都道府県労働局長は、その

指定を取り消すことができる。

1 診療費用の請求に関し、不正行為があったとき

2 関係法令及び本規程に違反したとき

② 前項により指定の取消しを受けた医療機関の開設者が当該決定に不服のあるときは、決

定の通知を受けた日から 60日以内に指定取消しを行った都道府県労働局長に再調室を申

し出ること古fできる。

(変更事項の届出)

第 22 指定医療機関の開設者は、次の各号のーに掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨

及びその年月日を指定を行った都道府県労働局長に届け出なければならない。

指定医療機関の開設者又は管理者に異動があったとき

2 名称又は所在地に変更があったとき

3 診療科目又は病床数に変更があったとき
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4 健康保険診療報酬の算定に関する届出事項等に変更があったとき

5 指定申誇の際に提出した医療機関施設等概要書に記載しT二重要事項その他都道府県労

働局長が必要と認めた事項に変更があったとき
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別添2 (様式省略)

指定医療機関の指定及び指定取消事務取扱準則

(平成 7年 7月25日付け基発第 476号)

第 1条指定手続

第2条 指定手続

第3条指定手続

第4条指定取消手続

第 5条指定取消手続

第 6条 指定文は指定取消に関する公告

第 7条関係書類の整備保存

第 B条指定選考基準

第 9条選考基準の特例

改正 平成 15年3月28日付け基発第 0328005号

改 正 平 成 21年 12月28日付け墓発 1228第5号

別紙様式第 1号「労災保険指定医療機関指定申請書J

様式第 2号「病院(診療所)施設等概要書J

様式第3号「指定医療機関台帳J

様式第 4号「労災保険指定医療機関指定通知書」

綴式第 5号「労災保険指定医療機関非指定通知書J

検式第 6号「労災保険指定医療機関指定取消通知書」

様式第 7号「労災保険指定医療機関休止 z 辞退届J

(指定手続)

第 1条 労働者災害補償保険法施行規則(以下「員リ」という。)第 11条の規定に基づく医療機

関の指定は、医療機関の開設者から申請があったもののうち指定することが適当と認めた

病院又は診療所について行う o

② 前項の指定は、当該医療機関(船舶肉に設置された診療所(以下「船内診療所」という。)

にあっては当該船舶に係る事業)の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働

局長」という。)がこれを行う。

第 2条 前条の規定により指定を受けることを希望する医療機関の開設者は、様式第 1号「労

災保険指定医療機関指定申請書」に、次の各号に掲げる書類を添付し、管轄労働局長に提

出するものとする。

1 病院にあっては開設許可証、診療所にあっては開設許可証若しくは届書、国の開設する

病院若しくは診療所にあっては承認書若しくは透知書のそれぞれの写又はそれぞれの番

号及び年月日を記載した文書

2 様式第 2号「病院(診療所)施設等概要書」

3 労災保険指定病院等登録(変更)報告書
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4 知事届出事項に係る届出書(届出番号が記載されているもの)の写

5 その他労災診療費の算定に際して必要な事項

第 3条前条の申請書を受理した管轄労働局長は、第 8条及び第 9条に定める指定選考基準に

より、指定の適否を調査決定するとともに、速やかにその結果を様式第 4号「労災保険指

定医療機関指定通知書J文は様式第 5号「労災保険指定医療機関非指定逼知書」により申

請者に通知するものとする。

(指定取消手続)

第4条 管轄労働局長は、労災保険指定医療機関療養担当規程(以下「担当規程」という。)第

21の規定により指定医療機関の指定を取り消そうとするとき、又は様式第 7号「労災保険

指定医療機関休止・辞退届」を受理したときは、様式第日号I労災保険指定医療機関指定

取消通知書」により、当該医療機関の開設者に通知を行うものとする。

第 5条 指定医療機関の休止又l土、辞退を希望する指定医療機関の開設者I<l:，様式第 7号「労

災保険指定医療機関休止・辞退届Jを管轄労働局長に提出するものとする。

(指定又は指定取消に関する公告)

第 6条 管轄労働局長は、指定医療機関を指定したとき、指定医療機関の指定を取消したとき

又l立休止若しくは辞退によって指定医療機関でなくなったときは、速やかに買IJ第 11条第2

項に規定する事項のほか、次の事項を公告するものとする。

1 指定をした場合においては、その旨及び指定年月日並びに指定期間

2 指定の取消し又は休止若しくは辞退によって指定医療機関でなくなった場合において

は、その旨及び取消年月日

(関係書類の整備保存〉

第 7条 指定医療機関の指定に当たって提出された関係書類等l止、様式第3号「指定医療機関

台帳Jに添付するとともに、常時整備するものとする。

② 担当規程第 22の規定により指定医療機関の開設者から提出された変更事項の届書、実地

調査書その他の関係書類は、前項の台帳に順次添付し、保存するものとする。

③ 医療機関の指定文は指定取消に関する帳簿及び書類は、完結の日から 2年間保存するも

のとする。

(指定選考基準)

第 8条 指定医療機関の指定に当たっては、次の各号に掲げる要件について選考するものとす

る。

(一般的要件)

1 労災保険診療に関係の深い診療科(以下「関係診療科」という。)のー又は二以上を襟

f芳しているものであること。

(物的要件)

2 関係診療科に相応した医療施設及び医療器具等を具備しているものであること。

3 原則として患者の収容施設を具備しているものであること。

4 何時でも急患に応じる態勢にあるものであること。

(人的要件)

5 関係診療科について、臨床経験 5年以上の責任医師が存するものであること。

6 労災保険に関する一応の知識を有し、その診療について積極的な協力が期待できるもの
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であること。

t過去の実績)

7 過去の受診患者数等からみて相当の利用が認められるものであること。ただし‘給内診

療所についてはこの限りでない。

8 当該医療機関又は当該医療機関に従事する医師等に医事に関し過去 5年間において不

正又は不祥事件等を起こした事例がないものであること。

{診療録等の整備状況に関する要件)

9 診療録、レントゲンフィルム、入院日誌その他診療に関する帳簿書類の記録及び保管等

が適切に行われているものであること。

(指定選考基準の特例)

第 9条 都道府県労働局長は、管内の事業場又は労働者の住居分布状況、船舶又は船舶内での

業務等の特殊性、交通事情、市街地、郡部辺地等を背景とするその他の特殊事情等により、

特に指定する必要があると認めたときは、当該医療機関が前条の各号に掲げる要件の一部

に該当しない場合であっても指定を行うことができるものとする。

、ー

、
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基労補発 1228第 1号

平成 21年 12月 28日

都道府県労働局総務部長殿

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

(公印省略)

船員保険制度の統合に伴う特別加入に関する取扱いの詳細について

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成 19年法律第 30号。以下「改正

法」という。)の一部の施行による船員保険との統合時における特別加入手続

の取扱いについては、平成 21年 12月 28日付け基発 12.28第4号(以下、

「局長通達J という。)をもって示されたところであるが、その運用に当たっ

ては下記の事項に留意されたい。

記

1 中小事業主等

(1 )労働者数の判断に係る留意点

中小事業主等とは、その使用する労働者の総数が常時 300人(金融

業、保険業、不動産業又は小売業にあっては 50入、卸売業又はサービ

ス業にあっては 100人)以下の労働者を使用する事業主であるが、船

員法(昭和 22年法律第 100号)第 1条に規定する船員を使用して行

う船舶所有者(船員保険法 (B召和 14年法律第 73号)第 3条に規定す

る場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以

下「船舶所有者の事業」という， )のほかに労働者を使用する事業を営

む事業主にあっては、各事業で使用する労働者数を合計し、事業全体と
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しての労働者数によって中小事業主等に当たるか否かの判断を行うこ

とo

例えば、漁業の場合、個々の事業の使用労働者数が常時 300人以下

であっても、事業全体の労働者数が常時 300人を超えるときは、中小

事業主等に当たらない。

( 2) 事業の業種を判断する上での留意点

金融業、保険業、不動産業、卸売業、小売業又はサービス業等の業種

の区分については日本標準産業分類によること。また、 2以上の異種事

業を行う事業主にあっては、それぞれの事業に使用する労働者数により、

いずれの業種に該当するかの判断を行うこと。

( 3 )複数の事業を営む特別加入者の承認に当たっての留意点

中小事業主等の特別加入については、当該事業に係る保険関係を基礎

として認められているものであるため、複数の事業を行う事業主。が、

いずれの事業においても特別加入することを希望する場合、それぞれ

の保険関係ごとに特別加入の手続が必要となること。

例えば、船員法の適用を受ける船舶及び受けない船舶の両方により事

業を行い、いずれの事業においても特別加入を希望す?る場合には、両

方の事業についてそれぞれ特別加入の手続を行う必要がある o

( 4 )書類の受理等

平成 21年中に特別加入申詩書が窓口に提出された場合の取扱いは以

下のとおりとすること。

ア 特別加入申請書の労働保険番号については空棚であっても受理し、平

成 22年 1月 1日以降に当該事業場の保険関係が成立した時点で、労

働保険番号を記入し承認の手続を行うこと o

イ 提出された書類に労働保険番号が空欄である以外の不備があった場合

は、受付印の押印を行い、不備となっている箇所について説明を行つ、

た上で、書類を全部返却し、再度提出するよう指導すること。書類返

却の際には書類のコピーを取得して不備返戻若手に記載し、補正に要す

る時間を勘案の上文書により督促を行い、その事跡を残しておくこと。

ウ 上記の返戻手続を行った申請書について、不備箇所が修正された書類

が提出された場合、最初に受付印を押印した日をもって申請があった

ものとして取り扱うこと o
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2 一人親方等

( 1 )特別加入団体の事業に係る留意点

「船員法第 1条に規定する船員が行う事業j には、事業の実態として

漁業、貨物運輸業、旅客船事業等の様々な事業が含まれることとなる

が、実態の業種ごとに区分することなく、構成員が現在の船員保険法

の被保険者である事業は、すべて当該事業として取り扱うこと。

このため、特別加入の申請がなされた団体の構成員が異なる職種の者

であっても、構成員が船員法第 1条に規定する船員である場合、「船員

法第 1条に規定する船員が行う事業j に従事する団体に該当する。

( 2 )特別加入団体の承認に係る留意点

特別加入団体の承認に関する要件については、以下のとおりとするこ

と。

ア 局長通達において、制度移行時の特例とじて、加入申請時には構成員

が 1名であったとしても、複数名の加入を排除していないと認められ

る場合には特別加入団体として承認して差し支えないとされたところ

であるが、複数名の加入を排除していないと認められる場合とは次の

2つの要件をすべて満たす場合をいう。

① 定款又は規約等の内容が当該団体に複数の者の加入が予定されてい

るものであると認められること。

② 代表者が今後構成員が複数名となるよう努める旨の誓約をしている

こと。

イ 船員に関しては、船員労働安全衛生規則(昭和 39年運輸省令第 53 

号)により、危害の防止及び船内衛生の保持に関 L、船舶所有者のと

るべき措置及びその基準並びに船員の遵守するべき事項が規定されて

いるため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30年労働省令第 2

2号)第 46条の 23第 3項の改正を行い、「業務災害の防止に関する

措置及び事項の内容を記載した書類Jの提出は不要としたこと。

ウ 特別加入団体の地区に関しては、当該団体の地区がその主たる事務所

の所在地を中心として労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規

則(昭和 4 7年労働省令第 B号)第 6条第 2項第A号に定める区域を

超えるものであっても原則として当該所在地のブロック内であれば承

認を行って差し支えないこととしているが、ブロックとは以下のとお

りである。

ーヨ日?ー



なお、当該ブロックを超える範囲での申請があった場合、本省に協議

すること。

ブPロック 都道府県

北海道 北海道

東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関 東 東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千

葉県、 i山梨県

~t 陸 新潟県、富山県、石川県、福井県

中 昔日 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、二重県

関 西 滋賀県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

中 国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四 国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県‘宮崎県、鹿児

島県、沖純県

エ 事業内容等を確認するために、団体の承認申請の際に添付することを

義務イ寸けている定款、規約の様式を参考までJこ別途示すので、活用す

ること。

( 3 )複数の毛布:業を営む一人親方等の承認に当たっての留意点

「船員法第 1条に規定する船員が行う事業」のほかに、 rj漁船による

水産動植物の採補の事業」を行っている者が両方の事業について特別

加入を希望する場合は、それぞれ「船員法第 1条に規定する船員が行

う事業」及び「漁船による水産動植物の採補の事業」について特別加

入の手続が必要となること。

(4) 書類の受理等

平成 21年中に特別加入申請書が労働基準監督署に提出された場合、

受付印を押印し、控を返却すること。

なお、不備があった場合及び不備修正後に再度提出された場合の取扱

いについては、上記 1の(4 )と同様である。

3 周知・広報について

労働局においては、管内の全船舶所有者や労働保険事務組合等に対し、特
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別加入の制度の概要等について十分に周知を行うこと。

局長通達で示されたように、改正法の施行後の船員保険からの上乗せ支給

を受けるには労災保険から給付を受けていることが必要とされているため、

船員保険の被保険者たる船舶所有者については個別に周知等を行い、平成 2

1年中にもれなく手続が行われるよう特段の努力を払うこと。

なお、その際に周知や指導を行った船舶所有者ごとに周知の実績等の記録

を残すこと o 、

また、中小事業主等の特別加入に関しでは労働保険事務組合への事務委託

が必要となるため、新たに労働保険事務組合の許認可申請を行う組合だけで

なく、既存の労働保険事務組合に対しでも制度の統合に関する周知を行うこ

と4

念お、周知に当たっては、特別加入制度の加入は任意であるものの、改正

法の施行後の船員保険法における上乗せ支給の取扱いを踏まえると、加入が

強く推奨されることを説明する必要があることから、労働局労災補償課と労

働保険徴収課室との共催の説明会の実施や労働保険徴収課室の説明に労働局

労災補償課が同行する等、関係部署と連携して行うこと。
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